


「せとうち田園都市の確かな創造」
～ 海と田園と都市の魅力があふれる香川をめざして ～

本県では、平成23（2011）年に「せとうち田園都市香川創造プラン」、平成27（2015）年に「新・せとう
ち田園都市創造計画」を策定し、成長する香川、信頼・安心の香川、そして、笑顔で暮らせる香川づくりを
めざして、各分野にわたる取組みを推進し、都市と田園の魅力を兼ね備えた瀬戸内（せとうち）香川の生
活圏域づくりを進めてまいりました。
この間、「成長する香川」として、希少糖やオリーブなど本県の地域資源を活用した成長産業の育成、
香港線の就航やソウル線のデイリー化をはじめとする航空ネットワークの一層の充実、「香川県就職・移
住支援センター（ワークサポートかがわ）」の開設や移住・定住を進めることによる若者の県内定着の促
進、また、「信頼・安心の香川」として、ハード・ソフト両面での防災・減災対策の推進、かがわ縁結び支援セ
ンターの開所をはじめとした「子育て県かがわ」の実現をめざす取組み、さらには、「笑顔で暮らせる香
川」として、豊かな人間性と個性を伸ばす教育の推進、瀬戸内国際芸術祭の定期開催による地域の活性
化など、各種の取組みを進め、その成果が少しずつ見え始めています。
一方で、令和元（2019）年末からの新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大は、これまで積み
上げてきた成果を大きく揺るがす事態となりました。他方、感染拡大を契機として、大都市圏への過度
の集中のリスクが改めて認識されるとともに、デジタル技術の活用により、テレワークなど場所にとらわ
れない働き方が広がるなど、人々の生活様式や企業行動などに大きな変化が生じており、今後、社会経
済システムのさまざまな変革が促進されるものと考えられます。
このような中、これまでの取組みの方向性を引き継ぎながら、デジタル社会の推進などの新しい取組
みにもチャレンジし、その歩みを確実なものとするため、令和３（2021）年度から５年間の新たな香川づ
くりの指針として、「『みんなでつくるせとうち田園都市・香川』実現計画」を策定いたしました。この計画
では、「せとうち田園都市の確かな創造」を基本目標に掲げ、「安全と安心を築く香川」、「新しい流れをつ
くる香川」、「誰もが輝く香川」の３つの基本方針のもと、喫緊の重要課題である新型コロナウイルス感染
症への対応はもとより、災害に強い香川づくりや人口減少問題の克服・地域活力の向上など、県勢を維
持・発展させていくための課題に取り組み、魅力ある瀬戸内香川の生活圏域づくりをめざしています。
今後、県民の皆様、市町、地域団体、企業など、さまざまな主体と緊密な連携と協力を図りながら、成
果志向の観点に立って、地域の実情やニーズに的確に対応した取組みを積極的に推進し、「せとうち田
園都市の確かな創造」の実現に向けて全力を尽くしてまいります。
この計画の策定に当たりまして、県議会をはじめ、計画策定懇談会、県民の皆様から貴重なご意見、ご
提言をいただきましたことに対し、深く感謝いたします。

令和３（2021）年10月
香川県知事　浜　田　恵　造
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１ 計画策定の趣旨
本県では、平成23（2011）年に「せとうち田園都市香川創造プラン」、平成27

（2015）年に「新・せとうち田園都市創造計画」を策定し、成長する香川、信頼・安心の
香川、そして、笑顔で暮らせる香川づくりをめざして、各分野にわたる取組みを推進し
てきました。
令和２（2020）年度に「新・せとうち田園都市創造計画」の計画期間が終了したこと

から、これまでの取組みの方向性を引き継ぎながら、「新・せとうち田園都市創造計
画」策定以降の社会経済情勢の変化や県民意識・ニーズ、有識者、県議会をはじめと
する県民の意見等を踏まえ、令和３（2021）年度からの新たな香川づくりの指針を策
定します。

２ 計画の性格と役割
本県の進むべき基本的方向とそれを実現するための方策を明らかにした県政運営
の基本指針であり、次のような役割を持ちます。
○　県としてめざすべき基本的政策を明らかにするとともに、取り組む施策を総合
的、体系的に整理するものです。
○　県民に対しては、県政の基本的方向を明らかにすることにより、県政に対する理
解のもと、協働の取組みを期待するものです。
○　国や市町、公共的団体等に対しては、適切な役割分担のもとに連携、協力して施
策を推進することを期待するものです。

３ 計画の構成
〇　本県の進むべき基本的方向を明らかにする「基本目標・基本方針」と、その実現
のための基本的政策である「重点施策」を【ビジョン編】とします。
〇　「前計画の評価」、「県民意識とニーズ」、「社会経済情勢の変化」、「本県の特性」を
踏まえ、「課題整理」したうえで、県の施策を総合的、体系的に整理した「施策体系」
を【プラン編】とします。

４ 計画の期間
　令和３（2021）年度から令和７（2025）年度までの５年間とします。

はじめに
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【 ビジョン編 】
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1　基本目標

本県では、平成23（2011）年に「せとうち田園都市香川創造プラン」、平成27（2015）
年に「新・せとうち田園都市創造計画」を策定し、本県のめざすべき姿を「せとうち田園都
市」とし、その創造に向けて、取組みを進めてきました。

「新・せとうち田園都市創造計画」に沿った取組みとしては、「成長する香川」として、希
少糖やオリーブなど本県の地域資源を活用した成長産業の育成、オリーブ牛やオリー
ブハマチ、さぬき讃フルーツなど本県独自のブランド産品の販路拡大、香港線の就航や
ソウル線のデイリー化をはじめとする航空ネットワークの一層の充実、地方版ハロー
ワーク「ワークサポートかがわ」の開設や移住・定住の促進による若者の県内定着の促
進、また、「信頼・安心の香川」として、ハード・ソフト両面での防災・減災対策の推進、かが
わ縁結び支援センターの開所をはじめとした「子育て県かがわ」の実現をめざした取組
み、さらには、「笑顔で暮らせる香川」として、瀬戸内国際芸術祭の定期開催による地域
の活性化、本県独自の英語教育の推進など、各種の事業を進め、その成果が少しずつ出
てきていたところです。

その一方で、これまで積み上げてきた成果を揺るがす大きな変動が生じるとともに、
さまざまな課題に直面しています。
令和元（2019）年末からの新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大は、安全

で安心できる生活を脅かすだけでなく、緊急事態宣言などによる人々の経済活動の自
粛、変容等が実体経済に大きな影響を与えました。他方、感染拡大を契機として、大都
市圏への過度の集中のリスクが改めて認識されるとともに、デジタル技術の活用によ

活気あふれる街と美しい自然が隣接し、生涯を通じて安心して生活できる環境
の中で、誰もが生きがいを見いだし、みずからの能力を存分に発揮できる、ま
た、その魅力に引かれて集い、交わる人々が、みんなで新しい流れをつくり、人口
の社会増がもたらされる、瀬戸内（せとうち）香川の生活圏域の確かな創造

「せとうち田園都市の確かな創造」
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第１章　基本目標・基本方針
り、テレワークなど場所にとらわれない働き方が広がるなど、人々の生活様式や企業行
動に変化が生じており、今後、社会経済システムのさまざまな変革が促進されるものと
考えられます。

また、南海トラフ地震の今後30年以内の発生確率は70％～80％とされ、発生すれ
ば、県内でも広範囲で甚大な被害が想定されているほか、近年、全国的に大規模な自然
災害が頻発化する中で、県内でも大規模な土砂災害や洪水等の水害がいつ発生しても
おかしくない状況にあります。

さらに、社会減と自然減を合わせた地方における人口減少問題は、経済規模の縮小
や地域産業における人材不足などを招き、地域の活力を奪うことになるばかりでなく、
小売店など民間利便施設の撤退等による住民の生活利便性を低下させ、地域コミュニ
ティや社会保障制度の維持を困難にするなど、国や地方の成り立ちそのものを危うくす
る問題であり、地方における社会・経済活動に深刻な影響を与える恐れがあります。

こうした中、将来にわたって持続可能な香川をつくり、次代を担う子どもたちに引き継
いでいくために、私達は、これらの課題に正面から向き合い、今打つべき手を打ち、変革
の時代にあっても県勢を維持・発展させるうえでの確固たる基礎を築かなければなりま
せん。

そのため、まず、災害や感染症など、命や健康を脅かす危機に対する備えを万全なも
のとし、子どもからお年寄りまですべての人が、安心して健やかな日々を過ごすことが
できる香川をつくります。

また、そうした安全・安心を確固たるものとしたうえで、新型コロナウイルスにより影
響を受けた県内経済の回復を図るとともに、新たな発想を持った人材と新たな技術の
積極的な活用により、本県ならではの魅力や強みをさらに磨き上げ、産業、観光、しご
と、暮らしのあらゆる面で選ばれる、活力に満ちあふれた香川をつくります。
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第１章　基本目標・基本方針さらに、すべての人が家庭、職場、学校、地域のそれぞれが置かれた環境で、夢と希望
を持ち、ライフスタイルやライフステージに応じて、能力を発揮し、お互いを認め合いな
がら、笑顔でいきいきと暮らせる香川をつくります。

こうした取組みを総合的に推進することにより、せとうち田園都市創造に向けた歩み
を確かなものにしてまいりたいと考えています。

各般の取組みを進めるに当たっては、県民の皆様をはじめ、関係団体、ＮＰＯ・ボラン
ティア、企業、大学、金融機関など、多様な主体の参画と連携が欠かせません。多くの
方々の知恵と力の結集、連携、協力のもとに、令和の時代の郷土香川づくりを進めてま
いります。
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第１章　基本目標・基本方針
平成23（2011）年度からの「せとうち田園都市香川創造プラン」では、「元気の出る香
川づくり」、「安心できる香川づくり」、「夢と希望あふれる香川づくり」、平成28（2016）年
度からの「新・せとうち田園都市創造計画」では、「成長する香川」、「信頼・安心の香川」、
「笑顔で暮らせる香川」の３つの基本方針のもと、各分野における取組みを推進してきま
した。

本計画は、「元気」・「成長」、「信頼」・「安心」、「夢」・「希望」・「笑顔」の流れを引き継ぎ、こ
れまでの取組みの成果を踏まえるとともに、さまざまな課題を乗り越えて、せとうち田
園都市・香川の創造に向けた歩みを確かなものとするため、

・　災害や感染症などの危機への備えを万全なものとし、すべての人が安心して、健や
かな日々を過ごすことができる「安全と安心を築く香川」

・　新たな発想を持った人材と新たな技術の積極的な活用により、本県の魅力や強み
をさらに磨き上げ、産業、観光、しごと、暮らしのあらゆる面で選ばれ、活力に満ちあ
ふれる「新しい流れをつくる香川」

・　すべての人が夢と希望を持って、それぞれの環境で能力を発揮し、お互いを認め合
いながら、笑顔でいきいきと暮らしていける「誰もが輝く香川」

の３つを基本方針とします。

2　基本方針

（１）安全と安心を築く香川
（２）新しい流れをつくる香川
（３）誰もが輝く香川
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第１章　基本目標・基本方針（１）安全と安心を築く香川
災害や感染症など、命や健康を脅かす危機が頻発する中で、これらの危機への備え

を万全なものとし、子どもからお年寄りまですべての人が、安心して健やかな日々を過
ごすことができる香川をつくります。

（基本的な方向）
・　南海トラフ地震や大規模な風水害から県民の命を守るため、ハードとソフト両面での
総合的な防災・減災対策を着実に推進し、地域の防災力の向上を図ります。
・　結婚から子育てまでのきめ細かな支援を行い、若者が希望を持って安心して子ども
を生み、健やかに育てることができる「子育て県かがわ」の実現をめざします。
・　新型コロナウイルスなどの新たな感染症に対応しながら、急性期から在宅医療ま
での切れ目ない医療体制、医療と介護との連携体制を構築するとともに、高齢者や
障害者が住み慣れた地域で安心して暮らせる香川をめざします。
・　生涯を通じて、健康で生きがいを持って暮らせるよう、幅広い年齢層に対する健康
づくりを推進し、健康長寿の香川をめざします。
・　交通事故・犯罪のない安全安心の香川をつくるとともに、安心につながる社会資本
を整備します。

安全と安心の指標

現状（R2年度）
65.7%

目標（R６年度）
100%

現状
R３年度当初   29人
R２年度途中 220人

現状（R２年）
59人

目標
R８年度当初 ０人
R７年度途中 ０人

目標（R７年）
39人以下

◆保育所等利用待機児童数

◆交通事故死者数

◆地震・津波対策海岸堤防等の整備率（第Ⅰ期計画：H27～ R６年度）

※目標はR３（2021）年度に待機児童数ゼロを達成し、R７（2025）年度までゼロを維持するもの。
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（２）新しい流れをつくる香川
新型コロナウイルスにより影響を受けた県内経済の回復を図るとともに、新たな発
想を持った人材と新たな技術の積極的な活用により、本県ならではの魅力や強みをさ
らに磨き上げ、産業、観光、しごと、暮らしのあらゆる面で選ばれる、活力に満ちあふれた
香川をつくります。

（基本的な方向）
・　移住者の受入れ支援の充実を図るとともに、ＵＪＩターン就職を促進し、定住人口の
拡大に取り組みます。
・　県内経済の持続的な発展を図るため、地域の強みを生かした成長産業の育成や産
業の創出を促進するとともに、先端技術を取り入れた企業の競争力強化や産業人
材の育成、中小企業の経営支援などを通じて県内経済を活性化します。
・　多様な人材の活用を促進するとともに、誰もが働きやすい環境づくりを推進しま
す。
・　交流人口の回復・拡大を図るため、本県の豊かな資源の魅力を発信し、「選ばれる
香川」をめざします。
・　消費者ニーズに即した魅力ある農林水産物の安定供給、需要拡大に取り組むとと
もに、地場産品とあわせて、ブランド力の強化を図ります。
・　県民の多様な暮らしや働き方を実現し、生活を豊かなものとするとともに、持続可
能な経済社会を構築するため、あらゆる分野のデジタル化を推進します。
・　都市機能の充実を図るほか、高松空港の利便性拡大、幹線道路や港湾の整備、四
国の新幹線の早期実現などに取り組み、陸海空の結節機能を高め、四国における
拠点性を強化します。
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新しい流れの指標

現状（R２年）
▲1,381人

目標（R7年）
1,000人

現状（R２年）
6,184千人

現状（R２年度）
4,162人

目標（R7年）
コロナ影響前の実績値

（R元年 ： 9,687千人）まで
速やかな回復を図る

目標（R７年度）
45,162人

◆県外観光客数

◆Setouchi-i-Base の拠点利用者数

◆人口の社会増減



12

（３）誰もが輝く香川
すべての人が家庭、職場、学校、地域のそれぞれが置かれた環境で、夢と希望を持ち、

ライフスタイルやライフステージに応じて、能力を発揮し、お互いを認め合いながら、笑
顔でいきいきと暮らせる香川をつくります。

（基本的な方向）
・　教育環境の充実を図り、心身ともに豊かで健康な、人間性と個性あふれる子どもた
ちを育てます。
・　あらゆる分野で女性の活躍の場を大きく広げ、女性が輝く香川をめざすとともに、
若者の県内定着を図るため、大学と地域との連携を強化します。
・　持続可能で環境と調和した地域づくりを通じて、人と自然が共生する香川の実現
を図るとともに、都市部住民との交流などを促進し、笑顔で活力あふれる農山漁村
づくりを推進します。
・　芸術性に富む「アート県かがわ」の文化資源を活用し、地域の魅力を高めます。
・　すべての人々が幸福で活力のある豊かな生活を営むことができるスポーツ県をめ
ざします。

輝く指標

現状（R2年度）
小学校5年生　73.1%
中学校2年生　59.5%

目標（R7年度）
小学校5年生　77%
中学校2年生　65%

現状（H28～R2年度）
175社

現状（R２年度）
43.3%

目標（R3～R7年度）
180社

目標（R７年度）
52%

◆「かがわ女性キラサポ宣言」登録企業数〔累計〕

◆県内大学卒業生の県内就職率

◆「授業の内容がよく分かる /だいたい分かる」と答えた児童生徒の割合
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1　施策概念図
　重点施策は、本県の進むべき基本的方向を明らかにする「基本目標・基本方針」を
実現するための基本的政策として示すものです。

１ 安全と安心
を築く香川

２ 新しい流れ
をつくる香川

３ 誰もが輝く
香川

（１）県民等との協働、（２）広域連携、（３）デジタル化の推進、
（４）行財政改革の推進、（５）ＳＤＧｓの推進、（６）関係人口の創出・拡大

新型コロナウイルス感染症の拡大防止と社会経済活動の維持・回復➡新しい生活様式の下での成長
防災・減災対策 人口減少問題の克服・地域活力の向上

<喫緊の課題>

基本方針 重点施策
① 災害に強い香川をつくる
② 「子育て県かがわ」の実現をめざす
③ 健康長寿の香川をつくる
④ 安心できる医療・介護体制をつくる
⑤ 高齢者や障害者が地域で安心して暮らせる社会をつくる
⑥ 安心につながる社会資本を整える
⑦ 交通事故・犯罪のない安全安心の香川をつくる
⑧ 定住人口を拡大する
⑨ 戦略的な産業振興を図る
⑩ 雇用対策を推進する
⑪ 交流人口を回復・拡大する
⑫ 農林水産業の持続的発展を図る
⑬ 県産品のブランド力の強化・販路拡大を図る
⑭ デジタル社会を推進する
⑮ 四国における拠点性を確立する
⑯ 豊かな人間性と個性あふれる子どもたちを育てる
⑰ 女性が輝く香川にする
⑱ 大学と地域との連携を深める
⑲ 人と自然が共生する香川をつくる
⑳ 活力あふれる農山漁村をつくる
㉑ 「アート県かがわ」の魅力を高める
㉒ スポーツ県をめざす

せ
と
う
ち
田
園
都
市
の
確
か
な
創
造

基本目標

＜推進の視点＞
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第１章　基本目標・基本方針
ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals）は、平成27（2015）年９月、国連サミッ

トにおいて採択された、令和12（2030）年までに達成すべき国際社会全体の開発目標
で、貧困の解消やジェンダー平等の実現など、17のゴールと169のターゲットで構成さ
れており、「誰一人取り残さない」ことを理念に、経済、社会及び環境の三側面を不可分
のものとして調和させ、持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現をめざすことと
されています。

ＳＤＧｓの理念や目標は、本県が「せとうち田園都市の確かな創造」をめざし取り組む
各施策と方向性を同じくするものです。特に、17番目のゴールで掲げられた、「パート
ナーシップで目標を達成しよう」は、県民や企業、地域の団体、各市町など、多様な主体
とともに取り組むすべての施策と共通しているほか、その他のゴールも各施策と密接に
関わっている（次ページ以降の各重点施策において関係性を記載するとともに、第６章
施策体系（施策の総合的展開）においても関係性を整理）ことから、本計画を推進するこ
とにより、ＳＤＧｓの達成につなげていきます。

２　ＳＤＧｓとの関係
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現状と課題

◇　近年、全国各地で地震が相次いで発生し、南海トラフ地震の今後30年以内の発生
確率も70％～80％と高まる中、本県でもいつ大規模地震が発生してもおかしくな
い状況にあることから、地震・津波対策として、海岸堤防等やため池の整備、水道施
設などの耐震化、救出・救助能力の向上、住宅をはじめとする建築物の耐震化、県民
の防災意識の向上などハードとソフト両面での総合的な防災・減災対策を計画的に
進めていく必要があります。
　　また、防災活動の拠点となる施設の安全性及び機能の確保に関する備えを着実
に推進する必要があります。
◇　近年の気候変動の影響等もあり、勢力の強い台風や局地的な集中豪雨による浸
水被害、土砂災害など甚大な被害が全国各地で相次いで発生しており、風水害の頻
発化・激甚化が懸念されることから、風水害や土砂災害対策として、治山・治水事業、
砂防事業などによる災害予防施設の整備や防災情報に関する伝達体制の充実、適
切な避難行動の促進などが急務となっています。
　　また、高齢者、障害者など要配慮者の避難誘導や福祉避難所の収容可能数の拡
充など避難行動の支援体制を強化する必要があります。

3　重点施策

南海トラフ地震や大規模な風水害から県民一人ひとりの命を守るため、自
助・共助・公助の連携の基本理念に基づき、ハードとソフト両面での総合的
な防災・減災対策を計画的に進め、地域防災力の一層の向上に努めます。
これにより、災害に強い香川づくりを推進し、地域の強靭化を図ります。

災害に強い香川をつくる
重点
施策 1
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◇　自主防災組織が未結成である地域や、活動が活発でない組織もあります。また、
地域の防災力の要である消防団の充実・強化などが求められております。さらに、各
種調査では、家庭での防災対策が万全でないことがうかがえ、県民の防災意識は決
して高いとは言えません。
　　このため、市町と連携して、自主防災組織や消防団の充実・強化に努め、地域の防
災力向上を図る必要があります。

【新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた課題】
◇　新型コロナウイルス感染症が拡大する中、災害が発生した場合、感染リスクを懸
念して避難行動をとらないおそれがあります。一方で、多くの方が避難所に避難す
ると、三密（密閉・密集・密接）状態になるおそれがあります。
　　このため、市町と連携して、県民の適切な避難行動への理解を深めてもらうととも
に、避難所における感染症対策に努める必要があります。

１　南海トラフ地震・津波対策の推進
◇　「香川県地震・津波対策海岸堤防等整備計画」に基づき、優先度の高い箇所から重
点的・集中的に海岸堤防や河川堤防等の地震・津波対策を進めるほか、緊急輸送道
路の橋梁、ため池、水道施設などの耐震化や救出・救助用資機材の整備を重点的・集
中的に実施します。
◇　地震による被害を最小限に抑えるとともに、倒壊による緊急輸送道路の閉塞を防
止するため、住宅や不特定多数の人が利用する大規模建築物、緊急輸送道路沿道建
築物について、市町と連携して耐震診断・耐震改修や家具類の転倒防止対策を支援
します。また、老朽化して倒壊などのおそれがある空き家についても、市町と連携し
除却に対する支援を行います。
◇　ハザードマップの作成支援、防災関係機関と連携した防災訓練の実施、民間企業
の事業継続計画（ＢＣＰ）の策定支援、四国の防災拠点としての機能を果たす取組み
などソフト対策の充実を図ります。

取組みの方向
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第１章　基本目標・基本方針２　大規模な風水害に強いまちづくりの推進
◇　過去の浸水実績や河川の重要度を考慮し、洪水等を防止するための河川改修や
砂防施設、ダム、治山施設などの整備を計画的に実施します。
◇　市町による水害・土砂災害警戒避難体制の整備を支援するとともに、関係機関が
連携した防災訓練や防災センター等を活用した広報啓発、防災教育・人材育成など
のソフト対策の充実を図ります。

３　危機管理体制の強化
◇　香川県地域防災計画や香川県石油コンビナート等防災計画、香川県南海トラフ地
震・津波対策行動計画について、香川県国土強靭化地域計画の基本目標を踏まえつ
つ、昨今の災害対応における課題等を検証し、ＰＤＣＡサイクルを通じて持続的に見
直していきます。
◇　自衛隊や四国地方整備局、消防などの防災関係機関や大学、医師会などとの緊密
な連携を図るとともに、中国・四国ブロック内の連携強化により、広域災害が発生し
た際の支援体制の充実・強化に努めます。
◇　地域における危機管理体制を強化するため、市町防災・減災対策連絡協議会等を
通じて市町との連携を強めるとともに、地域防災活動の中心となる自主防災組織や
消防団の充実強化などに努めます。
◇　災害時における適切な避難行動を促進するため、防災情報システムの充実や防
災アプリ「香川県防災ナビ」の普及などを進めるとともに、市町や防災関係機関・ライ
フライン事業者などと連携しながら、実践的・総合的な災害対応訓練を繰り返し実施
し、迅速かつ的確な災害対応及び情報提供に努めます。
◇　高齢者や障害者、外国人等の要配慮者に対し、避難誘導など災害時に迅速かつ的
確な対応を図るとともに、福祉避難所の収容可能数の拡充に取り組むなど要配慮者
の状態に配慮した支援体制の強化に努めます。
◇　新型コロナウイルス感染症などの感染症が流行している中にあっても、県民の皆
様に、躊躇なく避難行動をとってもらうため、市町と連携して、避難所での三密の回
避や、生活環境の確保など、感染症対策を踏まえた適切な避難所運営に努めます。



18

４　防災意識の向上
◇　「自らの命は自らが守る」という意識の徹底や、地域の災害リスクと適切な避難行

動等についての県民の理解を深めるため、普及啓発や防災教育を積極的に行い、自
助の取組みの促進に努めます。

◇　地域の安全は地域住民が互いに助け合って守る「共助」の意識を深め、地域の防
災力の向上を図るため、市町と連携して、地区防災計画の策定など共助の取組みの
促進に努めます。

[県民]
・　住宅をはじめとする建築物について、補助制度等を活用した耐震診断・耐震改修や

家具類の転倒防止などの地震対策
・　各種ハザードマップによる災害危険箇所や避難経路の確認、非常用持ち出し品や

備蓄品の準備などの各種防災対策
・　補助制度等を活用した老朽危険空き家の除却
・　適切な避難行動につなげるよう、防災アプリ「香川県防災ナビ」のダウンロードや
「防災情報メール」への登録

・　自主防災組織・消防団への加入や地域の防災訓練などへの積極的な参加
[地域団体等]
・　自主防災組織の結成促進と活動の充実強化
・　災害時における避難所運営などへの協力
[学校等]
・　避難訓練や防災学習など防災教育の充実
[企業]
・　災害時における被災者支援などへの協力
・　ＢＣＰの策定
・　職場での定期的な防災訓練の実施
・　消防団・消防団員への協力・応援
・　耐震診断・耐震改修に関する技術者向け講習会への参加や「香川県住まいの耐震 

　  化実績事業者登録制度」への登録等による住宅の耐震化の促進

県民等とともに推進する取組み
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[市町]
・　防災情報システムを活用した被害情報等の円滑な情報共有
・　高齢者や障害者、外国人等の要配慮者に対する避難誘導や、福祉避難所の収容可

能数の拡充などの支援体制の構築
・　感染症対策を踏まえた避難所の運営・環境整備
・　香川県大規模氾濫等減災協議会を通じた連携
・　住宅をはじめとする建築物の耐震化や、老朽危険空き家の除却等に対する補助事

業の実施
・　建築物所有者への戸別訪問や出前講座、個別相談会等の開催、県民向け講座の県

との共催による耐震化の促進

本重点施策のすべての取組みは、自然災害に対して、ハードとソフト両面での防災・減
災対策を推進し、強靭かつ持続可能な地域をつくることを目的としており、『11■住み続
けられるまちづくりを』及び『13■気候変動に具体的な対策を』の理念と方向性が同じ
です。また、河川改修や砂防施設、ダムの整備は、『９■産業と技術革新の基盤をつくろ
う』の理念と、防災教育・人材育成などのソフト対策は、『４■質の高い教育をみんなに』
の理念と、福祉避難所の収容可能数の拡充の取組みは、『３■すべての人に健康と福祉
を』の理念とそれぞれ方向性が同じです。

１ 南海トラフ地震・津波対策の推進
２ 大規模な風水害に強いまちづくりの推進
３ 危機管理体制の強化
４ 防災意識の向上
５ 安心につながる社会資本の整備

方 向 性を同じくするＳＤＧｓのゴ ー ル

プラン編 第６章 施策体系（施策の総合的展開）の関連施策



20

現状と課題

◇　晩婚化・晩産化の進行や未婚率の上昇が出生数の減少に影響を与え、令和２
（2020）年の合計特殊出生率は1.51（概数）、出生数は過去最低の6,179人（概数）
となっており、依然として少子化の進行に歯止めがかからない状況にあります。
◇　子育てや教育のための経済的負担や、長時間労働による仕事と子育ての両立の
難しさなどから、希望する数の子どもを持つことを諦める傾向があり、複雑に絡み合
うこれらの要因に対応していく必要があります。
◇　少子化の流れを止め、長期的には、出生率の向上等により人口増への転換を図る
ためには、結婚から妊娠・出産を経て子育てまでの支援を切れ目なく、また、地域の
実情に応じて総合的に進め、若者が家庭を持ち次代を担う子どもたちを生み、健や
かに育てることに夢や希望を感じることのできる社会をつくる必要があります。
◇　乳幼児期から、父母などの保護者と子どものより良い関係が築かれ、しっかりとし
た愛着が形成されることにより、子どものより良い育ちの実現につなげるため、保護
者自身が子育てする力を発揮できるよう支援することが必要です。
◇　国立社会保障・人口問題研究所が平成27（2015）年に行った調査結果から結婚
をめぐる状況を見ると、男女ともに未婚者の約９割が、いずれ結婚することを希望し
ながら、そのうち約５割の人が適当な相手にめぐり会わないなどの理由でその希望
がかなえられていない状況にあります。
◇　核家族化の進行や地域のつながりの希薄化などにより､気軽に相談できる相手が
身近にいない、子どもの育てにくさを感じているなど、依然として保護者は子育てに
対する不安や悩み、孤立感を感じています。

3　重点施策
「子育て県かがわ」の実現をめざす

重点
施策 2
結婚から妊娠・出産を経て子育てまでの切れ目ない支援を行うことで、次代
を担う子どもたちを安心して生み、健やかに育てることができる「子育て県か
がわ」の実現をめざします。
これにより、若い世代の希望を実現し、出生率を向上させ、少子化の流れを
止め､人口の自然減の抑制を図ります。
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第１章　基本目標・基本方針
◇　不妊や不育症に関する相談が多く寄せられており、希望をしていても子どもを持
つことができない悩みを抱える方への支援が必要です。
◇　保育所等利用待機児童は、令和３（2021）年４月１日現在は29人、令和２（2020）
年10月１日現在は220人となっており、依然として解消に至っていません。
◇　児童相談所における児童虐待対応件数は、令和２（2020）年度は1,264件となり、
依然として深刻な状況にあります。

【新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた課題】
◇　新型コロナウイルス感染症の影響により、結婚願望の低下や子どもの希望人数の
減少が見られることから、結婚や子育てに前向きになれるような意識の醸成を図る
とともに、妊婦の不安感もより高まっている中、安心して出産するための支援を行う
必要があります。
◇　現場の保育士等には、感染への不安や消毒作業などの業務の増加などにより多
大な負担が生じており、保育士等の職場環境は厳しくなっています。
◇　子どもや家庭の生活環境の変化による児童虐待のリスクの高まりや潜在化が懸
念されています。

１　結婚・妊娠期からの支援
◇　結婚を希望する男女の出会いの機会の創出や結婚をサポートする取組みを行う
とともに、市町や企業、団体等と連携して結婚や家庭生活について前向きに考えるこ
とができる情報を提供し、結婚を希望する男女を応援する気運づくりやこれから結
婚を迎える若い世代が、早くから結婚・妊娠・出産・子育てを含んだ人生設計を考え
ることができるように努めます。
◇　子どもを望む方が安心して不妊や不育症の治療を受けることができるよう相談支
援体制の整備や治療に対する助成支援などの取組みを進めます。
◇　妊娠・出産・子育てに関する正しい知識の普及や、各市町の子育て世代包括支援
センターにおける相談体制の強化を支援するとともに、安心して出産するための周
産期医療体制の充実を図ります。

取組みの方向
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２　子ども・子育て支援の充実
◇　質の高い教育・保育や地域の実情に応じた子ども・子育て支援を提供できるよう、
子育て支援を担う人材の資質の向上を図るための研修等を実施します。
◇　核家族化の進行や共働き家庭の増加などに対応するため、就労形態の多様化等
に対応した教育・保育の充実を図ります。
◇　各市町が地域ごとのニーズに応じ、創意工夫を凝らした事業を計画的に実施でき
るよう、本県独自の支援制度（新・かがわ健やか子ども基金事業）などにより支援する
とともに、利用者支援事業や地域子育て支援拠点事業など、就労しながら子育てす
る家庭のみならず、在宅の子育て家庭を含むすべての家庭や子どもを対象にした子
育て支援を量・質両面にわたり充実させるほか、子育て支援ＮＰＯ等との連携・協働
を図り、地域における子育て支援のネットワークづくりを推進するなど、官民一体と
なって社会全体で子どもと子育て家庭を支援していく取組みを進めます。
◇　すべての子どもが健やかに育つことができるよう、ＩＣＴも活用しながら、子育てに
関する相談体制の充実を図るとともに、ひとり親家庭や発達に不安のある子どもと
その家庭への支援、子どもの貧困対策の推進に取り組みます。
◇　保育士等の人材確保に努めるとともに、働きやすい職場環境づくりによる就労継
続や潜在化している有資格者の再就職を支援します。

３　子どもや子育て家庭にやさしい環境の整備
◇　育児休業制度の普及定着など、働きながら子育てしやすい雇用環境の整備を促
進するとともに、労働者が、健康で、かつ、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン
ス）が図れるよう、従来の働き方を見直す「働き方改革」を推進します。
◇　子育て家庭にやさしく安全なまちづくりや企業・店舗・施設に地域の子育て支援の
協力を求めることで、広く子育てバリアフリーを推進します。
◇　感染症の感染拡大防止の観点から、安心して子育てができる環境づくりや、子ど
もが安心・快適に遊び・学べる環境整備に努めます。
◇　感染症の影響を踏まえ、安心して妊娠・出産できるよう産前産後の相談対応の充
実を図るほか、保育士等が感染症対策について相談できる体制をつくるなど、感染
症への不安の解消に努めます。
◇　子どもの心身の発達に悪影響を及ぼす可能性のあるネット・ゲーム依存につい
て、依存状態に陥ることを未然に防ぐための正しい知識の普及啓発や相談支援、医
療提供体制の充実など、総合的な対策を推進します。
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◇　県独自の奨学金制度や幼児教育・保育の無償化、各種助成・手当制度などにより、
教育費や保育料、乳幼児医療費などの負担軽減に努め、子育て家庭に対する経済的
負担の軽減を図ります。

４　児童虐待防止対策・社会的養育の充実
◇　児童虐待から子どもを守るため、未然防止から早期発見・早期対応、子どもの保
護、保護者への指導等に向けた支援、さらには再発防止の取組み等、総合的な対策
を推進します。
◇　児童虐待対策の充実に向け、児童相談所の体制強化を進めるとともに、福祉、保
健、医療、教育、警察等の関係機関が連携し、地域全体で子どもを守る体制の充実を
推進します。
◇　すべての子どもが健やかに育つことができるよう、地域における子どもや家庭へ
の支援、里親や児童養護施設等における代替養育など、社会的養育の充実に向けた
取組みを推進します。

[県民]
・　次代を担う子どもと子育て家庭を社会全体で応援
・　ワーク・ライフ・バランスの実現
・　ネット・ゲーム依存に関する正しい理解と、利用に関する家庭でのルールづくり
・　地域での見守りによる児童虐待の早期発見・早期対応

[企業]
・　企業、団体等と連携した結婚を希望する男女を応援する気運づくり
・　育児休業の取得促進やノー残業デーの実施など、働きやすい職場環境づくり

[市町]
・　地域の実情に応じた総合的な子ども・子育て支援
・　結婚について前向きに考えることができる情報提供を行うなど、結婚を希望する
男女を応援する気運づくり
・　妊娠・出産への不安を解消するための体制づくり

県民等とともに推進する取組み
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第１章　基本目標・基本方針
　本重点施策のすべての取組みは、子どもたちを安心して生み、健やかに育てることが
できることを目的としており、『３■すべての人に健康と福祉を』の理念と方向性が同じで
す。また、本重点施策の取組みのうち、「子ども・子育て支援の充実」は、『１■貧困をなく
そう』、『２■飢餓をゼロに』、『４■質の高い教育をみんなに』、『８ 働きがいも経済成長も』
及び『１０■人や国の不平等をなくそう』の理念と、「子どもや子育て家庭にやさしい環境
の整備」は、『１■貧困をなくそう』、『２■飢餓をゼロに』、『４■質の高い教育をみんなに』、

『５■ジェンダー平等を実現しよう』、『８■働きがいも経済成長も』、『１０■人や国の不平等
をなくそう』及び『１１■住み続けられるまちづくりを』の理念と、「児童虐待防止対策・社
会的養育の充実」は、『４■質の高い教育をみんなに』、『５■ジェンダー平等を実現しよう』
及び『１６■平和と公正をすべての人に』の理念とそれぞれ方向性が同じです。

６ 結婚・妊娠期からの支援
７ 子ども・子育て支援の充実
８ 子どもや子育て家庭にやさしい環境の整備
９ 児童虐待防止対策・社会的養育の充実

方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール

プラン編 第６章 施策体系（施策の総合的展開）の関連施策
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現状と課題

◇　昭和52（1977）年以来、本県の死亡原因の第１位はがんであり、生涯のうちに２人
に１人はがんにかかると推計される中、特に働く世代の死亡では、がんが占める割合
が最も大きくなっているほか、本県は糖尿病の死亡率や受療率が全国平均に比べて
高い状況から、特定健診やがん検診の受診率向上に向けた取組みなど、関係者が連
携協力して、ライフステージに応じた健康づくりを進める必要があります。
◇　小児生活習慣病予防健診の結果において、約１割の子どもに肥満や脂質異常が
みられていることから、各家庭や学校、地域が連携して、子どもの頃から望ましい生
活習慣を身につける必要があります。
◇　本県の死亡原因の第２位は心疾患、第４位は脳血管疾患であり、要介護状態の原
因疾患は脳卒中の割合が高いことから、循環器病予防等に取り組む必要がありま
す。
◇　咀嚼機能が良好でない人は60歳代の約３割にみられていることから、歯の喪失防
止とともに、おいしく食べる、楽しく話すなど生活の質の向上に向けた口腔機能の維
持・向上が求められています。
◇　介護予防・健康づくりの取組みを進めることにより、健康に自立して生活できる期
間（健康寿命）を伸ばすことが求められています。
◇　介護予防については、高齢者の運動機能や栄養状態等の心身機能の改善だけで
なく、日常生活における活動や社会参加を促し、生活の質の向上をめざすことが求
められています。

3　重点施策

生涯を通じて、健康で明るく生きがいを持って暮らせるよう、ライフステージ
に応じた健康づくりを進めるとともに、介護予防の推進や高齢者の新しい活
躍の場を広げ、誰もが健やかで心豊かに生活できる香川をめざします。
これにより、年齢等にとらわれず、一人ひとりが生きがいや役割を持てる社会
をつくり、地域活力の向上を図ります。

健康長寿の香川をつくる
重点
施策 3
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◇　市町が実施する介護予防事業への支援や、高齢者が地域で活躍できる環境の整備
を行い、高齢者の社会参加の促進と生きがいづくりを一層推進する必要があります。
◇　生産年齢人口が減少していることから、高齢者は超高齢社会を支える貴重な担い
手として、その豊かな経験、知識、技能を生かし、地域社会において積極的な役割を
果たすことが期待されています。
◇　高齢者が地域社会において自立した生活を営むためには、生きがいをもって日常
生活を過ごすことが重要であることから、高齢者が地域で活躍できる環境の整備を
行い、高齢者の社会参加の促進と生きがいづくりを一層推進する必要があります。

【新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた課題】
◇　新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、外出を控えて生活が不活発
化することで、運動機能の低下や生活習慣病の悪化が懸念されるため、新しい生活
様式のもと、健康づくりに取り組める環境整備に努める必要があります。
◇　がん検診や特定健診の受診、必要な受診を控えることにより、病気の発見が遅れ
たり、病状が悪化したりすることが懸念されるため、適切な受診についての周知・啓
発が必要です。

１　健康づくりの推進
◇　生活習慣病の予防を図るため、運動や食事などの生活習慣の改善、特定健診やが
ん検診等の受診、ボランティア等の社会参加といった健康づくりの取組みを促し、県
民一人ひとりの健康づくり意識の醸成と主体的な健康行動の定着化を図ります。
◇　糖尿病の発症を予防するため、各家庭や学校、市町等と連携して、子どもの頃から
家族ぐるみの生活習慣の改善を推進するとともに、特に働く世代の糖尿病対策を進
めるため、医療保険者や経済団体、医療機関等の関係機関・団体と連携して、特定健
診の受診率向上による早期発見・早期治療及び療養支援体制の強化による重症化
防止の取組みを進めます。
◇　循環器病を予防するため、正しい知識の普及啓発に取り組むとともに、循環器病
患者等に対する保健・医療・福祉に係るサービスの提供の充実を図ります。

取組みの方向
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◇　全身の健康や生活の質と密接に関連している歯と口腔の健康を保持・増進するた
め、子どもから高齢者まで、ライフステージに応じた歯と口腔の健康づくりを推進し
ます。

２　介護予防の推進
◇　地域ケア会議、住民主体の通いの場等において、介護予防に向けた課題の解決や
取組みが促進されるよう、関係機関・団体と連携し、各医療専門職等の市町への広域
派遣調整や市町職員等への研修を実施します。
◇　市町が介護予防ケアマネジメントを適切に実施できるよう、地域包括支援セン
ターの保健師等に対する効果的な研修や助言等を実施します。
◇　生活習慣病対策と介護予防の連携の観点から、市町が高齢者の保健事業と介護
予防の一体的な実施を推進するに当たり、先進的取組みの紹介など必要な情報提
供等により、市町を支援します。

３　高齢者の社会参加の促進・生きがいづくり
◇　元気な高齢者をはじめとする地域住民が地域福祉の担い手として、十分に力を発
揮できるよう支援を行います。
◇　高齢者が目標や生きがいを持って暮らせるよう、地域で活躍できる環境の整備や
活躍の場の普及啓発を行い、社会参加の促進と生きがいづくりを推進します。

[県民]
・「主食、主菜、副菜を揃えて食べる」「ウォーキングを毎日行う」など、主体的な健
康行動の実践・継続
・みずからの健康状態を知り、生活習慣病予防に努めるための、がん検診や特定健
診の定期的な受診
・通いの場など介護予防の取組みへの参加
・元気な高齢者がボランティアや地域活動などに参加して地域を支える担い手と
して活躍すること

県民等とともに推進する取組み
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[企業]
・　積極的に従業員の健康増進を支援する取組み
・　従業員やその家族に対する各種健診の受診勧奨や生活習慣病予防の働きかけ

[市町]
・　住民の主体的な健康行動の実践に向けての働きかけ
・　がん検診や特定健診の受診率向上に向けた取組み
・　自立支援、介護予防の観点から実施する地域ケア会議の積極的な開催

本重点施策のすべての取組みは、誰もが健康で心豊かに生活できることを目的とし
ており、『３■すべての人に健康と福祉を』の理念と方向性が同じです。また、本重点施策
の取組みのうち、「高齢者の社会参加の促進・生きがいづくり」は、『８■働きがいも経済
成長も』の理念と、「介護予防の推進」のための市町職員等への研修の実施は、『４■質の
高い教育をみんなに』の理念とそれぞれ方向性が同じです。

10 健康づくりの推進
11 社会参加の促進と生きがいづくりの推進

プラン編 第６章 施策体系（施策の総合的展開）の関連施策

方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール
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現状と課題

◇　安心できる医療・介護体制を構築するためには、医療機能の分化・連携の推進や救
急医療体制の強化が求められ、地域医療構想（ビジョン）に基づき、バランスの取れ
た医療機能の分化・連携を適切に推進し、必要な医療の確保に努める必要がありま
す。
◇　本県の医師は、高松圏域に集中しており、地域間の偏在がみられるほか、産婦人科
や救急科など特定診療科の医師が不足しており、医学生、研修医、臨床医等のキャリ
アステージに応じた切れ目のない対策に取り組み、若手医師等の県内定着を図る必
要があります。
◇　看護師についても、医師と同じように地域の偏在がみられるほか、医療の高度化・
専門化等により需要が増加し、看護師が不足しており、看護学生の県内での就職を
促進するとともに、出産や育児などを経ても働き続けられる就労環境の整備が必要
です。
◇　団塊の世代のすべての方々が75歳を超える令和７（2025）年を展望し、高齢者
が、介護が必要な状態になったとしても、可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮
らしを続けることができるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが包括
的に確保される「地域包括ケアシステム」の深化、推進が必要です。

3　重点施策

急性期医療から在宅医療まで切れ目のない医療体制を構築するとともに、
医師や看護師など医療人材の確保に取り組み、安心の医療体制づくりを推
進します。また、介護が必要になっても、本人の有する能力に応じ、その人らし
い生活を送ることができるよう、介護サービスを充実させ、介護人材を安定
的に確保するとともに、在宅医療と介護の連携を推進します。
これにより、安心で暮らしやすい環境をつくり、定住の促進につなげます。

安心できる医療・介護体制をつくる
重点
施策 4
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◇　医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者が、可能な限り住み慣れた地域において
日常生活を営むことができるよう、在宅医療及び介護の連携の核となる人材の確
保・育成を図りつつ、地域の関係団体等と協働して在宅医療・介護連携を推進する必
要があります。
◇　地域ごとに推計人口等から導かれる介護需要等を勘案し、団塊ジュニア世代が
65歳以上となる令和22（2040）年も見据えた介護サービス基盤の整備を図ること
が必要です。
◇　現役世代が減少する中、介護人材の需要はますます高まっており、地域の高齢者
介護を支える人的基盤を確保することが必要です。

【新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた課題】
◇　新型コロナウイルス感染症は、いまだ収束を見通せる状況にはなく、引き続き、医
療提供体制や検査体制の充実強化に取り組み、県民の安心・安全の確保に万全を期
す必要があります。
◇　新型コロナウイルスのような新興感染症が発生し、海外から国内に持ち込まれた
場合などに感染拡大を防止する体制を強化するため、感染症に対応できる医療人材
を育成する必要があります。
◇　新型コロナウイルスなどの感染症発生時には、医療機関において、患者対応や検
査時の検体採取時に必要なマスク、フェイスシールド、防護服等の感染管理用物資
が必要になることから、平時からの防護服等の医療用物資の備蓄等が必要です。

１　新型コロナウイルス等の感染症対策の強化
◇　新型コロナウイルス等の感染症の発生に備え、環境保健研究センター及び中讃
保健所での検査体制を充実するとともに、保健所・環境保健研究センターにおいて
詳細な疫学調査を行える体制を整備します。
◇　感染症に対応できる医療人材を育成するなど医療機関における感染症対応能力
を強化し、新型コロナウイルス感染症などの新たな感染症に対する適切な医療体制
の充実に取り組みます。

取組みの方向
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◇　感染症に対応できる医療機関については、感染症指定医療機関だけでなく新型
コロナウイルス感染症対策で指定した重点医療機関及び協力医療機関における医
療提供体制を強化するとともに各病院間の連携を促進します。

◇　医療機関等での集団感染発生時に院内の感染管理やゾーニングを指導する感染
症の専門医や専門看護師からなる専門家チームの体制を充実させます。

◇　医療従事者を感染から守り、医療提供体制を確保するため、Ｎ95マスクやアイソ
レーションガウンなどの医療用物資を備蓄するなど、緊急時の対応に備えます。

２　医療体制の充実・強化
◇　令和４（2022）年度にドクターヘリを導入するとともに、救命救急センターや病院

群輪番制への支援のほか、夜間の救急電話相談や夜間急病診療所の運営支援など
により救急医療の一層の充実を図ります。また、適正受診の普及啓発や新型コロナ
ウイルス等の新たな感染症に対応した医療体制の確保などに取り組みます。

◇　医療のデジタル化に向け、全国初の全県的なネットワークとして構築したかがわ
医療情報ネットワーク（Ｋ－ＭＩＸ Ｒ）を活用するとともに、個々の患者の病歴や治療歴
などの診療情報を把握できるレセプトデータ（診療報酬明細書）を臨床現場で利用
し、診療を支援するなど、オンライン情報を活用した医療の高度化に取り組みます。

３　医療機関の機能分化と連携、医療と介護の連携の推進
◇　急性期から在宅までの切れ目のないケアを確保するため、病床の機能分化の推

進や在宅医療体制の充実・強化、ＩＣＴを活用した医療情報連携の推進等により、医療
資源の効率的な活用と医療連携の強化を図ります。

◇　在宅医療・介護連携を推進するため、地域の医療機関等において在宅医療に携わ
るコーディネーターを養成するほか、市町職員等を対象に多職種連携を図るための
研修を実施するなど、在宅医療・介護を担う人材の育成に努めます。

４　医師の確保対策
◇　修学資金の貸与や臨床研修・専門研修基幹施設との積極的な連携により医師を

育成するための魅力的な環境の整備や地域医療への理解を図ることにより、若手医
師の県内定着を促進します。
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５　看護職員の確保対策
◇　修学資金の貸与や合同就職説明会などにより、看護学生の県内定着の促進を図
るとともに、新人看護職員研修や病院内保育所への支援など看護師の離職防止・再
就業支援を行い、県内で就業する看護師の確保を図ります。

６　持続可能な介護サービス基盤の整備
◇　高齢者ができる限り住み慣れた自宅や地域で、安心して必要な介護サービスを受
けながら生活できるよう、居宅サービスと施設・居住系サービスの役割分担やバラ
ンスを図りながら、計画的な基盤整備を進めます。

７　介護人材の確保対策
◇　増加・多様化する介護ニーズに対応するため、質の高い介護人材を安定的に確保
します。
◇　地域の元気な高齢者や外国人介護人材など、多様な人材の参入を促進するとと
もに、介護現場の生産性向上のため、介護ロボットの導入や業務改善に取り組む介
護事業所を支援します。

[企業（医療機関等）]
・　オンライン医療情報を活用した医薬連携
・　人生の最終段階における医療・ケアの普及啓発、アドバンス・ケア・プランニング（Ａ
ＣＰ）の推進
・　医療機関等の事業継続計画（ＢＣＰ）の策定
・　へき地医療機関等と連携した、地域医療体験実習の開催

[市町]
・　県と市町間における迅速で正確な情報共有

県民等とともに推進する取組み
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本重点施策のすべての取組みは、県民が健康で安心して暮らせるための医療・介護
体制の構築を目的としており、『３■すべての人に健康と福祉を』の理念と方向性が同じ
です。また、本重点施策の取組みのうち、「医師の確保対策」、「看護職員の確保対策」及
び「介護人材の確保対策」は、『８■働きがいも経済成長も』の理念と、「持続可能な介護
サービス基盤の整備」は、『１１■住み続けられるまちづくりを』の理念とそれぞれ方向性
が同じです。加えて、医師や看護師などの医療人材の育成は、『４■質の高い教育をみん
なに』の理念と、医師等への修学資金の貸与は、『1■貧困をなくそう』及び『１０■人や国
の不平等をなくそう』の理念とそれぞれ方向性が同じです。

12 新型コロナウイルス等の感染症対策の強化
13 安全で質の高い医療の確保
14 医師・看護職員の確保
15 介護サービス等の充実

プラン編 第６章 施策体系（施策の総合的展開）の関連施策

方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール
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現状と課題

◇　一人暮らし高齢者や高齢者夫婦のみの世帯が増加しており、こうした高齢者が地
域で生活を継続していくためには、医療や介護に加え、多様な生活支援が必要とな
り、地域での支え合いが重要です。
◇　元気な高齢者をはじめとする地域住民が地域福祉の担い手となり、十分に力を発
揮できるよう、活動に必要な知識を得るための研修の機会や活動を支える体制が必
要です。
◇　認知症は誰もがなりうるものであり、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても地
域で安心して暮らせるよう、認知症の人や家族の視点を重視しながら、認知症に関
する正しい理解の普及・啓発や見守り、医療・ケア体制を充実させる必要がありま
す。
◇　障害者の高齢化、障害の重度化や多様化に伴って、相談支援や障害福祉サービス
量が増加するとともに、支援ニーズも多様化していることから、障害者及びその家
族等が地域において安心して生活できるよう、相談支援体制や障害福祉サービス、
保健・医療の充実などが求められています。

【新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた課題】
◇　高齢者施設や障害者施設において、新型コロナウイルス感染症患者が発生した
場合に、感染拡大を防止するとともに、利用者の日常生活の継続ができるよう支援
する必要があります。

3　重点施策

高齢者や障害者をはじめ、誰もが住み慣れた地域で互いに人格と個性を尊
重しながら、笑顔で安心していきいきと暮らせるかがわの実現をめざします。
これにより、安心で暮らしやすい環境をつくり、定住の促進につなげるととも
に、障害者の就労・社会参加を促進し、地域活力の向上を図ります。

高齢者や障害者が地域で安心して暮らせる社会をつくる
重点
施策 5
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１　地域で支える体制の整備
◇　住民による声かけ・見守り活動や高齢者が集まりやすい通いの場づくりを推進す
る市町を支援します。
◇　地域で買物、通院等の日常生活上の移動が困難な高齢者を対象とした移動支援
の仕組みづくり等に取り組む市町を支援します。
◇　長年培った豊かな経験や知識、技能を地域のために生かしたいと考えている高齢
者に活躍の場の情報提供を行い、活躍の場へ案内する「高齢者いきいき案内所」の
認知度を高めるとともに、効果的に活躍できるよう研修等を行います。
◇　新型コロナウイルス感染患者が発生した場合に、発生した施設で迅速に対応でき
るよう市町等と連携し、衛生・防護用品を備蓄するとともに、施設職員の感染症対策
に関する研修を行い、また、施設職員が不足した場合に備え、施設間の職員応援派
遣体制の充実に努めます。

２　認知症施策の推進
◇　認知症の人や家族が安心して生活できる地域づくりを推進するため、認知症に対す
る正しい知識を持って、地域や職域で認知症の人や家族を手助けする認知症サポー
ターの養成を市町と協力して、小・中・高校生や事業所従業員等に対して重点的に進め
るとともに、その養成講座の講師となるキャラバンメイトの養成に取り組みます。
◇　認知症に対する社会一般のイメージ改善や、認知症の人の不安軽減を図るため、
認知症に関する相談先などの情報提供や、認知症の人本人からの発信支援に取り
組みます。
◇　地域の高齢者が身近に通える場等に専門職を派遣し運動指導を行うなど認知症
予防に資する可能性がある活動を推進します。
◇　認知症の早期発見・早期対応に向け、認知症の人やその家族に早期に関わり適切
な支援を行う認知症初期集中支援チームを市町が円滑に運営できるよう、市町に対
して必要な支援を行うとともに、認知症疾患医療センターの設置、認知症サポート医
やもの忘れ相談医の養成など認知症医療体制の充実を図ります。

取組みの方向
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３　障害者の地域生活支援と就労・社会参加の促進
◇　障害に対する正しい知識の理解促進を図るとともに、障害者虐待防止や差別の解
消など障害者の権利擁護を推進します。
◇　障害者が、住み慣れた地域で自分らしく暮らせるよう、相談支援体制を整備するほ
か、生活の場や活動の場の確保のための支援や、医療や保健などと連携したサービ
スの充実を図り、障害者の地域での生活を支援します。
◇　障害特性等に配慮した療育や教育を行うほか、障害者が積極的にいきいきと暮ら
せるよう、就労支援の充実を図るとともに、スポーツや文化芸術活動の推進等を通し
た障害者の社会参加を促進します。

４　福祉のまちづくり
◇　福祉のまちづくりを推進するため、幅広い広報や啓発活動を行うとともに「香川県
福祉のまちづくり条例」に基づいた、公共的施設や公共交通機関等のバリアフリー
化を推進するなど、施設整備や情報提供、ものづくりなどあらゆる面において、誰も
が暮らしやすいまちづくりを推進します。

[県民]
・　地域における高齢者の居場所づくりや、声かけ・見守りの実施
・　認知症について正しい知識と理解をもって、認知症の人やその家族を手助けする
こと
・　障害や障害者に対する正しい理解と支援

[企業]
・　施設間の職員応援派遣体制の充実
・　障害者雇用への理解と就業機会の確保・拡大

[市町]
・　地域包括支援センターを中心とした、認知症施策の総合的な推進
・　障害福祉サービスの提供

県民等とともに推進する取組み
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本重点施策のすべての取組みは、高齢者や障害者をはじめ、誰もが住み慣れた地域
で互いに人格と個性を尊重しながら、笑顔で安心していきいきと暮らせるかがわの実
現を目的としており、『３■すべての人に健康と福祉を』の理念と方向性が同じです。ま
た、本重点施策の取組みのうち、「障害者の地域生活支援と就労・社会参加の促進」は、

『４■質の高い教育をみんなに』、『８■働きがいも経済成長も』、『10■人や国の不平等を
なくそう』及び『16■平和と公正をすべての人に』の理念と、「地域で支える体制の整備」
及び「福祉のまちづくり」は、『11■住み続けられるまちづくりを』の理念とそれぞれ方向
性が同じです。

16 ともに支え合う社会づくりの推進
17 障害者の自立と社会参加の促進

方 向 性を同じくするＳＤＧｓのゴ ー ル

プラン編 第６章 施策体系（施策の総合的展開）の関連施策
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現状と課題

◇　市街地等において慢性化している交通混雑により、道路ネットワークの速達性や
定時性が阻害され、拠点間のアクセス機能が不十分であることから、高速道路にお
けるスマートＩＣや主要幹線道路網の整備を進め、輸送時間の短縮や定時性の確保、
利便性の向上を図る必要があります。
◇　高度経済成長期以降に整備した公共土木施設や水道施設が、今後一斉に老朽化
することが見込まれることから、公共土木施設の計画的な維持管理・更新や、水道施
設の更新・耐震化により、安全・安心の確保を図る必要があります。
◇　市街地が拡散して低密度な市街地を形成する傾向にあり、このような状況は、利
便性の低下や社会資本整備費の増大など、さまざまな問題を引き起こすと考えられ
ることから、少子・高齢化に伴い人口が減少する中にあっても、都市の持つ活力や利
便性を一層向上させ、持続可能なまちをつくる必要があります。
◇　国の住宅・土地統計調査によると、平成30（2018）年の本県の空き家総数は約
88,200戸、空き家率は約18.1％と増加傾向にあり、空き家の利活用や、老朽危険空
き家の除却を促進し、空き家の増加を抑制する必要があります。
◇　地域公共交通について、人口減少や少子高齢化への対応や集約型都市構造の実
現に向けて、交通ネットワークの結節性と利便性の向上を図る必要があります。
◇　本県の水インフラは、これまでの整備により一定の水準に達しつつあるものの、近
年、全国的に無降雨日数の増加傾向が見られていることから、水の恵みを将来にわ
たって享受できるようにするため、安定して水を供給する必要があります。

3　重点施策

幹線道路等の整備を推進するとともに、公共土木施設の老朽化対策や水の
安定供給の確保を図り、安全で安心できる住みよい県土づくりを推進します。
これにより、安心して快適に暮らすことができる地域づくりを推進し、地域活力
の向上を図ります。

安心につながる社会資本を整える
重点
施策 6
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第１章　基本目標・基本方針
【新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた課題】
◇　地域公共交通の利用者は、新型コロナウイルスの影響により、大幅に減少してい
ることから、「新しい生活様式」に対応した安全で安心できる利用環境を整備し、利用
者の回復、利用促進を図る必要があります。

１　幹線道路等の整備
◇　高速道路と空港等を結ぶ高規格道路をはじめ、都市部と地方部、産業拠点と交通
結節点を相互に結ぶ幹線道路等の整備を推進するとともに、国が管理する国道11
号などの直轄国道の整備の促進に努めます。

２　公共土木施設の老朽化対策の推進
◇　個別施設ごとの長寿命化計画に基づき、維持管理や更新等に係る費用の縮減と
平準化を図りながら、公共土木施設の計画的な維持管理を推進します。

３　集約型都市構造の実現
◇　人口減少・少子高齢化が進む中、都市計画法の土地利用規制等を活用して集約型
都市構造への転換を図ったうえで、市町の庁舎や鉄道の駅を中心とした区域を拠点
として都市機能を集約し、持続可能なまちづくりをめざします。
◇　空き家に対する問題意識を醸成し、空き家の適正管理や利活用を促進するほか、
市町と連携し、老朽化して危険な空き家の除却を支援するなど、空き家対策を総合
的に推進し、空き家の増加の抑制を図ります。

４　地域交通ネットワークの充実・強化
◇　人口減少・少子高齢化への対応や集約型都市構造の実現などの観点から、地域公
共交通の重要性はますます高まっており、離島や中山間地域も含めた公共交通の確
保・維持など、県全体で利便性と結節性にすぐれた地域公共交通ネットワークの構築
に努めます。

取組みの方向
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◇　新型コロナウイルスの影響により、大幅に利用者が減少する中「新しい生活様式」
に対応した事業者の取組みを支援し、安全で安心できる利用環境を実現することに
より、利用者の回復、利用促進を図ります。

５　水の安定供給の確保
◇　洪水を防御する治水機能と河川維持用水などを安定供給する利水機能を有する
ダムの建設を計画的に進めるとともに、浚渫などによるダムの貯水機能の確保に努
めます。
◇　渇水に強い香川の実現に向けて、水資源施設の整備や既存施設の効率的な活用
を図るとともに、水道の基盤強化を推進し、安全な水の安定的な供給に努めます。

[県民]
・　日常生活の中で気付いた公共土木施設に関する情報の県への連絡・提供
・　集約型都市構造の実現に向けたビジョンの共有
・　所有・管理する空き家の適正な管理
・　補助制度等を活用した老朽危険空き家の除却
・　鉄道、バスなどの公共交通機関の積極的な利用
・　水の有効利用及び節水の取組み

[企業]
・　公共土木施設の点検・維持管理の高度化・効率化等に役立つ新技術の開発・活用
・　集約型都市構造の実現に向けたビジョンの共有
・　水の有効利用及び節水の取組み

[市町]
・　集約型都市構造の実現に向けた立地適正化計画の作成や都市計画の検討
・　老朽危険空き家の除却等に対する補助事業の実施
・　空き家対策についての出前講座、個別相談会等の開催や県民向けセミナーの県と
の共催
・　水の有効利用及び節水の取組み

県民等とともに推進する取組み
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第１章　基本目標・基本方針
本重点施策のすべての取組みは、安全で安心できる住みよい県土づくりの推進を目

的としており、『１１ 住み続けられるまちづくりを』の理念と方向性が同じです。また、本
重点施策の取組みのうち、「幹線道路等の整備」は、『８ 働きがいも経済成長も』及び『９ 
産業と技術革新の基盤をつくろう』の理念と、「水の安定供給の確保」は、『６ 安全な水と
トイレを世界中に』の理念とそれぞれ方向性が同じです。

 ５  安心につながる社会資本の整備
22 水の安定供給の確保
23 水循環の促進
58 地域交通ネットワークの整備
76 都市・集落機能の向上

方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール

プラン編 第６章 施策体系（施策の総合的展開）の関連施策
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現状と課題

◇　交通事故発生件数や負傷者数は、平成17（2005）年をピークに年々減少傾向にあ
りますが、令和２（2020）年の交通事故死者数は平成28（2016）年以来の50人台と
なったほか、依然として人口10万人当たりの死者数は全国ワーストに位置する極め
て厳しい状況が続き、交通死亡事故を抑止するためには、過去５年間の交通事故死者
数の６割前後を占める高齢者に対する安全指導等の各種取組みを推進するととも
に、悪質・危険な交通違反の取締りを強化するほか、交通事故の起きにくい交通環境
の整備等、綿密な交通事故分析に基づく交通安全対策を進めることが必要です。
◇　自転車保有率が高い本県では、人口10万人当たりの自転車事故発生件数が全国
上位にあることから、自転車事故防止対策の強化が必要です。
◇　最近の犯罪情勢は、刑法犯認知件数については平成15（2003）年をピークに減
少傾向にあり、平成27（2015）年以降、６年連続で戦後最少を更新する一方で、県民
の体感治安に直結するストーカー・ＤＶ事案、児童虐待事案等の人身安全関連事案、
社会情勢の変化を背景とする悪質な特殊詐欺やサイバー犯罪等の一部の犯罪が社
会問題となっていることから、発生した事案に対して的確に捜査するとともに、人身
の安全を確保する取組みを強化するほか、地域防犯力を高めつつ、特殊詐欺対策、
サイバー犯罪対策等効果的な犯罪対策を講じていく必要があります。

3　重点施策

交通事故や犯罪のない香川の実現に向け、交通死亡事故を抑止するため、
高齢者や自転車利用者を中心とした交通安全対策などの充実を図るととも
に、身近な犯罪の防止対策を強力に推進します。
これにより、安全で安心できる地域づくりを推進し、地域活力の向上を図り
ます。

交通事故・犯罪のない安全安心の香川をつくる
重点
施策 7
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【新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた課題】
◇　県内で初感染が確認された令和２（2020）年３月から、緊急事態宣言がなされた４
月、５月にかけ、交通死亡事故が激増したことから、交通流の変化に併せた交通死亡
事故抑止対策を行う必要があります。
◇　社会の変容に伴い深刻化・潜在化が懸念されるＤＶ、児童虐待等への対応や、混乱
等に乗じた犯罪に関する情報収集及び取締りを徹底する必要があります。
◇　県民の生活様式の変化やサイバー空間の利用拡大等に伴う犯罪情勢の変化に応
じながら、官民連携し事態対処力の強化などテロ等重大事案の未然防止対策を強
化する必要があります。

１　交通死亡事故の抑止
◇　人口10万人当たりの交通事故死者数が全国ワーストに位置する危機的な交通情
勢を踏まえ、悲惨な交通事故から尊い命を守るため、高齢者や自転車利用者を中心
とした交通安全対策を一層強化するとともに、事故の痛ましさや事故から身を守る
行動の大切さを伝える広報啓発活動や交通安全教育などを住民、関係機関・団体等
県民総ぐるみで展開します。
◇　各地域の交通実態や交通事故発生状況等を緻密に分析したうえで、飲酒運転等
の悪質・危険な違反や横断歩行者妨害等の交差点関連違反、座席ベルト装着義務違
反の取締りなど、交通事故抑止に資する交通指導取締りを強化します。
◇　交通事故多発路線等において、真に必要な信号機や道路利用者にとって見やすく
分かりやすい道路標識・標示の整備などを引き続き推進するとともに、優先度の高
いところから自転車歩行者道の設置や交差点の改良等を進めるほか、生活道路にお
いて車両速度の抑制を図るなど、関係機関が密接に連携して面的かつ総合的な交
通事故対策を推進し、交通事故の起きにくい交通環境の整備に努めます。

２　人身の安全を確保するための取組みの推進
◇　社会の不安要因となっているストーカー・ＤＶ事案、児童虐待事案等の人身安全関
連事案から子ども・女性・高齢者を守るため、被害者の安全確保を最優先とした迅
速・的確な組織的対処を徹底するとともに、関係機関・団体等との連携を強化して諸
対策を推進します。

取組みの方向
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◇　香川県犯罪被害者等支援条例に基づき、犯罪被害者等の平穏な生活を確保する
ため、関係機関や民間被害者支援団体等のネットワークをより一層強化し、犯罪被害
者等の心情を理解した支援活動や社会全体で犯罪被害者等を支えるための広報啓
発活動等に努めます。

３　犯罪防止に向けた取組みの推進
◇　特殊詐欺をはじめとする犯罪を防止するため、最新の犯行手口や被害実態を十分
に把握し警察の対応力の強化を図るとともに、関係機関・団体等と連携した防犯意
識の高揚や防犯環境の整備、少年の規範意識の向上等、官民一体となって効果的な
犯罪防止に向けた取組みを推進します。

４　社会を脅かす犯罪への的確な対処
◇　社会を脅かす暴力団犯罪、サイバー犯罪その他重要犯罪等に対しては、変化に応
じ、科学技術や情報分析技術の積極的な活用により捜査の高度化を一層推進し、徹
底した検挙を行い、また、テロ等の未然防止や災害に伴う社会秩序の維持のため、そ
れらの対処力を強化するとともに、関係機関・事業者等と連携した迅速かつ的確な
対処を図り、地域の危険と不安から県民を守ります。

[県民・地域団体等]
・　交通事故を身近な危険と捉えた交通ルールの順守と交通マナーの向上に向けた
取組み
・　地域社会における相互の連携の強化と自主防犯活動の活性化による地域防犯力
の向上のための取組み
・　自治会や関係機関・団体等とのネットワークづくり

[企業]
・　事業所等における自発的な交通安全教育などの交通安全活動
・　地域の安全を確保するための自主防犯活動や防犯ボランティアに対する支援
・　テロ等重大事案の未然防止に向けたネットワークづくり

県民等とともに推進する取組み
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[学校]
・　通学路での見守り活動や交通安全教育などの交通安全活動

[市町]
・　幅広い世代による各種交通安全活動
・　関係機関・団体等と連携した犯罪抑止活動
・　公共空間における防犯カメラの設置など防犯環境の整備

本重点施策の取組みのうち、「交通死亡事故の抑止」は、『３■すべての人に健康と福祉
を』及び『１１■住み続けられるまちづくりを』の理念と、「人身の安全を確保するための
取組みの推進」は、『５■ジェンダー平等を実現しよう』及び『１６■平和と公正をすべての
人に』の理念と、「犯罪防止に向けた取組みの推進」は、『１１■住み続けられるまちづくり
を』及び『１６■平和と公正をすべての人に』の理念と、「社会を脅かす犯罪への的確な対
処」は、『１６■平和と公正をすべての人に』の理念とそれぞれ方向性が同じです。また、交
通安全教育の取組みは、『４■質の高い教育をみんなに』の理念と方向性が同じです。

18 高齢者の安全の確保
24 安全な交通社会の実現
25 犯罪に強い社会の実現
26 暮らしにおける安全確保
64 青少年の健全育成

プラン編 第６章 施策体系（施策の総合的展開）の関連施策

方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール
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現状と課題

◇　本県の人口は平成11（1999）年の約103万人をピークとして減少に転じ、令和２
（2020）年の人口は約95万人と、平成12（2000）年以来、人口減少が続き、社会増
減も平成12（2000）年から転出超過が続いており、平成27（2015）年に一時転入
超過となったものの、その後また転出超過に転じ、令和２（2020）年香川県人口移動
調査報告では、転入者数30,625人、転出者数32,006人で1,381人の転出超過と
なっています。

◇　県では、市町と連携を図りながら、移住・定住の促進に取り組んでおり、移住に関す
る相談件数は、統計をとり始めた平成26（2014）年度以来、増加傾向にあるなど移
住への関心は高まっており、本県への移住者数も、令和２（2020）年度には、2,721 
人と過去最多となったものの、他県でも移住・定住施策の積極的な展開が図られる
など、地域間競争が増しています。

　　このため、移住・定住施策の推進に当たっては、移住を検討する方に対する「情報
発信の強化」とともに空き家バンクの充実など、移住希望者への住まいや仕事の
マッチングを支援するなどの「受入体制の充実」が不可欠であり、香川の特長を生か
した施策の展開を図る必要があります。

◇　大学進学を機に県外に転出する若者が多いものの、それに比して卒業後、本県へ
のＵターン就職をする者が少ないため、若者のＵターン就職を促進する必要があり
ます。

3　重点施策

移住・定住の促進に向け、受入支援の充実やＵＪＩターン就職の促進に努め
るとともに、成長産業の育成・誘致により働く場を創出します。
これにより、若者の県外流出に歯止めをかけ、本県への人の流れをつくり、定
住人口の拡大を図ります。

定住人口を拡大する
重点
施策 8
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◇　本県が実施した大学生等へのアンケートによると、県外進学者が香川県で暮らした
いと思わない理由として、「希望する企業や仕事がない」ことを挙げた方が最も多く、
県外進学者の多くが、県内では希望する企業や仕事に就くことが難しいと感じている
ことから、若者の大都市圏への流出に歯止めをかけ、県内定着を図るには、若者が本
県で働きたいと思える魅力的な産業を創出するなど、働く場の確保が必要です。

【新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた課題】
◇　大都市圏への過度の集中のリスクが再認識され、国の調査では、地方移住への関
心が高まってきているとの報告があり、こうしたニーズに的確に対応する必要があり
ます。
◇　企業におけるテレワークの取組みが進展するとともに、人々の意識や行動も変容
してきており、テレワークの活用を推進するなど、働き方や生活様式の変化に対応し
た取組みが求められています。

１　かがわの魅力発信
◇　都市圏での移住・交流フェアの開催など、市町や関係機関と連携した移住相談等
を通し「かがわで学び・働き・暮らす魅力」を広く発信します。
◇　移住ポータルサイトの充実に努めるとともに、移住情報専門誌やＳＮＳ、インター
ネット広告等でのＰＲなどさまざまな媒体を活用し、かがわの魅力を積極的に広く発
信します。

２　移住促進に向けた支援体制の充実
◇　東京・大阪事務所、ふるさと回帰支援センターに移住・交流コーディネーターを配
置し、移住希望者のニーズに応じた情報の提供・相談対応や、移住フェア参加者の支
援を行うとともに、「香川県就職・移住支援センター（ワークサポートかがわ）」にも
コーディネーターを配置し、ＵＪＩターン就職の情報提供など移住希望者へのサポー
トを行います。

取組みの方向
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第１章　基本目標・基本方針
◇　市町等と連携・協力を図りながら、県は、移住施策の窓口・旗振り役を担い、移住
フェアの企画や、県空き家バンクサイトの充実、市町が行う民間賃貸住宅の家賃助
成等への支援など、市町がより積極的に活動できるための環境整備に努めます。
◇　県外企業の県内へのサテライトオフィス開設を支援するなど受入環境を充実さ
せることにより、テレワークの活用を通じた定住人口の拡大を図ります。

３　定住の支援
◇　本県に移住してきた方々がより安心して暮らし続けてもらえるよう相談体制を整
備するとともに、移住者同士のネットワークづくりが図れるよう移住者交流会を開催
するなど、定住に向けた支援を行います。

４　県内就職の促進
◇　県内企業の人材確保拠点である「香川県就職・移住支援センター（ワークサポート
かがわ）」を中心として、きめ細かなマッチング支援を行うとともに、合同就職面接会
の開催やＷｅｂを活用した情報発信・就職支援などに努めるほか、大都市圏でのＵＪＩ
ターン就職・転職セミナーの開催等により、若者等の県内就職を促進します。
◇　学生に本県の魅力やＵターン・県内就職に関する情報を提供するとともに、県内
外の大学と県内企業との情報交換の場を提供するほか、大学との「就職支援に関す
る協定」の拡大を図り、連携事業を実施します。
◇　大学等卒業後に県内就職・地元定着した方に奨学金の返還の一部免除等を行う、
本県独自の「香川県大学生等奨学金制度」や地元産業界とも連携して実施する「日
本学生支援機構第一種奨学金返還支援制度」の実施により、若者の地元定着を促進
します。

５　若者に魅力のある働く場の創出
◇　県外に流出している人の流れに歯止めをかけ、人口の社会増につなげるため、令
和２（2020）年11月に開所した「Setouchi-i-Base」をオープンイノベーション拠点と
して、情報通信関連分野の人材の育成や活動・交流の場の提供、ビジネスマッチング
支援等、施策を総合的かつ集中的に展開することで、起業、第二創業、既存企業の競
争力強化を推進し、若者の働く場を創出することで県内定着を促進するとともに、本
県経済の活性化に取り組みます。
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第１章　基本目標・基本方針
[県民]
 ・　情報通信関連分野の各種講座やセミナーを通じた学びの機会の創出

[企業]
 ・　県のＵＪＩターン施策への理解・協力
 ・　ビジネスにつながるネットワークづくり
 ・　テレワークの活用

[市町]
 ・　移住検討者等への魅力発信
 ・　移住希望者へのサポート等受入体制の整備

本重点施策の取組みのうち、テレワーク環境の整備等を通じた「移住促進に向けた支
援体制の充実」及び「県内就職の促進」は、『８■働きがいも経済成長も』の理念と、情報
通信関連産業の育成・誘致等に取り組む「若者に魅力のある働く場の創出」は、『４■質の
高い教育をみんなに』、『８■働きがいも経済成長も』及び『９■産業と技術革新の基盤を
つくろう』の理念とそれぞれ方向性が同じです。また、香川県大学生等奨学金制度等の
実施は、『１■貧困をなくそう』及び『１０■人や国の不平等をなくそう』の理念と方向性が
同じです。

29 移住の促進
30 若者の定住促進

方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール

プラン編 第６章 施策体系（施策の総合的展開）の関連施策

県民等とともに推進する取組み
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現状と課題

◇　本県が実施した大学生等へのアンケートによると、県外進学者が香川県で暮らし
たいと思わない理由として、「希望する企業や仕事がない」ことを挙げた方が最も多
く、県外進学者の多くが、県内では希望する企業や仕事に就くことが難しいと感じて
います。そのため、若者の大都市圏への流出に歯止めをかけ、県内定着を図るには、
若者が本県で働きたいと思える魅力的な産業を創出し、働く場を確保することが必
要です。
◇　本県の産業は、特定の業種に偏らない均衡のとれた産業構造で、主な担い手が中
小企業であり、付加価値額の構成比や従業者数では製造業が高く、食品分野で強み
となる地域資源を有しており、こうした特長を生かしながら、成長産業の育成・集積を
促進する必要があります。
◇　産業の新陳代謝を促進する新規創業について、本県の開業率は全国平均を下回
る状況が続いており、創業しやすい環境を創出する必要があることに加え、持続可
能な世界の実現をめざすＳＤＧｓの役割がますます重要になる中、県内企業による社
会的課題の解決を図るビジネス展開を支援することが求められています。
◇　国が「Society■5.0」による超スマート社会の実現をめざす中、ＡＩ、ＩｏＴ等の先端技
術の活用による産業の創出、維持・発展とデジタル社会の実現に向けた取組みを進
めるとともに、企業の競争力強化を図るために、その技術力の強化や生産性の向上、
高付加価値な製品づくり等を支援する必要があります。

3　重点施策

地域の強みを生かした成長産業の育成や産業の創出を促進するとともに、
企業の競争力強化や産業人材の育成等に取り組むほか、社会的な課題解決
に向けた事業活動を支援するなど、戦略的な産業振興を図ります。
これにより、本県経済の持続的な発展を図るとともに、雇用の場を創出し、人
口の社会増につなげていきます。

戦略的な産業振興を図る
重点
施策 9
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第１章　基本目標・基本方針
◇　経済のグローバル化が進む一方、人口の減少により国内市場の縮小が見込まれ
る中、感染症等による影響も考慮に入れながら、県内企業の課題やニーズを踏まえ
た海外展開の支援を行う必要があります。
◇　生産年齢人口が減少している中、これまで培ってきた高度な技術力を引き継ぐと
ともに、先端技術を活用して新たな技術開発を担う人材をはじめ、企業活動のさま
ざまな段階を支える人材を育成することが求められています。
◇　県内の中小企業では、経営者の高齢化や後継者不足に伴う廃業による雇用の喪
失や産業の脆弱化が懸念されるとともに、大規模災害や感染症の大規模流行が発
生した場合に事業活動が継続できなくなり、広域的に多大な影響を受けるおそれが
あることから、円滑な事業承継と事業継続計画（ＢＣＰ）の策定・運用を促進する必要
があります。
◇　企業誘致における地域間競争がますます激化していく中、社会経済情勢の変化を
踏まえながら、地域の特性や地理的条件を生かした戦略的な企業立地の促進と産
業基盤の強化に向けた取組みが求められています。

【新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた課題】
◇　新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けた県内経済の回復・活性化を図る
ため、まずは県内企業の事業継続・雇用維持を支援し、そのうえで、生産性の向上や
感染症により生じた新たな需要を取り込む事業展開等を支援することにより、県内
企業の体力と体質の強化に取り組む必要があります。
◇　県内企業の海外展開に当たっては、特定の国・地域に偏らないようにするなど企
業のリスクを分散させる取組みが必要です。
◇　新型コロナウイルス感染症の影響により、我が国のサプライチェーンの脆弱性が
顕在化したことにより、海外の生産拠点の国内回帰が求められる中、こうした生産拠
点の県内への立地を促進する必要があります。
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１　成長産業の育成・集積
◇　県外に流出している人の流れに歯止めをかけ、人口の社会増につなげるため、
オープンイノベーション拠点として整備した「Setouchi-i-Base」等において、情報通
信関連分野の人材の育成や活動・交流の場の提供、ビジネスマッチング支援等、施
策を総合的かつ集中的に展開することで、創業、第二創業、既存企業の競争力強化
を推進し、若者の働く場を創出することで県内定着を促進するとともに、本県経済の
活性化に取り組みます。
◇　希少糖、オリーブ、ものづくりなど本県ならではの地域資源や技術等を生かした産
業をはじめ、本県経済の今後の成長が期待される分野において、地域の強みを生か
した、新たな活力と付加価値を生み出す成長産業の育成・集積に努めます。
◇　食品や環境・エネルギー、高機能素材など、今後も市場規模の拡大が見込まれる
分野における県内企業の市場獲得・拡大に向け、積極的な支援を行います。

２　創業や新事業展開の促進
◇　創業や第二創業による新たなビジネスを促進するため、産業支援機関や金融機
関等と連携して、準備段階から創業後のフォローアップまできめ細かな支援に取り
組むとともに、県内企業の新たなビジネスモデルの実現を支援します。
◇　プラスチックごみをはじめとした環境問題や新型コロナウイルス感染症に対応し
た製品開発、地域活性化などＳＤＧｓ実現の視点を持って社会的な課題解決に取り組
む県内企業の事業展開や創業を支援します。

３　企業の競争力強化
◇　県産業技術センターやかがわ産業支援財団の研究開発支援機能を強化するとと
もに、大学や公設試験研究機関等と緊密に連携し、県内企業に対する支援体制を強
化します。
◇　県内企業のＡＩ、ＩｏＴ等の先端技術の活用による研究開発等のほか、コア技術や基
盤技術の強化、先端技術の導入や技術開発による生産性向上や製造現場の改善を
支援します。

取組みの方向
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◇　高付加価値な製品・商品の開発やマーケティング力の強化、商談機会の提供等に
より、国内外への販路開拓・受注拡大を支援します。
◇　県内企業の技術力の高度化とブランド力の強化に向け、知的財産の活用や保護
を促進します。

４　企業の海外展開の促進
◇　海外展開に必要な情報の提供や知識等を習得するための支援のほか、新たな進
出に加え、企業の海外リスクを分散し多角的な展開を促進するため、国際見本市へ
の出展支援などの機会を提供するなど、ジェトロ等関係機関と緊密な連携を図りな
がら、積極的な支援を行います。

５　産業人材の育成
◇　次代の経営を担う人材、イノベーションの原動力となる人材やＡＩ、ＩｏＴ等の先端技
術を活用できる人材、海外展開を支える人材などの産業人材を育成します。
◇　県産業技術センターにおける技術開発等の相談対応や研修などにより、県内企業
の基盤技術の強化や成長分野への進出を担う人材の育成を図ります。

６　中小企業の経営支援
◇　新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえつつ、県内中小企業・小規模事業
者の事業継続と雇用維持を引き続き支援します。
◇　セミナーなどを通じてＢＣＰの策定の必要性を周知するとともに、策定の支援を行
うことで、県内中小企業のＢＣＰの策定・運用を促進するほか、商工会・商工会議所と
連携し、県内中小企業・小規模事業者の防災意識・防災対策の向上を図り、事業継続
力の強化を支援します。
◇　商工会・商工会議所、金融機関等と連携し、事業承継診断の実施、専門家による相
談対応や助言、事業承継計画策定等の支援など、事業承継に至るまでの各段階に応
じた切れ目のない支援を行います。
◇　商工会・商工会議所等の機能強化を図るとともに、金融機関や香川県信用保証協
会と協調して実施する中小企業振興資金融資制度などを活用して、県内中小企業・
小規模事業者の経営を支援します。
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７　企業立地の促進と産業基盤の強化
◇　市町等と連携し、県内外の企業ニーズの的確な把握や投資計画情報の収集に努め

るとともに、効果的なトップセールスの実施や社会経済情勢の変化に対応した優遇制
度の見直し、積極的な情報発信、ワンストップサービスの徹底による受入態勢の充実
等に努め、サプライチェーン対策としての国内回帰を含めた、優良な企業の立地を促
進します。

◇　トップセールスや本県独自の支援策の拡充などにより、若者の就業率が高く、将来
の成長が見込まれる情報通信関連産業の立地や、安定した良質な雇用の確保が期待
できる企業の本社機能の移転・拡充、地方移転や関係人口の創出にもつながるサテ
ライトオフィスの誘致に取り組みます。

◇　道路や港湾などの社会インフラを整備し、企業が操業しやすい環境を整えます。

[県民]
 ・　社会的課題・地域課題の解決をめざす創業
 ・　情報通信関連分野の各種講座やセミナーを通じた学びの機会の活用

[大学・高専などの高等教育機関]
 ・　企業の新技術・新製品開発への支援
 ・　大学、高専発の創業の促進
 ・　リカレント教育を含めた産業人材の育成

[企業]
 ・　成長分野進出、新技術・新製品の開発、域外への販路開拓などの取組み
 ・　事業承継やＢＣＰ作成・運用への取組み
 ・　新たなビジネスにつながるネットワークづくり

[金融関係機関]
 ・　県内中小企業や小規模事業者の経営支援

県民等とともに推進する取組み



55

本重点施策のすべての取組みは、本県経済の持続的な発展を図り、雇用の場を創出
することを目的としており、『８■働きがいも経済成長も』の理念と方向性が同じです。ま
た、本重点施策の取組みのうち、「成長産業の育成・集積」及び「産業人材の育成」は、『４
質の高い教育をみんなに』の理念と、「成長産業の育成・集積」、「創業や新事業展開の促
進」、「企業の競争力強化」及び「企業立地の促進と産業基盤の強化」は、『９■産業と技術
革新の基盤をつくろう』の理念とそれぞれ方向性が同じです。加えて、道路や港湾など
の社会インフラ整備に取り組む「企業立地の促進と産業基盤の強化」は、『１１■住み続け
られるまちづくりを』の理念と方向性が同じです。

31 成長産業の育成・集積
32 創業や新事業展開の促進
33 独自の強みを持つ企業の競争力の強化
34 企業の海外展開の促進
35 産業の成長を支える人材の育成
36 中小企業の経営支援
37 企業立地の促進と産業基盤の強化

プラン編 第６章 施策体系（施策の総合的展開）の関連施策

方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール
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現状と課題

◇　少子高齢化の進行や県外への人口流出などにより、特に15歳から64歳までの生
産年齢人口が減少する中、本県の有効求人倍率は、平成23（2011）年８月以降、１倍
を超える状況が続いており、新型コロナウイルス感染症の影響があるものの、人材
不足となっている県内企業は多く、人材の安定的な確保が求められています。
◇　本県では、大学進学者の８割以上が県外へ進学しており、将来、地域経済を支える
若者の県内就職を促進するためには、県内企業の情報を発信し、若者の理解を深め
る必要があります。
◇　若者の離職率（平成29（2017）年3月新規学卒就職者の3年目離職率）は、大卒
35.1％と、全国（32.8％）に比べて高い状況であるため、若者の職場定着率向上のた
めには、若者や経営者等の意識改革を行う必要があります。
◇　平成29（2017）年就業構造基本調査によれば、女性の有業率は、結婚・出産期に
当たる年代に一旦低下し、育児が落ち着いた時期に再び上昇するという、いわゆる
Ｍ字カーブを依然として描いています。また、高齢者については、令和３（2021）年４
月から、事業主に、65歳から70歳までの就業確保措置を講じる努力義務が課されて
おり、こうした人材の活用が期待されています。
◇　雇用環境が厳しい時期に就職活動を行った就職氷河期世代は、さまざまな課題に
直面している方が存在するため、個々の課題や今後の人材ニーズに応じた支援を行
う必要があります。

3　重点施策

正規雇用の促進や雇用のミスマッチ解消、外国人材も含めた多様な人材の活
用促進、職業能力の開発などにより、県内企業の人材確保を支援するととも
に、働き方改革の推進により、誰もが働きやすい環境づくりを進めます。
これにより、安定した雇用を確保するとともに、労働環境の質の向上を図り
ます。

雇用対策を推進する
重点
施策10
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第１章　基本目標・基本方針
◇　令和２（2020）年10月末現在の県内の外国人労働者数は10,422人と、本県経済
の持続的発展に必要不可欠な人材となっており、県内事業所における外国人材の受
入れの支援を進めていく必要があります。
◇　令和２（2020）年12月末現在の県内在留外国人数は14,174人と、本県人口の約
1.5％を占めており、日本人住民と外国人住民の双方が尊重し合える多文化共生社
会の実現に向けた取組みを進めていく必要があります。
◇　働く意欲のあるすべての人が、その能力を十分発揮するとともに、若者、女性、高
齢者、障害者等の多様な人材の能力を高めるためには、職業能力開発の充実・強化
を図る必要があります。
◇　「働き方改革関連法」の各改正事項が概ね施行されていますが、本県における年
間総労働時間は減少傾向にあるものの、全国平均に比べ長いことなどから、労働者
がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現するため、長時間
労働の是正やテレワークの促進など、働き方改革を推進していく必要があります。

【新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた課題】
◇　求人が求職を上回っているものの、新型コロナウイルス感染症の影響により、感
染拡大以前と比べて有効求人倍率が低下しているほか、感染症の影響による解雇
等も発生するなど、感染症が雇用に与える影響を注視するとともに、離職を余儀なく
された方や、雇用情勢の悪化の影響を受けやすい非正規労働者の方などに対する
支援が求められています。
◇　企業の採用が抑制されるなど売り手市場の状況が変わるとともに、採用活動のオ
ンライン化が進んでいることから、こうした状況を踏まえたきめ細かな就職支援に
取り組む必要があります。
◇　新型コロナウイルス感染症に伴う入国制限により外国人材の受入れに影響が生
じており、円滑な受入れに向けた支援に取り組む必要があります。
◇　新型コロナウイルス感染症拡大防止のためには外国人住民にも感染症予防の情
報を多言語により提供する必要があるとともに、外国人住民に着実に届くよう情報
提供の手段についても周知する必要があります。
◇　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、「新しい生活様式」の実践例とし
て、「新しい働き方のスタイル」が提示されており、新しい働き方への転換が求められ
ています。
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１　若者の雇用対策の充実
◇　就職活動前のキャリア教育などにより、学生に県内就職を考えるきっかけを提供
するほか、県内企業の人材確保拠点である「香川県就職・移住支援センター（ワーク
サポートかがわ）」を中心として、きめ細かなマッチング支援を行うとともに、合同就
職面接会の開催やＷｅｂを活用した情報発信・就職支援などに努め、若者の正規雇用
での県内就職を促進します。
◇　雇用情勢を踏まえた雇用対策に努めるとともに、早い時期での離職を防ぐため、
若手社員、経営者等に対する働きかけなどを実施し、若者の職場定着を図ります。

２　女性・高齢者・障害者等の就労支援
◇　就労を希望する女性・高齢者・障害者などに対して、その能力を発揮しながら働け
るよう、「かがわ女性・高齢者等就職支援センター」における新規就業支援や、障害者
の短期職場実習を行うなど就労支援に努めます。
◇　いわゆる就職氷河期世代の方々の活躍の場を広げるため、関係機関と連携した
プラットフォームに参画するとともに、地域若者サポートステーションにおいて、ジョ
ブトレーニングを行うなど就労に向けた支援を行います。

３　外国人材の受入れ支援・共生推進
◇　「外国人労働人材関係相談窓口」と「かがわ外国人相談支援センター」が連携し、
総合的な相談支援を行います。
◇　県内事業所に対し、外国人材の活用に関する情報の提供や県内定着に向けた取
組みを行うなど、受入れ・活躍を促進するための支援に努めます。
◇　コミュニケーションや生活支援、防災面における支援などにより、外国人住民に
とって暮らしやすい地域づくりを推進します。

４　職業能力の開発
◇　職業に必要な知識や技能の習得をめざす求職者等に対し、県内企業のニーズを
踏まえた実践的な職業訓練の機会を提供するとともに、県立高等技術学校のあり方
についても検討し、職業能力開発の充実・強化を図ります。

取組みの方向
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◇　障害者やひとり親家庭の父母等、職業訓練の受講のために特別な支援が必要な
求職者に対し、その態様に応じた受講支援に努めます。

５　県内企業の人材確保
◇　県内企業の持続的発展につなげるため、若者の雇用対策の充実や女性・高齢者・
障害者等の就労支援、外国人材の受入れ支援・共生推進、企業ニーズを踏まえた職
業能力の開発に努めます。
◇　人材不足が深刻化している分野については、多様な人材の活用を促進するととも
に、人材確保が必要となる分野については、県内企業と求職者のニーズを踏まえ雇
用のミスマッチを解消するなど、県内企業における人材確保に努めます。

６　働き方改革の推進
◇　働き方改革の必要性や重要性を啓発するとともに、それぞれの状況に応じて、テ
レワークなどの新しい働き方をはじめ多様で柔軟な働き方を推進する企業等の取
組みを支援することなどにより、ワーク・ライフ・バランスの実現に努めます。
◇　雇用分野における労働関係法令等の普及啓発や、企業経営者や管理職、労働者
の意識改革の促進などにより、働く意欲のあるすべての人が働きやすい職場環境づ
くりに努めます。

[県民]
・　業種や職種を超えた幅広い職業選択への理解
・　ワーク・ライフ・バランスの実現
・　職業に必要な知識や技能の習得
・　多文化共生の意識啓発・醸成

[企業]
・　若者を含めた多様な人材の雇用と職場定着への取組み
・　外国人材の受入環境の整備
・　テレワークなどの新しい働き方をはじめ働きやすい職場環境づくり
・　従業員の職業能力の向上

県民等とともに推進する取組み
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[大学・高専などの高等教育機関]
・　学生に対するきめ細かな就職支援策の推進

本重点施策の取組みのうち、「若者の雇用対策の充実」及び「県内企業の人材確保」
は、『８ 働きがいも経済成長も』の理念と、「女性・高齢者・障害者等の就労支援」は、『５ 
ジェンダー平等を実現しよう』、『８■働きがいも経済成長も』及び『１０■人や国の不平等
をなくそう』の理念と、「外国人材の受入れ支援・共生推進」は、『８■働きがいも経済成
長も』、『１０■人や国の不平等をなくそう』及び『１１■住み続けられるまちづくりを』の理
念と、「職業能力の開発」は、『４■質の高い教育をみんなに』の理念と、「働き方改革の推
進」は、『３■すべての人に健康と福祉を』、『５■ジェンダー平等を実現しよう』、『８■働き
がいも経済成長も』及び『１０■人や国の不平等をなくそう』の理念とそれぞれ方向性が
同じです。

38 安定した雇用の創出と就労支援
39 働き方改革の推進
40 外国人材の受入れ支援
41 外国人との共生推進

プラン編 第６章 施策体系（施策の総合的展開）の関連施策

方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール
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現状と課題

◇　人口減少局面を迎え、地域の活性化を念頭に、インバウンドを含めた観光振興な
どの交流人口の拡大に向けた取組みが全国各地で見られるなど、地域間競争がま
すます激化しています。
◇　交流人口の拡大に向けて、国内外から積極的な観光客の誘致を図る必要があり、
その誘致に当たっては、滞在時間の拡大、観光消費額の増大、観光客の受入環境の
整備や、効果的な情報発信などの取組みを推進していくことが重要です。
◇　ＭＩＣＥの開催やクルーズ客船の寄港は、交流人口の拡大をもたらすとともに、地
域の活性化に資することから、それらの誘致に積極的に取り組む必要があります。

【新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた課題】
◇　落ち込んだ観光需要を回復させるため、感染症防止対策を徹底したうえで、国と
連携した需要喚起に向けた取組みが必要です。
◇　国内外の観光客のニーズは、「新しい生活様式」の普及や個人旅行へのシフトなど
に伴い多様化・細分化する傾向にあることから、これらを的確に捉えた情報発信や施
策展開が必要です。
◇　ＭＩＣＥの開催やクルーズ客船の寄港に際しては、感染症の動向に応じ、各種ガイド
ライン等に沿って適切に対応する必要があります。
◇　感染症の動向を注視しながら、本県特有の資源を生かし、ターゲットを踏まえた戦
略的なプロモーション活動等に取り組み、交流人口の回復・拡大を図る必要がありま
す。

3　重点施策

瀬戸内海やアート、食、自然、歴史、文化など本県の豊かな資源の魅力を
国内外からの観光客に楽しんでいただき、旅行先として「選ばれる香川」と
なるよう戦略的な誘致施策などに取り組み、交流人口の回復・拡大を図り
ます。

交流人口を回復・拡大する
重点
施策11
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１　観光客の誘致・滞在の促進
◇　県観光協会や市町、市町観光協会等との連携のもと、瀬戸内海やアート、食、歴史
や文化などの多様な観光資源を活用し、国内外の観光客の周遊や滞在を促す「香川
せとうちアート観光圏」の取組みなどを通じて、滞在時間を拡大する体験型観光や
夜型観光の充実を図るとともに、マーケティング等に基づく戦略的な誘客活動を実
施し、滞在交流型観光を推進します。
◇　社会情勢の変化とともに注目されているマイクロツーリズムやワーケーションな
ど、「新しい生活様式」に対応した新たな観光スタイルを取り入れた旅行の提案や商
品造成に努めます。

２　観光客受入環境の整備
◇　観光客の満足度と利便性の向上を図るため、行政、観光関係団体に加え、関連す
る幅広い分野の団体と連携し、全県的な「観光香川おもてなし運動」を展開するとと
もに、魅力ある観光情報の提供に努めるなど、観光客の受入環境の整備を進めま
す。
◇　観光客が安全に安心して本県を訪れることができるよう、県内の観光関連事業者
と協力・連携しながら、感染症対策の実施や支援に取り組みます。

３　戦略的な観光プロモーション
◇　本県の観光地や県産品などが旅行先や購入先として選ばれ続けるため、瀬戸内
海やアート、食、地場産品などの魅力や楽しみ方について、デジタルマーケティング
を活用した消費者行動に注視した分析に基づき、ＳＮＳや動画共有サービスなどデジ
タル社会に対応した多様な媒体を活用して、タイムリーかつ効果的な情報発信を行
います。
◇　国際的な大規模イベントなどの機会を捉え、国内外の各種メディアを活用して本
県の魅力を継続的に情報発信し、観光誘客の一層の拡大を図ります。

取組みの方向
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４　外国人誘客対策の充実・強化
◇　現地旅行会社や日本政府観光局（ＪＮＴＯ）、広域観光組織等と密接に連携し、国・
地域ごとの感染状況を見極め、対象国・地域の最新の動向やニーズ等に応じた戦略
的な情報発信・誘客活動を実施するとともに、近隣県との広域的な連携によるプロ
モーション活動に取り組みます。
◇　高松空港の航空ネットワークを最大限活用し、誘客拡大に取り組みます。
◇　市町や観光団体、民間事業者と連携して、観光施設等における多言語表記やイン
ターネット環境の拡充、多言語での情報発信や観光案内所での外国人対応の充実、
地域通訳案内士の活用など、受入環境の充実に努めます。

５　ＭＩＣＥ、クルーズ客船誘致の推進
◇　香川県ＭＩＣＥ誘致推進協議会を中心に、本県の魅力を積極的に情報発信するとと
もに、主催者の負担軽減のための開催支援に取り組むほか、感染症対策のための各
種ガイドライン等の情報提供に努めるなど、国際会議や学会、全国大会等のＭＩＣＥ
の誘致を図ります。
◇　戦略的かつ継続的なポートセールスを実施するとともに、きめ細かな観光情報の
提供に加え、「新しい生活様式」を踏まえた歓迎行事の実施や寄港地観光の提案な
ど、受入環境の充実に取り組み、サンポート高松へのクルーズ客船の誘致を図りま
す。

６　新県立体育館を活用したにぎわいづくり
◇　機能性や利便性を確保した中四国最大規模の新県立体育館を整備し、全国大会、
国際大会など大規模なスポーツ大会等の開催や多様なスポーツ・レクリエーション
における利用に加え、コンサートやＭＩＣＥなど、多くの集客交流が見込まれるイベン
ト利用を促し、交流人口の回復・拡大やにぎわいづくりに努めます。
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[県民]
・　全県的な「おもてなし」による観光客の満足度・利便性の向上
・　ＳＮＳを活用した観光情報の投稿・拡散による知名度の向上やイメージアップ
・　ＭＩＣＥやクルーズ客船に対する歓迎機運の醸成

[企業]
・　業界のガイドラインなどに準拠した観光関連施設の感染症対策の実施
・　観光施設、宿泊施設、飲食店等における接遇対応や多言語表記など受入環境の充実

[市町]
・　　「香川せとうちアート観光圏」の取組みなどを通じた、観光客の周遊性を高め、滞

在時間を延長する取組み
・　観光施設等における多言語表記やインターネット環境の拡充など受入環境の充実

本重点施策のすべての取組みは、滞在交流型観光等の充実による観光客の誘致・滞
在の促進や戦略的な観光プロモーション、ＭＩＣＥ、クルーズ客船誘致の推進等により、
国内外から積極的な観光客の誘致を図ることで、交流人口を回復・拡大することを目
的としており、『８■働きがいも経済成長も』の理念と方向性が同じです。

42 観光かがわの推進
43 地域の活性化につながる交流の推進

プラン編 第６章 施策体系（施策の総合的展開）の関連施策

方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール

県民等とともに推進する取組み
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現状と課題

◇　農業者の一層の高齢化や減少が見込まれる中、本県農業が持続的に発展し、競争
力を強化していくためには、新規就農者の確保や次代の担い手の育成が必要です。
◇　社会構造やライフスタイルの変化等に伴い国内外の需要が多様化する中、ニー
ズに即した高品質な農産物の生産振興と需要拡大に取り組むとともに、スマート農
業の推進や新技術の開発などにより生産性の向上を図り、農産物の安定供給や農
業経営の安定化につなげていく必要があります。
◇　耕作放棄地の増加や農業用施設の老朽化が進み、大規模災害や家畜疾病などの
農業の持続性を脅かすリスクが高まる中、担い手への農地の集積を図るとともに、
農業水利施設の長寿命化やため池の適正な保全管理、防疫体制の整備などを進め
る必要があります。
◇　林業では、木材価格の低迷や林業就業者数の減少など厳しい環境の中、植林され
たヒノキ等の森林資源が利用期を迎えていることから、県産木材の供給を通じた森
林の整備を推進するとともに、民間住宅等での県産木材の利用を促進するなど、森
林資源の循環利用を進める必要があります。また、里山では、放置された竹林等の
増加により多面的機能の低下が懸念されることから、里山の整備と資源の利活用を
促進し、里山再生を進める必要があります。
◇　漁業者の減少や高齢化、漁場環境の変化、産地間競争などにより漁業の生産体制
や漁業経営が一層厳しさを増す中、本県水産業の持続的発展のためには、消費者か
ら選ばれる水産物づくりや需要拡大、担い手の確保・育成、漁業の生産基盤の強化に
取り組む必要があります。

3　重点施策

農林水産物の安定供給や経営の安定化に向けて、国や関係機関等と連
携しながら、担い手の確保・育成や、農林水産物の生産振興・需要拡大に
取り組むとともに、生産性を高める基盤整備を進めます。
これにより、農林水産業の持続的発展を図り、魅力ある産業として次世代
に継承します。

農林水産業の持続的発展を図る
重点
施策12
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第１章　基本目標・基本方針
【新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた課題】
◇　観光需要の減少やイベントの休止等により、需要減退の継続が懸念されており、
県産農林水産物の積極的な需要拡大を図る必要があります。
◇　地域の食料の安定供給を図る観点から、農林水産業の生産基盤を強化し、生産拡
大を図る必要があります。

１　農業の担い手の確保・育成
◇　新規学卒者やＵＪＩターン者など多様なルートから新規就農者を確保し、就農から
定着までの一貫したサポート体制により、次代の担い手を育成します。
◇　経営感覚に優れた農業経営体となるよう担い手の能力向上や経営継承等を支援
します。

２　農産物の安定供給
◇　県オリジナル品種をはじめとする特色のある県産農産物の高品質化・生産拡大を
推進するため、地域の実情に合った新技術や新品種の開発に取り組むほか、省力化・
低コスト化に向けた支援や農作業支援体制の構築などにより生産体制の強化を図
ります。
◇　耕畜連携など環境に配慮した資源循環型農業を推進するとともに、土壌測定診断
体制の構築などによる土づくりを推進します。

３　農産物の需要拡大
◇　高品質で特色のある県産農産物のブランド化を促進するとともに、そのイメージ
アップを図るため、消費者や市場等への販売促進を強化するほか、さまざまなコン
テンツを活用した効果的なプロモーション活動に取り組みます。
◇　学校給食における県産食材の利用促進などにより、消費者や食品関連事業者に
積極的に県産農産物を選択してもらえるよう、地産地消を推進します。
◇　地域資源として優れた県産農産物を活用し、新たな付加価値を生み出せるよう、
生産者が加工や販売にも主体的に取り組む６次産業化を進めます。

取組みの方向
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第１章　基本目標・基本方針
４　生産性を高める農業の基盤整備
◇　農業者の高齢化や労働力不足に対応し、農産物の収量増大や品質向上を図るた
め、ロボット、ＡＩ、ＩｏＴなどの先端技術を活用したスマート農業を推進します。
◇　農地中間管理事業の活用や人・農地プランの実質化等により、担い手への農地集
積に努めるとともに、地域農業を支える集落営農を推進し、農地の効率的な利用を
促進します。
◇　担い手のニーズや地域の特性を生かした生産基盤の整備や、ため池などの農業
水利施設の的確な補修・補強を行うとともに、地域の協働による水路等の維持・管理
体制の整備を推進します。
◇　安心して農業生産を行えるよう、鳥インフルエンザや豚熱などの家畜伝染病や問
題となる病害虫に対する防疫体制の整備を推進します。

５　森林整備と森林資源循環利用の推進
◇　林業の担い手を確保・育成し、路網の整備、森林施業の集約化、高性能林業機械の
導入を促進するなど、効率的な森林施業により搬出間伐など森林の整備を推進しま
す。
◇　川上と川中・川下が連携して県産木材の安定供給を図り、公共施設や民間住宅等
での県産木材の利用を進めるとともに、県産木材製品のＰＲや木育活動など、県産木
材の普及啓発に努めます。
◇　放置された里山の整備を支援するとともに、広葉樹・竹資源の活用に取り組む地
域を支援するなど、里山資源の利活用の促進に努めます。

６　水産物の安定供給と需要拡大
◇　養殖業の生産体制を整備するため、生産増加・コスト削減に向けた課題解決を図
るとともに、栽培漁業等による地魚の安定供給を推進し、消費者から選ばれる水産
物づくりに取り組みます。
◇　国内外の市場での販路拡大を図るとともに、消費者を惹きつける、多様なツール
を活用した情報発信を行います。
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７　漁業者の育成と豊かな漁場環境の創造
◇　漁業者の確保・育成のため、就業から定着までの一貫した支援に地域ぐるみで取
り組むとともに、漁業経営の安定化や漁協の組織強化を図ります。
◇　豊かな漁場環境の保全・創造や、災害に強く安全な漁港・海岸等の整備に努めると
ともに、科学的なデータに基づく適切な資源管理の仕組みづくりに取り組みます。

[県民]
・　「食」と「農林水産業」の持つ役割の理解
・　県産農林水産物の消費や利活用の拡大

[企業]
・　県産農林水産物の利活用の拡大
・　地域を支える農林水産業の持つ役割の理解
・　地域の活性化に向けた農林水産業と異業種との交流の促進

本重点施策のすべての取組みは、農林水産業の持続可能な発展を図ることを目的
としており、『８■働きがいも経済成長も』の理念と方向性が同じです。また、本重点施策
の取組みのうち、持続可能な農業・水産業の促進に向けた取組みは、『２■飢餓をゼロ
に』の理念と、県産農産物の高品質化・生産拡大に取り組む「農産物の安定供給」、新た
な付加価値を生み出す６次産業化を図る「農産物の需要拡大」、スマート農業の推進に
取り組む「生産性を高める農業の基盤整備」、県産木材の利用促進を図る「森林整備と
森林資源循環利用の推進」及び養殖業の生産体制の整備を図る「水産物の安定供給と
需要拡大」は、『９■産業と技術革新の基盤をつくろう』の理念とそれぞれ方向性が同じ
です。加えて、「森林整備と森林資源循環利用の推進」及び「漁業者の育成と豊かな漁
場環境の創造」は、『１１■住み続けられるまちづくりを』の理念と、「生産性を高める農業
の基盤整備」は、『１５■陸の豊かさも守ろう』の理念と、「森林整備と森林資源循環利用
の推進」は、『１３■気候変動に具体的な対策を』及び『１５■陸の豊かさも守ろう』の理念
と、「漁業者の育成と豊かな漁場環境の創造」は、『１３■気候変動に具体的な対策を』及
び『１４■海の豊かさを守ろう』の理念とそれぞれ方向性が同じです。このほか、食育、

方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール

県民等とともに推進する取組み
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木育活動は、『４■質の高い教育をみんなに』の理念と、資源循環型農業の推進や地産
地消の取組みは、『１２■つくる責任つかう責任』の理念と、スマート農業の推進は『７■エ
ネルギーをみんなにそしてクリーンに』の理念とそれぞれ方向性が同じです。

44 農業の担い手の確保・育成
45 農産物の安定供給
46 農産物の需要拡大
47 生産性を高める農業の基盤整備
48 森林整備と森林資源循環利用の推進
49 水産物の安定供給と需要拡大
50 漁業の担い手の確保・育成と生産性を高める基盤整備

プラン編 第６章 施策体系（施策の総合的展開）の関連施策
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現状と課題

◇　本県の農林水産物や地場産品などは、多品目・高品質な商品特性を有しているも
のの、首都圏や関西圏での認知度は、讃岐うどんほど高くなく、認知度の向上に向け
て、積極的な情報発信や一層のブランド化の強化を図る必要があります。
◇　首都圏、関西圏、海外の百貨店等でのフェアの開催や、バイヤーとの連携強化な
ど、県産品の販路拡大に取り組んできた結果、県産品の販売実績（県サポート実績）
は国内、国外とも増加していますが、県産品販売の地域間競争が激化する中、国内
外の市場や消費者から選ばれ、売れる県産品の開発や販路拡大、ブランド力の強化
を図ることが求められています。
◇　関係者との連携を強化し、県全体が一体となって、県産品の商品特性を生かして
販路拡大など県産品の振興に積極的に取り組む必要があります。

【新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえた課題】
◇　県民や本県を訪れる観光客等に対し、香川ならではの食材や食を楽しんでいただ
くためには、感染症対策を施したうえで食の体験機会を創出し、その魅力を発信する
必要があります。
◇　外出が控えられる中で外食産業の需要が激減し、ブランド産品を中心とした県産
品の価格低迷や販売不振がみられたことから、需要回復に向けた消費喚起や販売促
進が必要です。
◇　アンテナショップについては、来店者数の減少がみられることから、新たな販売機
会の創出に取り組む必要があります。

3　重点施策

多品目・高品質な県産品の魅力の向上を図り、積極的なトップセールスの実
施やアンテナショップを活用した情報発信等により、県産品のブランド力の
強化と販路開拓・拡大を図ります。
これにより、県内産業を発展させ、雇用の場を創出し、県外に流出している
人の流れに歯止めをかけ、県内に流入する人の流れをつくり、人口の社会増
につなげていきます。

県産品のブランド力の強化・販路拡大を図る
重点
施策13



71

１　県産品のブランド力の強化と認知度向上の推進
◇　イベントの開催、県産品ポータルサイト、インターネットやＳＮＳ等を活用し、県産品
の総合的・効果的な情報発信を推進することで、県産品全体のブランド力の強化と
認知度向上に努めます。
◇　観光客や県内の消費者に向け、香川の「食」の魅力について効果的な情報発信や
販売促進に取り組み、県産食材等の認知度向上を図ります。

２　国内外における販路開拓・拡大の推進
◇　多品目・高品質という県産品の特長を生かし、関係団体と緊密に連携しながら、国
内においては、首都圏などの大消費地をターゲットに、通信販売事業者や百貨店等
が運営するオンラインストアとの連携を強化するとともに、海外では、東アジアなど
を中心として、現地商社等による代理営業を委託するなど新たな販売手法に取り組
むことにより、販路開拓・拡大を図ります。
◇　県産品の魅力を強く印象づけ、認知度向上に努めるとともに、販路開拓・拡大や取
引の安定化を図るため、積極的にトップセールスを実施します。

３　アンテナショップの充実・強化
◇　県産品の情報発信拠点であるアンテナショップにおいて、オンラインショップの充
実などにより積極的な情報発信や販売活動を行うとともに、施設の利便性の向上に
努めます。
◇　テストマーケティングなどにより、地域資源を掘り起こし、新たな県産品の発掘に
取り組むとともに、消費者ニーズを生産・製造業者等へフィードバックすることによ
り、商品の品質、デザイン、ネーミングなどを磨き上げ、消費者に選ばれる県産品づ
くりを図ります。

取組みの方向
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[県民]
・　県産品の積極的な利用とＳＮＳ等による県内外へのＰＲ

[企業]
・　品質、デザイン、ネーミングなどの工夫による既存の商品の魅力向上
・　県産品を活用した新たな商品開発
・　首都圏などの大消費地や海外への販路開拓・拡大の取組み

本重点施策のすべての取組みは、県産品のブランド力の強化や認知度向上、国内外
における販路開拓・拡大を図ることで、県内産業を発展させ、人口の社会増につなげる
ことを目的としており、『８■働きがいも経済成長も』の理念と方向性が同じです。

51 県産品の販路開拓
52 県産品の認知度向上
53 アンテナショップの充実・強化

プラン編 第６章 施策体系（施策の総合的展開）の関連施策

方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール

県民等とともに推進する取組み
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現状と課題

◇　ＡＩやビッグデータ、ＩｏＴデバイス、ロボット開発など、技術革新が急速に進展してい
るとともに、スマートフォンの普及や５Ｇの供用開始など通信技術の進展により、デ
ジタル技術が生活や産業に浸透してきています。
　　こうしたデジタル技術の利活用は、生活、産業、行政のさまざまな分野に変革をも
たらし、人口減少・少子高齢化の進行に伴う本県のさまざまな課題の解決につなが
る可能性があります。
◇　本県のさまざまな分野においてデジタル化を推進するには、進化し続けるデジタ
ル技術に的確に対応する人材の育成と、社会課題の解決にデジタル技術を積極的
に利活用していく仕組みの構築が必要です。
◇　行政サービスにおいてもデジタル化・オンライン化を一層推進することにより、行
政手続に伴う県民の手間や負担の解消を図ることが期待できます。
　　また、人口減少・少子高齢化が進展し、生産年齢人口が減少する中で、行政部門に
おいても、ビッグデータやＡＩ等のデジタル技術の利活用を進め、一層の効率化を図
る必要があります。
◇　高齢者から子どもまで、すべての県民が、安心してデジタル化による便益を享受
できるよう、デジタルデバイド（情報通信技術を利用できる者と利用できない者との
間に生じる格差）の解消や、サイバーセキュリティ、個人情報の保護にも取り組んで
いく必要があります。
◇　オンラインで確実な本人確認を行うことができるマイナンバーカードは、デジタ
ル社会を構築するうえでの基盤となるものであり、その普及をより一層図る必要が
あります。

3　重点施策

県民生活、産業、行政のあらゆる分野でデジタル技術の利活用を促進し、
すべての人にとって便利で安心できるデジタル社会を推進します。
これにより、県民生活の利便性向上や、県内企業等の生産性向上、行政
運営の効率化等を図り、持続可能な経済社会の構築をめざします。

デジタル社会を推進する
重点
施策14
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第１章　基本目標・基本方針
【新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた課題】
◇　新型コロナウイルス感染症の拡大を契機として、大都市圏への過度の集中のリス
クが改めて認識されるとともに、それまで活用が進んでいなかったテレワーク、オン
ライン会議などの活用が広がり、デジタル技術を活用した時間や場所にとらわれな
い柔軟な働き方を取り入れる機運が高まっています。また、デジタル化の推進は、感
染症のリスク等に対応した持続可能な経済社会を築くためにも重要です。
◇　新型コロナウイルスへの対応において、不十分なシステム連携に伴う非効率、各種
給付金の受給申請手続・支給作業の一部に遅れや混乱が生じるなど、特に行政にお
けるデジタル化・オンライン化の遅れが明らかとなったことも踏まえ、令和３（2021）
年９月のデジタル庁創設を契機とした行政のデジタル改革が求められています。

１　デジタル人材の育成
◇　情報通信関連産業の育成・誘致を図るため、サンポート高松に設置した
「Setouchi-i-Base」を拠点とした、情報通信分野の人材育成・交流の取組みや、県内
企業向けのＩＴ技術に関する講座の開催など、地域や企業のデジタル化を支え、イノ
ベーションを創出するデジタル人材の育成を推進します。
◇　すべての県民がデジタル化による便益を享受できるよう、Ｗｅｂアクセシビリティ
確保のための環境整備を行うとともに、県民向けにＩＣＴを活用するための基礎講座
や情報モラル・セキュリティに関する講座を開催するなど、情報活用能力の向上を図
ります。

２　デジタル技術を活用した地域課題の解決と産業の活性化
◇　データとデジタル技術の利活用により、本県におけるさまざまな地域課題の解決
に取り組みます。
◇　情報通信関連産業の育成・誘致に向けた取組みなどを通じ、デジタル技術を活用
した新産業・新サービスの創出や生産性向上による産業競争力の強化を促進し、若
者の働く場の創出により県内定着を図るとともに、本県経済の活性化を図ります。
◇　デジタル社会の基盤となるマイナンバーカードの普及拡大に向け、県内各市町と
より緊密に連携しながら、カードの安全性や利便性に関する周知活動等に積極的に
取り組みます。

取組みの方向
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３　行政のデジタル化の推進
◇　「すぐ使えて」、「簡単で」、「便利な」行政サービスを実現するため、セキュリティ対
策にも留意しつつ、行政手続のオンライン化を推進するとともに、県内市町との電子
申請・届出システムなどの共同利用を拡大し、県民・事業者のオンライン手続の利用
を促進することにより、行政サービス水準の向上につなげます。
◇　県や県内市町が保有する行政情報は可能な限りオープンデータ化し「香川県オー
プンデータカタログサイト」に順次公開するとともに、公益事業者等が保有するデー
タのうち、公益に資するものについてのオープンデータ化を促します。
◇　情報システムの最適化・高度化に取り組むほか、業務のデジタル化・ペーパーレス
化、ＡＩ・ＲＰＡ等による自動化・効率化を推進し、行政サービス水準の維持・高度化や行
政運営の効率化を図ります。
◇　ビッグデータ、ＡＩ等を活用した政策立案や業務遂行を推進することにより、本県に
おけるさまざまな政策課題や業務課題の解決につなげることができるよう取り組み
ます。
◇　市町の情報システムの標準化・共通化の取組みを効果的に実行していくため必要
な助言を行うなど、市町の計画的な取組みを支援します。

[県民、企業]
・　オンライン手続の利用
・　官民のさまざまな知識や知恵を共有し、県民参加・官民協働の推進を通じた諸課
題の解決や新たなサービスの開発
・　オープンデータの利活用
・　テレワークなどの活用

[市町]
・　電子申請・届出システムなどの共同利用の拡大
・　オープンデータについて、公開するデータ内容やデータ形式の統一化
・　マイナンバーカードの普及
・　情報システムの標準化・共通化への計画的な取組み

県民等とともに推進する取組み
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本重点施策のすべての取組みは、あらゆる分野でデジタル技術の利活用を促進し、
すべての人にとって便利で安心できるデジタル社会を推進することにより、県民生活
の利便性向上や、県内企業等の生産性向上を図ることを目的としており、『９■産業と技
術革新の基盤をつくろう』の理念と方向性が同じです。また、「デジタル人材の育成」
は、『４■質の高い教育をみんなに』の理念と、「デジタル技術を活用した地域課題の解
決と産業の活性化」は、『８■働きがいも経済成長も』の理念と、「行政のデジタル化の推
進」は、『１１■住み続けられるまちづくりを』の理念とそれぞれ方向性が同じです。

31 成長産業の育成・集積
54 デジタルトランスフォーメーションを支えるデジタル人材の育成
55 生産性の向上のための産業のデジタル化の加速
56 行政のデジタル化の推進

プラン編 第６章 施策体系（施策の総合的展開）の関連施策

方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール
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現状と課題

◇　高松空港においては、国際線の新規就航など、航空ネットワークが拡充するととも
に、空港全体を一体的に運営する空港運営の民営化が実現しており、今後、空港間
の競争が激化する中、四国の主要都市からのアクセスに優れている高松空港の地理
的特徴など、同空港の高いポテンシャルを生かし、航空ネットワークの拡充や、それ
を支える空港の利用環境の向上に努めることが必要です。
◇　新幹線は、高速道路と並ぶ基礎的な社会経済基盤ですが、四国は全国で唯一の新
幹線の空白地帯となっており、交流圏や交流人口の拡大による経済活性化に加え、
災害耐力の向上や在来線の維持確保の観点からも、四国の新幹線の一日も早い実
現が望まれます。
◇　経済のグローバル化が進展する中、迅速かつ低廉で安定的な物流網を構築し、地
域の競争力を高めることが重要であることから、輸送時間の短縮や利便性向上のた
め、港湾機能強化に向けた基盤整備を進めるとともに、高速道路におけるスマートＩ
Ｃや主要幹線道路網の整備を進める必要があります。
◇　サンポート高松は、ウォーターフロントという優れた環境に加え、商業、業務、官公
庁、文化、交流、情報などの集積する新しい中枢拠点であることから、今後も多様で
高度な都市機能と交通機能をあわせ持つ都市環境を保持する必要があります。

3　重点施策

四国における中枢拠点機能を向上させるため、都市機能の充実を図るほ
か、高松空港の利便性の拡大、幹線道路や港湾の整備、四国の新幹線の
早期実現など、陸海空の結節機能を強化します。
これにより、経済活動を支える産業基盤を強化し、交流人口の回復・拡大
や企業立地の促進、地域経済の活性化を図ります。

四国における拠点性を確立する
重点
施策15
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第１章　基本目標・基本方針
◇　交通・交流の拠点性に優れた本県は、これまでも企業立地の促進と、これを支える
産業基盤の強化に積極的に取り組んできましたが、地域間競争が激しくなる中、地
域経済の活性化と雇用の確保を図るためには、こうした取組みをより一層進める必
要があります。
◇　商業、業務、居住等の都市機能が集積した中心市街地の機能低下が進み、地域住
民の生活を支えてきた商店街の多くが厳しい状況にある中、地域と経済の活性化を
図るためには、中心市街地の活性化と商店街の魅力づくりが求められています。

【新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた課題】
◇　新型コロナウイルス感染症の動向を見据えながら、航空路線の再開や、より利便
性の高いダイヤへの改善、新たな航空路線の整備等をめざす取組みが必要です。
◇　新型コロナウイルス感染症の影響による外出機会の減少から商店街への来街者
が減少している中、商店街の維持及び活性化を図る取組みが必要です。

１　民営化を活かした高松空港の利便性向上
◇　高松空港が四国の拠点空港として発展するよう、高松空港株式会社等と連携し、
より利便性の高いダイヤへの改善や増便などに向けた取組みを行います。
◇　新規路線の就航等、航空ネットワークの拡充に向けた取組みを行います。
◇　交通アクセスの充実を図るなど、空港の利便性の向上に取り組みます。

２　四国の新幹線の実現
◇　四国新幹線整備促進期成会を中心に、リニア中央新幹線の新大阪延伸に合わせ
た四国の新幹線の実現に向けて、四国が一丸となった取組みを進めます。
◇　市町との連携により、国等に対して強力な働きかけを行います。
◇　県民の機運をさらに高めるため、効果的な情報発信を行います。

３　重要港湾の整備
◇　高松港や坂出港が四国における物流・交流拠点として発展するよう、長期的な視
点から港湾整備の方向性を検討し、計画的に港湾機能の強化を進めます。

取組みの方向
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第１章　基本目標・基本方針
◇　高松港での物流の効率化や機能強化を図るため、高松港国際物流ターミナルに
おけるコンテナヤードの拡張等を推進するとともに、国事業の航路整備や高松港複
合一貫輸送ターミナル事業の岸壁整備等を促進します。
◇　高松港コンテナターミナルの利用促進に向け、多様化した顧客ニーズの把握に努
め、船社や県内外の荷主に対して積極的なポートセールス活動を実施します。

４　幹線道路等の整備
◇　高速道路と空港等を結ぶ高規格道路をはじめ、都市部と地方部、産業拠点と交通
結節点を相互に結ぶ幹線道路等の整備を推進するとともに、国が管理する国道11
号などの直轄国道の整備の促進に努めます。
◇　市街地周辺の交通混雑を軽減し、陸上輸送での定時性や交通円滑化を確保する
ため、バイパス整備や現道拡幅を推進します。

５　都市機能の充実
◇　県都高松市の顔でもあるサンポート高松において、北側街区に、スポーツ振興の
拠点や交流推進施設としての機能を備えた、新県立体育館の整備を推進し、中枢拠
点機能の強化を図ります。
◇　南海トラフ地震等に備え、高松地方合同庁舎に集約された災害関係官署との連携
強化や広域的な連携に関する協定に基づく応援・受援体制や広域的医療体制の整
備などにより、四国の防災拠点としての機能の確保を図ります。
◇　活気ある商店街の再生に向けた持続可能な取組みを促進するため、まちづくりや
中小小売商業の振興などの観点から、中心市街地の活性化や魅力ある商店街づく
りに取り組む市町、商店街団体などを支援します。

６　企業立地の促進と産業基盤の強化
◇　市町等と連携し、県内外の企業ニーズの的確な把握や投資計画情報の収集に努
めるとともに、効果的なトップセールスの実施や社会経済情勢の変化に対応した優
遇制度の見直し、積極的な情報発信、ワンストップサービスの徹底による受入態勢
の充実等に努め、サプライチェーン対策としての国内回帰を含めた、優良な企業の
立地を促進します。
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◇　トップセールスや本県独自の支援策により、若者の就業率が高く、将来の成長が
見込まれる情報通信関連産業の立地や、安定した良質な雇用の確保が期待できる
企業の本社機能の移転・拡充に加え、関係人口の創出にもつながるサテライトオ
フィスの誘致に取り組みます。

◇　道路や港湾などの社会インフラ整備等、企業が操業しやすい環境を整えるととも
に、県内の中小企業者・小規模事業者等に対する、技術面、経営面、資金面からの幅
広い支援を行うための産学官連携体制の充実・強化や地域の企業情報を持つ地域
金融機関、産業支援機関等との緊密な連携により、産業基盤の強化に努めます。

[県民]
・ 高松空港の航空ネットワークの拡充等に向けた機運の醸成
・　四国の新幹線の実現に向けた機運の醸成

[企業・地域団体]
・ 高松空港の発展に向けた方向性（ビジョン）の策定
・ 港湾施設の積極的な利用

[市町]
・ 高松空港の発展に向けた方向性（ビジョン）の策定
・ 四国の新幹線の実現に向けた国等への要望活動
・ 中心市街地の活性化や魅力ある商店街づくりへの支援
・ 地域経済の活性化をめざした企業立地の促進

県民等とともに推進する取組み
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本重点施策のすべての取組みは、四国における中枢拠点機能を向上させるため、都
市機能の充実を図るほか、陸海空の結節機能を強化することを目的としており、『１１ 
住み続けられるまちづくりを』の理念と方向性が同じです。また、本重点施策の取組み
のうち、「民営化を活かした高松空港の利便性向上」、「四国の新幹線の実現」、「重要港
湾の整備」、「幹線道路等の整備」及び「企業立地の促進と産業基盤の強化」は、『８■働
きがいも経済成長も』及び『９■産業と技術革新の基盤をつくろう』の理念とそれぞれ
方向性が同じです。

 １  南海トラフ地震・津波対策の推進
37 企業立地の促進と産業基盤の強化
43 地域の活性化につながる交流の推進
57 広域交通ネットワークの充実・強化
58 地域交通ネットワークの整備
76 都市・集落機能の向上
82 スポーツ参画人口の拡大

プラン編 第６章 施策体系（施策の総合的展開）の関連施策

方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール
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現状と課題

◇　新学習指導要領において、これからの時代に求められる資質・能力をはぐくむため
に「主体的・対話的で深い学び」の実現が求められており、児童生徒の学習状況を適
切に把握・分析し、授業改善を図るための施策等を推進するとともに、その基盤とな
る指導体制の充実を図る必要があります。
◇　児童生徒のいじめの認知件数、不登校児童生徒数は、小・中・高校いずれも、近年、
増加傾向にあることから、生徒指導の充実を図るとともに、スクールカウンセラーや
スクールソーシャルワーカーなどの専門スタッフと教職員とのより一層の連携が必
要です。また、インターネットやオンラインゲームの過剰な利用は、児童生徒の心身
の発達に悪影響を及ぼす可能性があることから、ネット・ゲーム依存予防対策に取り
組む必要があります。
◇　ベテラン教員の大量退職が今後数年間は継続する一方で、教員採用試験の出願
者数は、小・中学校、県立学校ともに減少傾向にあり、教員の資質・能力の低下が懸
念されていることから、本県の教育水準の維持向上のため、意欲と熱意を持った優
秀な教員を確保するとともに、若手教員の資質・能力の向上を図ることが重要です。
◇　グローバル化や技術革新が進む一方、人口減少や少子高齢化、若年層の県外流
出が進むなど、子どもたちを取り巻く社会は急速に変化しており、子どもたちが未来
を生きていくために必要な資質・能力（グローバル社会への対応、郷土の理解、イノ
ベーション創出力等）を育成する必要があります。

3　重点施策

児童生徒の学力の育成や問題行動等の防止、教員の資質・能力の向上、
家庭や地域との連携による教育力の向上等に取り組み、未来の香川の創
り手となる豊かな人間性と個性あふれる子どもたちを育てます。

豊かな人間性と個性あふれる子どもたちを育てる
重点
施策16
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第１章　基本目標・基本方針
◇　障害により特別な支援を必要とする子ども、日本語指導の必要な子どもや性的少
数者の子どもなどへのきめ細かな対応が求められており、すべての子どもが多様性
について正しく理解し、互いを認め合うことができるような指導や、不安を抱える子
どもへの支援体制の充実を図る必要があります。
◇　核家族化、共働き家庭やひとり親家庭の増加、地域のつながりの希薄化などによ
り、家庭での教育に悩みや不安を持つ保護者が増えていることから、保護者を支援
するとともに、学校、家庭、地域が連携・協働し、社会全体で子どもを育てる必要があ
ります。
◇　私立学校は、その建学の精神に基づき、独自の特色ある教育を実施し、本県学校
教育の一翼を担う重要な役割を果たしています。私立学校の安定的な経営を図りな
がら、多様化するニーズに対応した特色ある学校づくりを推進するため、その魅力を
さらに高めていく必要があります。

【新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた課題】
◇　感染症拡大等の緊急時において、ＩＣＴの活用などにより児童生徒の学びを保障す
るとともに、新しい時代の学びを支える体制を整備することが必要です。
◇　国内外への移動の制限等により、子どもたちが多様な価値観に触れ、交流をする
機会が減っています。
◇　新型コロナウイルス感染症に係る人権侵害や誹謗中傷等から児童生徒を守る取
組みが必要です。

１　学力の育成
◇　県学習状況調査等の結果分析をもとに、児童生徒の学習内容の定着状況やつま
ずきを的確に把握し、指導の充実に努めます。
◇　基礎的な知識及び技能に加え、思考力、判断力、表現力等をはぐくみ、主体的に学
習に取り組む態度を養えるよう、児童生徒が充実感や達成感を味わえるような、魅
力的な授業づくりを行います。
◇　ＩＣＴの効果的な活用により、協働的な授業を展開し、児童生徒の学びの質の向上
を図ります。また、災害や感染症拡大等の緊急時におけるオンライン学習等の教育
活動が継続できるようにします。

取組みの方向
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第１章　基本目標・基本方針
◇　「個に応じたきめ細かな指導」の継承と「個を活かす協働的な学び」の充実により
児童生徒の学力の向上を図るため、「少人数学級」と小学校における「専科指導の拡
充」を柱とする指導体制の構築に取り組みます。

２　問題行動等やネット･ゲーム依存の防止
◇　新型コロナウイルス感染症に起因するものを含め、いじめや暴力行為等の問題行
動や不登校等の未然防止、早期発見、早期対応を図るため、一人ひとりに対して共感
的、積極的なかかわりをもち、児童生徒の自主的・主体的な活動を促進する指導に努
めます。
◇　ネット･ゲーム依存の予防対策を推進するため、児童生徒や保護者に対し、正しい
知識の普及啓発や家庭でのルールづくりの促進などに努めます。
◇　専門スタッフの効果的な活用や、学校、家庭、地域、関係機関が一つのチームと
なって課題解決を図る体制づくりに取り組みます。

３　教員の資質・能力の向上
◇　本県の公立学校や教職の魅力を積極的にＰＲしてＵＪＩターンを促進するとともに、
高校生を対象にした説明会の実施などに取り組みます。
◇　「香川県教員等人材育成方針」に基づき、教職経験等に応じた各種研修を行うほ
か、退職教員等の派遣やオンライン研修などの効率的な研修を進めます。

４　グローバルな視点をもち郷土を支える人材の育成
◇　異なる価値観に接する機会や多様なコミュニケーションの機会を確保するため、
実際に会って交流するだけでなく、オンラインも活用した交流を行うことにより、グ
ローバルな視点の育成を図ります。同時に、郷土の歴史や伝統文化、産業等への理
解を深め、地元の自治体や大学、企業等と連携・協働しながら、地域課題の解決や新
たな魅力を考える探究的な学びを推進することで、生徒の地域への理解を促進し、
郷土を支える人材を育成します。

５　多様性を認め合い共に育つ子どもの育成
◇　教育活動全体を通じた人権教育や特別支援教育を推進し、児童生徒の人権を尊
重する意欲や態度を高めます。
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第１章　基本目標・基本方針
◇　合理的配慮の提供を含め、子どもたちが安心して学べる個に応じた学習環境づく
りを進めます。

６　家庭や地域との連携による教育力の向上
◇　子どもの発達に応じた家庭教育の重要性についての啓発や学習機会の提供、保
護者が気軽に相談できる体制の充実に努め、子どもとともに保護者も成長していけ
るよう支援します。
◇　学校、家庭、地域が連携しながら、子どもの体験活動等を充実させるなど、子ども
たちの成長を地域全体で支える機運の醸成を図ります。

７　私学における教育内容の充実
◇　私学が独自に行う研修等に対する助成など教員の資質向上に向けた取組みを支
援するとともに、多様化するニーズに対応した特色ある教育活動への取組みに対し
て助成することにより、私学における教育内容の充実を図ります。

[企業]
・　地域課題の解決や新たな魅力を考える探究的な学びに取り組む県立高校による
企業見学やインタビュー等への協力・支援

[市町]
・　小・中学校におけるこれからの時代に求められる資質及び能力を育むための市町
教育委員会と連携した取組み
・　地域課題の解決や新たな魅力を考える探究的な学びに取り組む県立高校に対す
る助言や地域の情報提供等
・　すべての県民が多様な人格と個性を尊重し、支え合いながら共生する社会を実現
するための周知・啓発
・　地域学校協働活動の円滑な実施に向けた支援

[地域住民]
・　子どもの体験活動の実施など、子どもたちの成長を地域全体で支える意識の醸成

県民等とともに推進する取組み
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本重点施策のすべての取組みは、包摂的で質の高い教育を確保することを目的とし
ており『４■質の高い教育をみんなに』の理念と方向性が同じです。また、本重点施策の
取組みのうち、「グローバルな視点を持ち郷土を支える人材の育成」及び「多様性を認
め合い共に育つ子どもの育成」は、『１０■人や国の不平等をなくそう』の理念と、ネット･
ゲーム依存の予防対策の推進は、『３■すべての人に健康と福祉を』の理念とそれぞれ
方向性が同じです。

20 人権・同和教育の推進
59 学校教育の充実
60 家庭や地域の教育力の向上

方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール

プラン編 第６章 施策体系（施策の総合的展開）の関連施策
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現状と課題

◇　県の審議会などの女性委員の割合や会社役員、管理的公務員等に占める女性の
割合などは増加していますが、男女が社会の対等な構成員として、その意思を公平・
公正に反映するためには、あらゆる分野において女性の活躍の場を拡大する必要が
あります。男女がともに職場、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野で、個性と能
力を十分に発揮できるよう、男女共同参画を推進することが重要です。
◇　平成29（2017）年就業構造基本調査によれば、女性の有業率は、結婚・出産期に
当たる年代に一旦低下し、育児が落ち着いた時期に再び上昇するという、いわゆる
Ｍ字カーブを描くほか、女性の「25歳から34歳まで」及び「35歳から44歳まで」にお
ける離職理由は、「出産・育児のため」が最も多くなっていることなどから、子育て支
援の充実やワーク・ライフ・バランスの実現など、女性の活躍を社会で支える環境づ
くりを行う必要があります。

【新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた課題】
◇　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、「新しい生活様式」の実践例とし
て、「新しい働き方のスタイル」が提示されており、新しい働き方への転換が求められ
ています。こうした社会の変化を見極めながら、男女共同参画を推進することが必
要です。

3　重点施策

男女共同参画に向けた取組みの推進や、女性が働きやすい環境整備など
を通して、あらゆる分野で女性の活躍の場を大きく広げ、女性が輝く香川
をめざします。
これにより、地域内の多様な人材を確保するとともに、魅力ある多様な就
業の機会の創出や地域活力の向上を図ります。

女性が輝く香川にする
重点
施策17
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１　あらゆる分野における女性の活躍推進
◇　男女がともに個性と能力を発揮できる社会を実現するため、男女共同参画に向け
た効果的な広報・啓発を進めます。
◇　政治、経済をはじめ、社会のあらゆる分野における女性の活躍を推進するため、
リーダーの養成や女性の参画が進んでいない分野についての情報の収集・提供な
どを行います。

２　働く女性の活躍の推進
◇　女性の活躍推進に積極的に取り組む企業等の事例を情報発信するなど、企業経
営者や労働者に向けた啓発等を行うことにより、経営者や、男性、女性の意識改革を
図ります。
◇　企業等に対し、ワーク・ライフ・バランスを広くＰＲするとともに、テレワークなどの
新しい働き方をはじめ多様で柔軟な働き方への取組みを支援することなどにより、
働きやすい職場環境づくりを促進するほか、就労形態の多様化等に対応した教育・
保育の充実を図ります。
◇　子育てをしながら、働くことを希望する人が安心して継続就労できるよう諸制度
の広報・啓発を行うとともに、女性の再就職を支援するため、職業訓練の充実などに
努めます。

[県民]
・　あらゆる分野の活動における意思決定過程への、女性自身による積極的な参画
と、男女共同参画に係る意識の醸成
・　ワーク・ライフ・バランスの実現

[企業]
・　意思決定過程への女性の登用の推進
・　テレワークなどの新しい働き方をはじめ働きやすい職場環境づくり

県民等とともに推進する取組み

取組みの方向



89

[市町]
・　男女共同参画の推進に向けた地域の実情に合った取組みの積極的な推進
・ 地域の実情に応じた総合的な子ども・子育て支援

本重点施策の取組みのうち、「あらゆる分野における女性の活躍推進」は、『４■質の
高い教育をみんなに』、『５■ジェンダー平等を実現しよう』、『１０■人や国の不平等をな
くそう』及び『１６■平和と公正をすべての人に』の理念と、「働く女性の活躍の推進」は、

『３■すべての人に健康と福祉を』、『５■ジェンダー平等を実現しよう』、『８■働きがいも
経済成長も』及び『１０■人や国の不平等をなくそう』の理念とそれぞれ方向性が同じで
す。

61 男女共同参画社会の実現に向けた基盤づくりの推進
62 あらゆる分野における女性の活躍の推進
63 安全・安心に暮らせる社会の実現

プラン編 第６章 施策体系（施策の総合的展開）の関連施策

方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール
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現状と課題

◇　県内出身者の大学進学者のうち、８割以上が県外に進学するとともに、20歳代の
人口割合は全国平均を大きく下回っています。県内出身者が県内大学に進学すれ
ば、約８割の若者が県内就職している状況を踏まえて、若者の県外流出に歯止めを
かける必要があります。
◇　私立専修学校等は県内出身者の割合が高く、また、県内企業に即戦力となる人材
を多く輩出するなど人口定着や地域経済の活性化に貢献しています。大学や私立専
修学校も含めたさまざまな高等教育機関の魅力を向上させるとともに、地域のニー
ズを踏まえた職業教育の質を高め、実践的な専門人材の育成・確保を図る必要があ
ります。
◇　県内大学等が、これまで以上に地域貢献活動を行うなど、県内大学等の魅力を高
め、将来的に学生数の増加につながるよう、県内大学等との連携を強化する必要が
あります。

【新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた課題】
◇　大都市圏への過度の集中のリスクが再認識され、今後、地方大学には、地域の人
材を育成・定着させ、地域経済を支える基盤となることが求められており、これまで
以上に地域の課題やニーズを踏まえた県内大学等の魅力づくりが必要です。

3　重点施策

県内大学等と地域との連携を深めることにより、県内での修学や就業の
促進を図るための県内大学等の魅力づくりを進めます。
これにより、若者の県内定着に努めます。

大学と地域との連携を深める
重点
施策18
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第１章　基本目標・基本方針
１　県内大学等の充実強化
◇　新型コロナウイルス感染症拡大を契機とした、大学を取り巻く環境の変化や地域
のニーズを的確に捉えながら、県内大学等の強みを生かした魅力づくりを支援する
とともに、県内大学等が連携して取り組むことが効果的な広報活動や地域連携活動
を促進します。
◇　県内高校生の県内大学や私立専修学校等に対する認知度を向上させるため、県
内大学等と県内高校が連携した取組みを進めます。
◇　人口減少対策及び地域経済に貢献する職業人材を育成する観点から、大学や私
立専修学校等における地元企業等との連携による実践的な職業教育の質の向上に
向けた取組みを支援します。
◇　県外の大学等が県内で各種の研究施設やセミナーハウスなどを含め、教育活動
を展開する場合の支援にも取り組むとともに、大学や私立専修学校も含めたさまざ
まな高等教育機関の充実について、幅広くその可能性を調査・検討します。
◇　県立保健医療大学では、看護師基礎教育を充実し、地域の将来の看護を担う中核
的な看護職員の育成をめざします。また、同大学院に保健師課程、助産師課程を設
置し、より高度で専門的な学術理論や質の高い実践能力を修得した人材の育成をめ
ざします。

２　県内大学等との連携強化
◇　県内大学等や企業等と協働し、県内大学等の有する資源の有効活用を図り、地域
の課題解決や地域貢献などを通じて、県内大学等の魅力を高めるため、県内大学等
との連携を強化します。
◇　県内大学等と連携し、県内企業の経営者等を講師とした講義や県内企業の見学
会などを通じて、県内企業の魅力を発信するとともに、県内大学等の就職担当者と
の連絡会を通じ、学生の就職状況等を把握し、県内就職に向けた連携を図ります。
◇　地域における多様な人材の育成・確保へのニーズに対応するため、県内大学等と
連携し、社会人を含めた幅広い年齢層を対象にリカレント教育を推進し、地域を担う
実践的な専門人材の育成・確保に努めます。

取組みの方向



92

[県民]
・　県内大学等が実施する公開講座等を通じた、県内大学等の特長・特色等の再発見

[大学等]
・　地域の課題やニーズを踏まえた県内大学等の強みを生かした魅力づくりや認知度

向上のための広報活動
・　県・市町等自治体や企業等と連携した地域課題の解決や地域貢献の推進

[企業]
・　県内大学等や県・市町等自治体と連携した地域課題の解決や地域貢献の推進
・　必要とする人材を確保するための、求める人材像や職場の魅力の積極的な発信
・　学生が具体的な就労イメージを持つための、インターンシップの受入れ

[市町]
・　県内大学等と連携した、地域におけるさまざまな課題の解決を目的とした研究や

活動

本重点施策のすべての取組みは、県内大学等の魅力の向上を目的としており、
『４■質の高い教育をみんなに』の理念と方向性が同じです。

67 県内大学等の充実強化
68 県内大学等との連携強化

プラン編 第６章 施策体系（施策の総合的展開）の関連施策

方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール

県民等とともに推進する取組み
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現状と課題

◇　持続可能で環境と調和した香川を創るためには、すべての県民が、本県の豊かな
自然環境は、長い歴史の中で育まれてきたものであり、人々にうるおいとやすらぎを
与え、日々の暮らしを支える生活の基盤となるとともに、経済の成長を支える貴重な
財産であるという共通認識を持ったうえで、環境を守り、育て、次の世代に引き継い
でいく必要があります。
◇　環境の課題は、地球温暖化など地球規模の課題から、廃棄物の不法投棄など生活
環境の課題に至るまで、複雑・多様化しており、これらの課題への対応に当たっては、
地域社会を構成するすべての主体が、自主的な取組みを進めることに加え、相互に
連携・協働しながら取り組み、環境を守り育てる地域づくりを推進する必要がありま
す。
◇　瀬戸内海は、水質については一定の改善がみられるものの、依然として赤潮の発
生やノリの色落ちが見られるほか、海洋プラスチックを含む海ごみも大きな問題と
なっており、山・川・里（まち）・海をつなぐ里海づくりを広げていく必要があります。
◇　現状の温暖化対策を続けた場合、本県の年平均気温は、20世紀末に比べ21世紀
末には4.1℃上昇すると予測されており、既に、顕在化しつつある地球温暖化による
影響が、将来深刻化するおそれがあることから、二酸化炭素の排出量を実質ゼロに
する脱炭素社会の実現に向けて、地球環境の保全に取り組む必要があります。
◇　廃棄物の発生抑制や再生利用に向けた新たな取組みが求められる中、依然として
廃棄物の不法投棄等は後を絶たない状況にあり、災害廃棄物処理への対応も含め、
生活環境の保全、住民の安心・安全を確保するため、廃棄物の発生抑制・再生利用・
適正処理に一層取り組む必要があります。

3 重点施策

持続可能で環境と調和した地域づくりを推進するとともに、自然環境の保
全・地球環境の保全や循環型社会の形成、生物多様性の保全や動物愛
護管理の推進に取り組みます。
これにより、人と自然が共生する香川の実現を図ります。

人と自然が共生する香川をつくる
重点
施策19
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第１章　基本目標・基本方針
◇　絶滅のおそれのある希少野生生物が増加している一方で、イノシシなどの有害鳥
獣による被害は依然として深刻な状況にあり、生物多様性の保全を推進するととも
に、有害鳥獣の適正な管理に努める必要があります。
◇　本県の犬、猫の殺処分数は減少傾向にありますが、全国と比較すると、特に犬では
収容数が多く、殺処分数はワースト１位が続いており、犬、猫の殺処分数を減らすた
め、収容数を抑制するとともに、収容された犬、猫の返還・譲渡の推進を図る必要が
あります。

【新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた課題】
◇　新型コロナウイルスからの経済回復に当たっては、地球温暖化対策をはじめとし
た環境保全施策により積極的に取り組むことで、将来的に環境と成長の好循環が実
現する社会をめざしていく必要があります。
◇　人々の生活様式や経済活動が大きく変化しており、新しい生活様式によって、エネ
ルギー使用量や廃棄物排出量などに変化が生じるものがあると考えられることか
ら、こうした変化を踏まえ、脱炭素社会の実現に向けた取組みを促進する必要があり
ます。
◇　豊かな自然環境は、新しい生活様式の下、ストレスを軽減することができ、また、身
体活動ができる場（心身ともにリフレッシュできる場）として、貴重な役割を果たして
おり、憩いの場や健康づくりの場として、より一層の活用が図られるような取組みに
努める必要があります。

１　持続可能で環境と調和した地域づくりの推進
◇　幅広い環境分野における環境学習講座の実施や、気軽に環境について考える機
会の提供など、市町や環境保全団体等と連携して県民の環境保全活動などを促進
する地域づくりを進めます。
◇　森林公園や自然公園のほか、田畑やため池、河川からなる田園景観など身近にあ
るすぐれた自然景観や、文化財など地域の歴史や文化に根ざした資源に対する県民
意識の醸成を図りながら、適切な保護・保全に取り組みます。

取組みの方向
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第１章　基本目標・基本方針
２　里海づくりの推進
◇　瀬戸内海を「人と自然が共生する持続可能な豊かな海」にしていくために、「里海」
づくりを牽引する人材を育成する「かがわ里海大学」の一層の充実など、環境を守り
育てる基盤づくりに取り組みます。
◇　海洋プラスチックを含む海ごみ対策や里山再生等の取組みを進め、全県域で山・
川・里（まち）・海のつながりを大切にした県民参加による香川らしい里海づくりを推
進します。

３　地球温暖化対策の推進
◇　地球温暖化を防止するため、脱炭素社会の実現に向けて、家庭や地域における徹
底した省エネルギーの推進のほか、日照時間が長いという本県の特性を踏まえた再
生可能エネルギーの導入促進など、温室効果ガスの削減対策（緩和策）に一層取り
組みます。
◇　すでに生じている、あるいは、将来予測される地球温暖化による影響に対して、地
域の実情に応じ、被害を回避・軽減するための対策（適応策）に取り組みます。

４　持続可能な循環型社会の形成
◇　環境への負荷をより低減するため、２Ｒ（発生抑制（リデュース）、再使用（リユー
ス））に重点を置いた３Ｒ（２Ｒと再生利用（リサイクル））の推進に取り組むほか、災害廃
棄物処理体制の充実・強化や、不法投棄対策の一層の強化に取り組みます。
◇　豊島廃棄物等処理施設撤去等事業については、調停条項に基づき、豊島処分地
の地下水浄化対策や関連施設の撤去、遮水機能の解除など残された課題の解決に
向け、専門家の指導・助言のもと、安全と環境保全を第一に全力で取り組みます。

５　生物多様性の保全と有害鳥獣対策の推進
◇　絶滅のおそれのある希少野生生物の保護増殖や生育・生息地の保全、外来種の
防除に努めるとともに、その重要性について普及啓発活動の充実に努めます。
◇　農林水産業や県民生活に深刻な被害を及ぼしている、増えすぎた有害鳥獣等に
ついては、市街地周辺等における重点的な捕獲に取り組むなど、適正な管理を推進
します。
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６　動物愛護管理施策の推進
◇ 犬、猫の収容数の抑制を図るため、地域住民や関係機関等と連携して、適正飼養の

徹底や遺棄防止の普及啓発、飼い主のいない犬、猫の発生防止などに取り組むほ
か、飼い主への返還などに努めます。

◇ さぬき動物愛護センターを拠点に、動物愛護管理に関する県民意識の向上を図る
ほか、ボランティアの方々とともに犬、猫の譲渡推進に取り組み、殺処分数の減少に
つなげます。

[県民]
・　環境配慮行動や環境保全活動への参加の呼びかけ
・　自然環境や景観の保護・保全に関する意識の向上
・　山・川・里（まち）・海をつなぐ里海づくりの活動と県内外への情報発信
・　日常生活における省エネルギー行動の実践、再生可能エネルギーの利用
・　2Ｒ（リデュース、リユース）に重点を置いた3Ｒ（２Ｒ＋リサイクル）の推進
・　希少野生生物の保護と外来種の防除
・　地域に有害鳥獣を寄せ付けない環境づくりの取組みの実施
・　動物愛護管理に関する意識の向上
・　飼い主のいない犬、猫が発生しない地域づくり

[企業]
・　環境配慮行動や環境保全活動への参加の呼びかけ
・　自然環境や景観の保護・保全に関する意識の向上
・　山・川・里（まち）・海をつなぐ里海づくりの活動と県内外への情報発信
・　事業活動における省エネルギー行動の実践、再生可能エネルギーの利用
・　廃棄物の減量化とリサイクルなど
・　希少野生生物の保護と外来種の防除
・　地域に有害鳥獣を寄せ付けない環境づくりの取組みの実施

[市町]
・　環境配慮行動や環境保全活動を促進するための県や環境保全団体等との連携
・　自然環境や景観の保護・保全を図るための普及啓発活動の充実

県民等とともに推進する取組み
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・　山・川・里（まち）・海をつなぐ里海づくりの活動と県内外への情報発信
・　地球温暖化対策の率先的な取組み
・　２Ｒ（リデュース、リユース）に重点を置いた３Ｒ（２Ｒ＋リサイクル）の取組みを促進す

るための県との連携
・　生物多様性の保全を図るための普及啓発活動の充実
・　有害鳥獣捕獲の推進と有害鳥獣を寄せ付けない取組みの呼びかけ
・　地域住民等との連携による飼い主のいない犬、猫発生防止対策
・　災害発生時における飼い主と家庭動物との同行避難の対応やその体制整備

本重点施策の取組みのうち、「持続可能で環境と調和した地域づくりの推進」は、『４ 
質の高い教育をみんなに』、『６■安全な水とトイレを世界中に』、『７■エネルギーをみん
なにそしてクリーンに』、『１１■住み続けられるまちづくりを』及び『１２■つくる責任つかう
責任』の理念と、「里海づくりの推進」は、『１４■海の豊かさを守ろう』及び『１５■陸の豊か
さも守ろう』の理念と、「地球温暖化対策の推進」は、『７■エネルギーをみんなにそしてク
リーンに』、『１１■住み続けられるまちづくりを』及び『１３■気候変動に具体的な対策を』
の理念と、「持続可能な循環型社会の形成」は、『６■安全な水とトイレを世界中に』、『９■
産業と技術革新の基盤をつくろう』、『１１■住み続けられるまちづくりを』、『１２ つくる責
任つかう責任』、『１３■気候変動に具体的な対策を』及び『１４■海の豊かさを守ろう』の理
念と、「生物多様性の保全と有害鳥獣対策の推進」は、『１１■住み続けられるまちづくり
を』及び『１５■陸の豊かさも守ろう』の理念と、「動物愛護管理施策の推進」は、『４■質の
高い教育をみんなに』及び『１１■住み続けられるまちづくりを』の理念とそれぞれ方向
性が同じです。

方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール
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28 人と動物との調和のとれた共生社会の実現
69 環境を守り育てる地域づくりの推進
70 脱炭素社会の実現に向けて地域とともに取り組む地球環境の保全
71 持続可能な循環型社会の形成
72 自然とともに生きる地域づくりの推進
73 生活環境の保全

プラン編 第６章 施策体系（施策の総合的展開）の関連施策
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現状と課題

◇　農山漁村地域は、さまざまな産業が営まれ、多様な地域住民が生活する場である
とともに、多面的な機能が発揮される場であり、都市との共生の観点からも、その振
興を図ることが求められています。
◇　人口減少や高齢化などにより、相互扶助などの集落機能が低下する中、多面的機
能の維持・発揮や都市との交流などの取組みを促進するため、水路や農道、ため池
などの保全管理活動の支援や鳥獣被害防止対策に取り組む必要があります。
◇　森林をはじめとするみどりは、県民共通の財産であることから、県民総参加のみど
りづくり活動を通して、里山保全の意識の高揚、中山間地域と都市地域の交流の推
進及びこれらの活動を担う人材を確保する必要があります。
◇　人口減少や高齢化により、地域を支える担い手の不足や地域社会の活力低下が
懸念される状況にあり、地域住民主体の地域づくり活動の促進を図るとともに、地域
外の人材も含め多様な地域づくりの担い手の確保に取り組む必要があります。

【新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた課題】
◇　「田園回帰」による人の流れが全国的な広がりを見せるなど、農村の持つ価値や魅
力が国内外で再評価されており、こうした動きも踏まえ、地域住民に加えて関係人
口も含めた幅広い主体の参画の下で、農村の振興に関する施策を推進していく必要
があります。

3　重点施策

農山漁村の多面的機能の維持や都市部住民との交流を促進するととも
に、地域を支える人材の育成・確保や地域課題の解決に向けた取組みを
促進することにより、地域活力の向上を図ります。
これにより、豊かな地域資源を生かした農林水産業の活性化や笑顔で暮
らせる活力ある農山漁村をつくります。

活力あふれる農山漁村をつくる
重点
施策20
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第１章　基本目標・基本方針
◇　新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、テレワークの普及など働き方の変化
や意識の変化により地方への関心が高まっており、これらの動きを関係人口の創出・
拡大につなげていく必要があります。

１　多面的機能の維持
◇　農村地域において、農業者などによる水路や農道、ため池などの保全管理活動な
どの地域協働活動を支援するとともに、環境への負荷や影響、農村景観、生物多様
性に配慮した農地や農業用施設の整備に取り組むことにより、多面的機能、集落機
能の維持・発揮に努めます。
◇　農山漁村地域における多面的機能の維持・発揮や都市との交流などの取組みを
促進するため、研修会や交流会を開催するなど、地域リーダーとなる人材育成に取
り組みます。

２　農山漁村の活性化
◇　農山漁村地域の豊かな自然環境や伝統文化、農林水産物などの魅力あふれる地
域資源を発掘・活用し、都市住民との交流や農山漁村地域への移住・定住の取組み
を促進します。
◇　県鳥獣被害防止対策協議会を通して、地域に寄せ付けない環境づくり、侵入防止
柵の設置などの侵入防止、鳥獣の捕獲による地域ぐるみの対策を推進します。

３　県民総参加のみどりづくり
◇　森林ボランティア団体や企業等と協働し、フォレストマッチングやどんぐり銀行活
動などの森づくり活動をより一層促進するとともに、みどりの学校等のみどりへの理
解を深める活動に取り組み、みどりづくり活動への参加者の増加に努めるなど県民
総参加のみどりづくりを推進します。

取組みの方向
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４　地域課題の解決に向けた関係人口の創出・拡大
◇　特定の地域に継続的に多様な形で関わろうとする人 （々関係人口）が地域づくり

の担い手として関わり、地域住民との協働による地域課題の解決に向けた取組み等
が促進されるよう、市町とも連携し、関係人口と地域とをつなぐ仕組みづくりを支援
するなど、関係人口の創出・拡大に努めます。

５　地域拠点とネットワークづくり
◇　地域コミュニティの活性化を図るため、地域コミュニティを対象とした研修を実施

するほか、地域づくり団体の活動に対して助成するなど、魅力ある地域づくりに向け
て、地域住民が主体となって実施するさまざまな地域づくり活動が活発に行われる
よう支援していきます。

[県民]
・ 香川の農山漁村地域の魅力の認識と積極的な情報発信
・ 地域ぐるみでの農山漁村地域の環境保全活動や協働活動への参加
・ 県民参加のみどりづくり活動

[企業]
・ 魅力ある農山漁村の活性化に向けた取組み
・ 県民参加のみどりづくり活動

[市町]
・　地域の特性を生かした、関係人口の創出・拡大や地域コミュニティの活性化に資す

る取組み

県民等とともに推進する取組み
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本重点施策の取組みのうち、「多面的機能の維持」は、『４■質の高い教育をみんな
に』、『１１■住み続けられるまちづくりを』、『１３■気候変動に具体的な対策を』、『１４■海の
豊かさを守ろう』及び『１５■陸の豊かさも守ろう』の理念と、「農山漁村の活性化」は、『２ 
飢餓をゼロに』、『１１■住み続けられるまちづくりを』、『１４■海の豊かさを守ろう』及び『１
５ 陸の豊かさも守ろう』の理念と、「県民総参加のみどりづくり」は、『４■質の高い教育を
みんなに』及び『１５■陸の豊かさも守ろう』の理念と、「地域課題の解決に向けた関係人
口の創出・拡大」は、『１１■住み続けられるまちづくりを』の理念と、「地域拠点とネット
ワークづくり」は、『４■質の高い教育をみんなに』及び『１１■住み続けられるまちづくり
を』の理念とそれぞれ方向性が同じです。

74 暮らしを支えるみどりの充実
75 県民総参加のみどりづくり
77 活力あふれる農山漁村の振興
78 地域を支える活動の促進

プラン編 第６章 施策体系（施策の総合的展開）の関連施策

方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール
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現状と課題

◇　人口減少や高齢化は、伝統文化や文化財の保存・継承者など文化芸術の担い手不
足や地域コミュニティの衰退などをもたらしていることから、文化芸術の裾野を広げ
るため、文化芸術活動に主体的に関わる人々への支援とともに、広く県民が文化芸
術により親しみを持てるよう、文化芸術に触れる機会の充実を図る必要があります。
◇　社会のグローバル化が進み、文化芸術の分野でも国境を越えた相互交流が活発
になるとともに、高度情報化社会の到来が、人々の文化芸術へのアクセス方法や表
現方法にも影響を及ぼしていることから、「アート県」ブランドの確立に向けて、本県
の有する多様な文化芸術の魅力を国内外に向けて戦略的に発信していく必要があ
ります。
◇　文化芸術を生かした地域活性化の取組みが全国各地で行われるようになる中、少
子高齢化が進む島々を舞台に平成22（2010）年から３年毎に開催している瀬戸内
国際芸術祭は、開催を契機に島への移住者の増加や休校した学校の再開などの効
果が現れていることから、今後も、文化芸術活動が、地域の活性化や地域間の交流
促進、人材の育成、本県のブランドイメージの向上などさまざまな観点から、地域が
抱える諸課題に貢献することが期待されています。

3　重点施策

瀬戸内国際芸術祭や、四国遍路などの歴史的文化遺産、世界の公共建築に
影響を与えた県庁舎、民俗文化など芸術性に富む文化資源の活用により、
「アート県かがわ」の魅力を高めます。
これにより、アートを活用した交流の促進を図り、地域の活性化を推進します。

「アート県かがわ」の魅力を高める
重点
施策21



104

第１章　基本目標・基本方針
【新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた課題】
◇　活動の自粛やイベント開催制限という緊急事態への対策として、公演や展示のＷ
ｅｂ配信が広く活用されたことを契機に、これまでの多くの来場者によって成り立っ
ていた文化芸術活動のあり方が大きく変化していくことが予想されることから、新し
い生活様式のもと、県内の文化芸術団体の活動継続への支援のほか、県民の鑑賞
機会の確保に努める必要があります。

１　文化芸術を担う人材の育成
◇　県民による文化芸術活動を奨励するため、活動への支援や優れた功績の顕彰な
どを行います。
◇　県民と文化芸術の橋渡し役となる人材の育成に取り組みます。
◇　子どもや若者が文化芸術に触れ、創造性をはぐくむ機会の充実を図ります。

２　文化芸術をはぐくむ環境の整備
◇　新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた新しい生活様式のもと、県民がさまざ
まな文化芸術に触れ、みずから参画し、親しむことができる基盤と環境の整備・充実
を図ります。
◇　観光やまちづくり、福祉など、関連分野における市町・民間などとの積極的な連携
を図ります。
◇　アート県ブランド確立に向けた戦略的な情報発信を行います。

３　文化芸術による地域づくり
◇　世界から注目されている瀬戸内国際芸術祭を引き続き開催し、地域における人材
育成や文化芸術による地域づくりに結び付けていきます。
◇　地域に伝わる祭りや民俗芸能などを保存・継承するとともに、地域活性化に活用す
る取組みを進めます。
◇　アート県ブランドの形成につながる魅力的な催しや展覧会等を開催します。

取組みの方向
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◇　美しい自然と豊かな歴史に培われた、香川の特色あるアートや建築、漆芸などの
伝統工芸や世界遺産登録に向けた取組みを進めている四国遍路などの文化資源を
活用し、県民がふるさとに誇りを持ち愛着を感じるような、「元気」な地域づくりを進
めます。

[県民]
・　文化芸術活動への参加
・　地域における文化芸術の担い手としての文化芸術活動の実施
・　地域ではぐくまれてきた文化資源の情報発信と次世代への継承

[学校]
・　学校教育の中で文化芸術に親しむ機会の充実

[文化施設]
・　地域の文化芸術活動の拠点として、さまざまな人が創造・鑑賞し、交流する場の
提供

[文化芸術団体]
・　地域における文化芸術の担い手としての文化芸術活動の実施
・　地域ではぐくまれてきた文化資源の情報発信と次世代への継承

[企業]
・　メセナ活動の積極的な展開など、地域の文化芸術活動の支援

[市町]
・　それぞれの地域の特性に応じた文化芸術活動の支援と環境整備

県民等とともに推進する取組み
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本重点施策の取組みのうち、「文化芸術を担う人材の育成」は、『４■質の高い教育をみ
んなに』の理念と、「文化芸術をはぐくむ環境の整備」及び「文化芸術による地域づくり」
は、『１１■住み続けられるまちづくりを』の理念とそれぞれ方向性が同じです。

80 文化芸術の振興
81 文化芸術による地域づくりの推進

プラン編 第６章 施策体系（施策の総合的展開）の関連施策

方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール
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現状と課題

◇　障害者スポーツを含めたスポーツに対する県民の関心や健康志向の高まりなど
により、さまざまな形でスポーツに参加したいと思う県民が増えていることから、ス
ポーツ関係機関・団体との連携・協力により、多様なスポーツ活動に関われる環境づ
くりが必要です。
◇　オリンピック大会には、リオデジャネイロ大会、東京大会と２大会連続で本県出身
選手が出場していますが、今後も継続して国際大会で活躍できる選手を輩出できる
よう、ジュニア期からの一貫した育成指導を持続可能なものとするために、競技者が
トレーニングに打ち込める環境の整備に取り組む必要があります。
◇　また、本県からパラリンピックなど障害者スポーツの世界レベルの大会に選手を
送り出すため、障害者団体や関係機関と連携を図り、障害者スポーツの普及や競技
力の向上などに積極的に取り組む必要があります。
◇　県内では、野球、サッカー、バスケットボール、アイスホッケーの４チームが地域密
着を理念に掲げて活動し、県民に夢と感動を与える存在となっています。その一方
で、昨今の経済情勢や入場者数の状況から、各チームは厳しい経営環境に置かれて
いることから、これらのチームを地域の財産と捉え、活用と支援に取り組んでいくこ
とが必要です。
◇　市民マラソン、トライアスロンなどの大規模なスポーツイベントには県内外から大
勢の人が参加し、スポーツを通じた人々の交流が行われており、交流を活発にし、活
力ある地域を創造していくための有効な手段として、スポーツを積極的に活用して
いくことが必要です。

3　重点施策

スポーツを「する」、「みる」、「ささえる」ことを通じて、すべての人々が幸福
で活力のある豊かな生活を営むことができるスポーツ県をめざします。
これにより、スポーツを活用した交流の促進を図り、地域の元気と強い絆
をつくります。

スポーツ県をめざす
重点
施策22
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第１章　基本目標・基本方針
【新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた課題】
◇　新型コロナウイルスの感染拡大を背景に、さまざまなスポーツイベントや地域密
着型スポーツチームの試合が延期や中止されたことから、消毒の徹底、ソーシャル
ディスタンスの確保、飛沫防止対策などの新しい生活様式を踏まえた県内のスポー
ツ活動の支援を行うほか、感染拡大予防ガイドラインに基づき、安心・安全にスポーツ
を「する」、「みる」、「ささえる」環境づくりなどに努める必要があります。

１　ライフステージに応じたスポーツ活動の推進
◇　スポーツ・イン・ライフの実現に向け、地域のスポーツ活動の拠点となる総合型地
域スポーツクラブの支援をはじめ、県民のだれもが、それぞれの体力や年齢、技術、
興味・目的に応じて、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツに親しむことができる
環境づくりを推進します。

２　トップアスリートの育成
◇　全国大会や国際大会において活躍できるトップアスリートを育成するため、練習
環境の充実と、ジュニア選手の素質を見極め、能力を最大限に伸ばすことができる
指導者の養成・確保を図ります。

３　障害者スポーツの振興
◇　障害者が身近な地域でスポーツに取り組むことができるよう、障害者スポーツの
普及啓発や競技力の向上を図り、世界レベルの大会で活躍できる障害者スポーツ
選手を育成するなど、総合的な障害者スポーツの振興を推進します。

４　地域密着型スポーツチームの振興
◇　県内自治体をはじめ企業・団体と連携し、地域密着型スポーツチームが活動しやす
い環境づくりに努め、県民のチームに対する愛着を育み、応援機運の醸成に取り組
みます。

取組みの方向
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◇　安心して試合観戦できるためのチームの取組みを支援するとともに、新しい生活
様式の啓発を通じて観客に、感染しない、させないような行動を促します。

５　スポーツによる地域の活性化
◇　香川丸亀国際ハーフマラソン大会や数々の国際的競技大会の事前合宿等を実施

してきた県立丸亀競技場をはじめとするスポーツ施設など物的資源や、地域密着型
スポーツチームなど人的・組織的資源を最大限に活用し、交流人口の回復・拡大や地
域の活性化を図ります。

６　新県立体育館の整備
◇　スポーツの国際大会・全国大会から地域の大会まで幅広く開催できるとともに、県

民だれもが、それぞれの年齢などに応じて、多様なスポーツ・レクリエーション活動に
親しむことができるほか、交流人口の回復・拡大やにぎわいづくりにも活用できる新
県立体育館の整備を図ります。

[県民]
・ スポーツに親しむ機運の醸成
・ 地域密着型スポーツを応援する機運の醸成

[企業]
・ トップアスリートやスポーツ大会への支援
・ 地域密着型スポーツチームの活用と支援
・ 障害者アスリートや障害者スポーツ大会への支援

[市町]
・ 総合型地域スポーツクラブ等の育成・支援
・ 地域密着型スポーツチームの活用と支援
・ 地域単位の障害者スポーツの普及啓発

県民等とともに推進する取組み
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[関係団体]
・　スポーツ関係団体と連携し、スポーツに親しんだり、トレーニングに打ち込める

環境の整備

本重点施策の取組みのうち、「ライフステージに応じたスポーツ活動の推進」、「トップ
アスリートの育成」及び「障害者スポーツの振興」は、『４■質の高い教育をみんなに』の
理念と、「ライフステージに応じたスポーツ活動の推進」は、『３■すべての人に健康と福
祉を』の理念と、「トップアスリートの育成」及び「障害者スポーツの振興」は、『１０■人や
国の不平等をなくそう』の理念と、「地域密着型スポーツチームの振興」、「スポーツによ
る地域の活性化」及び「新県立体育館の整備」は、『８■働きがいも経済成長も』の理念と
それぞれ方向性が同じです。

17 障害者の自立と社会参加の促進
43 地域の活性化につながる交流の推進
82 スポーツ参画人口の拡大
83 競技力の向上

プラン編 第６章 施策体系（施策の総合的展開）の関連施策

方向性を同じくするＳＤＧｓのゴール
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【 プラン編 】
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本県では、平成23（2011）年に策定した「せとうち田園都市香川創造プラン」を引き
継ぎ、平成27（2015）年に「新・せとうち田園都市創造計画」を基本指針として策定し、
各分野における取組みを推進してきました。

この間、「新・せとうち田園都市創造計画」に沿った取組みとしては、「成長する香川」と
して、希少糖、オリーブなど本県の地域資源を活用した成長産業の育成、オリーブ牛や
オリーブハマチ、さぬき讃フルーツなど本県独自のブランド産品の販路拡大、香港線の
就航やソウル線のデイリー化をはじめとする航空ネットワークの一層の充実、「香川県
就職・移住支援センター（ワークサポートかがわ）」の開設や移住・定住の促進による若
者の県内定着の促進、また、「信頼・安心の香川」として、ハード・ソフト両面での防災・減
災対策の推進、かがわ縁結び支援センターの開所をはじめとした「子育て県かがわ」の
実現をめざした取組み、さらには、「笑顔で暮らせる香川」として、瀬戸内国際芸術祭の
定期開催による地域の活性化、本県独自の英語教育の推進などに取り組み、さまざま
な事業が成果を生み始めています。

一方で、令和元（2019）年末から起こった新型コロナウイルス感染症の世界的な流
行は、多くの感染者を出しているだけでなく、企業活動の停止・縮小や、これまで順調に
伸びていた国内外からの観光客数の激減など、緊急事態宣言などに伴い感染防止に向
けた人々の経済活動の自粛が実体経済に大きな影響を与えており、感染症の感染拡大
防止や医療提供体制の確保に加え、委縮した経済の維持・回復に向けた対策が急務と
なっています。

さらには、近年、地球温暖化に伴う気候変動の影響により、局地的な集中豪雨等が増
加しており、広範囲で甚大な被害をもたらす災害が全国各地で発生するとともに、南海
トラフ地震の今後の発生確率が高まる中で、いつ発生してもおかしくない状況にある大
規模災害に備え、被害を最小限に抑える防災・減災対策が大きな課題となっているほ
か、若者の大都市圏への流出は依然として歯止めがかからず、出生数も毎年減少を続
ける人口減少問題の克服など、喫緊に取り組まなければならない課題をはじめ、待機児
童への対策や、令和７（2025）年にピークを迎えるとされる医療需要を見据えた医療・
介護体制の整備、未だ全国ワースト上位にある交通死亡事故や犬・猫の殺処分数の減
少に向けた対策、県内経済の成長に向けた戦略的な産業振興など、引き続き取り組む
べき課題も山積しています。
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1　成長、信頼・安心、笑顔の９つの指標の達成状況

県産品の国内販売額（県サポート実績）について、平成27（2015）年度の実績値
1,552,763千円を基準として、令和２（2020）年度までの５年間で2,100,000千円に増
加させるという目標に対して、令和元（2019）年度の実績2,068,882千円であり、進捗
率が94.3％であったため、達成状況は「Ａ」評価となる。

「新・せとうち田園都市創造計画」の代表的な指標である「成長、信頼・安心、笑顔の９
つの指標」の達成状況をみると、Ａ評価は、成長の「県外観光客数」、笑顔の「女性活躍推
進の自主宣言「かがわ女性キラサポ宣言」登録企業数〔累計〕」の２つ、Ｂ評価は、成長の

「定期航空路線利用者数」、信頼・安心の「地震・津波対策海岸堤防等の整備率」の２つ、Ｃ
評価は、信頼・安心の「保育所等利用待機児童数」、「交通事故死者数」の２つ、Ｄ評価は、
成長の「人口の社会増減」、笑顔の「県内大学卒業生の県内就職率」、「児童生徒1,000 
人当たりの不登校児童生徒の数」の３つとなっています。

R元年度実績値で進捗率が80％以上
⇒ おおむね順調に推移した。
※令和元年度は、5年間の計画期間のうち4年目であることから、4/5（80％）
　以上進捗していれば、「Ａ」評価とする。
R元年度実績値で進捗率が40％以上で80％未満
⇒ 順調ではないが、計画策定時から一定程度進展した。
R元年度実績値で進捗率が0％超で40％未満
⇒ 順調ではないが、計画策定時から少しは進展した。
R元年度実績値で進捗率が0％以下
⇒ 計画策定時から進展していない。
統計の調査年等の関係で評価ができないもの

A

B

C

D

-

（進捗率の計算方法） 「実績値（R元年度）」 －「基準値（H27年度）」 
× 100％    「目標値（R 2 年度）」 －「基準値（H27年度）」

【指標の達成状況の評価方法】

 (例) 

 

千円 1,552,763 2,068,882 2,100,000

指標 単位 評価基準値
(H27年度)

実績値
（R元年度）

目標値
（R2年度）

県産品の国内販売額
（県サポート実績） Ａ



115

■人口の社会増減

■県外観光客数

■定期航空路線利用者数

■保育所等利用待機児童数

■地震・津波対策海岸堤防
　等の整備率
　（第Ⅰ期計画：H27～R6年度）

■交通事故死者数

■県内大学卒業生の
　県内就職率

■児童生徒1,000人当たりの
　不登校児童生徒の数

■女性活躍推進の自主宣言
　「かがわ女性キラサポ宣言」
　登録企業数〔累計〕

成長、信頼・安心、笑顔の９つの指標の達成状況
成長の指標

信頼・安心の指標

笑顔の指標

※目標値は、H30年度に待機児童数ゼロを達成し、R2年度までゼロを維持するもの
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成長する香川
(１) 商工・サービス業の振興
(２) 農林水産業の振興
(３) 県産品の振興
(４) 雇用対策の推進
(５) 交流人口の拡大
(６) 交通・情報ネットワークの整備
(７) 移住・定住の促進
　　　　　　　　計
信頼・安心の香川
(８) 子育て支援社会の実現
(９) 健康長寿の推進
(10) 安心できる医療・介護の充実確保
(11) 地域福祉の推進
(12) 人権尊重社会の実現
(13) 防災・減災社会の構築
(14) 安全・安心な暮らしの形成
(15) 安心して暮らせる水循環社会の確立
　　　　　　　　計
笑顔で暮らせる香川
(16) 活力ある地域づくり
(17) 環境の保全
(18) みどり豊かな暮らしの創造
(19) 教育の充実
(20) 文化芸術による地域の活性化
(21) スポーツの振興
(22) 男女共同参画社会の実現
(23) 青少年の育成と県民の社会参画の推進
(24) 魅力ある大学づくり
　　　　　　　　計

6
3
2
3
3
2
1
20

4

2
3
2
4
1
16

2
1
1
2
1

2

9

2
5
1

1
1
10

1
3
2

3

9

3
3

1

1
2

10

1
3

1

5

1
2

2

5

1

1
1

3

3
2

1
2

8

1
1
2

1
1
1

1
2
6

1

1

2

0

1

1

13
13
4
5
5
3
2
45

5
3
3
4
3
5
7
2
32

5
6
2
3
3
2
3
3
2
29

2.9
2.7
3.7
3.0
2.8
3.7
3.5
3.0

3.6
2.3
3.0
3.5
4.0
3.4
3.0
2.5
3.2

3.4
2.7
2.5
3.0
3.0
2.0
3.7
2.3
1.0
2.8

(注) 1「達成状況」の各欄の数字は指標数
2「平均進捗度」は、目標値の達成状況の評価をＡ：4点、Ｂ：3点、Ｃ：2点、Ｄ：1点として換算し、その合計を指標数で除して算出した

もの（4点満点）
3 再掲指標（6）があるため、合計は100にならない。

〔施策（分野）別の進捗度〕
施策（分野） 平均

進捗度
達成状況

A評価 Ｂ評価 Ｃ評価 Ｄ評価    －       計

※100の指標の評価結果（再掲なしの全体集計）　Ａ評価41、Ｂ評価28、Ｃ評価13、Ｄ評価15、―（評価不能）3

２ 指標からみた施策（分野別）の進捗状況
「新・せとうち田園都市創造計画」において目標値を設定した指標（100の目標値）につ

いて、達成状況を次の区分で分類の上、点数化し、施策（24分野）ごとにとりまとめました。
指標の進捗度が高い施策（分野別）は、「県産品の振興」や「交通・情報ネットワークの整備」、

「子育て支援社会の実現」、「人権尊重社会の実現」、「男女共同参画社会の実現」などでした。
一方、「健康長寿の推進」、「スポーツの振興」、「魅力ある大学づくり」などは指標の進

捗度が低くなっています。
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「新・せとうち田園都市創造計画」の100の指標のうち、約４割の指標がＡ評価となり
ましたが、約１割強の指標がＤ評価となりました。全体としては、成果が十分に現れてい
ない分野や、息の長い取組みを要するものなどもありますが、県の基本問題の克服に
向けて一定の成果を上げることができたと考えられます。
なお、指標の中には、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う影響が見られるも
のもあり、今後も感染拡大が施策の進捗に影響を及ぼすことが予想されますが、その
影響が最小限となるよう感染拡大防止と社会経済活動の維持・回復の両立を進めてい
く必要があります。

〔３つの基本方針ごとの評価〕
○成長する香川
45の指標のうち約４割の20指標がＡ評価となっており、特に分野「商工・サービス

業の振興」の指標「企業立地件数〔累計〕」及び分野「雇用対策の推進」の指標「県の就
職支援策における就職件数」等がおおむね順調に推移しましたが、約２割の８指標が
Ｄ評価となり、分野「商工・サービス業の振興」の指標「人口の社会増減」などは計画
策定時から進展していません。

○信頼・安心の香川
32の指標のうち、５割の16指標がＡ評価となっており、特に分野「安全・安心な暮

らしの形成」の指標「犬、猫の譲渡率」等がおおむね順調に推移しましたが、約１割の２
指標がＤ評価となり、分野「安心して暮らせる水循環社会の確立」の指標「水道の一
人一日当たり生活用平均給水量」などは計画策定時から進展していません。

○笑顔で暮らせる香川
29の指標のうち、約３割の９指標がＡ評価となっており、分野「文化芸術による地
域の活性化」の指標「国県指定の文化財数〔累計〕」等がおおむね順調に推移しました
が、約２割の６指標がＤ評価となり、分野「魅力ある大学づくり」の指標「県内大学卒業
生の県内就職率」などは計画策定時から進展していません。

３ 指標（100の目標値）の達成状況
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４　県政世論調査から見た施策（分野別）の評価
（１）県政世論調査結果

県政世論調査（満18歳以上の県民3,000人に対して令和２（2020）年５月12日
～６月２日に調査を実施。有効回収数1,751〔58.4％〕）により、「新・せとうち田園都
市創造計画」の施策（24分野）の重要度・満足度（いずれも５段階）を調査し、県民
ニーズを踏まえた整理を行いました。

① 重要度
重要度が高い施策（分野）は、「安心できる医療・介護の充実確保」、「防災・減災
社会の構築」、「子育て支援社会の実現」などでした。

※全施策の重要度の平均は4.10であった。

前年度
順位
2
1
4
3
6
7
5
10
9
13
12
8
11
16
14
15
17
19
21
20
22
18
24
23

順位

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

重要度
平均
4.5
4.5
4.4
4.4
4.4
4.4
4.3
4.2
4.2
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
4.0
4.0
4.0
3.9
3.9
3.9
3.8
3.8
3.7
3.7

　　　　　　
施策（分野）

安心できる医療・介護の充実確保
防災・減災社会の構築
子育て支援社会の実現
安心して暮らせる水循環社会の確立
雇用対策の推進
教育の充実
安全・安心な暮らしの形成
農林水産業の振興
地域福祉の推進
商工・サービス業の振興
交通・情報ネットワークの整備
健康長寿の推進
環境の保全
県産品の振興
活力ある地域づくり
移住・定住の促進
交流人口の拡大
青少年の育成と県民の社会参画の推進
魅力ある大学づくり
男女共同参画社会の実現
人権尊重社会の実現
みどり豊かな暮らしの創造
スポーツの振興
文化芸術による地域の活性化

重要度 （高い順）
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※全施策の満足度の平均は3.09 であった。

②満足度
満足度が低い施策（分野）は、「防災・減災社会の構築」、「移住・定住の促進」、「雇

用対策の推進」などでした。

前年度
順位

4
1
2
6
3
7
10
9
5
8
11
13
12
16
14
18
17
19
15
21
20
23
24
22

順位

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

満足度
平均
3.4
3.3
3.2
3.2
3.2
3.2
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.9
2.9
2.9

　　　　　　
施策（分野）

安心して暮らせる水循環社会の確立
県産品の振興
文化芸術による地域の活性化
健康長寿の推進
みどり豊かな暮らしの創造
交流人口の拡大
環境の保全
スポーツの振興
教育の充実
子育て支援社会の実現
人権尊重社会の実現
安心できる医療・介護の充実確保
青少年の育成と県民の社会参画の推進
安全・安心な暮らしの形成
商工・サービス業の振興
男女共同参画社会の実現
地域福祉の推進
農林水産業の振興
活力ある地域づくり
交通・情報ネットワークの整備
魅力ある大学づくり
雇用対策の推進
移住・定住の促進
防災・減災社会の構築

満足度 （高い順）
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（２）重要度・満足度の分類
重要度と満足度について、それぞれの平均点を境界とする４つのグループに分

類すると、「安心して暮らせる水循環社会の確立」は重要度、満足度とも高くなって
いますが、「防災・減災社会の構築」は、重要度は高く、満足度は低くなっています。

　施策（分野）「雇用対策の推進」は重要度4.4、満足度2.9であり、重要度は平均以上、満足度は平均よりも低いので、施策に
対する要望が相対的に高いとして「 Ⅰ 」に分類した。
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県民の意識やニーズを適切に把握し施策展開に反映させていくことは、本県の抱え
る課題を解決するうえで極めて重要です。

このため、計画の策定に当たっては、県政への意見等を広く県民の皆様から伺うこと
を目的に、「知事と県民の意見交換会」や「諸団体との意見交換会」など意見交換の機会
を数多く設けています。

また、県の取組みへの評価、県政に望むことなど、県民の意向を幅広く把握するため、
「県民意識調査」を行いました。

さらに、中長期的な視点に立ち、新型コロナウイルス感染症を契機とした社会変革等
を見据えた今後の県政運営を行うため、「知事と有識者の意見交換会」を開催しました。

それぞれの課題については、計画の施策とも関連しており、意見交換会等の内容も
踏まえながら、県民ニーズを適切に計画に反映しています。

なお、意見交換会等の実施内容については、おおむね次のとおりです。

① R 元.11 香川県民意識調査（１）
　（対象：満18歳以上の県民から抽出：1,523/3,000人（回答率：50.8％））
② R2.7～R2.10 「県政について話そう」知事意見交換会
　（対象：「食」、「交通」、「医療」の関係団体 計４回実施）
③ R2.9 社会変革等を見据えた将来の香川県に関する知事と有識者の意見
 　　　交換会
④ R2.9 香川県民意識調査（２）
　（対象：満18歳以上の県民から抽出：1,791/3,000人（回答率：59.7％））
　　※新型コロナウイルス感染症を契機とした意識や暮らしの変化等を把握する
　　　ために実施
⑤ R2.9 県内大学生・県出身県外大学生等アンケート調査
⑥ 諸団体との意見交換会（令和２（2020）年度実施分）
　ⅰ R2.10 香川県婦人団体連絡協議会との意見交換会
　ⅱ R2.11 香川県各種女性団体協議会との懇談会
　ⅲ R2.11 企業経営者との意見交換会
　ⅳ R3.2  香川県連合自治会との意見交換会
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⑦ 香川県次期総合計画策定懇談会
　ⅰ R3.2 「骨子案」に係る意見聴取
　ⅱ R3.6 「素案」に係る意見聴取
　ⅲ R3.8 「最終案」に係る意見聴取
⑧ その他
　ⅰ R3.2 ～ R3.7 ホームページ等での情報提供・意見募集
　ⅱ R3.6 ～ R3.7 パブリックコメント（意見公募）
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１　香川県民意識調査(令和元（2019）年11月実施)の概要
本県の魅力について、「災害が少なく住みやすい気候風土」が最も多く、次いで、「さ
ぬきうどんや骨付鳥などの食」となっています。

足腰の強い地域経済を確立し、活力ある香川をつくるために必要なこととしては、「若
者に魅力のある働く場の創出」が最も多く、次いで「成長産業の育成や県内中小企業の
基盤の強化など戦略的な産業振興」を求める回答が多くなっています。

本県の魅力だと思うこと

災害が少なく住みやすい気候風土
さぬきうどんや骨付鳥などの食

瀬戸内海やおむすび山など独特の風景が織りなす豊かな自然環境
瀬戸内国際芸術祭などの文化芸術資源

栗林公園や金刀比羅宮などの豊富な観光資源
瀬戸大橋や空港、道路網など整備された社会資本

高品質でおいしい農畜水産物
都市機能が集約されたコンパクトな街

「お接待」の精神を持つ県民性
国の機関や各企業の支店が集積する四国の拠点性

充実した子ども・子育て支援や医療・福祉制度
魅力的で働きやすい雇用の場

質の高い教育制度
無回答
その他

足腰の強い地域経済を確立し、活力ある香川をつくるために必要なこと

若者に魅力のある働く場の創出

成長産業の育成や県内中小企業の基盤の強化など戦略的な産業振興

女性や高齢者等の就労支援や働き方改革の推進など雇用対策の充実

担い手の確保や魅力ある農水産物の生産・販売など農林水産業の振興

高松空港の機能強化や交通ネットワークの充実など四国における拠点性の確立

移住・定住対策の促進

県産品のブランド力の強化や販路拡大

アート、自然、歴史、文化など豊かな地域資源を生かした交流人口の拡大

先端技術の導入などによる生産性の向上

様々な分野における外国人材の活用

その他

無回答

資料：香川県「香川県民意識調査」（令和元年度）

資料：香川県「香川県民意識調査」（令和元年度）
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すべての人が安心と生きがいを持って、健やかに生活できる香川をつくるために必
要なことについて、「急性期医療から在宅医療までの切れ目ない医療体制の構築」を求
める回答が最も多く、次いで「結婚から子育てまでのきめ細かな支援」となっています。

郷土に誇りと愛着を持ち、子どもたちの夢と笑顔を大切に、未来を育てる香川をつく
るために必要なことについて、「豊かな人間性と個性を伸ばす教育の推進」が最も多く、
次いで「若者から選ばれる魅力ある大学づくりなど、若者の県内定着の促進」となって
います。

すべての人が安心と生きがいを持って、
健やかに生活できる香川をつくるために必要なこと

急性期医療から在宅医療までの切れ目ない医療体制の構築

結婚から子育てまでのきめ細かな支援

南海トラフ地震などの発生に備えた周到な防災・減災対策

交通事故や犯罪のない地域づくりの推進

健康づくりや高齢者の社会参加の促進など健康長寿の推進

高齢者や障害者の地域生活支援と就労・社会参加の促進

幹線道路の整備や公共土木施設の老朽化対策など社会資本の整備

その他

無回答

郷土に誇りと愛着を持ち、子どもたちの夢と笑顔を大切に、
未来を育てる香川をつくるために必要なこと

豊かな人間性と個性を伸ばす教育の推進

若者から選ばれる魅力ある大学づくりなど、若者の県内定着の促進

人と自然が調和する、クリーンで快適なふる里づくり

豊かな地域資源を活かした農山漁村の活性化

女性が働きやすい環境整備など女性の活躍の場の創出

香川の文化、歴史、民俗等の地域性を生かした文化芸術活動の推進

その他

無回答

生涯スポーツの環境整備やトップアスリートの育成などスポーツによる
地域の活性化

資料：香川県「香川県民意識調査」（令和元年度）

資料：香川県「香川県民意識調査」（令和元年度）
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２　「県政について話そう」知事意見交換会の概要

3　社会変革等を見据えた将来の香川県に関する
知事と有識者の意見交換会の概要

令和２（2020）年度に、安全で安心できる暮らしの形成のため、県民生活に身近な
「食」、「交通」、「医療」をテーマに、食品などの安全確保、交通事故のない地域づくりに取
り組む団体や、医療現場をこれから担う学生などと意見交換を行いました。
「食」をテーマとした意見交換会では、消費者に対するＨＡＣＣＰの理解を促進するた
め、消費者行政や食品衛生行政の中にＨＡＣＣＰという言葉を浸透させていただきたい
など、県の施策としてＨＡＣＣＰを推進していくうえで必要な取組みなどについて意見が
ありました。
「交通」をテーマとした意見交換会では、高齢ドライバーが当事者となる交通事故を
抑止するため、高齢者運転免許卒業者支援事業を引き続き推進してほしい、高校生な
どに対して、自転車を利用する際、ヘルメット着用の指導を実施してほしいなど、県の事
業や施策に求めることなどについて意見がありました。
「医療」をテーマとした意見交換会では、授業料の免除等の制度があることや実習時
には必ず先生が担当として付き添ってくれることが大学の魅力につながるのではない
か、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、臨時休校となり、一時的にオンライン授業
になったが、先生や友人とのやり取りに制限があるなど難しい面もあると感じたなどの
意見がありました。

令和２（2020）年９月４日に、新型コロナウイルス感染拡大による影響や変化を的確に
捉えて、今後の県政運営につなげていくため、経済団体、金融機関、研究機関等の有識
者と意見交換を行いました。
意見交換会では、新型コロナウイルス感染症の影響は相応に長く続くということを頭

に入れておく必要がある、人口減少社会を見据え、今後100年先を見据えて未来を考
えながら現状どうするべきか、バックキャスティングの手法を取り入れないといけない、
テレワークはコロナ時代の地方創生の切り札となるのではないか、スマートシティを推
進して、情報インフラを整備し、デジタル化が進んだ香川をめざすべきではないかなど
の意見がありました。
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４　香川県民意識調査(令和２（2020）年９月実施)の概要
新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした意識の変化等について、「レジャーや

出歩くことを我慢しなければならないと感じるようになった」や「マスク等を着用してい
ない人と間近に接することが怖くなった」など、感染予防のための外出自粛や他人との
接触について意識している回答が多く、次いで、「経済活動の自粛により地域経済が悪
化したように感じる」や「地域の活力が低下したように感じる」など、地域経済の悪化や地
域活力の低下を感じている回答が多くなっています。

また、一部では、県内就職の意識の高まりのほか、結婚願望の低下や子どもの希望人
数の減少も見られます。

資料：香川県「香川県民意識調査」（令和2年度）

変化の内容

変化の内容

変化の内容

レジャーや出歩くことを我慢しなければならないと感じるようになった

マスク等を着用していない人と間近に接することが怖くなった

経済活動の自粛により地域経済が悪化したように感じる

心と体の健康づくりを意識するようになった

地域の活力が低下したように感じる

貯蓄や安定的な収入源の確保の必要性を感じるようになった

大都市への人口集中を是正すべきと感じるようになった

テレビ電話や通信販売等の利用機会が増え、ＩＣＴの利便性を感じるようになった

今後、感染状況が落ち着いても、医療機関での受診は減らそうと思うようになった

人と接する機会が減り孤立感を感じるようになった

職場においてテレワークなど柔軟な働き方の導入が推進された

自分又は子どもの就職場所に対する考え方が変わった

仕事と家庭の両立を意識するようになった

結婚観が変わった

希望する子どもの人数が変わった

子育てや雇用環境の整備等を通して、女性の活躍を推進すべきと感じるようになった

その他

無回答

手続のオンライン化や情報のオープンデータ化など行政の
デジタル化を推進すべきと感じるようになった

新型コロナウイルス感染症の拡大を契機として、意識が変化したり、
地域社会が変容したと感じること

無回答 ,
7.3%

無回答 ,
5.0%

無回答 ,
2.2%

その他 ,
14.1%

県内での就職を希望
するようになった ,
　　　72.9%

結婚願望が
強くなった ,
　39.0%

希望人数が
多くなった ,
　22.2%

希望人数が
少なくなった ,
　  75.6%

結婚願望が弱く
なった、なくなった,
　56.0%

県外での就職を
希望するように
なった ,　5.7%
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今後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた対策として重要なことについ
て、「県内の感染状況や県民が取るべき対策、生活支援等に関する迅速で正確な情報提
供」が最も多く、次いで、「医療人材や受け入れ施設の確保など適切な医療提供体制の
整備」と、迅速で正確な情報提供や万全な医療提供体制の整備へのニーズが高くなっ
ています。

今後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた対策として重要なこと

資料：香川県「香川県民意識調査」（令和2年度）

医療人材や受け入れ施設の確保など適切な医療提供体制の整備

ＰＣＲ検査など検査体制の充実

マスクや消毒液などの衛生用品の十分な確保

事業者の雇用の維持や事業の継続に向けた支援の充実

「新しい生活様式」や適切な感染防止策の定着に向けた取組み

休校や休園時の代替保育や、介護支援の充実

マイナンバー等を活用した給付金や支援金などの迅速な給付体制の整備

必要な資金の貸し付けなど生活支援の充実

ＩＣＴを活用し家庭でも就業や学習可能な環境の整備

その他

無回答

県内の感染状況や県民が取るべき対策、生活支援等に関する
迅速で正確な情報提供

感染等に関する健康面や、収入の減少、子育て支援等に関する
生活面の相談体制の充実
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10年後に望む香川県の姿について、令和２（2020）年度、令和元（2019）年度とも
に、「安心できる医療体制が整っている」や「子どもや若者が増えて活気にあふれてい
る」が多くなっています。

また、令和２（2020）年度と令和元（2019）年度の結果を比較すると、「産業が集積し、
地域経済が活性化している」が大きく増加しており、新型コロナウイルス感染症の影響
により落ち込んだ経済の回復、拡大へのニーズ高まっています。

10年後に望む香川県の姿（R元、R2）

資料：香川県「香川県民意識調査」（令和元年度、2年度）

安心できる医療体制が整っている

子どもや若者が増えて活気にあふれている

南海トラフ地震など大規模災害への備えが万全となっている

交通事故や犯罪のない安全安心な県になっている

産業が集積し、地域経済が活性化している

個々の希望に沿った多様な働き方が実現している

道路交通網や公共交通機関の利便性が大きく向上している

農山漁村に活気がある

女性や高齢者、障害者の社会参加、就労が当たり前になっている

AI やIoT など先端技術の活用により、生活の利便性が向上している

全国有数の観光県となっている

教育水準が高く、グローバル社会で活躍する人材を多く輩出している

エネルギー問題や環境問題が解決している

スポーツが盛んで国際大会などが開催されている

その他

無回答

県内大学や研究機関などに国内外から優秀な学生や
研究者たちが集い、様々な研究が行われている

外国人住民と日本人住民が、共に豊かな生活を営むことができる
多文化共生の社会になっている
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県外の大学に進学した理由で最も多かったのは、「学部や学科が志望に合っていた」
（66.8％）でした。

香川県に戻りたいと思わない理由として最も多かったのは、「希望する企業や仕事が
ない」（50.7％）、次いで、「企業数や求人数が少ない」（35.1％）でした。

香川県に戻りたいと思わない理由

希望する企業や仕事がない

企業数や求人数が少ない

都会で生活したい

香川県での就職活動や求人企業についての情報が少ない

家族から離れて生活したい

香川県は給料水準が低い

香川県以外に友人や交際相手がいる

現在住んでいる地域での生活に慣れている

香川県が好きではない

その他

香川県での就職活動は時間や金銭面で負担が大きい

無回答

資料：香川県「県出身県外大学生等アンケート調査」（令和2年度）

県外の大学に進学した理由

資料：香川県「県出身県外大学生等アンケート調査」（令和2年度）

学部や学科が志望に合っていた

入試のレベルが自分の学力に合っていた

ひとり暮らしや寮生活をしたかった

香川県外で生活したかった

将来就きたい職業から考えた

知名度の高い大学だった

オープンキャンパス等に参加し、雰囲気が良かった

高校の先生にアドバイスされた

住んでみたい地域にある大学だった

その他

香川県内にどのような大学(学部・学科)があるのか知らなかった

5　県内大学生・県出身県外大学生等アンケート調査
（令和2（2020）年9月実施）の概要
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実現すれば香川県で就職・生活したいと思うものは、県内、県外大学生ともに、「働き
たいと思うような企業や仕事が増える」が最も多く、次いで「香川県の地域や経済が活
性化する」となっています。

令和２（2020）年度に、県政への意見等を広く伺うため、諸団体との意見交換会を行
いました。
香川県婦人団体連絡協議会との意見交換会（令和２（2020）年10月21日開催）では、

コロナ禍における子どもの教育について、家庭におけるオンライン授業の推進やその
環境整備への支援、高校・大学生の学びの機会を失わせないための低所得世帯向けの
学費減免制度の拡充のほか、新型コロナウイルス感染症を考慮した防災訓練における
講師の派遣等について提言がありました。
香川県各種女性団体協議会との懇談会（令和２（2020）年11月12日開催）では、女性

の視点を入れた防災対策として、防災会議などに女性がより一層参加しやすい環境の整
備や、男女や年齢等を問わず、さまざまな方が「香川で暮らし続けたい」と感じる社会を
つくるためのよりどころとなる「居場所づくり」への支援等について提言がありました。

６ 諸団体との意見交換会の概要

資料：香川県「県内大学生等アンケート調査」（令和2年度）
香川県「県出身県外大学生等アンケート調査」（令和2年度）

働きたいと思うような企業や仕事が増える

香川県の地域や経済が活性化する

給料が高い就職先が増える

奨学金の返済など金銭面での公的援助が充実する

香川県での就職を推進するための施策や公的援助が充実する

ICTの活用により、都会の企業に勤めながら香川県で生活できる環境が整う

在宅勤務や時差出勤など柔軟な働き方ができる就職先が増える

香川県で就職するための情報が大幅に充実する

その他

無回答

実現すれば香川県で就職・生活したいと思うもの
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企業経営者との意見交換会（令和２（2020）年11月19日開催）では、「コロナ危機を
克服する企業経営」をテーマに意見交換を行い、県全域としてのデジタル社会の推進や
テレワークなど柔軟な働き方に対する支援、研究開発に対する幅広い支援、観光事業・
インバウンドの回復に向けた取組みなどについて意見がありました。
香川県連合自治会との意見交換会（令和３（2021）年２月18日開催）では、みどり保全

に関することや、自治会加入促進のための支援策、高松における都市交通などについて
意見がありました。

計画の策定に当たり、有識者等からの総合的かつ専門的な意見をいただくために、各
界で活躍されている方々を委員とする懇談会を設置し、３回にわたり懇談会を開催しま
した。
懇談会では、子育て支援において、ＩＣＴを利活用すれば、効率的に行えるのでないか、
防災意識の向上を図るうえでは、子どもの頃から防災意識を高める視点も重要である、
海外の地域との連携について検討していただきたい、地域経済の活性化には、企業誘
致やテレワークを利用できる環境づくりが定住対策からも重要である、デジタル人材の
育成は、被害者や加害者にならないための教育的な視点も必要である、温暖な気候や
災害が少ないという自然環境など香川県の魅力を一層ＰＲして、定住人口の拡大を図る
べき、パラリンピック大会の出場選手数を指標として盛り込むべきなどの意見がありま
した。

７ 香川県次期総合計画策定懇談会の概要
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１  「新・せとうち田園都市創造計画」策定後の県内の主な動き
平成28年度
（2016）

平成29年度
（2017）

4月

7月
9月
10月

11月
12月
3月

4月

5月
6月
8月

9月
11月

12月

1月

3月

Ｇ７香川・高松情報通信大臣会合開催
香川大学と共同で「かがわ里海大学」開校
香港エクスプレス　高松－香港線就航（週３便）
Ｂリーグ開幕　香川ファイブアローズがＢ２リーグ西地区に参戦
エアソウル　高松－ソウル線就航（週３便）
かがわ縁結び支援センター「EN-MUSUかがわ」開設
瀬戸内国際芸術祭2016閉幕、来場者延べ約104万人
平成28年の外国人延べ宿泊者数が過去最高の約35万人泊を記録
豊島処分地からの廃棄物等の搬出完了
平成28年度の高松空港利用者数が過去最高の185万人を記録
サンポート高松に香川県就職・移住支援センター「ワークサポート
かがわ」開設
交通取り締まり特別部隊「与一」創隊
性暴力被害者支援センター「オリーブかがわ」開設
観音寺総合高校、小豆島中央高校が開校
坂出高校に教育創造コース新設
2017日台観光サミットin四国が高松市で開催
直島での豊島廃棄物等の処理完了
高松空港の民営化に向けて国と優先交渉権者が「高松空港特定運
営事業等基本協定書」を締結
第一回全国高校生花いけバトル栗林公園杯2017開催
高松サンポート合同庁舎南館完成
県と16市町で構成される香川県広域水道企業団発足
皇太子御夫妻（現在の天皇皇后両陛下）をお迎えし、第41回全国育
樹祭が香川県満濃池森林公園で開催
瀬戸大橋が日本の20世紀遺産20選に選出
国内では初めてとなるオリーブの新品種「香オリ３号・５号」を開発
平成29年の外国人延べ宿泊者数が過去最高の約48万人泊を記録
県内の養鶏場で四国初となる高病原性鳥インフルエンザ発生
豊島処分地で新たな廃棄物発見
高松空港定期路線利用者数が過去最高の約195万人を記録
空港連絡道路中間工区の高架区間の供用開始
香川県農業試験場小豆オリーブ研究所リニューアル
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平成30年度
（2018）

令和元年度
（2019）

4月

9月
11月

12月
1月

3月

4月

7月
10月
11月
12月

1月

3月

高松空港株式会社による高松空港の運営開始
香川県広域水道企業団運営開始
オリーブ植栽110周年
瀬戸大橋開通30周年
栗林公園の池でコイヘルペス発生
香川大学に創造工学部新設
かがわ文化芸術祭60周年
ハマチ養殖90周年
県オリーブオイル官能評価パネルが、国内で初めてＩＯＣ（インターナ
ショナル・オリーブ・カウンシル）の認定取得
カマタマーレ讃岐がＪ３リーグ降格
平成30年の外国人延べ宿泊者数が過去最高の約55万人泊を記録
米紙ニューヨークタイムズ電子版が「2019年に行くべき旅行先」と
して「瀬戸内の島々」を日本で唯一選出
高松自動車道の完全４車線化工事完了、供用開始
高松市と共同でさぬき動物愛護センター「しっぽの森」開所
平成30年度の高松空港利用者数が過去最高の206万人を記録
オリーブ飼料を給与した新たなブランド「オリーブ地鶏」が販売開始
瀬戸内国際芸術祭2019開幕
外国人労働人材関係相談窓口、かがわ外国人相談支援センター開
設
かがわ女性・高齢者等就職支援センター開設
香川県産オリーブ関連商品認証制度創設
豊島処分地で新たに発見された廃棄物の搬出・処理完了
満濃池がため池としては全国で初めて国の名勝に指定
瀬戸内国際芸術祭2019閉幕、来場者延べ約118万人
四国急行フェリー高松－宇野航路の運航休止
県庁舎東館の免震工事完了
令和元年の高松港へのクルーズ客船寄港回数が過去最高の25回を
記録
令和元年の延べ宿泊者数が過去最高の約466万人泊を、外国人延
べ宿泊者数が過去最高の約77万人泊を記録
世界最大規模の旅行予約サイト「ブッキングドットコム」（オランダ）が
発表した「2020年に訪れるべき目的地10選」に、高松市が国内の都
市で唯一選出
世界中で利用されている旅行比較サイト「スカイスキャナー」（イギリ
ス）が発表したアジア太平洋地域の2020年の旅行トレンドにおい
て、「2020年の注目すべき新興目的地10選」に、高松市が国内の都
市で唯一選出
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、高松空港の国際線すべてが
運休
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資料：香川県政策課

令和２年度
（2020）

令和３年度
（2021）

4月

10月
11月

4月

7月
8月

県立学校等の臨時休業
県内で初の新型コロナウイルスの感染者確認
宇多津町に四国水族館オープン
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言がなさ
れ、本県も対象地域に指定
県が新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく外出自粛、施設
の使用停止及び催物の開催停止を要請
東京讃岐会館閉館
番の州臨海工業団地の分譲地完売
国内では約３年ぶりとなる高病原性鳥インフルエンザが三豊市で発
生し、以後、県内で相次いで発生
サンポート高松にオープンイノベーション拠点「Setouchi-i-Base」オー
プン
東京 2020 オリンピック聖火リレー実施
全国初の観光分野の専門職短期大学「せとうち観光専門職短期大学」
が高松市に開学
椛川ダム竣功
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措
置区域となる
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２　社会経済情勢の変化
（１）人口
本県の人口は、平成11（1999）年の約103万人をピークとして減少に転じ、令和２

（2020）年の人口は約95万人と、平成12（2000）年以来21年連続の減少となっていま
す。
国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」という。）の推計によると、現状のまま

で何ら対策を講じなければ、今後、人口減少は加速度的に進み、令和22（2040）年の本
県の総人口は81万人程度にまで減少すると見込まれています。
年少人口（0～14歳）と生産年齢人口（15～64歳）は、今後も減少し、令和22（2040）
年に年少人口は、９万人を割り込み、生産年齢人口は、42万人程度にまで減少すると予
測されています。
一方、老年人口（65歳以上）は、平成27（2015）年から令和22（2040）年までの間

は、30万人前後で推移すると予測されています。
また、令和２（2020）年３月に改訂した「かがわ人口ビジョン」における、社人研が行っ
た令和22（2040）年までの人口準拠推計等のデータを用いた将来推計では、現状のま
ま何ら対策を講じず推移した場合、令和42（2060）年には、本県の人口は、66万人程度
にまで減少すると推計され（パターン①）、経済規模の縮小、社会保障費の増加ひいて
は地域社会の衰退等が懸念されます。また、高齢者の割合が高く、いびつな人口構造が
続くものと見込まれます。
国の長期ビジョンと同様に、合計特殊出生率が令和12（2030）年に1.8程度、令和22

（2040）年に2.07程度まで上昇した場合、本県の人口は、令和42（2060）年に約72万
人になると推計され（パターン②）、人口構造は改善するものの、ややいびつな人口構造
が続き、人口増への転換には至りません。
そこで、転入と転出（社会増減）が均衡し、かつ、合計特殊出生率が上述のとおり上昇

した場合、本県の人口は、令和42（2060）年に約74万人になり、長期的には60万人台
半ばで概ね安定的に推移するものと推計され（パターン③）、令和42（2060）年には人
口構造が安定しますが、人口増への転換には至りません。
さらに、令和６（2024）年以降、社会増（1,000人／年）の状況が続いた場合、本県の
人口は、令和42(2060)年に約77万人になると推計され（パターン④）、あらゆる世代の
人口が均等になり、人口構造が安定するとともに、次世紀には人口増社会を展望するこ
とができ、「持続可能な香川県」を実現することができます。
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資料：総務省統計局「国勢調査」、
国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30年3月推計）」

資料：かがわ人口ビジョン（令和2年3月改訂版）

年齢３区分別人口の推移（香川県）
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平成27(2015)年の傾向が継続 平成22(2010)年～平成27(2015)年
の純移動率※が継続

合計特殊出生率が上昇
令和12(2030)年：1.8程度
令和22(2040)年：2.07程度
(国の長期ビジョンと同じ仮定)

合計特殊出生率が上昇
令和12(2030)年：1.8程度
令和22(2040)年：2.07程度
(国の長期ビジョンと同じ仮定)

合計特殊出生率が上昇
令和12(2030)年：1.8程度
令和22(2040)年：2.07程度
(国の長期ビジョンと同じ仮定)

パターン①
≪社人研準拠≫

パターン②
≪社人研準拠
＋出生率上昇≫

パターン③
≪社人研準拠
＋出生率上昇
＋移動均衡≫

パターン④
≪社人研準拠
＋出生率上昇
＋社会増≫

平成22(2010)年～平成27(2015)年
の純移動率が継続

純移動率が平成27(2015)年～令和
２(2020)年から均衡して推移すると
仮定

令和６(2024)年以降、社会増（1,000
人／年）

※純移動率 転入者数と転出者数の差を総人口で除した割合

◎各推計パターンの概要
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人口の自然増減は、平成15（2003）年には死亡数が出生数を上回り、自然動態が初
めて減少となり、その後も引き続き減少数は拡大しています。
社会増減は、平成12（2000）年から転出超過が続いており、平成27（2015）年に一
時転入超過となったものの、その後再び転出超過となり、令和２（2020）年は1,381人
の転出超過となっています。

合計特殊出生率（15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の
女性が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの平均子ども数に相当）
は、昭和48（1973）年の2.09から減少傾向にありましたが、平成15（2003）年及び平成18
（2006）年の1.42を底に緩やかに回復し、平成29（2017）年に1.65まで持ち直したもの
の、平成30（2018）年から再び減少に転じ、令和２（2020）年は1.51（概数）となっています。
出生数は、15～49歳の女性人口が減少していることもあって減少傾向に変わりはな

く、平成30（2018）年には初めて７千人を下回り、令和２（2020）年は6,179人（概数）と
なっています。

資料：香川県「人口移動調査報告」

人口動態の推移（香川県）

資料：厚生労働省「人口動態統計」

出生数と合計特殊出生率の推移（香川県）
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年齢階級別の人口移動の状況をみると、10～14歳から15～19歳になるときと、15
～19歳から20～24歳になるときに大幅な転出超過になっており、進学や就職の際に
県外に転出する人が多くなっています。
一方で、長期的にみると、男女ともに20～24歳から25～29歳になるときには、Ｕ

ターン就職等から転入超過となっています。
55～59歳から60～64歳になるときをピークとした転入超過もあり、これは県外で
定年退職を迎えた方などによるＵターン等によるものと考えられます。

資料：総務省統計局「国勢調査」

年齢５歳階級別人口移動の状況（香川県）
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地域ブロック別の人口移動の状況をみると、四国の他の３県からは転入超過となって
いますが、東京圏及び大阪圏への転出超過が著しく大きく、このことが本県の社会減に
大きな影響を及ぼしていることがわかります。

また、名古屋圏、中国地方へも転出超過が続いています。

資料：総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告」

■北海道・東北 ： 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
■北関東 ： 茨城県、栃木県、群馬県   ■東京圏 ： 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
■名古屋圏 ： 岐阜県、愛知県、三重県  ■大阪圏 ： 京都府、大阪府、兵庫県、奈良県
■中部・近畿（名古屋圏、大阪圏除く） ： 新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、静岡県、滋賀県、和歌山県
■中国 ： 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 ■四国３県 ： 徳島県、愛媛県、高知県
■九州・沖縄 ： 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

地域ブロック別の人口移動の状況（香川県）
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令和２（2020）年度の本県の大学進学者4,929人のうち、4,102人（83.2％）が県外
に進学しています。県外のうち、近畿地方が34.0％と最も多く、関東・東海・近畿の三大
都市圏で約半数を占めています。一方で、約20％が中国地方、約11％が四国３県という
比較的至近距離にある大学に進学しており、潜在的にＵターン志向があるのではない
かと考えられる学生が多いこともうかがえます。

県外大学等への進学者を対象としたアンケートによれば、県外の大学に進学した理
由で最も多かったのは、「学部や学科が志望に合っていた」（66.8％）でした。

香川県出身者の大学進学先

資料：文部科学省「令和2年度学校基本調査」

県外の大学に進学した理由

資料：香川県「県出身県外大学生等アンケート調査」（令和2年度）

学部や学科が志望に合っていた

入試のレベルが自分の学力に合っていた

ひとり暮らしや寮生活をしたかった

香川県外で生活したかった

将来就きたい職業から考えた

知名度の高い大学だった

オープンキャンパス等に参加し、雰囲気が良かった

高校の先生にアドバイスされた

住んでみたい地域にある大学だった

その他

香川県内にどのような大学(学部・学科)があるのか知らなかった



147

令和３（2021）年３月に卒業した県内大学生のうち、県内出身者は80.4％が県内で就
職しているのに対して、県外出身者の83.5％は県外で就職しています。

県外大学等への進学者を対象としたアンケートによれば、香川県に戻りたいと思わな
い理由として最も多かったのは、「希望する企業や仕事がない」（50.7％）、次いで、「企業
数や求人数が少ない」（35.1％）でした。

希望する企業や仕事がない

企業数や求人数が少ない

都会で生活したい

香川県での就職活動や求人企業についての情報が少ない

家族から離れて生活したい

香川県は給料水準が低い

香川県以外に友人や交際相手がいる

現在住んでいる地域での生活に慣れている

香川県が好きではない

その他

香川県での就職活動は時間や金銭面で負担が大きい

無回答

香川県に戻りたいと思わない理由

香川県内の大学生の就職先

資料：香川県「県出身県外大学生等アンケート調査」（令和2年度）

資料：令和3年 香川県調査
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実現すれば香川県で就職・生活したいと思うものは、県内、県外大学生ともに、「働き
たいと思うような企業や仕事が増える」が最も多く、次いで「香川県の地域や経済が活
性化する」となっています。

資料：香川県「県内大学生等アンケート調査」（令和2年度）
香川県「県出身県外大学生等アンケート調査」（令和2年度）

働きたいと思うような企業や仕事が増える

香川県の地域や経済が活性化する

給料が高い就職先が増える

奨学金の返済など金銭面での公的援助が充実する

香川県での就職を推進するための施策や公的援助が充実する

ICTの活用により、都会の企業に勤めながら香川県で生活できる環境が整う

在宅勤務や時差出勤など柔軟な働き方ができる就職先が増える

香川県で就職するための情報が大幅に充実する

その他

無回答

実現すれば香川県で就職・生活したいと思うもの
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本県が平成30（2018）年６月～７月に首都圏在住者（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川
県）及び関西圏在住者（京都府、大阪府、兵庫県、奈良県）を対象に実施した「移住意向調
査」では、３人に１人が地方への移住を「具体的に考えている」または「将来的には検討し
てみたい」と回答しています。

本調査での地方への移住希望者のうち約３割が香川県への移住について、「関心が
少しある」、「関心が大いにある」と回答しています。

また、移住をするに当たり、重視している条件については、「恵まれた自然環境」
（53.6％）が最も高く、次いで、「都市部との交通アクセスの利便性」（33.0％）、「住宅や
土地」（28.1％）の順となっています。

さらに、内閣府が令和２（2020）年５月～６月に三大都市圏居住者（東京都、埼玉県、千
葉県、神奈川県、愛知県、三重県、岐阜県、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県）を対象に実
施した調査では、全体の約２割が新型コロナウイルス感染症の影響下において、地方移
住への関心が高くなった、またはやや高くなったと回答しており、年代別では、20歳代
の割合が高くなっています。

資料：香川県「移住に関する意識調査」（平成30年度）

地方への移住希望者のうち、香川県への移住について、
関心が大いにある・少しある 30.9%

移住先としての香川県への関心について
（上記で「具体的に考えている」、「将来的には検討してみたい」と回答した方）

地方への移住について
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資料：内閣府「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」

移住をする際に重視している条件

恵まれた自然環境
都市部との交通アクセスの利便性

企業等の就職先
起業支援

就農支援（又は1次産業への就労支援）
住宅や土地
子育て環境
教育環境

図書館・美術館など文化施設
医療・福祉サービス
自然災害が少ない

自治体の受け入れ態勢が整っていること
地域コミュニティなど豊かな人間関係

資料：香川県「移住に関する意識調査」（平成30年度）

11.8% 23.6%

6.3%4.2%

54.2%

7.5% 20.2%

3.8%2.9%

65.6%

2.4%

12.8%

4.1%3.6%

77.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

東京都23区

東京圏

大阪・名古屋圏

35.4%

27.7%

15.2%

0.0%

11.2% 15.0%

13.5%

22.1%

20.0%

15.2%

10.2%

3.8% 1.8% 3.5%

79.7%

3.7% 2.4% 3.9%

80,1%9.8%

5.2% 3.2% 4.0%

70.7%16.9%

6.0% 2.1% 4.0%

73.8%14.0%

3.7% 1.3% 3.2%

80.3%11.5%

2.3% 1.1% 3.1%

85.5%7.9%

20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全体

10歳代

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代以上

関心が高くなった

関心がやや高くなった

変わらない 関心が
やや低くなった

関心が
低くなった

今回の感染症の影響下における、地方移住への関心の変化（三大都市圏居住者）

年代別 地域別（20歳代）
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（２）経済・雇用
本県の平成30（2018）年度の県内総生産（名目）は、3兆8,551億円で、対前年度増
加率（経済成長率）は0.4％と５年連続でプラス成長となりましたが、足元では、新型コロ
ナウイルス感染症の影響が顕在化しています。

県内総生産を産業別にみると、第１次産業が1.5％、第２次産業が27.2％、第３次産業
が71.3％を占めています。

県内総生産と経済成長率（名目）

資料：平成30年度香川県県民経済計算

資料：平成30年度香川県県民経済計算

産業別県内総生産（名目）の推移
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全産業別の付加価値額については、「製造業」が最も高く、県内総生産に占める構成
割合について、全国を「１」として本県と全国を比較した特化係数も「１」を超えています。

全産業別付加価値額（香川県、平成28年）

資料：地域経済分析システム（RESAS）

サービス業（他に
分類されないもの）
55,849

学術研究、
専門・技術サービス業
46,476

付加価値
1,674,496百万円

その他
174,941宿泊業、飲食

サービス業
56,972

運輸業、
郵便業 85,441

金融業、保険業
87,694

電気・ガス・
熱供給・水道業
106,131

医療、福祉
193,333

建設業
167,979

製造業
398,355

  卸売業、
小売業

301,325　　

資料：平成30年度香川県県民経済計算

経済活動別の特化状況

その他のサービス
1.07 1 . 5

保健衛生・社会事業
1.35

教育1.19

公務 1.02

専門・科学技術、
業務支援サービス業 0.79

不動産業 0.96

金融・保険業 1.05

情報通信業 0.61

宿泊・飲食サービス業 1.04

運輸・郵便局 1.15

卸売・小売業 0.93

建設業 0.88

電気・ガス・水道・
廃棄物処理業 1.00

製造業 1.08
鉱業 1.00

農林水産業 1.25
香川県（30年度）

国（30暦年）=1

（注）
総生産に占める
各 部 門 の 構 成
割合について、
全国を1として
県と全国を比較
したもの（特化
係数）
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平成28（2016）年の本県の企業数及び従業者数における大企業と中小企業の構成
比をみると、企業数においては、中小企業が99.8％を占めているのに対し、従業者数に
おいては、中小企業が83.5％と値が低くなっています。

全国と比較すると、企業数より従業者数において、中小企業の構成比の値が高くなっ
ています。

資料：中小企業白書 2021
総務省「平成21年、26年経済センサス－基礎調査」
総務省・経済産業省「平成24年、28年経済センサス－活動調査」再編加工

規模別企業数（会社数＋個人事業者数）　（民営、非一次産業）

規模別従業者総数（会社及び個人の従業者総数）　（民営、非一次産業）
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平成30（2018）年度の本県の一人当たりの県民所得は301万3千円で、対前年度
0.1％増となりましたが、一人当たり国民所得を5.8％下回っています。

完全失業率は、平成20（2008）年後半のリーマンショックによる上昇後、低下傾向が
続いていましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、上昇に転じています。
就業者数については、平成22（2010）年から減少傾向が続き、平成28（2016）年か

ら増加に転じましたが、直近では再び減少傾向にあります。

一人当たり県民所得と対全国格差（香川県）

完全失業率と就業者数

資料：平成30年度香川県県民経済計算

資料：総務省「労働力調査（モデル推計値）」
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県内の有効求人倍率は、全国よりも高い水準で平成22（2010）年度から平成30
（2018）年度まで上昇し、人手不足が顕在化していましたが、足元では、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により、感染拡大以前と比較して、低い水準で推移しています（新型
コロナウイルス感染症発生以降の状況については（１４）を参照）。

有業率を性別に比較すると、女性は、妊娠・子育て期に就業を中断することが多く、本
県でも、30～34歳の有業率は72.4％と低くなっています。

資料：厚生労働省「一般職業紹介状況」
　　香川労働局「労働市場の動向」

資料：総務省「就業構造基本調査」（平成29年）

有効求人倍率

年齢階級別有業率
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新たな在留資格制度の創設等により、近年は、在留外国人数、外国人労働者数ともに
増加傾向にあります。

在留外国人数と外国人労働者数（香川県）

資料：法務省「在留外国人統計」「旧登録外国人統計」
　　香川労働局「外国人雇用状況の届出状況」
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（３）海外展開
経済のグローバル化が進展する中で、本県企業においても海外進出拠点の設立や海
外企業との提携が進んでいますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２
（2020）年は大幅な減少となっています。

貿易取引件数に占める国別割合を見ると、輸出、輸入ともにアジア諸国を中心に、中
国が最も多くなっています。

※貿易、海外進出、海外企業との提携を行っている企業数
資料：ジェトロ香川「香川県貿易投資関係企業名簿」
（2014-2015年版、2016-2017年版、2018-2019年版、2020-2021年版）

資料：ジェトロ香川「香川県貿易投資関係企業名簿」（2020-2021年版）

海外展開企業数（香川県）

主な直接輸出品の輸出先（香川県）

中国
19.9%

韓国
5.2%

ベトナム
5.2%

台湾
11.3%

米国
6.7%

香港
5.2%

タイ
4.9%

シンガポール
4.0%

インドネシア
3.4%

カナダ 2.8%
フィリピン2.4%

マレーシア2.4%

フランス2.1%

その他
24.3%
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資料：ジェトロ香川「香川県貿易投資関係企業名簿」（2020-2021年版）

主な直接輸入品の輸入先（香川県）

中国
39.2%

韓国
6.6%

ベトナム
6.2%

台湾
10.1%

米国 3.1%

イタリア 3.1%

ドイツ 3.1%

スペイン 2.2%

香港 1.8%

タイ 2.2%

インドネシア
4.0%

フィリピン 1.8%
マレーシア 1.8%

その他
14.9%
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（４）農林水産業
本県の農林水産業の産出額や生産額は1,000億円程度で推移していますが、就業者
数は減少傾向が続いています。
また、令和元（2019）年度の荒廃農地面積は、7,454haとなっており、近年、微増傾向
にあります。

荒廃農地面積の推移

農業産出額、漁業生産額、林業産出額（香川県）

資料：農林水産省「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査」

資料：中国四国農政局「香川県農林水産統計年報」
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基幹的農業従事者数と平均年齢（香川県）

漁業就業人口と65歳以上の割合（香川県）

森林組合等作業班員（通年雇用者）数と60歳以上の割合（香川県）

資料：香川県みどり整備課

資料：農林水産省「漁業センサス」

資料：農林水産省「農林業センサス」

基幹的農業従事者は、過去10年間で３割程度減少し、平均年齢が70歳を超えるな
ど、高齢化の進行も顕著となっています。また、漁業の就業人口は、過去10年間で４割
程度減少し、65歳以上の割合は４割程度となっています。
一方で、森林組合等の作業班員数は、平成10（1998）年度以降、減少し続けていましたが、

近年は下げ止まりの傾向にあり、60歳以上の割合も３割程度にまで改善してきています。
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1
２
３
４
５

オリーブ牛
丸亀うちわ
オリーブハマチ・オリーブブリ
さぬきひめ（いちご）
讃岐牛
平均（27品目）

44.7％
38.5％
31.8％
28.6％
26.6％
14.5％

42.4％（1位）
40.5％（2位）
29.6％（3位）
23.5％（7位）
27.6％（4位）
14.3％

順位  産品名  令和２年度  平成30年度

1
２
３
４
５

さぬきひめ（いちご）
さぬきのめざめ（アスパラガス）
小原紅早生・さぬき紅（みかん）
オリーブ牛
オリーブハマチ・オリーブブリ

5.1
4.1
2.4
2.3
2.2

28.6％
12.1％
18.4％
44.7％
31.8％

23.5％
8.0％
16.0％
42.4％
29.6％

順位  産品名  令和２年度上昇ポイント  平成30年度

①「香川県のブランド産品」認知度総合ランキング

②認知度上昇ポイントランキング

（５）県産品
県産品認知度調査（令和２（2020）年度実施）によると、調査対象とした青果物、畜産・
水産物、加工食品、工芸品など、本県のブランド産品について、前回調査より15品目の
認知度が上昇し、その平均の認知度も14.3％から14.5％と0.2ポイント上昇していま
す。
品目別では、さぬきひめ（いちご）やさぬきのめざめ（アスパラガス）の認知度が４ポイ

ント以上上昇するなど、県産品の認知度は着実に上昇しています。
また、首都圏・関西圏、海外の百貨店等でのフェアの開催や、バイヤーとの連携強化
など、県産品の販路拡大に取り組んできた結果、県産品の販売実績（県サポート実績）は
国内、海外とも増加傾向にあります。特に、海外販売額については、アメリカへのオリー
ブ牛の輸出が大幅に増加したことから、平成30（2018）年度は前年度比87％の増加と
なっています。

資料：香川県「県産品認知度調査」

資料：香川県「県産品認知度調査」
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（参考）県産品の販売実績（県サポート実績）の推移

資料：香川県県産品振興課

県産品の販売実績（県サポート実績）
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県外観光客入込数（香川県）

瀬戸内国際芸術祭総来場者数

（６）観光
県外からの観光客数は、瀬戸大橋が開通した昭和63（1988）年に約1,035万人を記
録し、その後、明石海峡大橋が開通した平成10（1998）年に一時的に増加したほかは減
少傾向にありましたが、平成14（2002）年以降令和元（2019）年まで、讃岐うどんや映
画ロケ地、アート、まち歩きなど、地域資源を活用した観光の推進により、増加傾向にあ
り、観光客数は再び1,000万人台が視野に入りつつあります。また、平成22（2010）年
から３年に一度開催している瀬戸内国際芸術祭も、国内外から多くの観光客を集めてい
ます。
一方で、足元では、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、インバウンドを中心とした
観光客の激減や外出自粛等により、観光業は大きな影響を受けています（新型コロナウ
イルス感染症発生以降の状況については（１４）を参照）。

資料：瀬戸内国際芸術祭実行委員会

資料：香川県「香川県観光客動態調査報告」

瀬戸内国際芸術祭2010

瀬戸内国際芸術祭2013

瀬戸内国際芸術祭2016

瀬戸内国際芸術祭2019
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外国人延宿泊者数（香川県）

令和元（2019）年の県内における宿泊施設の延べ宿泊者数は約466万人で、そのう
ち県外在住者が約385万人となりましたが、令和２（2020）年は新型コロナウイルス感
染症拡大の影響により減少に転じています。

平成25（2013）年３月の高松－台北線就航や平成28（2016）年７月の高松－香港線
就航などにより、令和元（2019）年までは本県を訪れる外国人が飛躍的に増加しました
が、足元では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための水際対策などにより、イン
バウンドは激減しています。

資料：観光庁「宿泊旅行統計調査」

資料：観光庁「宿泊旅行統計調査」

延宿泊者数（香川県）
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県外観光客の観光消費金額は、平成25（2013）年以降７年連続で1,000億円を超え
ましたが、令和２（2020）年は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により減少に転じ
ています。

県外観光客の観光消費金額

資料：香川県「香川県観光客動態調査報告」
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（７）交通
航空ネットワークは、他の地域や海外とのつながりを確保し、地域振興を図るうえで
重要なインフラですが、高松空港の定期航空路線利用者数は、路線数の減少や景気の
低迷などにより減少傾向にありましたが、平成23（2011）年７月の上海線、平成25
（2013）年３月の台北線、同年12月の成田線、平成28（2016）年７月の香港線の就航な
どにより、近年は増加傾向にあり、令和元（2019）年度は1,991千人となっています。
一方で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、訪日外国人や国内旅行者の
減少に加え、感染拡大に伴う運休や減便等により、令和２（2020）年度は414千人となり
ました（新型コロナウイルス感染症発生以降の状況については（１４）を参照）。

平成９（1997）年３月に開設された高松港コンテナターミナルの外貿コンテナ貨物取
扱量は、中国経済の失速などにより平成27（2015）年に大幅に減少しましたが、その後
はアジア各国との貿易を中心に回復傾向にあったものの、令和２（2020）年は新型コロ
ナウイルス感染症拡大の影響により減少に転じています。

高松空港定期航空路線利用者数

高松港コンテナターミナルの外貿コンテナ貨物取扱量

資料：高松港コンテナターミナル振興協議会

資料：香川県交通政策課
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インバウンドの増加や、ことでん沿線地域公共交通総合連携計画に基づいた取組み
（ことでん綾川駅の整備等）の効果などにより、近年の主な公共交通機関（※）利用者数
は増加傾向にありましたが、令和２（2020）年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影
響を受け、大幅な減少に転じています。

高齢者運転免許証自主返納者数は年々増加しており、返納後の日常生活に必要不可
欠となる交通ネットワークの充実が求められています。

高齢者運転免許証自主返納者数（香川県、65歳以上）

資料：香川県交通政策課

資料：香川県警察本部

主な公共交通機関利用者数

※ことでん、ＪＲ四国及び乗合バスの利用者数の合計
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三大生活習慣病死亡率の推移

糖尿病死亡率の推移（人口10万人対）

（８）健康・医療・福祉
昭和52（1977）年以来、本県の死亡原因の第1位はがんであり、令和元（2019）年に

は全死亡者数の約24％を占めています。また、三大生活習慣病のがん、心疾患、脳血管
疾患の人口10万人当たりの死亡者数はいずれも全国平均を上回っています。

本県の糖尿病死亡率は、令和元（2019）年は人口10 万人当たり17.1 人（全国45位）
で、依然として、全国と比較して高水準で推移しています。

資料：厚生労働省「人口動態統計」

資料：厚生労働省「人口動態統計」
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人口10万人当たりの医師数、看護師数は全国平均を上回っているものの、地域的な
偏在がみられます。

本県の要介護等認定者数は、増加傾向となっています。全体の数は平成16（2004）
年度末から1.5倍以上に増加しています。

資料：香川県医務国保課

資料：厚生労働省「介護保険事業報告」

要介護等認定者数の推移（香川県）

医療施設医師従事者数、看護師従事者数（全国・香川県、平成30年）
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資料：令和２年度県政モニターアンケート

自宅で災害にあった時の避難経路、避難場所

知っている
74.4%

知らない
25.6%

資料：平成30年度香川県県政世論調査

自分や家族で取り組んでいる防災・減災対策

携帯ラジオや懐中電灯を準備している

避難場所を決めている

食料や飲料水を備蓄している

貴重品などをすぐ持ち出せるようにしている

消火器や消火用のバケツを準備している

自分の家の耐震性を確保している

家族や親類などと、非常時の連絡方法を決めている

家具や大型電気製品などを固定し、転倒を防止している

特に何もしていない

その他

（９）防災・減災
県民、地域、企業、防災関係機関及び行政機関は、それぞれの役割を認識して防災・減
災対策を実施し、災害に備える必要があります。
県民一人ひとりが防災意識を高め、住宅の耐震化、家具類の転倒・落下防止対策や食
料・飲料水の備蓄などを行うとともに、災害時に備え事前に避難経路等を確認しておく
ことが重要ですが、自分や家族で取り組んでいる防災・減災対策について「特に何もし
ていない」という回答は23.2％となっています。
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共助の要である自主防災組織の活動範囲を示すカバー率は高まっていますが、地域
や会社などで取り組んでいる防災・減災対策について「特に何もしていない」という回答
は47.6％となっています。

資料：平成30年度香川県県政世論調査

資料：香川県危機管理課

消防団や自主防災組織の活動に参加している

防災士の資格を取得している

特に何もしていない

その他

地域や会社などで取り組んでいる防災・減災対策

自主防災組織の活動カバー率

勤めている会社や通っている学校などで、災害時のための
訓練を行っている

隣近所で、高齢者や身体が不自由な方など災害時に配慮が
必要な人を把握している

新聞やニュースなどで防災に関する情報を収集し、隣近所
や職場などで共有している

自分の居住する地域やマンションなどで、災害時に備えた
取り決めや会議などを行っている
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資料：平成30年度香川県県政世論調査

支援物資が確実に避難所に届く体制づくり

食料、飲料水、医薬品などの備蓄

災害時における被害情報の把握と迅速な情報提供

避難所での快適な生活環境づくり

避難所やハザードマップなどの情報提供

防災に関する広報啓発、防災教育など防災意識の普及・啓発

堤防のかさ上げなどのハード整備

地域の自主防災組織や消防団の活動に対する支援

災害に関する計画の充実

防災訓練の充実

ボランティア活動に対する支援体制づくり

近県との広域応援体制の確立

その他

特にない

県や市町に取り組んでもらいたい施策としては、避難所の体制づくりや食料等の備
蓄の確保のほか、災害時における被害情報の把握と迅速な情報提供などが挙げられて
います。

県や市町に特に力を入れて取り組んでもらいたい防災・減災対策
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資料：香川県警察本部

資料：香川県警察本部

人口10万人当たりの交通事故発生件数、死者数の推移（香川県）

高齢者人口10万人当たりの交通事故死者数の推移

（１０）交通安全・治安
交通事故発生件数は減少傾向にありますが、依然として人口10万人当たりの交通事
故発生件数や死者数は、全国平均を大きく上回る状況が続いています。
特に高齢者の交通事故死者数が全国平均に比べて高くなっています。

人口10万人当たり交通事故発生件数
人口10万人当たり交通事故死者数（香川県）
人口10万人当たり交通事故死者数（全国平均）

高齢者死者数
高齢者人口10万人当たり交通事故死者数(香川県)
高齢者人口10万人当たり交通事故死者数(全国平均)

人口10万人当たり交通事故死者数全国ワースト順位
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全国平均を大きく上回っていた人口10万人当たりの自転車事故発生件数は、近年は
減少傾向にあります。

刑法犯認知件数やストーカー事案の相談等件数、特殊詐欺認知件数は減少傾向にあ
る一方で、配偶者からの暴力事案等の相談等件数、児童虐待対応件数は高水準で推移
しています。

資料：香川県警察本部

資料：香川県警察本部

自転車乗車中の交通事故発生件数

刑法犯認知件数（香川県）

自転車乗車中交通事故発生件数(香川県)
人口10万人当たりの自転車乗車中交通事故発生件数(香川県)
人口10万人当たりの自転車乗車中交通事故発生件数(全国平均)
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資料：香川県警察本部

資料：香川県警察本部

資料：香川県警察本部

ストーカー事案相談等件数

特殊詐欺発生状況

配偶者からの暴力事案等相談等件数

※令和元年の統計から従来の数値に「キャッシュカード詐欺盗」と「払出盗」の数値を計上
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資料：香川県、厚生労働省

児童相談所における児童虐待対応件数
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温室効果ガス排出量（香川県）
（森林吸収量を含む）

（１１）環境
温室効果ガス排出量は、東日本大震災以降、原子力発電所が稼働停止し、二酸化炭
素排出量が多い火力発電所への依存が高まったことから増加傾向にありましたが、省
エネによるエネルギー消費量の減少や、再生可能エネルギーの導入拡大等によって、
近年は横ばいで推移しています。

野生鳥獣による農作物被害については、平成22（2010）年度から高止まりで推移し
ていましたが、平成26（2014）年度以降は減少傾向にあり、近年は横ばいで推移してい
ます。

資料：香川県農業経営課

資料：香川県環境政策課

鳥獣別被害額の推移
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一般廃棄物（し尿を除く）の総排出量・最終処分量は減少傾向で推移していますが、リ
サイクル率については、低下傾向にあります。

産業廃棄物については、総排出量は横ばいで推移していますが、リサイクル率が上昇
傾向にあることに伴い、最終処分量は減少傾向で推移しています。

資料：香川県廃棄物対策課

資料：香川県廃棄物対策課

一般廃棄物（し尿を除く）の総排出量・
最終処分量・リサイクル率の推移(香川県）

産業廃棄物の総排出量・最終処分量・
リサイクル率の推移(香川県）
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資料：香川県生活衛生課

犬殺処分数と全国順位

猫殺処分数と全国順位

本県の犬・猫殺処分数は、近年は減少傾向にありますが、犬の殺処分数は依然として
全国ワーストが続いています。
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全国学力・学習状況調査における全国と香川県の平均正答率の差
（小学校）

全国学力・学習状況調査における全国と香川県の平均正答率の差
（中学校）

（１２）教育
令和元（2019）年度の全国学力・学習状況調査では、小学校において、国語及び算数
の調査区分で全国平均を上回る結果となりましたが、中学校において、英語が全国平均
を下回る結果となりました。

資料：文部科学省「全国学力・学習状況調査」

※A：主として「知識」に関する問題を中心とした出題  B：主として「活用」に関する問題を中心とした出題
※平成24年度は抽出調査。
※平成29年度以降は文部科学省から提供されている整数値で示す。
※令和元年度から、小学校において、国語A及びBを国語に、算数A及びBを算数に、中学校において、国語A及びBを国語に、数学A及びBを数
　学に統一した。また、令和元年度は中学校において英語を実施した。
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全国体力・運動能力、運動習慣等調査
における体力合計点の推移（小学校５学年）

全国体力・運動能力、運動習慣等調査
における体力合計点の推移（中学校２学年）

令和元（2019）年度の全国体力・運動能力、運動習慣等調査における体力合計点で
は、小学校男女ともに全国平均を下回り、中学校男女ともに上回る結果となりました。

資料：文部科学省「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」

※全国体力・運動能力、運動習慣等調査は、全国の小学校５年生と中学校２年生を対象に、毎年実施している。
※体力合計点は、握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、20ｍシャトルラン、50ｍ走、立ち幅とび、ボール投げ（小学校はソフトボール投
げ、中学校はハンドボール投げ）の８種目の調査種目の成績を１点から10点に得点化し総和した合計得点
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令和元（2019）年度県学習状況調査では、平日のテレビゲーム（携帯電話やスマート
フォンを使ったゲーム等も含む）の利用時間と平均正答率の関係について、利用時間が
長いほど平均正答率が低下する傾向が見られます。

本県の児童生徒による暴力行為の発生件数は、10年前と比較すると、半数以下まで
減少しています。
いじめの認知件数については、総務省からの勧告を受け、平成30（2018）年３月に文
部科学省からいじめの定義を限定的に解釈せず積極的に認知するよう通知があり、い
じめの正確な認知を行うために調査方法の一部見直しを行ったことから、近年は急増し
ており、令和元（2019）年度は3,190件となっています。
また、不登校児童生徒数は、令和元（2019）年度は、平成30（2018）年度と比較して、
小・中学校、高校ともに減少に転じましたが、依然として高水準となっています。なお、平
成28（2016）年制定の「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の確保等に
関する法律」により、不登校はどの児童生徒にも起こりうるもので、不登校というだけで
問題行動と受け取られないように配慮するという基本的な考え方が示されています。

テレビゲームの利用時間と平均正答率

資料：香川県学習状況調査
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児童生徒の暴力行為の発生件数

いじめの認知件数

資料：文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」

資料：文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」
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不登校児童生徒数（小・中学校）

不登校生徒数（高等学校）

資料：文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」

資料：文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」
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資料：香川県学習状況調査

「自分には、よいところがありますか」の問に肯定的な回答をした
児童生徒の割合

「自分には、よいところがありますか」の問に肯定的な回答をした児童生徒の割合につ
いて、近年は、小学校では横ばいですが、中学校では増加傾向にあります。
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歳入総額・歳出総額の推移（一般会計）

（１３）財政状況
本県の一般会計の財政規模は、平成10（1998）年度をピークに、平成11（1999）年
度以降、平成20（2008）年度まで10年間連続で減少しました。平成21（2009）年度は、
厳しい経済・雇用情勢を踏まえ、国の経済危機対策等に伴う大規模な補正予算を編成し
たことから、11年ぶりに前年度を上回りましたが、平成22（2010）年度は再び減少に転
じ、以降は増減を繰り返しながら推移しています。
令和２（2020）年度は、新型コロナウイルス感染症対策費の増加などにより、歳入・歳
出ともに３年連続で前年度を上回る見込みですが、ピークである平成10（1998）年度と
比べてみると、９割程度（歳出ベース）となっています。

※R元年度までは決算
　R２年度は決算見込み
※単位：億円、対前年度比は％

（億円）
6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

■歳入　□歳出
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令和２（2020）年度の県税は1,248 億円で、前年度に比べ増加する見込みです。
地方交付税は、三位一体改革（※）による見直しの中で大幅に削減されました。また、

本来は地方交付税として交付すべき額の一部が、平成13（2001）年度に創設された臨
時財政対策債制度により、県債による収入に振り替えられています。

国庫支出金は、三位一体改革による見直しの中で一般財源化などの改革が行われま
した。令和２（2020）年度は、新型コロナウイルス感染症対策に伴う交付金が増加したこ
となどにより、前年度に比べ増加する見込みです。

県債については、令和２（2020）年度は、臨時財政対策債を除く県債、臨時財政対策
債とも、前年度に比べ減少する見込みです。

※R元年度までは決算
　R２年度は決算見込み
※単位：億円

（※）三位一体改革
三位一体改革とは、平成13年に成立した小泉内閣において、「地方にできることは地方に」という理念の下、「国庫補助金・負担金の廃止・縮減」

「地方への税源移譲」「地方交付税の見直し」を同時に行った改革です。

主な科目別歳入の推移
（億円）
6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
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人件費（職員の給与）、公債費（借金の返済）、扶助費（社会保障関係費）からなる義務
的経費については、人件費は職員数の適正化等、公債費は県債の発行抑制等により、
1,900億円台で推移しています。他方、医療や福祉に充てる費用である扶助費は、高齢
化の進展や子育て支援施策の拡充により、今後さらに増加するものと見込まれていま
す。
公共事業等の投資的経費については、過去の景気対策への対応や箱物整備など社
会資本整備への取組みにより増加していましたが、危機的財政状況を踏まえ、大規模事
業の見直しなどにより、経済対策や災害復旧の実施があった年度を除き、近年は一定規
模で推移しています。

※R元年度までは決算
　R２年度は決算見込み
※単位：億円、各経費下段の構成比は％

性質別歳出の推移

（億円）
6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
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（１４）新型コロナウイルス感染症による本県への影響
県内では、令和２（2020）年３月17日に初めての感染者が確認され、令和２（2020）年４

月20日までに28人の感染者が発生し、その後、しばらく感染者は確認されませんでした。
令和２（2020）年７月10日に約80日ぶりに感染者が発生して以降、感染が急増または高止
まりしている他の地域と比べると感染者数は少なく推移していましたが、令和３（2021）年
３月下旬から増加傾向となり、一旦、落ち着いたものの、令和３（2021）年７月下旬から再び
増加傾向にあり、令和３（2021）年８月31日現在で、累計4,298人となっています。
この間、緊急事態宣言に伴う外出自粛や休業要請のほか、人々の新しい生活様式を
踏まえた生活行動の変化等により、県民生活や企業活動などさまざまな分野に大きな
影響が生じています。

②県内経済の状況
景気変動の大きさやテンポ（量感）を測定する景気動向指数（一致指数）を見ると、令

和２（2020）年３月から８月まで６か月連続で下降していましたが、９月以降は、緩やかに
上昇しています。

①本県の感染者数の推移（令和２年３月17日～令和３年８月31日）

香川県景気動向指数(一致指数)

資料：香川県の地域情勢
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新型コロナウイルス感染症対応資金（県制度融資）
業種別保証承諾件数・金額

有効求人倍率（季節調整値）

③ 企業の状況
県の制度融資（新型コロナウイルス感染症対応資金）における保証承諾件数及び金

額を業種別に見ると、建設業、卸売業・小売業、製造業、宿泊業・飲食サービス業が多く、
これらの業種が特に大きな影響を受けていると考えられます。

④ 雇用の状況
県内の有効求人倍率は、令和２（2020）年３月から大きく下降しており、感染拡大以前

と比較して低い水準で推移しています。また、県内の完全失業率は、感染拡大以前と比
較して、微増しています。

資料：香川労働局「労働市場の動向」

取扱期間：令和２年５月１日～令和３年５月31日
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完全失業率（季節調整値）

路線バス　利用者数フェリー・旅客船　利用者数

⑤ 交通事業者の状況
県内公共交通機関の利用者数や運輸収入は、令和２（2020）年４月、５月を底として緩

やかに回復傾向にありますが、対前年比は低い水準であり、交通事業者の経営状況は、
依然として厳しい状況にあります。

資料：総務省統計局「労働力調査」

高松空港　利用者数
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※高松港発着7社

資料：JR四国、ことでん

資料：香川県バス協会

資料：高松空港株式会社

資料：国土交通省「港湾調査」
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外国人延宿泊者数（香川県）

⑥ 観光の状況
好調に推移してきた観光業については、水際対策が取られたことにより、インバウン

ドを中心に観光客が激減するとともに、外出自粛等の影響を受け、国内旅行についても
影響が続いています。

資料：香川県タクシー協同組合資料：香川県バス協会

資料：観光庁「宿泊旅行統計調査」

延宿泊者数（香川県）

資料：観光庁「宿泊旅行統計調査」
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主要観光地入込客数

県内主要公立病院におけるR2年4月～R3年3月の対前年度増減率

⑦ 医療の状況
新型コロナウイルスの感染予防のための受診控えなどにより、令和２（2020）年４月

から令和３（2021）年３月における、県内の医療機関（主要公立病院）の外来患者数や新
規入院患者数等は、前年度と比較し、減少しています。

資料：香川県医務国保課（主要公立病院へのアンケート調査）

資料：香川県交流推進課

■ R2年4月～R3年3月の対前年度増減率（全区分合計）
■ R2年4月～R3年3月の対前年度増減率（400床以上病院）
■ R2年4月～R3年3月の対前年度増減率（100床以上400床未満病院）
■ R2年4月～R3年3月の対前年度増減率（100床未満病院）

※栗林公園、屋島、琴平、小豆島の合計
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オフィスワーク中心（事務・企画・開発など）の方における
テレワークの実施割合の推移（日本全国15歳以上110歳以下）

⑧ 意識の変化
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機として、人口が集中している都市にお

ける感染リスクが意識され、都市圏居住者の地方移住への関心が高まっています。ま
た、テレワークやオンライン授業の導入などのデジタル化が進んでいますが、テレワー
クの実施割合の推移をみると、都市部の方が進んでいることがうかがえます。

資料：厚生労働省「第1-3 回「新型コロナ対策のための全国調査」」

資料：内閣府「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」
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関心が高くなった

関心がやや高くなった

変わらない 関心が
やや低くなった

関心が
低くなった

今回の感染症の影響下における、地方移住への関心の変化（三大都市圏居住者）

年代別 地域別（20歳代）
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⑴　古くから海上交通の要衝として発展してきた香川県は、昭和９（1934）年に日本で
初めて国立公園に指定された「瀬戸内海国立公園」の東部に位置し、四国の東北部に
あります。
　　北は県花・県木のオリーブで知られる小豆島をはじめ、現代アートの聖地として世
界的に有名な直島など、大小110余の島々が、海産物の宝庫で「世界の宝石」と称さ
れる瀬戸内海に浮かび、魅惑の風景を醸し出しています。
　　また、南には讃岐山脈が連なり、北に向かって開けた讃岐平野には、おむすび型の
里山や1万２千を超えるため池が点在し、独特の景観を生み出しています。
　　河川はおおむね讃岐山脈に源を発し、北流して瀬戸内海に注いでいます。
　　美しい自然と温暖な気候に恵まれた本県は、万葉集にも「玉藻よし讃岐の国は国が
らか見れども飽かぬ」と歌われています。

⑵　面積は全国で最も小さく（1,876.80平方km）、平地と山地はおよそ相半ばしてい
ます。全国に占める面積の割合は0.5％ですが、可住地面積の比率は高く、人口密度
は中四国で最も高くなっています。

⑶　気候は年間を通じて比較的温暖で降水量は少なく、年間日照時間は全国上位にあ
ります。また、地震・台風などの自然災害は比較的少なく、これに温暖な気候、充実し
た都市型インフラなどが加わり、他地域に比べて暮らしやすい地理的条件が強みと
なっています。

⑷　こうした豊かな自然は、人々の生活を支える生活の基盤となるだけでなく、観光や
産業などさまざまな分野において、本県経済の成長を支える貴重な財産となります。

1　自然環境
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⑴　県内には、建設機械、自動車部品、電気機械などの分野で大手企業の工場が立地し
ており、その中核企業を中心に、高度なものづくり基盤技術を有する協力企業が多数
立地しています。
　　また、冷凍食品や調味料などの食品関連の企業が県内一円に多数立地しており、
臨海部には、造船や化学などの基礎素材分野の大型工場が立地しています。
　　本県には、シェア世界一・日本一の企業が多く点在し、その多くがニッチな分野で活
躍するニッチトップ企業です。
　　本県の製造業は、中小企業が多く、特定の業種に偏らない、バランスのとれた産業
構造となっています。

⑵　本県の地場産業は、恵まれた自然と伝統的な技法、さらには新しい技術がうまく調
和して発展してきました。
　　古くは金刀比羅宮参拝客の土産物として生まれ育ったうちわや、良質の花崗岩で
ある庵治石を加工して作る燈籠などの石工品、江戸時代に高松藩主の保護と奨励の
もとに発展し、高度な技法を誇る香川漆器などは、香川が全国に誇る伝統的工芸品で
もあり、伝統的な技術を受け継いだ職人によって丁寧に作られています。
　　また、全国シェアの９割以上を占める衣服用手袋をはじめ、スポーツ用手袋やうど
んと手延素麺に代表される和風めんのほか、革製ハンドバックなどは全国シェア上位
で歴史ある地場産業として知られています。

２　産業・県産品

香川県の特産品（工業製品）
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⑶　本県では、恵まれた自然条件のもと、品質の良い野菜や花き、魚など、さまざまな
農林水産物が生産されています。
　　県花・県木であり、全国一の生産量を誇るオリーブは、小豆島をはじめ、県内全域に
栽培が広がっています。マーガレットも全国一の生産量であり、高品質の切り花とし
て市場で高く評価されています。その他、はだか麦、ブロッコリーなど、全国シェア上
位を占める農産物があります。
　　食味の良い「おいでまい」、さぬきうどん用小麦「さぬきの夢」のほか、県オリジナル
品種を中心とした果物を「さぬき讃フルーツ」として、生産者が旬や品質等にこだわっ
て作った県産野菜を「さぬき讃ベジタブル」として、県内で生産された花を「さぬき讃
フラワー」として、生産振興を図るとともに、その特長や魅力を積極的にＰＲし、イメー
ジアップ、販路拡大に取り組んでいます。
　　東かがわ市引田の安戸池が養殖発祥の地として知られるハマチは、県魚に指定さ
れており、「ひけた鰤」、「なおしまハマチ」、「オリーブハマチ」を「香川ブランドハマチ三
兄弟」として県内外で消費拡大に取り組んでいます。その他、養殖ノリやカタクチイワ
シなども生産量が多く、全国上位に位置しています。
　　瀬戸内の温暖な気候風土に恵まれ昔から家畜の飼育が盛んに行われており、讃岐
牛、讃岐夢豚、讃岐コーチンを「讃岐三畜」としてブランド化するとともに、県特産のオ
リーブオイル採油後の果実を乾燥させたオリーブ飼料を与えた「オリーブ牛」、「オ
リーブ夢豚・オリーブ豚」、「オリーブ地鶏」を「オリーブ畜産物」として、生産拡大と消
費拡大に取り組んでいます。

香川県の特産品（農林水産物）

資料：経済産業省「令和元年工業統計表（品目別）」
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⑷　これまでの産業振興、県産品振興などの取組みを通じて、官民一体となって、地域
の「強み」となるさまざまな資源・技術が生まれています。
　　例えば、食品分野で事業化され、今後医薬品や農薬への応用などさまざまな可能
性を秘めている「希少糖」や、高品質で生産量全国１位の「オリーブ」とその関連商品、
健康志向の高まりに対応した発酵食品などの機能性食品、溶接などのものづくりの
ための基盤技術、県農業試験場が育成したオリジナル品種の米麦をはじめ野菜・果
樹・花きなどが今後の成長の芽となり得ます。

⑴　国内外の識者からもその美しさ・存在を称賛される瀬戸内海は、昭和９（1934）年
に日本で初めて国立公園に指定されました。
　　平成22（2010）年から３年に一度開催している瀬戸内国際芸術祭は、「海の復権」
をテーマに、世界中から参加したアーティストが、島に暮らす人々と交わりながら作品
を作り出し、瀬戸内海の美しい自然と、現代アートの聖地として知られる直島をはじめ
瀬戸内の島々に広がるアートが、国内外から高い注目を集めています。

⑵　国の特別名勝である栗林公園、こんぴらさんの愛称で親しまれる金刀比羅宮を擁
する琴平、寒霞渓やオリーブで有名な小豆島、源平合戦の古戦場でも知られる屋島
などをはじめ、全国に誇れる魅力的な観光資源が多数あります。
　　また、近年は、「日本のウユニ塩湖」とも呼ばれる「父母ヶ浜」や、「天空の鳥居」とも
呼ばれる「高屋神社」などの幻想的な景色が、InstagramなどのＳＮＳで話題となり、に
ぎわいを見せています。

資料：香川県農政水産部

３　観光・交流・地域活性化
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⑶　国の認定を受けた「香川せとうちアート観光圏」は、「世界の宝石」とも称される瀬
戸内海という地域資源と、県内に集積しているアートや文化遺産を活用した「滞在交
流型観光」に取り組んでいます。

⑷　また、平成27（2015）年４月に四国４県と関係57市町村の共同申請で日本遺産と
して初認定された「四国遍路」は、時代を超えて受け継がれてきた世界に誇る文化遺
産であり、本認定を契機に、官民一体となった世界遺産登録に向けた取組みを一層積
極的に進めていくこととしています。

⑸　さらに、国際会議や学会、全国大会等のＭＩＣＥの誘致により、観光振興や地域経済
への波及など、地域の活性化が図られることを期待するとともに、瀬戸内地域に人を
呼び込み、人々の交流を増やしていく契機となるよう、官民挙げて積極的に取り組む
こととしています。

⑹　その他、全国年明けうどん大会、高松国際ピアノコンクール、さぬき映画祭、香川丸
亀国際ハーフマラソンなどのイベントや、丹下健三の初期代表作である香川県庁舎
東館など著名な建築物、東山魁夷せとうち美術館やイサム・ノグチ庭園美術館、直島
地中美術館など、独自の文化芸術が多数存在しています。

⑺　カマタマーレ讃岐（サッカー）、香川オリーブガイナーズ（野球）、香川ファイブア
ローズ（バスケットボール）、香川アイスフェローズ（アイスホッケー）の４つの地域密
着型スポーツチームが活動しており、県民に夢と感動を与える存在となっています。

⑻　讃岐うどんは全国的に高い認知度を誇り、県内の有名うどん店に多くの観光客が
訪れています。また、サワラやマダコ、シタビラメなどに代表される瀬戸の地魚や骨
付鳥なども、「香川の食」として注目されています。
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⑴　古くから瀬戸内海の海上交通の要衝として栄え、明治以降は、四国の玄関口として
発展してきました。サンポート高松は、高松港・ＪＲ高松駅周辺のウォーターフロント
に、高度な都市機能や業務機能のほか、コンベンション機能を有し、国際会議や全国
規模の大会の開催に最適な環境が整っています。

　　また、現在整備を進めている「新県立体育館」は、「競技スポーツ施設」、「生涯ス
ポーツ施設」、「交流推進施設」としての機能を併せ持っており、一層のにぎわいづくり
が期待されます。

⑵　道路では、平成15（2003）年３月に全線開通した高松自動車道が基幹道路として
重要な役割を果たし、平成31（2019）年３月には、高松東ＩＣから鳴門ＩＣ間の４車線化
が完了したほか、本州とは瀬戸大橋で結ばれています。

　　また、県土は平地が多く、県内の道路は全国的に高水準で整備されています。

⑶　海路では、国内航路は神戸航路、国際貨物航路は釜山航路、青島・大連・新港（天津）
航路、上海航路がそれぞれ運航しています。高松港朝日町地区の国際物流ターミナ
ルでは、平成24（2012）年３月に耐震強化岸壁の供用を開始、コンテナターミナルに
ついては、平成26（2014）年４月にガントリークレーンを整備するなど、荷役効率が
大幅に高まっています。

　　また、高松港玉藻地区には、５万トン級岸壁（クルーズ客船用岸壁）があり、これまで
に全長241ｍの日本最大客船「飛鳥Ⅱ」をはじめ、近年はラグジュアリー・プレミアムク
ラスの外国客船も数多く入港しています。

⑷　空路では、国際線はソウル、上海、台北、香港を結ぶ４路線、国内線は羽田、沖縄、成
田線が就航し、観光交流をはじめとする国際交流人口の拡大や、本県はもとより、四
国における地域経済の活性に大きく寄与しています。

(5) 水資源については、平成21（2009）年４月に香川用水調整池（宝山湖）の運用を開
始するなど、渇水・緊急時の水確保に向けた対策が講じられてきており、県民生活や
産業活動への支障が生じる給水制限は実施されていない状況にあります。

４　社会・生活環境
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　　また、広域化による経営基盤の充実・強化を図るため、平成29（2017）年11月に県
と８市８町で構成する「香川県広域水道企業団」を設立し、平成30（2018）年４月から
事業を開始しており、将来にわたって安全で安心できる水道水を安定的に供給するこ
とをめざしています。

⑹　人口10万人当たりの救急病院数は全国７位にあり、良質な救急医療サービスが提
供されているほか、全県レベルのかがわ医療情報ネットワーク（Ｋ－ＭＩＸ Ｒ）が整備さ
れ、地域医療の充実が図られています。

　　また、平成26（2014）年３月に移転整備された県立中央病院は、県の基幹病院とし
て急性期医療への機能特化や三次救急医療に重点化し、最適・最善・最新の医療を提
供しています。

⑺　令和３（2021）年８月末現在で、新型コロナウイルス感染症に係る医療提供体制に
ついては、医療機関などのご協力をいただきながら、入院患者受入病床数等は234 
床の病床と宿泊療養施設361室となっています。

　　また、検査体制については、発熱患者などが地域で診療や検査を受けられる医療
機関として、270か所を指定しているほか、県内市町においても６か所の地域外来・検
査センターが設置されています。
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（医療提供体制や検査体制の整備）
　　本県では、令和２（2020）年３月17日に県内で初めての感染者が確認され、令
和２（2020）年４月20日までに28人の感染者が発生し、その後、しばらく感染者は確
認されませんでした。令和２（2020）年７月10日に約80日ぶりに感染者が発生して以
降、感染が急増または高止まりしている他の地域と比べると感染者数は少なく推移し
ていましたが、令和３（2021）年３月下旬から増加傾向となり、一旦、落ち着いたもの
の、令和３（2021）年７月下旬から再び増加傾向にあり、令和３（2021）年８月31日現
在で、累計4,298人となっています。
　　この間、ＰＣＲ検査機器の整備やＰＣＲ検査センターの設置などの検査体制の整備
や、受入病床の拡充、宿泊療養施設の確保などの医療提供体制の拡充を進め、感染
拡大に備えた体制を構築してきましたが、全国的にも感染の収束はいまだ見えてお
らず、今後も、新しい生活様式に基づく感染拡大防止策の徹底について一層の周知
を図るとともに、新たな流行シナリオに基づき、感染状況を注視しながら、体制を整備
していくことが重要です。

（社会経済活動の維持・回復）
　　国の緊急事態宣言が発出された令和２（2020）年４月、５月を中心に、外出自粛や休
業要請により、製造業や小売業・卸売業、飲食サービス業、交通事業者、観光宿泊業、
イベント事業、農林水産業などが大きな影響を受け、人々の生活行動の変化等によ
り、影響が長期化しているものもあります。
　　このため、国の対策にも呼応しながら制度融資や給付金の支給などを適切に実施
するとともに、影響が長引く業種に対しては、消費喚起などの対策を行い、地域経済
の維持・回復を図り、新しい生活様式に順応しながら成長を支える必要があります。
　　また、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機としたデジタル化の進展やテレ
ワークの普及、地方回帰の意識の高まりなど、人々の生活行動や意識の変化に対応
するため、あらゆる業態のデジタルトランスフォーメーションを促進し、デジタル社会
に適合した地域を創出するとともに、東京一極集中からの脱却に向け、人材の育成・
誘致、雇用の場の創出を図る必要があります。

１　新型コロナウイルス感染症の拡大防止と
社会経済活動の維持・回復、新しい生活様式の下での成長

・

・

・

・

・
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（人口減少・少子高齢化の進行）
　　本県の人口は、平成11（1999）年の約103万人をピークに減少に転じ、令和２
（2020）年の人口は約95万人と、平成12（2000）年以来21年連続の減少となってい
ます。現状のまま何ら対策を講じなければ、今後、人口減少は加速度的に進むことが
見込まれ、令和22（2040）年の本県の総人口は81万人程度にまで減少すると推計さ
れています。この間、年少人口、生産年齢人口が減少し、老年人口は増加から維持へ
シフトしていきます。
　　さらに、現状のまま何ら対策を講じず推移した場合、令和42（2060）年には、66万
人程度にまで減少すると推計され、経済規模の縮小、社会保障費の増加ひいては地
域社会の衰退等が懸念され、高齢者の割合が高く、いびつな人口構造が続くものと
見込まれます。
　　本県では、県外への進学や就職などにより、若い世代で県外への転出が多く見ら
れ、特に東京圏及び大阪圏への転出が著しく大きく、このことが人口の社会減に大き
な影響を及ぼしています。
　　また、本県の合計特殊出生率は、緩やかに上昇していましたが、近年は減少傾向に
あるとともに、出産期に当たる女性の数が減少していることを背景に、出生数は減少
しています。
　　人口の転出、特に若者の流出が続けば、仮に合計特殊出生率が上昇したとしても
出生数は減少が続き、人口の自然減に歯止めがかからなくなり、人口減少は加速度
的に進むことになります。

（人口減少社会への対応）
　　令和２（2020）年３月に改訂した「かがわ人口ビジョン」では、令和42（2060）年に人
口約77万人を維持するという目標を掲げており、人口約77万人を維持することがで
きれば、あらゆる世代の人口が均等な安定した人口構造となり、子どもから高齢者ま
で、あらゆる世代が笑顔で暮らすことができ、安心して働き、結婚し、生み育て、多くの
人が集う活気ある香川県を描くことができます。
　　このため、まずは、人口の社会増減をプラスに転換するため、若者に魅力のある働
く場の創出をはじめ、県内の雇用創出や生活・教育環境の整備など住みやすく魅力あ
る地域づくりを推進することで、若い世代の県外への流出を防ぐことが必要です。

２　人口減少問題の克服、地域活力の向上

・

・

・

・

・

・

・
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　　また、人口の自然減を抑制するためには、次世代を担う若年層の増加が不可欠で
す。結婚・妊娠・出産・子育ての希望を実現し、出生率を向上させていくため、若い世代
が安心して出産・子育てができる環境づくりや高齢者の社会参加の促進などの取組
みも必要です。

（定住人口の拡大）
　　移住先として、本県に関心を寄せる人々が年々増加していることから、移住検討者
に対する効果的な情報発信のほか、移住希望者への住まいや仕事のマッチング支援
など受入体制の充実、安心して暮らし続けてもらえるよう定住に向けた支援が必要で
す。
　　また、若者の県内定着を促進し、本県経済の活性化を図るため、若者に魅力のある
働く場を創出するとともに、県内就職に関する情報発信等を通じてＵＪＩターン等の促
進を図ることが重要です。
　　さらに、県内大学に進学した県内出身者の県内での就職率が約８割である状況を
踏まえ、県内大学等の特長を生かした魅力づくりや、学生に対する効果的な広報活
動、地域連携活動を促進するため、大学等との連携を強化する必要があります。

（交流人口の回復・拡大）
　　全国各地において、インバウンド誘客など観光振興における地域間競争が激化し
ているため、国内外からの旅行先として「選ばれる香川」になるよう、本県特有の資源
を生かし、ターゲットを踏まえた戦略的な誘致施策に取り組む必要があります。
　　また、地域の活性化を図るため、滞在時間の拡大や観光消費額の増大につながる
取組みを推進していくことが重要です。
　　四国の玄関口として、官民の連携により、高松空港の航空ネットワークの拡充や利
用環境の向上に努めるとともに、経済の活性化や災害対応の観点から、四国の新幹
線を早期に実現することが必要です。

・

・

・

・

・

・

・
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（着実な防災・減災対策）
　　今後30年以内の発生確率が70％～80％と高まる南海トラフ地震や、近年全国各
地で頻発化している大規模な風水害等から県民一人ひとりの命を守るため、海岸堤
防等やため池の整備、水道施設の耐震化等を推進する必要があります。
　　また、県政世論調査結果から、家庭での対策は十分とは言えないため、県民の防災
意識の向上を図り、自助に向けた取組みのほか、警戒避難体制、防災情報に関する伝
達体制を充実させるとともに、関係機関と連携して、自主防災組織や消防団の充実強
化等を図ることにより、ハード・ソフト両面での総合的な防災・減災対策を推進する必
要があります。

（子育て環境の整備）
　　少子化の流れを止め、長期的には出生率の向上等により人口増への転換を図るた
めには、結婚から妊娠・出産、子育てまでの支援を切れ目なく、地域の実情に応じて総
合的に進め、若者が家庭を持ち、健やかに育てることに夢や希望を感じることのでき
る社会をつくる必要があります。
　　また、児童虐待防止対策の強化を図るとともに、地域における子どもや家庭への支
援、里親や児童養護施設等における代替養育など、社会的養育の充実に向けた取組
みを推進する必要があります。

（健康長寿の推進）
　　本県では、三大生活習慣病死亡率や糖尿病死亡率が全国平均を上回っていること
から、生活習慣病の予防に向け、子どもの頃からの健全な生活習慣の定着、特定健診
やがん検診の受診率向上に向けた取組みなど、誰もが生涯を通じて、健康で明るく
生きがいを持って暮らせるようライフステージに応じた健康づくりを進める必要があ
ります。
　　また、高齢者の運動機能や栄養状態等の心身機能の改善に加え、日常生活におけ
る活動や社会参加を促し、生活の質の向上を図る介護予防に取り組むことが必要で
す。

・

・

・

・

・

・

３　県民の暮らしを守る環境づくり
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（医療・介護体制の充実）
　　新型コロナウイルス等の新たな感染症への対応を行うとともに、急性期から在宅
医療までの切れ目ない医療体制、医療と介護との連携体制を構築するほか、地域間
の偏在の解消に向けて、医師や看護師などの医療人材の確保に取り組む必要があり
ます。
　　また、年々増加する要介護者に対しては、本人の有する能力に応じ、その人らしい
生活を送ることができるよう、介護サービスの充実を図るとともに、介護人材を安定
的に確保する必要があります。

（地域福祉の推進）
　　元気な高齢者をはじめとする地域住民が地域福祉の担い手となり、十分に力を発
揮し、活躍できるよう、活動に必要な知識を得るための研修の機会や活動を支える体
制づくりが必要です。
　　また、認知症高齢者の増加を踏まえ、認知症に関する正しい理解の普及・啓発や見
守り、医療・ケア体制を充実させるとともに、障害者に対しても、自立した生活を送れ
るよう就労支援や社会参加の拡大に向けた取組みの充実が求められています。

（社会資本整備）
　　本県産業・経済の活性化と安全で安心できる生活を確保し、活力ある地域づくりを
進めるため、主要幹線道路や港湾施設などの産業基盤の整備を進めるとともに、公
共土木施設の計画的な維持修繕による施設の延命化の取組みが必要です。
　　また、集約型都市構造の実現の観点から、交通ネットワークの利便性と結節性の向
上を図るとともに、増加する空き家の適正管理や利活用を促進する必要があります。
　　さらに、安全な水を安定的に供給するため、水資源施設の整備や水道の基盤強化
を推進する必要があります。

（交通事故や犯罪への対応）
　　人口10万人当たりの交通事故死者数が全国ワーストに位置する危機的な交通情
勢を踏まえ、交通死亡事故の抑止に向けて、高齢者に対する安全指導等の取組みを
推進するとともに、綿密な交通事故分析に基づき、取締りの強化や交通安全教育、交
通環境の整備等、交通安全対策を進めることが必要です。

・

・

・

・

・

・

・

・
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　　また、県民の体感治安に直結する身近な犯罪であるストーカーやＤＶ事案等が高
水準で推移していることから、人身の安全を確保するための取組みを強化するととも
に、地域防犯力を高めつつ、特殊詐欺対策やサイバー犯罪対策等効果的な犯罪対策
を講じていく必要があります。

・
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（産業の振興）
　　県内経済の持続可能な発展に向け、本県ならではの地域資源や技術等を生かして
地域経済を牽引する企業の育成・支援や、地域経済の活性化をもたらす創業・第二創
業を促進するための環境整備に取り組む必要があります。
　　ＡＩやＩｏＴ、５Ｇ等のデジタル技術の急速な進化や経済のグローバル化といった経済
情勢の変化に対応するため、企業の生産性向上に向けたデジタル技術の利活用の促
進や、次代の経営を担う人材や先端技術を活用できる人材などの産業人材の育成に
向けた支援等に取り組む必要があります。

（雇用対策）
　　少子高齢化の進行などにより、本県の生産年齢人口が減少する中で、今後も、県内
企業における人材不足が懸念されることから、若者の県内就職や女性・高齢者・障害
者などの人材の活用を促進していく必要があります。
　　また、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現す
るため、長時間労働の是正やテレワークの促進など、働き方改革を推進していく必要
があります。

（農林水産業の振興、ブランド力の強化）
　　就業者の高齢化や担い手不足が顕在化している農林水産業の持続的な発展に向
けて、関係機関と連携しながら、担い手を確保・育成するとともに、高品質で特色のあ
る農林水産物の生産拡大をめざす必要があります。
　　また、県産品の販売実績（県サポート実績）は国内、国外ともに増加傾向にあります
が、地域間競争が激化していることから、積極的な情報発信や一層のブランド化に取
り組むとともに、関係者との連携を強化し、県産品の商品特性を生かして販路拡大な
どを推進する必要があります。

・

・

・

・

・

・

４　社会経済情勢の急激な変化への対応
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（豊かな人間性と個性あふれる子どもたちの教育）
　　新学習指導要領で求められている「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて、
児童生徒の学習状況を適切に把握・分析し、授業改善を図るための施策等を推進す
るとともに、その基盤となる指導体制の充実を図る必要があります。
　　ベテラン教員の大量退職に伴い、教員の資質・能力の低下が懸念されていること
から、本県の教育水準の維持向上のため、意欲と熱意を持った優秀な教員を確保す
るとともに、若手教員の資質・能力の向上を図ることが重要です。
　　また、増加する児童生徒による暴力行為やいじめ、不登校のほか、社会的な問題と
なっているネット・ゲーム依存に対応するため、生徒指導の充実や専門スタッフの効
果的な活用を図る必要があります。
　　さらに、子どもたちを取り巻く社会環境は急速に変化しており、グローバル社会へ
の対応や郷土への理解など、子どもたちが未来を生きていくために必要な資質・能力
を育成する必要があるほか、多様性について正しく理解し、お互いを認め合うことが
できるような指導や支援体制の充実を図る必要があります。

（自然との共生の推進）
　　地球温暖化やごみ処理問題、生物の多様性の危機など、さまざまな環境問題に対
応するため、関係機関と連携して県民の環境保全活動を促進するなど、持続可能で
環境と調和した地域づくりを推進するとともに、地球環境・自然環境等の保全や循環
型社会の形成に取り組む必要があります。
　　また、新型コロナウイルスからの経済回復に当たっては、将来的に環境と成長の好
循環が実現する社会をめざし、脱炭素社会の実現につなげていく必要があります。

（農山漁村の活性化）
　　急速に進行する人口減少や少子高齢化により、地域を支える担い手の不足や地域
社会の活力低下が懸念される中、活力ある農山漁村をつくるため、地域の多面的機
能や集落機能の維持・発揮に努め、これらの活動を担う地域のリーダーを育成するほ
か、魅力あふれる地域資源を発掘・活用し、都市部住民との交流や農山漁村地域への
移住・定住の取組みを促進する必要があります。

・

・

・

・

・

・

・

５　持続可能な地域づくり
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（文化芸術・スポーツを通じた地域の活性化）
　　平成22（2010）年から３年に一度開催している瀬戸内国際芸術祭などにより、文化
芸術に対する人々の関心が高まっていることから、文化芸術活動に主体的に関わる
人々への支援や、文化芸術に触れる機会の充実を図るとともに、「アート県」ブランド
の確立に向け、本県の有する文化芸術の魅力を国内外に向けて戦略的に発信する必
要があります。
　　ラグビーワールドカップ2019の開催や令和３（2021）年の東京オリンピック・パラ
リンピック競技大会の開催を契機にスポーツに対する関心が高まっていることから、
関係団体との連携により、スポーツを「する」、「みる」、「ささえる」といった多様なス
ポーツ活動への関わりを推進するための環境づくりを推進するとともに、競技力の向
上を図るための環境の整備に取り組む必要があります。
　　また、交流人口の増大や地域活性化を図るため、県立丸亀競技場をはじめとするス
ポーツ施設や地域密着型スポーツチームなど既存の資源を活用するとともに、「競技
スポーツ施設」、「生涯スポーツ施設」、「交流推進施設」としての機能を併せ持つ、新県
立体育館の整備を推進する必要があります。

・

・

・
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⑴防災・減災社会の構築

⑵子育て支援社会の実現

⑶健康長寿の推進

⑷安心できる医療・介護の充実確保

⑸地域福祉の推進

⑹人権尊重社会の実現

⑺安心して暮らせる水循環社会の確立

⑻安全で安心できる暮らしの形成

南海トラフ地震・津波対策の推進

大規模な風水害に強いまちづくりの推進

危機管理体制の強化

防災意識の向上

安心につながる社会資本の整備

結婚・妊娠期からの支援

子ども・子育て支援の充実

子どもや子育て家庭にやさしい環境の整備

児童虐待防止対策・社会的養育の充実

健康づくりの推進

社会参加の促進と生きがいづくりの推進

新型コロナウイルス等の感染症対策の強化

安全で質の高い医療の確保

医師・看護職員の確保

介護サービス等の充実

ともに支え合う社会づくりの推進

障害者の自立と社会参加の促進

高齢者の安全の確保

人権啓発の推進

人権・同和教育の推進

人権擁護活動の充実

水の安定供給の確保

水循環の促進

安全な交通社会の実現

犯罪に強い社会の実現

暮らしにおける安全確保

セーフティネットの充実

人と動物との調和のとれた共生社会の実現
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29
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33

34

35

36

37
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39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

移住の促進

若者の定住促進

成長産業の育成・集積

創業や新事業展開の促進

独自の強みを持つ企業の競争力の強化

企業の海外展開の促進

産業の成長を支える人材の育成

中小企業の経営支援

企業立地の促進と産業基盤の強化

安定した雇用の創出と就労支援

働き方改革の推進

外国人材の受入れ支援

外国人との共生推進

観光かがわの推進

地域の活性化につながる交流の推進

農業の担い手の確保・育成

農産物の安定供給

農産物の需要拡大

生産性を高める農業の基盤整備

森林整備と森林資源循環利用の推進

水産物の安定供給と需要拡大

漁業の担い手の確保・育成と生産性を高める基盤整備

県産品の販路開拓

県産品の認知度向上

アンテナショップの充実・強化

デジタルトランスフォーメーションを支えるデジタル人材の育成

生産性の向上のための産業のデジタル化の加速

行政のデジタル化の推進

広域交通ネットワークの充実・強化

地域交通ネットワークの整備
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⑼定住人口の拡大

⑽商工・サービス業の振興

⑾雇用対策の推進

⑿外国人材の受入れ支援・共生推進

⒀交流人口の回復・拡大

⒁農林水産業の振興

⒂県産品の振興

⒃デジタル化の推進

⒄交通ネットワークの整備
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学校教育の充実

家庭や地域の教育力の向上

男女共同参画社会の実現に向けた基盤づくりの推進

あらゆる分野における女性の活躍の推進

安全・安心に暮らせる社会の実現

青少年の健全育成

ＮＰＯ・ボランティア活動の促進

生涯学習の促進

県内大学等の充実強化

県内大学等との連携強化

環境を守り育てる地域づくりの推進

脱炭素社会の実現に向けて地域とともに取り組む地球環境の保全

持続可能な循環型社会の形成

自然とともに生きる地域づくりの推進

生活環境の保全

暮らしを支えるみどりの充実

県民総参加のみどりづくり

都市・集落機能の向上

活力あふれる農山漁村の振興

地域を支える活動の促進

国際化の推進

文化芸術の振興

文化芸術による地域づくりの推進

スポーツ参画人口の拡大

競技力の向上
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⒅教育の充実

⒆男女共同参画社会の実現

⒇青少年の育成と
県民の社会参画の推進

魅力ある大学づくり

環境の保全

みどり豊かな暮らしの創造

活力ある地域づくり

文化芸術による地域の活性化

スポーツの振興
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防災・減災社会の構築
分野 1
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〔現状と課題〕
○　南海トラフ地震は、東日本大震災の原因となった地震と同様な海溝型の巨大地震で、
90～150年の周期で繰り返し発生しており、県の地震・津波被害想定では、最悪の場合、
死者数が6,200人、避難所への避難者数が119,000人、全壊・焼失家屋約35,000棟と
いう甚大な被害が想定されています。昭和21（1946）年の昭和南海地震からすでに約
75年が経過し、南海トラフ地震の今後30年以内の発生確率が70％～80％と予測され
ていることから、防災・減災活動の拠点となる県有施設をはじめとするさまざまな施設に
ついても耐震化などの安全性確保の備えを着実に推進するとともに、県民の防災意識
の向上を図るなど、ハードとソフト両面での総合的な対策を計画的に進めていく必要が
あります。

〔取組みの方向〕
1　南海トラフ地震・津波に備えた施設設備の整備
○　「香川県地震・津波対策海岸堤防等整備計画」に基づき、優先度の高い箇所から重点
的・集中的に海岸堤防や河川堤防等の補強などの対策を進めます。

〇　緊急輸送道路の橋梁、防災上重要な中小規模ため池、水道施設、その他耐震化が必要
な県有施設について計画的・効率的な耐震化等を推進します。

〇　地震に対する安全性確保のため、県有建物の外壁等の危険度、緊急輸送道路の橋梁
等の健全度、ダムの耐震性能などについて定期的に調査を行ったうえで、必要な保全工
事を推進します。

○　地震発生時の倒壊等を防ぎ、入院患者や入所者の安全を確保するため、医療機関や
社会福祉施設等の耐震化を促進します。

○　災害警備部隊などが救出・救助活動を円滑に行うために必要な資機材の整備を進め
ます。

2　南海トラフ地震・津波に備えたソフト対策の充実
○　自主防災組織の充実・強化のため、その中核を担うリーダーへの研修、防災士の養成、
防災マップの作成、防災訓練などの取組みに対する支援を行います。

　　また、県民の防災意識の向上を図るため「南海トラフ地震に関するＤＶＤ」などを活用し
た広報啓発を行うとともに、市町・民間企業の業務継続計画（ＢＣＰ）の策定等を促進し、四
国の防災拠点として、国の現地対策本部等と連携した円滑な対応ができるように、大学
等とも連携し、地域継続計画への取組みを進めます。

○　南海トラフ地震・津波を想定した防災訓練を、防災関係機関などと連携して実施すると
とともに、警察、緊急消防援助隊、災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）、ドクターヘリなど各分
野でも訓練を実施し、広域的な連携や災害対応能力の向上を図ります。

分野１　防災・減災社会の構築

施策 1 南海トラフ地震・津波対策の推進
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○　避難所への避難者119,000人に対応した災害時用物資の備蓄を、県と市町で１日分
確保するとともに、民間事業者との災害時応援協定の拡充を積極的に図り、流通備蓄の
確保に努めます。また、市町・民間事業者等と連携した避難所への円滑な物資の搬送体
制の確立に取り組みます。

○　南海トラフ地震に備え、民間住宅や緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進するた
め、市町と連携して耐震診断・耐震改修に対する支援を行うとともに、老朽化して倒壊の
おそれのある空き家についても、市町と連携し除却に対する支援を行います。
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〔現状と課題〕
○　近年の気候変動の影響等もあり、勢力の強い台風や局地的な集中豪雨による浸水被
害、土砂災害など甚大な被害が全国各地で相次いで発生しています。本県においても、
平成16（2004）年には台風が何度も襲来し、大雨や高潮によって、死者19人、床上浸水
１万棟もの被害や、近年では、平成30（2018）年７月豪雨などにより過去10年間で最大
件数となる土砂災害が発生しています。

　　今後も、風水害の頻発化・激甚化が懸念されることから、風水害や土砂災害などの自
然災害を防止するため、治山・治水事業、砂防事業などによる災害予防施設の整備や老
朽ため池の整備を引き続き進める必要があります。また、近年、雨水出水による浸水被
害も多発していることから、雨水排除に係る下水道整備を推進する必要があります。

○　市町の防災情報に関する伝達体制の充実、関係機関が連携した防災訓練、風水害発
生時の適切な避難行動の促進などが急務となっています。

〔取組みの方向〕
1　風水害に備えた施設設備の整備
○　高潮対策も含めた地震・津波対策を推進するため、「香川県地震・津波対策海岸堤防等
整備計画」に基づき、優先度の高い箇所から重点的・集中的に海岸堤防や河川堤防等の
補強などの対策を進めます。

○　過去の浸水実績や河川の重要度を考慮し、洪水などを防止するための河川改修を計
画的に実施するとともに、人家や病院・社会福祉施設・幼稚園などの施設がある土砂災害
危険箇所等を優先的に、砂防施設・治山施設の整備を推進するほか、治水機能と利水機
能を有するダムの建設や老朽ため池の改修を進めます。

○　市町の雨水排除に係る下水道施設の整備、ポンプ施設等の耐水化が着実に進められ
るよう、市町に必要な助言を行います。

2　風水害に備えたソフト対策の充実
〇　「逃げ遅れゼロ」を実現するため、市町が行う浸水想定区域等各種ハザードマップの作
成や危機管理型水位計による情報提供など水害リスク情報の共有や避難確保体制の整
備を図るとともに、関係機関と連携した防災訓練の実施など、災害対応能力の向上に努
めます。

○　居住地域における土砂災害などの危険性を認識し、災害時に正しい行動をとることが
できるように、防災センター等を活用した広報啓発や防災教育を一層進めるとともに、消
防団員の確保、自主防災組織のリーダーなどの人材育成に努めます。

分野１　防災・減災社会の構築

施策 2 大規模な風水害に強いまちづくりの推進
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〔現状と課題〕
○　本県では、自助・共助・公助の連携を基本理念とする防災対策基本条例に基づき、災害
に強い香川づくりに取り組んでいますが、自主防災組織の結成には一定の進捗が見られ
るものの、その活動の状況は、まだ十分とは言えません。また、消防職員とともに実際の
消火・救助活動などを担う消防団員の確保が課題となっています。

○　防災訓練の実施や災害時に備えた医療提供体制の整備、関係機関との連携を一層進
める必要があるなど、危機管理体制の充実・強化を図ることが求められています。

○　東日本大震災では、広域的な応援体制の重要性を認識させられたことから、県内各市
町の相互応援体制の整備を促進するほか、中国・四国ブロック内における連携強化やブ
ロックを越えた全国的な支援体制を充実・強化することも求められています。

○　防災情報システム・防災行政無線は耐災害性に配慮した更新整備を行ったところです
が、今後の情報通信技術の進歩に応じた見直しが適宜必要であり、また、各分野での情
報収集・伝達体制の充実・強化も必要となっています。

○　避難体制については、高齢者、障害者、外国人など要配慮者の避難誘導や福祉避難所
の収容可能数の拡充など避難行動の支援体制を強化する必要があります。

○　また、新型コロナウイルス感染症が拡大する中、災害が発生した場合、感染リスクを懸
念して避難行動をとらないおそれがある一方で、多くの方が避難所に避難すると、三密
（密閉・密集・密接）状態になるおそれがあることから、避難所における感染症対策に努め
る必要があります。

〔取組みの方向〕
1　地域防災計画等の見直し
○　香川県国土強靭化地域計画の基本目標を前提に、香川県地域防災計画や香川県石油
コンビナート等防災計画、香川県南海トラフ地震・津波対策行動計画などを、訓練や実際
の災害等で把握された問題点、国等が公表する情報・最新の知見、民間事業者との協定、
各種施策の進捗等を踏まえて、ＰＤＣＡサイクルを通じて見直しを行います。

2　防災関係機関等との連携の強化
○　香川大学四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構等の地元大学と共同研究を行う
など、大学等の教育研究機関との連携を強化するとともに、その成果を市町と共有し、地
域における防災・減災の諸課題に対応するため、市町防災・減災対策連絡協議会や大規
模氾濫等減災協議会を通じて県と市町、市町間の連携を強化します。

○　地域における防災体制を強化するため、市町や民間事業者等と密接に連携し、災害時
に機能する自主防災組織の育成強化を推進するとともに、防災士の活用のほか研修や
講習会を通じて、防災活動の中心となる地域防災のリーダーの養成に努めます。また、
市町とともに、民間事業者などの協力を得て、消防団員の確保に努めます。

分野１　防災・減災社会の構築

施策 3 危機管理体制の強化
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○　県と民間事業者などとの間で災害時応援協定の締結を進め、官民が協力して、生活物
資の確保や倒壊家屋の撤去などの対策を行います。

○　医師会や消防など関係機関との連携を強化するとともに、災害派遣医療チーム（ＤＭ
ＡＴ）の育成、ドクターヘリとの連携等、災害拠点病院等における災害時の医療提供体制
の整備を推進することにより、医療救護体制の向上を図ります。

○　災害発生時の県内各市町の相互応援体制の充実・強化を支援するとともに、中国・四
国ブロック内の連携強化に努め、広域災害が発生した際の全国的な支援・受援体制の強
化を働きかけていきます。

○　防災訓練などを、国の各機関、自衛隊、各消防本部（局）、各市町、各ライフライン事業
者などの防災関係機関や協定を締結した団体などと実施し、連携を深めます。

3　情報伝達体制の充実・強化
○　防災情報を迅速かつ的確に収集・伝達するため、防災情報システムや防災行政無線の
確実な運用を行うとともに、市町をはじめ防災関係機関・団体等とも連携し、これらのシ
ステムを用いた防災訓練を実施するなど、情報伝達体制の充実・強化を図ります。

○　県民の適切な避難行動を促進するため、スマートフォンの位置情報を活用したさまざ
まな防災情報を提供する防災アプリ「香川県防災ナビ」や登録された携帯電話等へ防災
情報などを配信する「防災情報メール」の周知に努め、県民のダウンロード・登録を推進
します。
○　広域災害・救急・周産期医療情報システムの確実な運用を行うとともに、社会福祉施設
等の被害状況を把握するシステムの普及に努めます。

○　災害時に、各種防災情報を収集する水防情報システム、地すべり自動監視システム、砂
防情報システムなどの各種システムの確実な運用を行います。

○　防災情報システムや防災行政無線などの各種システムについて、情報通信技術の進
歩などを踏まえ、必要に応じてシステム改修や機器の整備・更新を行います。

○　県災害時多言語支援センターを開設し、多言語での災害情報提供や外国人住民から
の相談対応を行える体制を整えます。

4　避難体制の強化
○　高齢者や障害者等の避難行動要支援者に対し、避難誘導など災害時に迅速かつ的確
な対応を図るため、個別避難計画の策定を進めるとともに、福祉避難所の収容可能数の
拡充に取り組むなど支援体制の強化に努めます。

○　新型コロナウイルス感染症などの感染症が流行している中にあっても、県民の皆様に、
躊躇なく避難行動をとってもらうため、市町と連携して、より多くの避難場所の確保や避
難者間の適切な距離の確保、パーティションの活用など避難所での三密の回避、マスク
や消毒液等の備蓄など、感染症対策を踏まえた適切な避難所運営に努めます。
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〔現状と課題〕
○　県政世論調査における防災・減災対策は、毎年重要度が高いが、満足度は低い状況と
なっており、平成30（2018）年度の県政世論調査では、不満と思っている対策としては、
自分や家族で取り組む対策が最も多く、中でも、家族等との連絡方法の確認や家具等の
転倒防止などの対策を実施している割合が低い状況でした。

○　また、同調査では、地域で取り組んでいる防災・減災対策について、自主防災組織の活
動に参加している方は少なく、地域やマンションなどで、災害時に備えた取り決めや会議
を行っている割合も低い状況にあります。

○　災害時に命を守るためには、まずは自助、共助が大事です。県民一人ひとりが、災害に
備えて、具体的な避難準備や防災対策などに積極的に取り組んでいただくとともに、地域
における災害リスクを踏まえ、平時から発災時の防災行動を検討しておく必要があります。

○　災害時に不安を抱く外国人住民が多いことから、県と市町が連携して、外国人住民に
対する防災知識の普及などさまざまな対策を講じる必要があります。

〔取組みの方向〕
1　自助の取組みの促進
○　「自分の命は自分で守る」という意識をもって、適切な避難行動を考えてもらうため、津
波や洪水など各種ハザードマップを活用した地域の災害リスクや避難場所の確認、防災
情報の入手方法などの普及啓発を行います。

○　命や財産を守り、早期の復興や避難生活を長引かせないため、市町と連携して、住宅
の耐震化や家具の転倒防止のほか、備蓄や非常用持出品の準備など家庭での防災対策
の普及啓発に努めます。

○　子どもの頃から自分の命を守るための適切な防災行動を身につけるため、防災教育
副読本等の活用により学校における防災教育の充実を図るとともに、地域の訓練に参加
するなど地域と一体となった取組みを促進します。

○　多言語による防災ガイドブックを活用し、外国人住民が日頃から災害への備えができ
るよう防災知識の普及に努めます。

2　共助の取組みの促進
○　地域の安全は地域住民が互いに助け合って守るという意識を深めるため、市町と連携
して、自主防災組織を結成し、防災活動への積極的な参加を促進するとともに、消防団員
の確保に努めます。

○　地域における避難方法の確認や防災訓練の実施など防災対策の推進に当たっては、
市町や自主防災組織・消防団など関係団体と連携して取り組み、平時と災害時の防災活
動に関する地区防災計画の策定を促進します。

○　地域の継続的な防災活動を推進するため、男女を問わず多様な世代等が参加できる
よう防災訓練の充実、必要な資機材等の整備促進、自主防災組織のリーダーの育成を図
るとともに、災害ボランティア活動への参加意識の醸成に努めます。

分野１　防災・減災社会の構築

施策 4 防災意識の向上
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〔現状と課題〕
○　南海トラフ地震の今後30年以内の発生確率が70％～80％と高まっていることから、
被害想定を踏まえた社会資本の地震・津波対策を計画的に進めていく必要があります。

〇　近年の気候変動の影響等もあり、風水害の頻発化・激甚化が懸念されることから、風
水害や土砂災害対策として、河川改修や砂防施設の整備等を進めていく必要があります。

○　高度成長期以降に集中的に整備した公共土木施設が今後一斉に老朽化し、維持補修
費や更新費が大幅に増大することが見込まれることから、公共土木施設を計画的に維持
管理・更新することによって、トータルコストの縮減・平準化等を図る必要があります。

〔取組みの方向〕
1　災害に備える社会資本の整備
○　「香川県地震・津波対策海岸堤防等整備計画」に基づき、優先度の高い箇所から重点
的・集中的に海岸・河川堤防等の地震・津波対策を進めるとともに、地震に対する安全確
保や復旧活動等に必要な緊急輸送道路の橋梁、河川管理施設、港湾施設、下水道施設な
ど社会資本の計画的・効率的な耐震化等を進めます。
○　過去の浸水実績や河川の重要度を考慮し、洪水等を防止するための河川改修、ダム建
設等を計画的に行うとともに、人家や病院・社会福祉施設・幼稚園等の施設がある土砂災
害危険箇所等を優先的に、砂防施設等の整備を推進します。

○　緊急輸送道路において、道路法面等の点検を行い、必要な防災工事を推進するととも
に、台風等による電柱の倒壊を防止する電線類の地中化を計画的に進めます。

2　公共土木施設の老朽化対策の推進
○　道路、河川、港湾、下水道、公園等を「資産」としてとらえ、その状態を客観的に把握・評
価し、中長期的な資産の状態を予測するとともに、ライフサイクルコストの最適化を図る
「アセットマネジメント」の考え方を導入して、公共土木施設の計画的な維持管理を推進
します。
○　具体的には、損傷が進行する前に老朽化対策を行う「予防保全」の考え方も取り入れな
がら、個別施設ごとの長寿命化計画に基づく計画的な維持管理を推進することにより、
公共土木施設の修繕や更新等に係る全体的な費用の縮減と平準化を図ります。

分野１　防災・減災社会の構築

施策 5 安心につながる社会資本の整備
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子育て支援社会の実現
分野 2
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指標番号欄の＊印は、再掲指標
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〔現状と課題〕
○　本県の出生数は、平成元（1989）年以降１万人を割って推移し、令和２（2020）年は
6,179人（概数）と過去最低となっています。また、令和２（2020）年の合計特殊出生率は
1.51（概数）と、人口を維持する水準とされる2.07を大きく割り込んでおり、少子化の進
行に歯止めがかからない状況にあります。

○　晩婚化・晩産化の進行や未婚率の上昇が出生数の減少に影響を与えていることから、
結婚を希望する男女の出会いの機会の提供や、結婚を応援する気運を高める取組みを
行う必要があります。

○　核家族化の進行や地域のつながりの希薄化などにより、気軽に相談できる相手が身近
にいないなど、保護者が子育てに対する不安や悩み、孤立感を感じており、妊娠・出産・子
育てに関する不安や悩みを軽減するための切れ目ない支援が求められています。

○　晩婚化や出産年齢の高年齢化が進行しており、低出生体重児の割合が減少していな
いことや、不妊や不育症に関する相談が多く寄せられていることなどから、相談体制の強
化や治療に対する支援など、総合的な母子保健医療対策の充実が求められています。

〔取組みの方向〕
1　結婚を希望する男女の応援
○　結婚を希望する男女の出会い・結婚をサポートする拠点である「かがわ縁結び支援セ
ンター（ＥＮ-ＭＵＳＵかがわ）」において、１対１の個別マッチングによるお見合い事業や登
録企業・団体等が実施する婚活イベントの支援等に取り組みます。

○　かがわ縁結び支援センターの利便性の向上や独身者を対象としたセミナーの開催等
による支援体制を充実することで、結婚を希望する男女の出会いの機会の創出に努めま
す。

〇　市町や企業、団体と連携し、独身男女が結婚や家庭生活について前向きに考えること
ができる情報提供等を行うことにより、結婚を希望する男女を応援する気運づくりに努
めます。

2　妊娠・出産の希望をかなえる支援
○　これから結婚を迎える若い世代が、早くから結婚・妊娠・出産・子育てを含んだ人生設
計を考えることができるよう、男女の体や妊娠・出産の仕組みなど、結婚・妊娠の正しい
知識の普及啓発を図ります。

〇　不妊や不育症で悩む夫婦等に対し、不妊・不育症相談センターにおいて専門知識を有
する医師、看護師等による相談指導を行うとともに、子どもを持とうとする夫婦に不妊治
療や不育症治療、がん患者等に対する妊孕性温存治療などへの支援を行います。

分野２　子育て支援社会の実現

施策 6 結婚・妊娠期からの支援
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3　妊娠期からの切れ目ない相談・支援体制の構築
○　妊娠中から産後における健康や感染症への不安、新生児の栄養や乳幼児の食生活の
悩みなど、妊娠期や出産期、乳幼児期の育児などにおける不安や悩みを軽減し、余裕と
自信を持って出産・育児ができるよう、専用の相談窓口「妊娠出産サポート」や各機関の
相談窓口における相談や、市町の子育て世代包括支援センターなどを通じて、妊娠・出
産・子育てに関する正しい情報の提供に努めます。

○　市町や医療機関、関係機関と連携し、妊娠期における妊婦健康診査や保健指導、産後・
子育て期における産婦健康診査や産後ケア、新生児訪問や乳児家庭全戸訪問事業など、
妊娠・出産・子育てにおける切れ目ない支援を行います。

○　二次医療圏ごとの夜間における小児科医の確保、夜間の急な病気などについての電
話相談の実施、小児救命救急センターに対する支援など小児救急医療体制の整備・充実、
小児慢性特定疾病の早期治療を促すための医療費助成など、小児医療の充実を図りま
す。

○　母体が危険な妊産婦や低出生体重児に高度な周産期医療を提供するため、県内２か
所の総合周産期母子医療センターや地域の医療機関の新生児集中治療室（ＮＩＣＵ）を有
効に活用するとともに、保健師等の訪問指導による未熟児等への早期支援や母親への
サポートなどを行う市町を支援するなど、継続的な看護体制の充実を図ります。
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〔現状と課題〕
○　人格形成の基礎を培う乳幼児期においては、子どもの発達段階に応じた質の高い教
育・保育が保護者と連携しながら提供されることが重要です。

〇　保育所等では、年度当初から待機児童が発生しており、保育士や放課後児童支援員等
の人材不足により受け入れ体制に制約が生じることが主な原因です。市町の実施した子
育て家庭へのニーズ調査に基づいた、教育・保育の量の見込みに対する提供体制を確保
する必要があります。

○　核家族化の進行や地域のつながりの希薄化などにより、子育て家庭の孤立化が進み、
気軽に相談できる相手が身近にいない、子どもの育てにくさを感じているなど、保護者
が子育てに対する不安や悩み、孤立感を感じていることから、在宅の子育て家庭を含む
すべての家庭や子どもを対象とした子育て支援について、量・質両面にわたり充実を図
る必要があります。

○　ひとり親家庭が自立し、安心して子どもを育てる環境づくりが必要です。また、障害の
ある子どもが、それぞれの障害や個性に応じて、地域で自分らしく暮らしていくための支
援の充実を図る必要があります。

○　子どもの現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右されることなく、すべて
の子どもたちが夢と希望を持って成長できる社会を実現する必要があります。

○　質の高い教育・保育や地域における子ども・子育て支援を提供するためには、保育士、
幼稚園教諭、保育教諭、子育て支援員など子どもの育ちを支援する者の専門性や経験が
極めて重要です。

〔取組みの方向〕
1　就学前の教育・保育の充実
○　子ども・子育て支援新制度が、保護者の選択に基づき、多様な施設または事業者から
教育・保育を受けられるような提供体制の確保を目的の一つとしていることに鑑み、就学
前の教育・保育の実施主体である市町が、子育て家庭のニーズを踏まえ、計画的に量・質
両面にわたり教育・保育を充実できるよう、関係機関と連携しながら地域における教育・
保育の提供体制の確保を支援します。

2　地域における子ども・子育て支援の充実
○　各市町が地域ごとのニーズに応じて、創意工夫を凝らした事業を計画的に実施できる
よう、本県独自の支援制度「新・かがわ健やか子ども基金事業」などにより支援します。

○　利用者支援事業や地域子育て支援拠点事業など、就労しながら子育てする家庭のみ
ならず、在宅の子育て家庭を含むすべての家庭や子どもを対象にした、地域の実情に応
じた多様かつ総合的な子育て支援について、量・質両面にわたり充実を図ります。

分野２　子育て支援社会の実現

施策 7 子ども・子育て支援の充実
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○　すべての児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができる
よう新・放課後子ども総合プランを推進します。

○　子育て支援ＮＰＯや子育てサークル、企業等との連携・協働を図り、地域における子育
て支援のネットワークづくりを推進するほか、官民一体となって社会全体で子どもと子育
て家庭を支援する取組みを進めます。

○　子育ての不安や悩み、孤立感の解消のため、オンライン会議や、ＳＮＳなども活用しな
がら、子育て支援に関する情報提供や、子どもや家庭に関するさまざまな悩みや不安に
ついての相談・援助活動の充実を図ります。

3　困難な環境にある子どもや家庭への支援
○　ひとり親家庭が自立し、安心して子どもを育てることができるよう、関係機関と連携し、
相談・情報提供機能の充実、子育てや生活への支援、就業への支援、経済的支援に努め
ます。

○　障害のある子どもへの支援を図るため、地域の療育支援体制の充実、発達障害児へ
の支援、特別支援教育の推進などとともに、医療的ケア児やその家族等が住み慣れた地
域で生活できるように保健、医療、福祉、教育その他の各関連分野と連携し、総合的な支
援に取り組みます。

○　教育の支援、生活の安定に資するための支援、保護者に対する職業生活の安定と向上
に資するための就労の支援、経済的支援により、子どもの貧困対策を総合的に推進する
とともに、行政、相談・支援機関及び地域がそれぞれの役割を担いながら、相互理解と連
携意識を深め、協力して支援を実施できる体制を構築します。

〇　障害児・外国につながる幼児等特別な支援が必要な子どもが円滑に教育・保育を利用
できるよう、市町や関係機関と連携し、それぞれの事情に応じた丁寧な支援に取り組みま
す。

4　子ども・子育て支援を担う人材の確保・資質の向上
○　教育・保育等の量の見込みに対する提供体制を確保し、質の高い教育・保育や地域に
おける子ども・子育て支援を提供できるよう、教育・保育、地域での子育て等を担う人材
の確保と資質の向上を推進します。

○　保育士資格取得者の確保、就労継続の支援、資格を有しているものの潜在化している
者の再就職の支援など、必要な支援策を講じます。

○　保育士、幼稚園教諭等に対する研修の充実や幼児教育スーパーバイザー派遣による
専門性と資質の向上、就学前教育と小学校教育の円滑な接続、就学前教育関係部局の
連携を図るための体制のあり方を検討します。

○　職員の処遇改善や感染症対策への支援などの労働環境への配慮や保育所、認定こど
も園等に対する適切な指導監督、評価等の実施を通じて、質の高い教育・保育の充実を
図ります。
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〔現状と課題〕
○　県内企業の育児休業制度の女性の利用率は９割を超えているものの、出産・育児を理
由に離職を余儀なくされる女性は依然として多い状況です。このため、働きながら子育
て等がしやすい環境整備を図り、仕事と家庭生活の両立支援をより一層推進するととも
に、子育てのために退職した人の再就職の機会を確保する必要があります。

○　感染症の感染拡大防止の観点も踏まえた、妊婦や子ども連れが安心して外出できる
環境や、安心して遊べる場の整備など、子どもや子育て家庭にやさしいまちづくりととも
に、子どもが心身に深い傷を残す性犯罪等の被害や交通事故に遭わないよう、安全で安
心できるまちづくりが必要です。また、子どもの非行を防止するとともに、インターネット
等による有害情報から子どもを守る必要があります。

○　ゲームやインターネットの過剰な利用は、自分の欲求をコントロールできなくなる依
存症につながることや、睡眠障害、ひきこもりといった二次的な問題まで引き起こすこと
などが指摘されており、ネット・ゲーム依存対策は、家庭や学校を含む社会全体で対応し
ていく必要があります。

○　子育てや教育に伴う経済的な負担が、理想の人数の子どもを持たない理由となってい
ます。

〔取組みの方向〕
1　仕事と家庭生活の両立支援
○　県内の企業等に対して、働き方改革推進アドバイザーを派遣し、働き方改革の取組み
を促すとともに、働きながら子育てしやすい職場環境づくりに積極的に取り組む企業に
認証マークを交付するなど、仕事と家庭生活の両立をはじめ、働きやすい職場環境づく
りの気運の醸成を図ります。
○　女性の労働意欲や能力の向上に加え、企業の取組みを促進するため、女性の活躍を推
進するセミナー等を実施するほか、他の模範となる企業の表彰や、先進事例の発信、しご
とプラザ高松内における保育所情報の提供など、女性が職業能力を十分に発揮できる
環境づくりを促進します。

○　ニーズに対応した職業訓練の実施に努めるとともに、「かがわ女性・高齢者等就職支援
センター」において、就職相談やキャリアカウンセリング、短期の職場実習等を実施する
など、退職した女性の再就職を支援します。

分野２　子育て支援社会の実現

施策 8 子どもや子育て家庭にやさしい環境の整備
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2　子どもや子育て家庭にやさしく安全なまちづくり
○　企業、店舗、施設に地域の子育て支援の協力を求めるとともに、公共的施設などの生
活環境において、広く子育てバリアフリーを推進します。また、感染症の感染拡大防止対
策にも配慮しながら、子どもが安心して集い遊び・学べる場の確保や、自然とふれあえる
場などの環境整備を進めるとともに、児童の健全育成の中核的役割を果たすさぬきこど
もの国の適切な運営を図り、子どもに健全な遊びや創造的活動の場を提供します。

○　犯罪や交通事故から子どもを守るため、地域と連携して通学路の見守り活動や交通安
全対策等に取り組み、安全で安心できるまちづくりを推進します。

○　子どもの非行防止を推進するため、専門的な相談体制を強化し、学校、家庭、地域、関
係機関とのネットワークを充実させるとともに、子どもたちが有害情報に巻き込まれな
いよう、学校、家庭、地域における情報モラル教育を推進します。

3　ネット・ゲーム依存対策の推進
○　ネット・ゲーム依存対策に当たっては、家庭や学校を含む社会全体で対応していく必要
があることから、依存状態に陥ることを未然に防ぐための正しい知識の普及啓発や早期
発見・早期治療のための相談支援、依存症となった場合の進行予防、再発予防のための
適切な医療を提供できる人材の育成など総合的な対策に取り組みます。

○　ネット・ゲーム依存症を治療できる医療提供体制の充実を図り、拠点となる医療機関を
中心とした医療提供体制の構築に取り組みます。

○　子どもたちのネット・ゲーム依存の実態を把握するとともに、児童生徒や保護者に対す
る周知啓発や家庭におけるルールづくりの促進などの予防対策に取り組みます。

4　子育てに伴う経済的負担の軽減
○　各種手当の支給、乳幼児医療費など子どもの医療費の負担軽減、幼児教育・保育の無
償化の実施、勤労者福祉資金融資制度や母子父子福祉資金等貸付制度などの公的資金
貸付制度、高等学校等就学支援金、私立高等学校入学金補助、特別支援教育就学奨励費
などにより、子育て家庭に対する経済的負担の軽減を図ります。特に、多子世帯について
は、就学前児童の保育料等や病児・病後児保育の利用料等の子育てに伴う経済的負担
の軽減を図ります。

○　本県独自の大学生等への奨学金制度等により、意欲や能力が高い大学生等が経済的
理由により修学が困難とならないよう奨学金を貸し付けることで、安心して子育てがで
きる環境づくりを進めます。
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〔現状と課題〕
○　児童相談所における児童虐待対応件数は高い水準で推移しているほか、家庭内に配
偶者などからの暴力があり対応困難な事案が増加しているなど、児童虐待は依然として
深刻な状況であり、社会全体で解決すべき重要な課題です。児童虐待から子どもを守る
ため、未然防止から早期発見・早期対応、子どもの保護・支援、保護者への指導・支援、さ
らには再発防止の取組み等を推進する必要があります。
○　児童相談所では、児童福祉法等の改正に伴い、児童福祉司や児童心理司の新たな確
保を進めてきたところであり、児童相談所の相談支援機能の強化に向け、児童福祉司や
児童心理司の一層の専門性向上を図るとともに、環境整備を図る必要があります。

○　すべての子どもが家庭的な環境のもとで健やかに育つことができるよう、地域におけ
る子どもや家庭への支援、里親や児童養護施設等における代替養育など、社会的養育の
充実に向けた取組みを推進する必要があります。

〔取組みの方向〕
1　児童虐待防止対策の充実
○　児童虐待から子どもを守るため、児童相談所の体制強化を進めるとともに、市町、医療
機関、学校、警察など関係機関との連携を強化し、感染症による生活環境の変化も含め、
情報を共有して地域全体で子どもや家庭を支援する体制の充実を推進します。

○　児童虐待の未然防止、早期発見・早期対応に向け、市町や医療機関などと連携し、妊娠
中から相談支援を行うとともに、養育支援を必要とする家庭を把握し、子育て支援につ
なげます。

○　介入的な関わりを要する事案には、児童相談所において子どもの安全確保を最優先と
した対応を行うとともに、子どもの特性等に応じた一時保護を行えるよう、多様な受け皿
の確保を図ります。

○　児童虐待の再発防止のため、医師等の専門家と連携し、児童虐待を行った保護者等に
対する指導・支援の強化を図ります。

○　児童相談所は、在宅指導、一時保護、里親や施設等への措置を行った後の家族再統合
支援など、さまざまな機能を担っていることから、これらを効果的に行えるよう、児童福
祉司や児童心理司の一層の専門性向上を図るとともに、環境整備を図ります。

2　社会的養育の充実
○　子どもが家庭において健やかに養育されるよう、身近な地域において、子どもと保護
者に対する支援を行うとともに、児童虐待等の理由から、実の親による養育が困難また
は適当でない場合には、その子どもの最善の利益を考慮し、できるだけ家庭的な環境の
もとで代替養育を行います。

分野２　子育て支援社会の実現

施策 9 児童虐待防止対策・社会的養育の充実
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○　代替養育については、養子縁組、里親・小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）
への委託などの「家庭養育」を進めることを優先しますが、児童養護施設・乳児院等にお
いても、できる限り良好な家庭環境のもとで「家庭的養育」がなされるとともに、さまざま
な特性を有する子どもに対する専門的な支援を行えるよう、必要な取組みを進めます。
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健康長寿の推進
分野 3
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〔現状と課題〕
○　全国の中でも受療率が高い糖尿病は、重大な合併症を引き起こす恐れがあることか
ら、発症予防とあわせて重症化防止対策を進める必要があります。また、本県の死亡原
因の１位であるがんは、40歳代から罹患する人が増加し、50歳～60歳代においては、死
亡原因の４割を占めていることから、働き盛りの世代への対策が課題となっています。さ
らに、本県の死亡原因の２位は心疾患、４位は脳血管疾患であり、要介護状態の原因疾患
は脳卒中の割合が高いことから、循環器病予防等に取り組む必要があります。

○　新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、生活が不活発化することで、運動
機能の低下や生活習慣病の悪化が懸念されるため、新しい生活様式のもと、健康づくり
に取り組める環境整備に努める必要があります。がん検診や特定健診の受診、必要な受
診を控えることにより、病気の発見が遅れたり、病状が悪化したりすることが懸念される
ため、適切な受診についての周知・啓発が必要です。

○　たばこは、がんや慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）を引き起こす原因と言われており、受動
喫煙防止対策とあわせて、禁煙支援を進める必要があります。

○　県民の野菜摂取量の不足、若い世代の朝食の欠食、働き盛りの男性の肥満等、栄養の
偏りや運動不足などの問題のある生活習慣については、早急に改善を図る必要がありま
す。

○　新型コロナウイルス感染症や結核、インフルエンザ、Ｏ157、感染性胃腸炎、蚊やマダ
ニ媒介感染症など、さまざまな感染症に対する予防対策を推進する必要があります。

○　新型コロナウイルス感染症により、多くの県民が不安やストレスを抱えて生活してい
ることが推測され、こころに不安を抱えている方に早期に身近な人が関わり、相談や支
援に繋げることが必要です。

○　本県では、2,500ｇ未満低出生体重児の割合は減少しておらず、また、乳幼児健康診査
の受診率は年々増加していますが、全国と比べるとやや低い状況が続いています。適正
体重の子どもが増加するよう、妊娠前、妊娠期の健康づくりを行うとともに、乳幼児期か
らよい生活習慣を形成する必要があります。
○　高齢者がいつまでもいきいきと生活していくためには、介護予防が重要です。高齢者
の運動機能や栄養状態等の心身機能の改善だけでなく、日常生活における活動や社会
参加を促し、生活の質の向上をめざすことが求められています。

○　本県では、むし歯のある子どもや、歯肉に炎症所見がある中高生の割合が全国平均を
上回っており、また、50歳代以降では進行した歯周炎を有する者が半数以上を占めるな
ど、年齢に応じた歯科保健対策が必要です。さらに、60歳代の約３割は咀嚼機能が良好
でないことから、歯の喪失防止とともに、おいしく食べる、楽しく話すなどの口腔機能と
生活の質の向上が求められています。

分野３　健康長寿の推進

施策 10 健康づくりの推進
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〔取組みの方向〕
1　生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底
○　生活習慣病の発症予防や早期発見・早期対応を進めるため、地域や職域の関係機関・
団体、医療機関、学校等と連携し、幅広い年齢層に対して、食習慣の改善や運動習慣の定
着を中心とした健康づくりを支援するとともに、特定健診・特定保健指導の受診率の向
上及び合併症の発症予防に向けた普及啓発や環境整備などを推進します。

○　糖尿病の発症を予防するため、各家庭や学校、市町等と連携して、子どもの頃から家族
ぐるみの生活習慣の改善を推進するとともに、特に働く世代の糖尿病対策を進めるため、
医療保険者や経済団体、医療機関等の関係機関・団体と連携して、特定健診の受診率向
上による早期発見・早期治療及び療養支援体制の強化による重症化防止の取組みを進
めます。

○　がん対策の推進を図るため、医療等の専門家、企業、県民等と連携し、総合的・計画的
な取組みを進めます。また、がん検診の受診率向上を図るための啓発や受診促進対策、
さらには、がんになっても安心して暮らせるための環境づくりなどに努めます。

〇　循環器病対策の推進を図るため、循環器病の予防や医療、福祉サービスまでの幅広い
対策を総合的・計画的に進めます。

○　過度な受診控えは健康上のリスクを高めてしまうことや、医療機関や健診・検診会場で
は感染防止対策がとられていることを伝え、適切な受診についての周知・啓発に取り組
みます。

○　受動喫煙を防止するため、禁煙を実施する施設の認定を進めるとともに、禁煙の意志
がある人に対して、情報提供や医療機関への受診を促すなど、禁煙への取組みを支援し
ます。

2　食育の推進
○　心身ともに健やかな生活を実現するため、食に関する正しい知識や望ましい食習慣を
身につけ、各年齢層において健全な食生活が実践できるよう、家庭、地域、学校、保育所、
関係団体、生産者、企業などと連携し、食育に関する施策を総合的、計画的に推進します。

○　みずからの健康や食に対する関心を高める機会を提供するため、飲食店や企業、関係
団体等と連携して、健康に配慮したバランスのよいメニューの提供、ヘルシーオーダー
の実施、健康情報を提供する施設の登録を進めるなど、健康づくりのための食環境整備
に取り組みます。

3　結核・感染症予防の推進
○　感染症に関する正しい知識や予防対策の普及に努めるとともに、発生動向の収集・分
析及び情報の提供により感染症の発生・拡大を防止し、感染症予防対策を推進します。ま
た、感染症分野の専門人材を育成するなど、感染症対応能力を強化します。
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4　こころの健康づくり
○　精神保健福祉センターや保健所などの相談体制の充実や、市町、民間団体への支援
により、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、こころに不安を持った方が相談し
やすい環境の整備を図ります。

○　身近な人が、自殺のサインに気づき、見守り、声かけを行い、必要な相談機関に繋ぐこ
とができるための普及啓発に取り組みます。

5　次世代の健康づくり
○　妊婦や乳幼児の異常を早期に発見し、適切な指導を行ううえで大切な早期の妊娠届
出の推進、妊婦健診の受診勧奨、１歳６か月児健康診査・３歳児健康診査の受診率向上に
努めます。

○　市町、学校、関係機関との連携を図りながら、子どもの頃からの生活習慣や心身の健
康づくりに対する意識啓発に努めるとともに、運動に積極的に取り組み、心身ともに健康
で元気な子どもの育成を推進します。

6　高齢者の健康づくり
○　市町が地域の実情に応じた介護予防事業を実施できるよう、市町、関係機関等と連携
して効果的な介護予防事業のあり方を検討するとともに、研修の実施や適切な助言、先
駆的な取組みの紹介など必要な情報提供により、市町を支援します。

7　歯と口腔の健康づくり
○　乳幼児期から学齢期までの歯科健康管理を推進するため、望ましい生活習慣やフッ化
物の適切な応用方法等の歯科口腔保健に関する知識を普及するとともに、成人期にお
ける歯周病の重症化や歯の早期喪失を予防するため、歯科健診の受診率向上を図るな
ど、生涯を通じた歯と口腔の健康づくりを推進します。
○　口腔機能の低下が心身の虚弱を招き、要介護状態に進むことが明らかになっているこ
とから、その予防や改善の方法について広く普及啓発します。
○　8020運動を推進するため、市町、関係団体・機関と連携し、充実した歯科保健サービ
スや質の高い歯科医療が提供できる環境づくりを進め、総合的な歯科保健対策に取り組
みます。
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〔現状と課題〕
○　今後、本県全体の人口が減少していく中で、生産年齢人口の割合は減少する一方、高
齢者人口の割合は増加すると予測されています。高齢者は、超高齢社会を支える貴重な
マンパワーとして、その豊かな経験、知識、技能を生かし、地域社会において積極的な役
割を果たすことが期待されています。

○　高齢者がさまざまな役割を担うことによって社会とのつながりを得るために、社会参
加のきっかけや機会がない高齢者への情報提供や地域で活躍できる人材の育成などを
行い、ボランティアや地域活動等への参加を促進する必要があります。

○　高齢者が目標や生きがいを持って積極的に社会参加することは、地域の活力を維持す
るだけでなく、高齢者自身の健康維持にもつながることから、高齢者が生きがいを持っ
て暮らせる環境を整備する必要があります。

○　就労意欲を有する高齢者が、長年培った知識や経験を生かし、社会の支え手として働
き、活躍し続けることができるよう、就業機会の確保が求められています。

〔取組みの方向〕
1　高齢者の社会参加の促進
○　生きがいづくりや健康づくりを積極的に進めるほか、子どもの見守りなどの地域の防
犯活動など地域を支えるさまざまな地域貢献活動を行っている老人クラブを支援します。

○　長年培った豊かな経験や知識、技能を地域のために生かしたいと考えている高齢者に
活躍の場の情報提供を行い、活躍の場へ案内する「高齢者いきいき案内所」の認知度を
高め、効果的に活用します。

○　高齢者の多様な生き方に応じた就業機会の確保を支援します。

2　生きがいづくりの環境整備
○　高齢者が知識や教養を身につけながら、みずからの健康と生きがいづくりを図るとと
もに、長寿社会を担う地域社会での実践的な指導者を養成する「かがわ長寿大学」の運
営を支援します。

○　高齢者を中心とするスポーツ、文化、健康福祉の総合的な祭典である全国健康福祉祭
（ねんりんピック）への参加を支援するほか、県民スポーツ・レクリエーション祭への高齢
者の参加を促進し、総合型地域スポーツクラブの普及啓発やクラブの活動が活性化さ
れるよう支援するなど、高齢者の生涯スポーツの機会を拡充します。

○　高齢者が、長年培った知識や経験を生かし、生きがいをもって働くことができるよう、
就労環境の整備について周知・啓発に努めます。

分野３　健康長寿の推進

施策 11 社会参加の促進と生きがいづくりの推進
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安心できる医療・介護の充実確保
分野 4
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〔現状と課題〕
○　新型コロナウイルス感染症の発生により、県民生活は大きな影響を受けています。感
染者が急増した場合に備え、引き続き、医療提供体制や検査体制の充実強化に取り組み、
県民の安心・安全の確保に万全を期す必要があります。

○　今後、新型コロナウイルスのような新興感染症等が発生し、海外から国内に持ちこま
れた場合などに感染拡大を防止する体制を強化するため、感染症に対応できる医療人
材を育成するとともに、行政・医療関係者が連携の上、円滑かつ効果的に対応できるよう
体制を確保していく必要があります。

○　新型コロナウイルスのクラスター発生時や新興感染症発生時には、医療機関等での
患者対応や、検査における検体採取の際に必要な感染防護具等が不足することから、平
時からの防護服等の医療用物資の備蓄等が必要です。

〔取組みの方向〕
1　医療提供体制や検査体制の確保
○　感染症に対応できる医療機関については、感染症指定医療機関だけでなく新型コロ
ナウイルス感染症対策で指定した重点医療機関及び協力医療機関等における医療提供
体制を強化するとともに各病院間の連携を促進します。

○　新型コロナウイルス等の感染症の発生に備え、環境保健研究センター及び保健所で
の検査体制を充実するとともに、医療機関等で検査を行える体制の充実に努めます。

2　感染症対応能力の強化
○　新興感染症等については、発生時期、感染力、病原性などを事前に予測することが困
難であることを前提に、発生後、速やかに対応できるよう感染症分野の専門人材を育成
するため、医師の派遣研修や県内医学生等への専門的な感染症教育を行うとともに、県
内の医療従事者に対する人材育成を行い、専門人材の安定的な輩出と、県内医療従事
者の能力の向上を図ります。また、医療機関・病床等の確保と併せ、感染症対策ネット
ワークの充実に努めます。

○　医療機関等での集団感染発生時に院内の感染管理やゾーニングを指導する感染症の
専門医や専門看護師からなる専門家チーム体制の充実を図ります。

○　県内の潜在保健師や看護師を登録する人材バンクを創設し、短期集中的に必要な人
材を派遣する体制を整備し、柔軟で的確な積極的疫学調査等を行える体制を整備します。

○　医療従事者を感染から守り、医療提供体制を確保するため、Ｎ９５マスクやアイソレー
ションガウンなどの医療用物資を備蓄するなど、緊急時の対応に備えます。

分野４　安心できる医療・介護の充実確保

施策 12 新型コロナウイルス等の感染症対策の強化
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3　迅速で正確な情報提供
○　新型コロナウイルス感染症等、新たな感染症発生時には、県のホームページや広報等
を通じて、県民への適時適切な情報提供に努めます。
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〔現状と課題〕
○　県内では、高齢化の進行に伴う医療需要の増加が課題となっていることから、山間地
域や離島などのへき地を含め、県民が身近な地域で必要な医療が受けられるよう、医療
需要に応じた医療機能の分化・連携を推進するため、地域医療構想に基づき、医療資源
の効率的な活用と医療連携体制の強化を図る必要があります。特に、不足している回復
期の病床を確保する必要があります。

○　がん治療においては、がんと診断された時から、患者とその家族が抱えるさまざまな
苦痛に対するケアを受けられるような体制が必要とされています。また、難病など、長期
療養患者に対しては、医療の充実や介護や就労支援など各種サポート体制の強化により、
療養生活の不安を和らげることが必要です。

○　オンライン医療の推進については、進化する情報通信技術などを活用し、医療情報の
デジタル化やシステム間の連動、セキュリティ対策などに取り組む必要があります。

〇　救急・災害医療体制の構築については、本県の防災ヘリや救急車の出動回数の増加や
搬送時間の長期化などによる負担を軽減し、ドクターヘリを活用した救急医療や災害医
療の充実・高度化を図る必要があります。

○　また、医薬品・医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保、消費者への適切な情報
提供を図るとともに、薬歴管理、服薬指導、残薬解消等を一元的に行う「かかりつけ薬局」
の普及定着を推進する必要があります。

〇　少子高齢化の進行に伴い、輸血用血液製剤を必要とする高齢者の割合が増加し、若年層の
献血者が減少傾向にあることから、血液製剤の適正使用と献血者の確保が求められています。

〔取組みの方向〕
1　医療体制の充実・強化
○　急性期から回復期、維持期、在宅・介護までの切れ目ないケアを確保するため、地域医療構
想に基づき、回復期の病床を確保するとともに、介護施設等を含めた在宅医療・人生の最終段
階の医療・ケアの充実を図るなど、医療需要に沿った病床の機能分化と連携強化を推進します。

○　がん診療に携わる医療従事者に対する人材育成を進めるとともに、医師をはじめとす
る医療従事者の連携を図り、患者とその家族が適切に緩和ケアなどに関する相談や支
援を受けられる体制の充実・強化に努めます。

〇　難病患者に対しては、医療体制の充実や日常生活における相談・支援の充実に努める
とともに、指定難病医療費助成制度による支援を行い、医療費負担の軽減を図ります。
〇　県立病院では、他の医療機関との適切な役割分担のもと、中央病院は三次救急や高
度・特殊医療に、丸亀病院は精神科救急・急性期医療に、白鳥病院は二次救急医療やへき
地医療に重点的に取り組むなど、それぞれの病院の特性を生かしつつ、必要な機能の見
直しと強化を図りながら、県民本位の医療の提供に努めます。

分野４　安心できる医療・介護の充実確保

施策 13 安全で質の高い医療の確保
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2　オンライン情報を活用した医療の高度化
○　かがわ医療情報ネットワーク「Ｋ－ＭＩＸ Ｒ」において、離島や山間地域などを含めた県下

全域で参加医療機関を拡大するとともに、かかりつけ医と中核病院の双方向でデジタル
診療情報を共有し、医薬連携による投薬情報や検査結果などの共有化を図るなど、医療
の情報化を推進します。

○　「Ｋ－ＭＩＸ Ｒ」を基盤とする取組みである、急性期から回復期を経て在宅までの診療計
画を複数の医療機関が共有する地域連携クリティカルパスや、レントゲン画像などを医
療機関の間で共有する遠隔読影システム、レセプト情報を活用した診療支援システムな
どについて、連動して治療に役立てる医療情報ネットワークを構築します。

○　さらに、医療と介護との連携など、新たな視点にも立った機能の充実強化を図ることで、
紹介制度を通じた円滑な連携、アレルギーや禁忌情報の共有、検査等の重複実施・薬剤
の重複投与の抑制などを実現し、医療の質の向上を実現します。

3　ドクターヘリ等を活用した救急・災害医療体制の構築
○　事故や急病、災害等の発生時に消防機関等からの要請に基づき、ドクターヘリにより

医師等が速やかに救急現場等に出動し、救急医療を提供することで、患者の搬送時間の
短縮を実現するとともに、救命率及び後遺症軽減率の向上に努めます。

〇　本県の救急医療体制の現状に鑑み、特定の病院に過度な負担がかからないよう、県立
中央病院と香川大学医学部附属病院の２つの基地病院で分担して、ドクターヘリを運航
し、関係機関との連携を深めることにより、運用の一体性の確保に努めます。また、フライ
トドクター等の人材を養成し、基地病院をはじめ県内の病院からの派遣を行うなど、継続
的な運航体制を構築します。

〇　防災ヘリ等の救助隊や消防機関等との密接な連絡・協力体制を構築し、円滑で効果的
な運航を実現します。

4　医薬品等の安全対策の推進
○　県民への啓発活動のほか、製造販売業者・製造業者への専門的な調査、薬局・医薬品

等販売業者への監視指導などにより、医薬品等の適切かつ安全な使用を推進します。ま
た、香川県薬剤師会等と連携し、服薬指導の一元的・継続的な把握とそれに基づく薬学
的管理・指導、24時間対応・在宅対応、医療機関等との連携強化など、「かかりつけ薬局」
の機能強化及び普及推進に取り組みます。

〇　医療従事者など血液製剤使用者に対し、血液製剤の適正使用を促すとともに、血液製
剤や輸血の安全性の確保に努めます。また、血液製剤の安定的な確保を図るため、献血
への協力を広く呼び掛けるとともに、将来に向けて、若年層に重点をおいた啓発活動を
推進します。
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〔現状と課題〕
○　本県の医師数は、人口10万人当たりでは全国平均を上回っていますが、高松圏域に集
中しているほか、救急、産婦人科など特定の診療科で医師が不足しており、こうした地域
間や診療科間の医師の偏在を解消する必要があります。

○　また、県内で臨床研修を受けた若手医師の２～４割が県外に流出していること、全国よ
り医師の高齢化が進んでいることから、県内の臨床研修病院等と密接に連携し、若手医
師の県内定着を図る必要があります。

○　本県の就労看護職員数は、人口10万人当たりでは全国平均を上回っていますが、地
域間での偏在があるほか、県内の看護師等養成所を卒業して看護業務に就業する者の
うち、約３割が県外に転出しており、若手看護職員の県内定着を図る必要があります。
○　病院勤務医の疲弊、女性医療従事者の増加、看護職員の不足といった現状を踏まえ、
医療従事者の勤務環境の改善を図る必要があります。

〔取組みの方向〕
1　医師確保対策の推進
○　香川大学医学部や関係団体等と連携して、医学生、研修医、臨床医等の医師のキャリ
アステージに応じた切れ目のない医師確保対策を実施します。

○　自治医科大学卒業医師の県内定着を促進するほか、県内医療機関での勤務を義務付け
る医学生修学資金貸付制度などにより島嶼部を含めた医師の地域偏在の緩和を図ります。

○　医師が不足している診療科や地域で専門医の取得をめざす医師に対して、手厚い支
援を継続して実施することなどにより、診療科偏在の緩和と若手医師の県内定着を図り
ます。

○　令和６（2024）年４月から医師の時間外労働の上限規制が適用されることから、県内医
療機関の勤務環境を適切に把握するとともに、各医療機関が自主的に行う医療勤務環
境改善の推進に向けた取組みについて支援を行います。

2　看護師確保対策の推進
○　関係団体、各医療機関、看護師等養成所等と連携して、「看護職員の養成」、「離職防止」、
「再就業支援」の観点から、県内で就業する看護職員の確保を図ります。
○　県立保健医療大学で看護職員の養成を行うほか、看護師等養成所に対する運営支援
や看護学生への修学資金の貸付等を行い、看護職員の養成と県内定着を図ります。

○　新人看護職員研修の実施等により、早期離職の防止を図るとともに、病院内保育所への
支援を行うなどにより、働きやすい環境づくりを促進し、看護職員の離職防止を図ります。

○　職業相談や無料職業紹介等を実施している県ナースセンターや、ハローワーク等との
連携を強化し、看護職員の就業促進や潜在看護師の再就業を支援します。

分野４　安心できる医療・介護の充実確保

施策 14 医師・看護職員の確保
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〔現状と課題〕
○　団塊の世代が75歳以上となる令和７（2025）年を展望し、高齢者が、介護が必要な状
態になったとしても、可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができ
るよう、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援サービスが包括的に確保される「地域包
括ケアシステム」の深化・推進が必要です。

○　地域ごとに推計人口等から導かれる介護需要等を勘案し、団塊ジュニア世代が65歳以
上となる令和22（2040）年も見据えた介護サービス基盤の整備を図ることが必要です。

○　今後、介護人材の担い手となる現役世代の減少が見込まれており、ますます増加・多
様化する介護サービス需要に対応するため、利用者のニーズに的確に対応できる質の
高い介護人材の安定的な確保が重要であることから、介護職への新規参入の促進、職員
の資質向上、労働環境・処遇改善の取組みを一層推進する必要があります。

○　高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、地域の需要を踏まえた医療・介護
サービスの提供体制や安心して生活できる住まいの確保が必要です。

〔取組みの方向〕
1　介護サービス基盤の充実
○　高齢者ができる限り住み慣れた自宅や地域で必要な介護サービスを受けながら生活
できるよう、居宅サービスの充実を図るとともに、自宅での生活が困難となった要介護者
に対しても、住み慣れた地域の中で施設に入所できるよう、必要な施設・居宅系サービス
を整備するなど、居宅サービスと施設・居住系サービスの役割分担や需給バランスを勘
案しながら、計画的な基盤整備を進めます。

○　介護サービスの利用者が、必要とするサービスを適切に利用できるよう、介護サービ
ス事業者・施設に対して、人員、設備及び運営に関する基準、介護報酬の請求、効果的な
取組みなどの事項について、定期的に個別の指導を行うとともに、事業者全体に対する
集団指導を実施します。

○　医療と介護の両方を必要とする高齢者が増える中、在宅医療と介護サービスの一体
的な提供に向け、医療・介護関係者の連携を支援します。

2　介護・福祉人材の確保
〇　地域の元気な高齢者や外国人介護人材など、多様な人材の参入を促進するとともに、
介護人材のすそ野の拡大に向けて、介護未経験者が、介護に関する基本的な知識や技
術を学ぶことができるよう研修を実施します。

○　新人介護職員を対象とした「合同入職式」や、関係団体と連携した介護職員や介護支
援専門員向けの各種研修等を実施するとともに、介護職の専門的な技術を広く県民に
周知する取組みを推進します。

分野４　安心できる医療・介護の充実確保

施策 15 介護サービス等の充実
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〇　介護職員処遇改善加算の取得等を促進するとともに、介護職員の負担軽減や業務効
率化を図るため、見守り機器をはじめとした介護ロボット・ＩＣＴの導入や、業務改善に取り
組む介護事業所の取組みを支援します。

〇　介護・福祉人材の雇用を促進するため、県福祉人材センターや公共職業安定所と連携
して合同面接会を開催するなど、事業者と求職者のマッチング機会の充実に努めます。
〇　質の高い人材を確保するため、介護福祉士養成校や関係団体などと連携しながら福
祉・介護職をめざす人材の養成・確保に努めるとともに、現任の福祉・介護職員に対する
教育機会の充実を促進し、その資質の向上に努めます。

3　高齢者住まいの充実
○　高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、医療・介護サービス、生活支援など
必要な支援を受けられる体制の確保とともに、サービス付き高齢者向け住宅などの高齢
者向け住宅・施設の情報提供の充実、入居者の快適な居住環境の確保のための有料老
人ホームなどに対する指導監督の実施などにより高齢者向け住まいの充実を図ります。
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地域福祉の推進
分野 5
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〔現状と課題〕
○　高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、
生活支援の体制を整備することが必要です。

○　一人暮らしの高齢者や高齢者夫婦のみの世帯などの増加とともに、現役世代においても、
雇用形態の変容や価値観の多様化などに伴い、地域や家庭での相互扶助機能の低下が懸
念されており、地域全体で互いに支え合う包括的な支援体制づくりが求められています。

○　ひきこもりの長期化・高年齢化の傾向がみられており、個人や家族の力だけでは解決
することが困難であることから、社会全体で支援していく必要があります。

○　高齢者や障害者をはじめ、すべての人がかけがえのない個人として尊重され、住み慣
れた地域でその人らしく生きがいを持って生活し、積極的に社会参加できるよう、地域社
会のバリアフリー化を推進する必要があります。

○　認知症は誰でもなりうるものであり、認知症の発症を遅らせ、認知症になっても地域
で安心して暮らせるよう、認知症に関する正しい理解の普及・啓発や見守り、医療・ケア体
制を充実させる必要があります。

〇　認知症等により判断能力が不十分となった高齢者の権利を守るための取組みを進め
る必要があります。

〇　家庭や施設における高齢者虐待を防止するため、早期発見及び支援のための体制を
強化する必要があります。

〔取組みの方向〕
1　地域の支え合いによる福祉の推進
○　一人暮らしの高齢者や障害者、子育て家庭などを支援するため、市町や関係団体など
と連携して、地域で声かけや見守りができる体制整備を進めるとともに、住み慣れた地域
で自分らしい生活を継続できるよう、高齢者などが集まりやすい通いの場づくりや、日常
生活上の移動が困難な高齢者向けの移動支援事業に取り組む市町への支援など、多様
な生活支援サービスの充実を促進します。

○　地域の福祉ニーズを的確に把握し、公的サービスの狭間にある人を支援するため、地
域住民やボランティア、県・市町社会福祉協議会などの多様な活動主体による地域活動
と連携し、地域において自助・共助・公助が相互に連動するようなネットワークづくりを促
進します。

〇　地域福祉活動への住民参加を促進するため、さまざまな情報提供や参加のきっかけ
づくりを推進するとともに、活動の中心となる住民リーダーの養成など、地域福祉の担
い手の育成に努めます。

○　ひきこもりの本人・家族が、身近なところで、効果的な相談支援につながるために、地
域でひきこもり支援を行う人材を育成します。

分野５　地域福祉の推進

施策 16 ともに支え合う社会づくりの推進
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2　みんなにやさしいまちづくりの推進
○　障害者、介護の必要な高齢者、妊産婦など、移動に配慮を必要とするものが安心して
障害者等駐車場を利用できる「かがわ思いやり駐車場」制度を適切に運用し、各種の施
設やサービス、情報など多方面にわたるユニバーサルデザインの普及を図ることにより、
みんなにやさしいまちづくりを推進します。

3　認知症施策の推進
○　認知症の人や家族を手助けする認知症サポーターの養成を市町と協力して進めるとと
もに、サポーター等によるチーム活動を推進するなど、認知症になったとしてもできる限り
住み慣れた地域で普通に暮らし続けられるよう、認知症バリアフリーの取組みを推進します。

○　通いの場に専門職を派遣するなど、認知症予防に効果があるとされる運動・栄養・社会
交流の三位一体による認知症予防を推進するともに、認知症や認知症ケアに対する正し
い理解の促進を図ります。

○　地域の認知症医療の中核機関である認知症疾患医療センターの運営を支援するとと
もに、認知症の診断・治療が可能な「認知症専門医療機関」や認知症診断等の研修を受
講したかかりつけ医である「物忘れ相談医」を登録・公表します。

○　かかりつけ医の認知症診断等に関する相談役を担い、また、市町の初期集中支援チー
ムのチーム員となる認知症サポート医を養成します。

○　医療機関や介護施設等において、認知症の人へのサービス提供が適切に行われるよ
う、医療・介護従事者に対する認知症対応力向上を図る研修を実施します。
○　市町における認知症高齢者等の見守り体制を支援するとともに、民間事業者・団体・県・
市町等で構成する「かがわ高齢者見守りネットワーク」での情報交換や研修等を実施します。

○　若年性認知症については、その特性に配慮した就労継続支援、社会参加支援等が求めら
れることから、若年性認知症支援コーディ―ネーターを中心に、若年性認知症に関する普及
啓発や相談窓口の設置、支援に向けたネットワークづくりなど、総合的な支援を推進します。

○　認知症の早期発見・早期対応を行うため、県運転免許センターに認知症の相談等に応
じる看護師を配置し、地域包括支援センターによる支援につなげます。
○　認知症等により判断能力が不十分になった人の権利を守るため、利用の必要性が高
まっている成年後見制度に関し普及啓発を行うとともに、市町、社会福祉協議会、専門職
団体（弁護士会、司法書士会、社会福祉士会等）、家庭裁判所等と連携して、成年後見制
度の利用を促進します。

4　高齢者の虐待の防止
○　各種イベントや講演会等の機会を捉えて高齢者虐待防止の普及啓発を行うとともに、
高齢者虐待の相談窓口が市町（地域包括支援センター）であることや、高齢者虐待を発
見した者は市町への通報が必要であることなどの周知を推進します。

○　市町における高齢者虐待防止ネットワークの体制整備を促進します。
○　施設等の職員に対し権利擁護等に関する専門研修を実施するとともに、市町、地域包
括支援センター職員に対し専門研修を行い、虐待対応力の向上を支援します。
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〔現状と課題〕
○　障害者が住み慣れた地域で暮らし続けるには、いつでも安心して相談できる体制を整
備するとともに、住まいの確保や障害福祉サービスの充実を図る必要があります。また、
重度心身障害児者や医療的ケア児等に対する支援体制の充実が求められています。

○　さまざまな障害の早期発見・早期対応のための体制の整備や障害のある児童等の教
育ニーズに応じた支援・指導が求められています。また、就労の機会の確保、障害者ス
ポーツや文化芸術活動への支援など、障害者の自立と社会参加を促進する必要があり
ます。

○　施設のバリアフリーや災害等の発生に備えた取組みの充実が求められるとともに、障
害者を地域で支える人材等を育成・確保する必要があります。また、障害や障害者に対す
る正しい理解を促進し、障害のあるなしに関わらず互いに尊重しあう社会を実現する必
要があります。

〔取組みの方向〕
1　地域での生活の支援
○　障害者の地域での生活を支援するため、さまざまな障害や世代に対応した相談支援
体制の充実を図ります。また、精神科病院や入所施設等から地域生活への移行・定着を
促進するとともに障害者の地域での住まいの場として、グループホームの整備を促進し
ます。

〇　障害者がその個性やニーズに応じたサービスを選択できるよう、訪問系、通所系、相談
系事業所の量的・質的な充実を図るとともに、居宅介護、行動援護や同行援護、移動支援、
補装具や日常生活用具の給付、短期入所など身近な地域での障害福祉サービスの充実
を図ります。

〇　重度の障害者が、自宅において自分らしく生活できるよう、重度訪問介護、同行援護、
行動援護、重度障害者等包括支援のサービスの普及に努めるとともに、医療的ケア児等
やその家族等への支援体制の構築に努めます。

2　教育・就労・社会参加の促進
○　障害の早期発見・早期対応など地域の療育支援体制の整備・充実を図るほか、障害に
より特別な支援が必要な児童等に対し、通常の学級を含めて連続性のある多様な学び
の場における支援・指導を行います。

〇　障害者の働く場を確保するため、就労移行支援や就労定着支援による企業等への就
労の促進や、工賃向上による福祉的就労の充実を図るとともに、障害者スポーツの振興
や障害者の文化芸術活動の推進等を通して障害者の社会参加を促進します。

分野５　地域福祉の推進

施策 17 障害者の自立と社会参加の促進
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3　障害者の安心・安全な生活を支える環境の整備
○　障害者の生活を支える保健・医療の充実を図るほか、精神障害者に対する保健・福祉
を推進します。また、各種手当の支給や各種減免制度など障害者への経済的な支援を進
めるほか、障害者を抱える家族等への支援の充実を図ります。

〇　公共的施設や公共交通機関などのバリアフリー化を進めるとともに、災害や感染症の
発生に備えた対策の充実を図ります。また、障害者を支える人材の育成・確保に努め、障
害者が安心して暮らせる安全な生活環境づくりを進めます。

〇　障害に対する正しい知識の理解促進に努めるとともに、障害者の虐待防止や障害を理
由とする差別の解消など障害者の権利擁護を推進します。
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〔現状と課題〕
○　県内の交通事故発生件数は、昭和23（1948）年の統計開始後、平成17（2005）年の
13,449件をピークに減少傾向にありますが、交通事故全体に占める高齢者が関係する
事故の割合は、平成30（2018）年以降４割を超え増加傾向にあるほか、交通事故死者数
に占める高齢者の割合も、令和２（2020）年に統計開始後初めて７割を超えるなど、厳し
い状況が続いています。

○　加齢に伴う身体機能等の低下により、高齢運転者が交通事故の加害者となる割合も
平成26（2014）年以降２割を超え、年々増加傾向にあることから、被害、加害の両面から
高齢者の交通事故を抑止するための対策を講じる必要があります。

○　全国的に高齢者が犯罪の被害に遭うケースが増加しており、県内でも高齢者を狙った
特殊詐欺や悪質商法が後を絶たず、手口が巧妙化・悪質化していることから、これらの被
害を未然に防ぐための対策を講じる必要があります。

〔取組みの方向〕
1　交通安全対策の推進
○　交通事故の犠牲になることが多い高齢者を中心に、歩行者・自転車・運転者等の各通
行形態に応じた参加・体験・実践型の交通安全教室の開催や高齢者世帯訪問活動の実施
などにより、効果的な交通安全教育を推進します。

○　運転免許から卒業した高齢者が、公共交通機関や小売店、飲食店などで割引等のサー
ビスが受けられる優遇制度の充実を図り、運転に不安を感じている高齢者が運転免許を
自主返納しやすい環境づくりを推進するとともに、高齢運転者が事故を防止するために
必要な知識や技能を身に着けるための運転者教育の推進に努めます。

○　高齢者社会に対応し、歩道空間のバリアフリー化など、安全で快適な交通環境を整備
することにより、安心して暮らせるまちづくりを推進します。また、高齢者が道路を安全に
通行することができるよう、見やすく分かりやすい道路標識・標示の整備やバリアフリー
対応型信号機の整備に努めます。

2　特殊詐欺等の被害防止対策の推進
○　特殊詐欺や悪質商法の被害から高齢者を守るため、行政、警察、関係機関・団体等が連
携・協力し、高齢者や高齢者を見守る人に重点を置いた広報啓発活動、金融機関等と連
携した被害の未然防止対策を推進します。また、行政処分や徹底した検挙を行うことによ
り、被害の拡大防止を図ります。

分野５　地域福祉の推進

施策 18 高齢者の安全の確保
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人権尊重社会の実現
分野 6



254

〔現状と課題〕
○　同和問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障害者、性的少数者、外国人、ハンセン病回
復者、ＨＩＶ感染者、新型コロナウイルス感染者、犯罪被害者などに関するさまざまな人権
問題が存在し、近年は、配偶者からの暴力、児童虐待、ハラスメント、インターネットを用
いた誹謗中傷や部落差別などの人権侵害が顕在化しています。

　　また、経済的に厳しい母子家庭をはじめとするひとり親家庭は増加傾向にあるうえ、新
型コロナウイルス感染拡大の影響も大きく、女性や子どもの貧困問題が顕在化し、懸念
されています。

○　同和問題については、国の特別措置法失効後、香川県人権・同和政策協議会意見具申
を踏まえ、これまでの特別対策の成果が損なわれないよう、一般対策を有効かつ適切に
活用することを基本として、住民の生活の安定と向上を図るための施策を総合的に推進
するとともに、県民の同和問題に対する正しい理解と認識の徹底を図るための取組みを
進めています。

○　令和元（2019）年に実施した県政世論調査では、日本の社会に同和問題、部落差別な
どといわれる問題があることを92％の人が知っていると回答しています。また、これまで
見聞きした同和問題に関する差別について、「結婚問題での周囲の反対」「差別的な言
動」「身元調査を実施すること」が高い割合を示しています。

○　平成28（2016）年12月に「部落差別の解消の推進に関する法律」が制定されており、
この法律の趣旨を踏まえ、引き続き啓発を推進するとともに、啓発活動の障害となる「え
せ同和行為」の排除に取り組む必要があります。

○　これまで、県、市町や各種団体で構成する香川県人権啓発推進会議を中心に、人権週
間等節目となる機会をとらえて県民総参加の啓発活動を展開するとともに、マスメディ
アによる広報をはじめ、研修会、講演会の開催など、さまざまな啓発活動を実施してきま
した。しかし、昨今、その内容が必ずしも県民の関心・共感を呼び起こすものになっていな
いことなどが指摘されています。

○　人権啓発を推進するに当たっては、今後とも、効果的な手法の採用、多様な機会の提供、
県民参加の促進、実施主体間の連携、特定の職業に従事する者に対する研修の充実など
に努めながら、さらに時代の変化に対応した啓発媒体の活用も検討する必要があります。

〔取組みの方向〕
1　変化に対応した人権啓発の推進
○　いじめや児童虐待、ハラスメント、インターネット上での誹謗中傷など、人の人格や生
命を尊重する意識が薄れてきていることから、人格や生命の尊さ・大切さや、自己がかけ
がえのない存在であると同時に他人もかけがえのない存在であること、他人との共生・
共感の大切さを真に実感できるような取組みを進めます。

分野６　人権尊重社会の実現

施策 19 人権啓発の推進



255

○　県民参加型の人権啓発イベントを国、市町、関係団体、ＮＰＯなどと連携して開催しま
す。また、ボランティア団体やＮＰＯなどによる啓発活動を促進し、県民が幅広く人権問題
について主体的に考え、体験できる機会の充実に努めます。

○　テレビ、ラジオ、新聞などのマスメディアのほか、インターネット空間における情報の価
値が相対的に高まっていることから、啓発媒体としてインターネットを有効に活用するな
ど、変化に対応した啓発を推進します。
○　地域のコミュニティ施設である公民館や隣保館などが、住民に身近な人権啓発の拠点
としての機能を十分に果たすことができるよう支援に努めます。また、人権啓発の拠点施
設である香川県人権啓発展示室の利用の促進を図ります。

○　香川県人権啓発推進会議や香川県人権啓発活動ネットワーク協議会などとの連携を
強化し、また、ボランティア団体やＮＰＯなどの民間団体についても、それぞれの役割や
立場を尊重しつつ、協働の推進に努めます。

○　人権が企業活動を含めてあらゆる活動の国際基準として尊重されるすう勢にあること
から、啓発資料の提供などを通じ、企業における啓発活動が充実するよう支援に努めます。

○　啓発の中核的な役割を担う指導者等の養成や資質の向上に努めるとともに、各人権
課題別の専門家などの情報を収集・整理し、その活用を図ります。

2　企業における啓発活動の支援等
○　公正な選考採用の確保や差別事件の防止・根絶を図るため、国との連携協力のもと、
研修講演会、リーフレットなどの配布、企業訪問などにより企業に対する啓発を行うとと
もに、企業における自主的な啓発活動が充実するよう支援に努めます。

○　職場におけるさまざまなハラスメントの防止のため、啓発に努めます。

3　特定の職業に従事する者に対する研修の充実
○　人権啓発の推進に当たり、公務員、教職員、警察職員、消防職員、保健・医療関係者、福
祉関係者など人権にかかわりの深い特定の職業に従事する者に対する研修の充実や情
報提供などの協力に努めます。

4　えせ同和行為の排除
○　市町、法務局、警察など関係機関と密接に連携しながら、「えせ同和行為」に対する適切
な対応などについて、事業主をはじめ広く県民に対して周知を行うなど、「えせ同和行為」
の排除に向けた取組みに努めます。
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〔現状と課題〕
○　学校等においては、幼児児童生徒一人ひとりを大切にした教育を進める中で、家庭や
地域、校種間の連携を図りながら、各教科や道徳科、特別活動、総合的な学習（探究）の時
間等で、発達段階に応じて、人権の意義や大切さを教えています。しかし、子どもの学び
が知識や理解で留まっており、人権教育を通じて育てたい子ども像である「自分の人権
を守り、他者の人権を守るための実践行動」へつながっていない面が見られます。

○　社会教育においては、学校や家庭、地域との連携を大切にしながら、公民館等での研
修講座や人権講演会の実施、研修資料の配布等を行うことにより、人権教育の推進に取
り組んでいます。しかし、近年、人権問題の複雑化・多様化が進む中にあって、さらに総合
的な推進が必要となっていること、研修内容について改善の必要があること等の課題が
指摘されています。

〔取組みの方向〕
1　学校教育における人権・同和教育の推進
○　指導内容や指導方法の充実に努めることで、人権を尊重する意欲や態度を高め自他
の人権を守る実践行動ができる子どもを育成します。そのため、学校等においては、人権
課題の当事者による講演会や参加体験型学習を導入するなど、多様な教育実践の推進
に努めます。

○　学校生活のあらゆる場を通して、自己をかけがえのない存在として認識できるよう、指
導の充実を図るとともに、人権が尊重され、安心して学ぶことのできる学校生活の環境
づくりに努め、互いに認め合い、高め合うために行動できる仲間づくりを推進します。

○　個々の児童生徒の課題解決に向けた支援の充実を図るため、分かる授業の実践や個
に応じた指導の工夫などを行い、また、問題行動の背景にある要因を多面的に分析し、そ
の共有化を図ることにより、児童生徒の支援に当たります。

○　人権・同和教育を効果的に推進するため、基本的人権を尊重するという精神を高めな
がら、学校、家庭、地域の連携のもと総合的な取組みを推進します。

2　社会教育における人権・同和教育の推進
○　指導者の養成については、指導資料の充実を図るとともに、実践に役立ち、指導力の
向上につながるよう、研修内容の工夫、改善に努めます。

○　社会教育関係者などへの研修については、出席者が参加・体験できる学習形態を取り
入れることにより、研修内容の工夫、改善を図るとともに、各市町教育委員会と連携して、
研修会等への参加の促進に努めます。

分野６　人権尊重社会の実現

施策 20 人権・同和教育の推進
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〔現状と課題〕
○　令和元（2019）年に実施した県政世論調査では、人権侵害があった時、「何もせず、我
慢した」と答えた人は前回（平成26（2014）年）調査と同程度で51.2％、「県庁・市役所・町
役場・学校・隣保館に相談した」と答えた人は前回調査と同程度で8.6％にとどまっていま
す。また、人権に関する悩みごとに対応するため、同和問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、
障害者、犯罪被害者など個別人権課題を扱う相談窓口のほか、人権問題全般に対応する
人権相談窓口を設置していますが、この窓口への人権相談も年間170件程度で推移して
おり、これら相談機関の有効な活用を促進することが重要です。

○　人権意識の高まりにより、相談内容、相談者のニーズが複雑・多様化していることから、
その場で解決まで至らないケースもあるため、関係機関の連携が重要になってきていま
す。

○　結婚や就職に際しての部落差別につながる身元調査等を禁止している「香川県部落差
別事象の発生の防止に関する条例」の認知度は、令和元（2019）年に実施した県政世論
調査では１割程度と低い状況です。県民の基本的人権を擁護するため、部落差別につな
がる身元調査等は行わないよう、その周知徹底を図る必要があります。

〔取組みの方向〕
1　人権相談・支援事業の充実
○　総合的な相談窓口として設置した県の人権相談窓口では、人権相談員が人権に関す
るさまざまな悩みごとについて、必要な助言や情報の提供を行うとともに、相談制度の
周知に努めます。また、県民からの相談に対し、本人の意思を尊重しつつ、適切な機関へ
の紹介、取次ぎが行えるよう、関係機関相互の情報交換や意見交換に努めます。

○　人権相談のうち法的な問題を含む相談については、弁護士による法律相談、また、差
別的な取扱いや言動については、人権調整委員が公平中立の立場から双方の間に入り、
話合いが円滑に進むようあっせんに努めます。

〇　さまざまな相談に迅速かつ適切に対応できるよう、国・市町、警察、ＮＰＯ等の民間団体
などの関係機関と連携し、不当な差別などの人権侵害に苦しむ被害者の救済を図ります。
特に、市町は県民にもっとも身近な相談窓口であることから、市町の相談事業に対して
も情報提供、助言などの支援に努めます。

〇　人権相談における相談事例の集約・分析を通して、人権を取り巻く現状や課題の把握
に努め、人権教育・啓発に生かします。

分野６　人権尊重社会の実現

施策 21 人権擁護活動の充実
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2　隣保館における相談事業の支援
○　同和問題をはじめとするさまざまな人権課題の解決や自立支援のための地域の拠点
である隣保館が実施する相談事業を支援するとともに、相談援助技術の向上など隣保
館職員の資質向上に向けた研修の実施などに努めます。

3　部落差別事象の発生の防止に関する条例の周知徹底
〇　県民や事業主に対し、研修会などさまざまな機会をとらえ、効果的な啓発手法を創意・
工夫しながら、部落差別事象の発生の防止に関する条例の周知徹底を図るとともに、必
要な指導・助言を行い、結婚や就職に際しての部落差別事象の発生の防止に努めます。
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安心して暮らせる水循環社会の確立
分野 7
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〔現状と課題〕
○　本県の水インフラは、これまでの多目的ダムや宝山湖の整備などにより、一定の水準
に達しつつあるものの、地球温暖化による気候変動に伴い、渇水が頻発化・長期化してい
ることから、水の安定供給の確保のため、地下水の適正かつ有効な利用を図るほか、既
設のダム・ため池などの既存水源や本県の重要なライフラインである香川用水について、
維持、保全を図る必要があります。

◯　将来にわたり、県民に安全で安心できる水を安定的に供給するため、県と県内8市８町
で構成する香川県広域水道企業団を設立し、運営基盤の強化を図っています。

○　渇水や地震等の災害時にも、県民生活や経済活動への影響を最小限にとどめること
ができるよう、水道施設の更新・耐震化を進める必要があります。

〔取組みの方向〕
1　水資源施設の整備・効率的な活用
○　水資源施設の整備や既存水源の有効活用・保全を推進するとともに、香川用水につい
て、関係機関と連携して施設の老朽化対策・耐震化に取り組みます。

○　洪水を防御する治水機能と河川維持用水などを安定供給する利水機能を有するダム
の建設を計画的に進めるとともに、浚渫などによるダムの貯水機能の確保に努めます。

○　老朽ため池の計画的な整備や、水路などの長寿命化を推進するとともに、香川用水非
受益地域においては、ため池の浚渫、嵩上げなどを促進し、農業用水の確保に努めます。

○　地下水の有効利用を図るため、既存施設の維持・保全や、塩水化などの地下水障害の
発生を抑制した適正な利用を促進します。

2　安全な水の安定的供給
○　安全でおいしい水を安定的に供給するため、水道の適切な水質管理や施設管理を実
施するよう、水道事業者に対し、指導・助言等を行います。

○　水道事業者において、アセットマネジメント（資産管理）を導入し、施設整備計画及び財
政収支見通しに基づいて、水道施設の更新・耐震化を実施するよう指導・助言を行うとと
もに、国の補助金・交付金の必要額の確保に努めます。

3　渇水・緊急時の水確保
○　渇水時や地震、事故などの緊急時に、必要な水を確保するため、水道事業者による緊
急用施設整備や危機管理マニュアルの整備などを促進するとともに、井戸情報を市町と
共有し、既存井戸を活用するなど、危機管理体制の整備を図ります。

○　国と四国４県などで作成した「吉野川水系渇水対応タイムライン」を活用し、関係機関
と連携して、渇水による影響が最小限になるよう努めます。

分野７　安心して暮らせる水循環社会の確立

施策 22 水の安定供給の確保
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〔現状と課題〕
〇　本県の一人一日当たりの水道の生活用平均給水量は、近年、ほぼ横ばいの状況にあり
ますが、県民の水に対する理解を増進し、節水意識の高揚を図るため、情報提供の充実
や学習機会の提供に引き続き努める必要があります。

○　人の生活や産業活動等に果たす水の役割と自然環境に果たす水の役割が適切なバラ
ンスで維持されるよう、水循環基本法などに基づき、本県の特性に応じた水循環に関す
る施策に取り組んでいます。

○　水資源に恵まれない本県にとって、雨水や下水処理水などの雑用水の利活用は、有効
な水の循環利用方策の一つであるため、下水処理水の再利用を進めるとともに、大型建
築物への雑用水利用施設の導入促進を図る必要があります。

○　森林の有する水源涵養機能など多様な公益的機能を維持向上させるため、水源林の
効果的かつ重点的な整備などに取り組むことが必要です。

○　河川やダム、ため池などの水質汚濁などは、水環境の悪化につながることから、その実
態把握に努めるとともに、より良好な水環境として将来に引き継いでいく必要がありま
す。

〔取組みの方向〕
1　水を大切にする社会への転換
○　水を大切にする社会への転換を図るため、県と市町で構成する節水型街づくり推進協
議会を中心として、節水学習を含めた節水啓発活動を実施するとともに、大型建築物に
対する雑用水利用施設の設置や一般家庭への節水型機器の普及促進などに努めます。

○　若い世代を中心に、本県の水の歴史と文化など、水資源に関する理解の増進を図ると
ともに、香川用水水源地域との交流連携の促進に努めます。
○　県のホームページ「かがわの水」などを活用し、水に関する情報を分かりやすく提供す
るとともに、県民への周知に努めます。

2　水をめぐる環境の保全
○　県内や香川用水の水源地域において、間伐などの森林整備を進め、水源林の保全を
図ることにより、水源涵養機能など公益的機能をより一層高めます。

○　良好な水環境の保全を図るため、水源地域や地下水の水質を監視するとともに、生活
排水処理施設の整備や工場・事業場の排水の規制による水質保全対策を進めます。

○　地下水の過剰な揚水による地盤沈下や塩水化などの地下水障害を防ぐため、香川中
央地域地下水利用対策協議会において揚水量の自主規制を行い、地下水の適正な利用
を促進します。

分野７　安心して暮らせる水循環社会の確立

施策 23 水循環の促進
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安全で安心できる暮らしの形成
分野 8
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〔現状と課題〕
○　本県の交通事故発生件数は、昭和23（1948）年の統計開始後、平成17（2005）年の
13,449件をピークに減少傾向にありますが、令和２（2020）年の交通事故死者数は平
成28（2016）年以来の50人台となったほか、依然として人口10万人当たりの交通事故
発生件数や死者数は、全国平均を大きく上回るなど、厳しい状況が続いています。

○　交通死亡事故を抑止するためには、高齢者の被害、夜間の発生、飲酒運転やシートベ
ルトに起因する事故が顕著であるという本県の特徴を踏まえ、綿密な交通事故分析に基
づき、悪質・危険な交通違反の取締りを強化するほか、高齢者をはじめ各年齢層に対する
体系的な交通安全教育や交通事故の起きにくい交通環境の整備等、総合的な交通安全
対策を進めることが必要です。

○　特に、高齢者については、交通事故死者に占める割合が非常に高く、令和２（2020）年
には統計開始から初めて７割を超えたことから、歩行者、自転車利用者、自動車運転者そ
れぞれの対策を強化するなど、高齢化社会に対応した交通安全対策がますます重要に
なっています。

○　人口10万人当たりの自転車事故発生件数が全国上位にある本県では、自転車事故防
止対策の強化も必要です。

〔取組みの方向〕
1　体系的な交通安全教育・効果的な広報啓発の推進
○　悲惨な交通事故から県民の尊い命を守るため、交通事故分析の高度化を図り、幼児か
ら高齢者までの各年齢層と、歩行者、自転車利用者、自動車等運転者の各通行形態に応
じた体系的な参加・体験型の交通安全教育を関係機関・団体等と連携して取り組みます。
○　自動車運転者の資質の向上を図るため、交通事故防止に必要な安全知識・技能を身に
つけるための講習設備や機材の充実を図り、効果的な運転者教育の推進に努めます。特
に、高齢運転者に関しては、認知症等の疑いがある運転者に対し適切に対応するほか、運
転免許証の自主返納制度や安全運転相談の実施について、より一層の周知に努めます。

○　県民参加・実践型の交通安全活動を促進し、一人ひとりの交通安全意識の醸成を図り
ます。

○　自転車の安全利用を促進するため、企業や学校と連携し、自転車シミュレーターを活
用した交通安全教室の開催等を通じて、正しい交通ルールの順守やマナーの向上に努
めます。

○　インターネットを活用して交通事故分析情報や交通安全情報等を提供するとともに、
交通死亡事故抑止に向けて県民総ぐるみで取り組むことができるよう、交通事故の痛ま
しさや反射材の着用など交通事故から身を守る行動の大切さを伝える効果的な広報啓
発活動を展開します。

分野８　安全で安心できる暮らしの形成

施策 24 安全な交通社会の実現
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2　交通環境の整備
○　交通事故の発生箇所や潜在危険箇所などにおいて、関係機関が緊密な連携を図りな
がら、交差点事故の抑止に効果が認められる道路標識・標示や路面の高輝度・カラー化、
交差点の改良、歩行者や自転車の通行空間の確保のための自転車歩行者道の整備、通
学路の交通安全対策、電線類の地中化など、交通事故の起きにくい交通環境の整備を
一層推進するとともに、用水路等への転落事故防止対策を進めます。

○　生活道路における「ゾーン30」の導入を進めるとともに、歩行空間の確保や自転車通
行環境の整備などにより、安全で快適な交通環境の整備を図ります。さらに歩道と車道
の段差を低くするなどのバリアフリー化を行うことにより、高齢者や障害者などにも配慮
します。
○　信号機の改良、交通管制センターの高度化などにより、交通流の整除化・円滑化を図
るとともに、交通情報板等によるリアルタイムな道路交通情報を提供し、安全で快適な
交通環境の実現を図ります。

3　効果的な交通指導取締りの推進
○　交通取締資機材のより一層の整備を図り、各地域の交通実態や交通事故発生状況等
を十分に分析したうえで、「ながら」や「あおり」運転、飲酒運転等の悪質性・危険性・迷惑
性の高い違反や信号無視等の交通事故に直結する交差点関連違反取締り等、交通事故
の抑止に資する交通取締りを推進します。

○　自転車利用者による交通違反に対しても、指導警告や検挙措置を講じるなど、厳正に
対処します。
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〔現状と課題〕
○　刑法犯の認知件数は、平成15（2003）年をピークに減少傾向にあり、平成27（2015）
年以降、６年連続で戦後最少を更新する一方で、県民の体感治安に直結するストーカー・
ＤＶ事案、児童虐待事案等の人身安全関連事案、社会情勢の変化を背景とする悪質な特
殊詐欺やサイバー犯罪等の一部の犯罪が社会問題となっています。

○　発生した事案に対して的確に捜査するとともに、人身の安全を確保する取組みを強化
するほか、地域防犯力を高めつつ、特殊詐欺対策、サイバー犯罪対策等効果的な犯罪対
策を講じていく必要があります。

○　事件認知後の迅速・的確な初動捜査体制を確立するとともに、各種捜査支援システム
の有効活用等により客観証拠を確実に収集して、被疑者の早期検挙を図る必要がありま
す。

○　治安に対する新たな脅威や社会情勢の変化に的確に対応するため、地域の安全拠点
となる警察署や交番・駐在所のセキュリティや機能の強化、警察活動を支える各種情報
システムの高度化、装備資機材等の充実を図る必要があります。

〔取組みの方向〕
1　犯罪防止に向けた取組みの推進
○　県民に身近な犯罪を抑止するため、自主防犯活動の促進や防犯カメラ設置の普及促
進を図るなど犯罪の抑止に配慮した環境の整備等、官民一体となって地域の犯罪情勢に
即した総合的な犯罪抑止対策を推進します。

○　社会の不安要因となっているストーカー・ＤＶ事案、児童虐待等から子どもや女性を守
るため、被害者等の安全確保を最優先とした迅速・的確な組織的対処を徹底します。

○　特殊詐欺の被害を防止するため、徹底した検挙を行うとともに、高齢者に重点を置い
た広報啓発活動や金融機関等と連携した被害の未然防止対策を推進します。

○　少年の規範意識の向上に向けて、効果的な非行防止教室の開催や、中学生が主体的
に取り組む非行防止活動への支援などの取組みを推進します。

○　犯行形態が高度化、複雑化するサイバー犯罪に対して、産学官が連携した被害防止活
動や捜査員の対処能力の向上、悪質事犯の取締りなど、抑止と捜査の両面からの取組み
を推進します。

〇　香川県犯罪被害者等支援条例に基づき、犯罪被害者等支援事業として法律相談及び
心理カウンセリングの充実のほか、見舞金の給付や再提訴費用の助成を行うとともに、
県民の理解を深めるため「犯罪被害を考える週間」による広報・啓発活動等を推進します。

分野８　安全で安心できる暮らしの形成

施策 25 犯罪に強い社会の実現
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2　犯罪の徹底検挙
○　複雑巧妙化する犯罪、社会を脅かす殺人・強盗等の重要犯罪に対しては、事件認知後
の迅速・的確な初動捜査体制を確立するとともに、各種捜査支援・分析システムの高度化
と有効活用、DNA型鑑定をはじめとする科学捜査力の充実・強化等により、客観証拠を
確実に収集して、被疑者の早期検挙・事件解決を図ります。

○　サイバー空間の脅威、暴力団犯罪や特殊詐欺などの組織犯罪、ストーカー・ＤＶ事案な
どの人身安全関連事案に対しては、社会の変化に応じた捜査の高度化を一層推進し、徹
底した検挙を行い、また、テロ等の未然防止や災害に伴う社会秩序の維持のため、それら
の対処力を強化するとともに、関係機関・団体、個々の事業者等と協働した迅速かつ的確
な事態対処を図り、社会全体で地域の危険と不安から県民を守ります。

3　警察活動を支える基盤の充実・強化
○　地域の安全拠点となる警察署や交番・駐在所の耐災害性の強化や通信基盤の堅牢化
等を進め、施設のセキュリティや機能の強化を推進します。

○　「県民のため」の活動に第一線警察がまい進できるよう、警察活動を支える各種警察情
報システムの高度化や装備資機材等の充実を図ります。

○　治安に対する新たな脅威等に的確に対処し、県民の安全・安心を確保するため、優秀な
人材確保や人材育成に努めるなど、人的基盤の充実・強化を推進します。
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〔現状と課題〕
○　令和３（2021）年６月から、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の実施が義務化され、原則すべ
ての食品等事業者が、衛生管理計画の作成や実施状況の記録を残すこととなり、この食
品等事業者みずからが実施する衛生管理が適切に運用されることが重要です。

○　広域・大規模な食中毒や輸入農産物の残留農薬問題など、全国的に食品に対する信頼
を揺るがす事件が頻発したことで、食の安全・安心への県民の関心がこれまで以上に高
まっており、食品における表示の適正化や、農薬の適正使用の徹底をはじめ、生産から消
費に至る各段階での安全性とトレーサビリティの確保が求められています。

○　消費生活相談の件数は、毎年度概ね5,000件から6,000件で推移していますが、消費
者トラブルの内容は複雑・多様化するとともに、手口も悪質・巧妙化しています。架空請
求をはじめ、巧妙な手口で金品をだまし取る特殊詐欺や高齢者を狙った悪質商法が発生
し、被害の未然防止や早期対応が求められるとともに、消費者の自立を支援するための
教育や啓発を行うことも必要です。

○　薬物乱用問題は、薬物の多様化や、中高生の薬物乱用など低年齢化が懸念されてい
ます。特に、若年層に対しては、大麻の乱用が拡大している傾向にあるため、より効果的
な広報啓発活動を行うことが必要です。

○　また、治療以外の目的で所持や使用が禁じられている「医療用麻薬」や、危険性が高く、
誤った使用により大きな事故を引き起こす可能性のある「毒物劇物」の適正管理が求め
られています。

〔取組みの方向〕
1　食品等の安全確保
○　食品等事業者みずからが実施する衛生管理を推進するため、食品等事業者に対して、
計画的な監視指導を行うとともに、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が実施され、検証や見直し
が適切に行われるよう講習会の開催などの支援を行います。

○　食品の安全確保を推進するため、生産から消費までの各段階における監視指導を実
施するとともに、残留農薬等の検査技術の向上や検査機器の整備に努め、県内に流通す
る国内農産物、輸入農産物などの残留農薬等の検査を実施します。

○　「県病害虫雑草防除指針」の作成や生産部会ごとの防除暦の監修等により、生産現場
での農薬や動物用医薬品等の適正使用の指導を徹底するほか、ＧＡＰ（農業生産工程管
理）などの推進により、農産物の安全性やトレーサビリティの確保に努めます。

分野８　安全で安心できる暮らしの形成

施策 26 暮らしにおける安全確保
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2　消費生活における安全確保
○　消費者の安全を確保するため、国、県、市町、警察等の関係機関が連携・協力し、消費者
への啓発の徹底や相談業務の充実を図ります。また、事案の早期把握に努め、金融機関
等の関係機関へ情報提供を行うとともに、法に基づく指導、行政処分や、あらゆる手法を
駆使した早期の検挙により、被害の拡大防止を図ります。

○　消費者が必要な情報を得て、自主的かつ合理的に行動できるよう、幼児期から高齢期
までの生涯にわたり、それぞれの時期に応じ、また、学校、地域、家庭、職域その他のさま
ざまな場において、消費者教育を推進するとともに、地域等で消費者教育の担い手とな
る人材の育成を図ります。

3　薬物乱用の防止の推進
○　薬物乱用を根絶する社会環境を作るため、各種広報活動、香川県麻薬・覚醒剤・シン
ナー禍対策推進員等を通じた啓発活動、薬物乱用防止教室やキャンペーン等を実施す
るとともに、薬物の再乱用を防止するため、保健所、精神保健福祉センターなどによる相
談事業や薬害教育に取り組みます。

○　医療用麻薬等が適正に管理されるよう、医療機関等に対する監視・指導を行います。ま
た、毒物劇物が適切に取り扱われるよう、毒物劇物営業者に対して計画的な監視・指導を
実施するとともに、広く毒物劇物取扱者に対しても、適正な保管管理等の徹底を指導し
ます。
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〔現状と課題〕
○　県内の生活保護世帯数は、近年微減傾向でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響
もあり、その状況について注視していく必要があります。また、全国的に、非正規雇用の
労働者や年収200万円以下の給与所得者など、生活に困窮するリスクの高い層が増加
している状況にあります。このため、生活保護を受給する前の生活に困窮している人に
対し自立支援を行うとともに、生活保護が必要な人には必要な保護を行い、世帯の自立
が図られるよう支援していく必要があります。

○　自然災害による被害を受けた場合、被災者の生活再建のためには、各種支援制度の活
用を図りながら、住民同士が助け合い、暮らしの場である地域を復旧・復興するという視
点で取り組むことが大切です。

○　県営住宅の入居者数は、漸減傾向にあるものの約８千人の方が入居しており、住宅
セーフティネットの中核としての役割を担っています。今後も引き続き、低額所得者、高
齢者、障害者、子育て世帯などの住宅の確保に取り組む必要があります。

〔取組みの方向〕
1　生活援護の充実
○　生活に困窮している人に対しては、生活困窮者自立支援法に基づき、自立相談支援事
業や住居確保給付金の交付などを実施し、自立のために必要な助言や支援を行うととも
に、生活保護が必要な人に対しては、生活保護法に基づき必要な保護を行い、最低限度
の生活の保障と自立に向けた支援を行います。

2　被災者支援対策の推進
○　自然災害による被害を受けた被災者みずからが生活再建への意欲を持てるよう、被災
者生活再建支援金の支給や災害援護資金の貸付など、各種支援制度を適切に運用する
とともに、被災地の実情に応じた支援対策を市町とともに推進します。

3　住宅対策の推進
○　住宅に困窮する低額所得者に対して、セーフティネットの中核としての機能が図られる
よう県営住宅の改修や修繕を行うとともに、特に高齢者、障害者、子育て世帯などには優
先的に入居できるよう配慮します。また、民間賃貸住宅を活用したセーフティネット住宅
について、より一層の登録を促進するため、制度の普及や情報提供に努めます。

分野８　安全で安心できる暮らしの形成

施策 27 セーフティネットの充実
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〔現状と課題〕
○　人と動物との調和がとれた共生社会を実現するためには、動物の飼い主だけではなく、

広く県民の間に共通した動物愛護管理に関する考え方の形成が必要です。
○　飼い主のいない犬猫への無責任な餌やり、不適正な飼養や遺棄を地域の問題として

とらえ、問題解決に向けた自主的な活動を促進することが必要です。
○　本県の犬猫の殺処分数は減少傾向にありますが、全国と比較すると、特に犬の収容数

や殺処分数が多い状況が続いています。犬猫の殺処分数を減少させるためには、収容数
の抑制と元の飼い主への返還や適正に飼養できる新しい飼い主への譲渡を一層推進す
ることが重要です。

○　動物愛護管理の普及啓発や適正な譲渡を推進していくために、その拠点である「さぬ
き動物愛護センター しっぽの森」の機能強化を図る必要があります。

〔取組みの方向〕
1　動物愛護管理施策の推進
○　終生飼養や不妊去勢措置、所有明示、逸走防止、動物の遺棄・虐待防止など、適正な飼

養管理を推進するため、飼い主としての責任などの普及啓発に取り組みます。また、子ど
もたちが動物を愛護する心を育て、動物との共生について学ぶことができるよう、教育
機関などと連携した普及啓発を推進します。

○　飼い主のいない犬猫の減少に向けて、住民が主体となった地域活動を促進するととも
に、飼い主のいない犬猫に対する無責任な餌やりや犬猫の遺棄の防止対策を図り、収容
数の削減に努めます。

○　ボランティアや関係機関と連携・協働し、収容された犬猫について元の飼い主への返還
を推進するとともに、犬猫の家庭動物としての資質向上を図り、適正な譲渡を推進します。

○　平常時からの災害への備えなど、災害対策に関する飼い主への普及啓発を行うともに、
地域と市町との連携を推進するほか、人と動物に共通する感染症に関する情報発信や正
しい知識の普及啓発に取り組みます。

2　動物愛護センターの機能強化
○　県民の身近な存在である動物愛護推進員や譲渡ボランティア、関係団体などとの連

携・協働を強化し、子どもたちの校外学習や家族連れなど、世代や目的に応じた啓発イベ
ントの実施や、情報発信などのセンター運営に、それぞれの活動の特性が効果的に反映
できる取組みを展開します。

○　センターの職員が地域に出向き、県民の身近な場所で、飼い主のマナーアップや命の
大切さと思いやりの心を育む体験学習などの出張イベントを開催し、動物愛護管理の普
及啓発に努めるとともに、センターの認知度の向上に努めます。

分野８　安全で安心できる暮らしの形成

施策 28 人と動物との調和のとれた共生社会の実現
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定住人口の拡大
分野 9

指標番号欄の＊印は、再掲指標
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〔現状と課題〕
○　本県の人口は平成11（1999）年の約103万人をピークとして減少に転じ、平成12
（2000）年以来、人口減少が続くとともに、社会増減も平成12（2000）年から転出超過
が続いており、平成27（2015）年に一時転入超過となったものの、その後また転出超過
に転じ、転出超過基調が続いています。

○　県では、市町と連携を図りながら、移住・定住の促進に取り組んでおり、相談件数は、増
加傾向にあるなど移住への関心は高まっているものの、他県でも移住・定住施策の積極
的な展開が図られるなど、地域間競争が増しており、移住を検討する方に対する「情報発
信の強化」とともに、移住希望者への住まいや仕事のマッチングを支援するなどの「受入
体制の充実」が求められています。

○　企業におけるテレワークの取組みが進展するとともに、人々の意識や行動も変容して
きており、テレワークの活用を推進するなど、働き方や生活様式の変化に対応した取組
みが求められています。

〔取組みの方向〕
1　かがわの魅力発信
○　市町や関係機関と連携し、大都市圏での移住・交流フェアやセミナーの開催などを通
し、「かがわで学び・働き・暮らす魅力」を広く発信します。
○　移住ポータルサイトの充実に努めるとともに、移住情報専門誌やＳＮＳ、インターネット
広告等でのＰＲなどさまざまな媒体を活用し、瀬戸内の温暖な気候や災害が少ないとい
う自然環境、都市の持つ利便性と豊かな自然が調和した住みやすい環境など、かがわの
魅力、旬の情報等を積極的に全国に向けて広く発信します。

○　本県にＵＪＩターンされた方に、自身の体験をもとに、本県の魅力や香川暮らしの良さを
伝える「かがわ暮らし応援隊」を委嘱し、移住フェア等において先輩移住者としての助言
やＳＮＳを活用した広報を行うなど本県の魅力を発信します。

2　支援体制の充実
○　移住希望者をサポートするため、東京・大阪事務所等に配置した移住・交流コーディ
ネーターによる移住希望者のニーズに応じた情報の提供やきめ細かな相談対応に努め
ます。

○　就職と移住を一元的に支援する窓口である「香川県就職・移住支援センター（ワークサ
ポートかがわ）」では、移住に際しての必要な情報提供を行うほか、同センターが運営す
る就職支援サイト「ｊｏｂナビかがわ」を活用したＵＪＩターン就職の促進など移住希望者へ
の仕事のサポートも行います。

分野９　定住人口の拡大

施策 29 移住の促進
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○　市町と連携し、移住者のための空き家改修等補助、民間賃貸住宅の家賃等の助成を行
うとともに、空き家バンクの充実や、住まいの総合相談窓口、住まいの応援隊の活動など
民間等と連携した取組みにより、移住希望者の住まいのサポートを充実させるなど、移
住希望者の仕事や住まいに関するニーズに応じた施策を総合的に展開します。

3　定住の支援
○　本県に移住してきた方々がより安心して暮らし続けてもらえるよう、「かがわ暮らし応
援隊」や地域おこし協力隊のＯＢ・ＯＧを「定住支援サポーター」として委嘱し、先輩移住者
として、みずからの体験などをもとに、移住後の暮らし等の悩みにきめ細かに対応すると
ともに、移住者同士のネットワークづくりや情報交換が図れるよう移住者交流会を定期
的に開催するなど、定住に向けた支援を行います。

○　県外企業の県内へのサテライトオフィス開設を支援するなど受入環境を充実させるこ
とにより、テレワークの活用を通じた定住人口の拡大を図ります。
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〔現状と課題〕
○　本県の大学進学者のうち、８割以上が県外に進学しており、年齢階級別の人口移動の
状況をみると、この階層で大幅な転出超過になっています。

○　県が実施したアンケート調査では、県出身の県外大学進学者の約６割はＵターンの意
向があり、県外から大学卒業生等を取り戻すことができる可能性があることから、県内で
の就職を希望する学生などに対するきめ細かな相談や、大学卒業生等のＵターン就職の
積極的な支援など、若者の県外流出に歯止めをかけるとともに、県外に流出した若年人
材を呼び戻すなどＵＪＩターン就職の促進がより一層求められています。

○　同アンケート調査によると、「県内には、希望する企業や仕事がない」や「働きたいと思
うような企業や仕事が増えれば県内に就職したい」という回答が多く挙げられており、県
外に流出している人の流れに歯止めをかけ、人口の社会増につなげるためには、若者が
地方で働きたいと思える魅力的な働く場を創出することが必要です。

〔取組みの方向〕
1　県内就職の促進
○　「香川県就職・移住支援センター（ワークサポートかがわ）」を中心として、きめ細かな
マッチング支援や県内企業の情報発信を行うとともに、関係機関と連携して合同就職面
接会等を開催するほか、東京・大阪事務所に「人材Ｕターンコーナー」を設置し、ＵＪＩター
ン就職支援を行います。

○　県外大学に向けては、県内企業との情報交換会などを通じて県内企業の魅力を伝え
るとともに、就職支援協定を締結して効果的な連携を図ることで、県外学生の県内就職
を促進します。

○　本県独自の大学生等への奨学金制度等により、意欲や能力が高いにもかかわらず経
済的理由で修学が困難な大学生等に対し、日本学生支援機構の奨学金制度との連動も
図りつつ、奨学金を貸し付けることで修学を容易にするとともに、県内就職者への返還免
除等を実施することで、若者の地元定着を促進します。

○　高校生に対して、県外大学に進学しても就職時に県内就職が選択肢となるよう、キャリ
アデザイン教育を進めます。

2　若者に魅力のある働く場の創出
○　若者にとって魅力的で、将来の成長が見込まれる情報通信関連産業の育成・誘致に取
り組み、若者の働く場を創出することで、若者の県内定着と県経済の活性化を促進します。
○　「Setouchi-i-Base」を拠点として、特に地方で不足しているデジタル人材の育成や創
作活動を促す活動・交流の場の提供、それぞれの仕事づくりにつながるビジネスマッチ
ング支援等、施策を総合的かつ集中的に展開することで、起業、第二創業、既存企業の競
争力強化を推進します。

分野９　定住人口の拡大

施策 30 若者の定住促進
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商工・サービス業の振興
分野10



277

指標番号欄の＊印は、再掲指標
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〔現状と課題〕
○　人口減少や少子高齢化が全国に先行して進行し、地域の活力維持が大きな課題と
なっている本県において、豊かな未来を実現するためには、県経済に好循環をもたらす
新しい成長が必要です。

〇　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、一層社会的な重要性を増している情報
通信関連産業は、今後も大きな成長が期待されるとともに、若者にとって魅力的な働く
場でもあることから、本県経済の活性化や人口の流出抑制・社会増のためにも、同産業
の振興や情報通信技術の活用促進に取り組むことが重要です。

○　本県には希少糖やオリーブといった独自の地域資源があることに加え、建設・輸送機械、自
動車部品、電気機械などの大手企業の工場を中核として、高度なものづくり基盤技術を有す
る企業が多数立地しています。これら本県ならではの地域資源や技術を生かした産業の集
積と成長を促し、本県経済の新たな活力と付加価値の創出につなげる取組みが必要です。

〔取組みの方向〕
1　情報通信関連産業の育成・誘致
〇　「Setouchi-i-Base」を拠点とし、情報通信関連産業の事業創造の促進に関する実践的
な講座等の実施による人材育成や活動交流の場の提供、拠点に集う人材の起業相談や
ビジネスマッチング支援の実施などにより、起業、第二創業、既存企業の競争力強化を促
進します。

〇　情報通信関連産業の本県への立地を促進するため、企業誘致助成制度による助成や
ワンストップサービスによる各種行政手続の支援に努めるとともに、各市町や関係機関
と連携しつつ、各種支援制度や先進的なオフィスの整備状況等について、積極的な情報
提供に努めます。

2　希少糖産業の振興
○　産学官による希少糖研究の強化や希少糖研究成果の発信などにより、世界をリードす
る「知の拠点」の形成に努めます。

○　希少糖の生産・試験研究を行う企業の誘致・育成や、食品、医薬品、人や自然に優しい
農薬などのさまざまな分野での新商品開発の取組みを促進するとともに、産学官の連
携によるネットワークを活用しながら、「希少糖産業」の創出をめざします。

○　県内外の各種イベントなどを通じて、「希少糖＝香川県」のイメージを発信し、世界に通
じる「香川の希少糖」ブランドの確立を図ります。

分野10　商工・サービス業の振興

施策 31 成長産業の育成・集積
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3　オリーブ産業の振興
〇　全国トップにある本県オリーブ産業の地位を確たるものとするため、オリーブの生産
振興、多角的な商品開発や品質向上、ブランド化の強化を総合的に推進します。

○　オリーブの生産力の強化を図るため、苗木代や未収益期間等の支援を継続するほか、
大規模経営のための栽培技術や高品質・安定生産のための新技術等の開発・普及に取り
組みます。

○　ＩＯＣ（インターナショナル・オリーブ・カウンシル）など国際機関との連携により、県産オ
リーブオイルの品質管理体制を強化し、「かがわオリーブオイル品質表示制度」の高度な
信頼性と優位性の確保を図るとともに、採油技術の高度化を支援し、県産オリーブオイ
ルの品質向上に努めます。

○　オリーブ畜水産物の安定生産と高品質化を図るとともに、機能性などを生かした多様
なオリーブ商品群の開発を支援します。また、オリーブオイルの品質表示制度に加え、オ
リーブ関連商品の認証により、ブランド力を強化するとともに効果的な情報発信や販売
促進活動を展開します。

4　ものづくり産業の振興
○　県内企業がこれまで蓄積したものづくり基盤技術を一層強化するとともに、先端技術
を有する産業技術総合研究所・大学等との連携、企業間連携、県内外の大手企業との連
携など多様な連携に取り組み、技術、情報、取引などの戦略的なマッチングを推進します。

○　強みとなるコア技術の強化（温故）と戦略的マッチングの推進（知新）等に加え、デジタ
ル技術の活用も図りながら、エネルギー・環境関連分野や、ロボット関連分野、革新的な
ものづくり技術である３Ｄ積層造形関連分野など、今後、高い成長が期待される分野へ
の進出を促進します。
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〔現状と課題〕
○　人口減少や少子高齢化が進む中、本県経済の活性化を図り、雇用の場を確保していく
ためには、創業や新事業展開を促進することが必要不可欠です。

○　令和元（2019）年度の本県の開業率は3.9％と全国平均（4.3％）を下回っており、チャ
レンジ精神あふれる起業家によるベンチャー企業などが増えるよう、創業しやすい環境
整備を強化する必要があります。

○　既存の事業者が自社の強みや経営資源を生かしつつ、成長性のある分野に進出する
第二創業や事業の多角化を促進することも必要です。

○　情報通信関連産業については、デジタル化の推進や若者の働く場の確保等の観点か
ら、より一層重要性を増しているため、特に同産業分野での創業・第二創業を支援するこ
とが必要です。
○　新型コロナウイルス感染症の感染拡大や頻発する自然災害、地球環境問題など、我が
国を取り巻くさまざまな課題がもたらす社会経済環境の変化に対応した産業の創出・育
成に積極的に取り組み、本県経済の持続的な発展につなげる必要があります。

〔取組みの方向〕
1　新規創業・第二創業等の創出促進
○　インキュベート施設の提供や専門コーディネータによる助言など、ハード、ソフト両面
から起業のスタートアップ段階を支援し、新規創業やベンチャー企業の創出を促進する
とともに、新規創業後のフォローアップを行います。
○　第二創業や事業の多角化をめざす企業、ニッチトップ企業、成長が期待されるベン
チャー企業などの競争力強化のための技術面、経営面、資金面などにおける課題解決等
を支援し、企業の成長を促進します。

○　デジタル化が加速する時流を踏まえ、情報通信関連産業の育成・誘致の拠点である
「Setouchi-i-Base」において、新たなアイデアや価値を生み出すための多様な人材が交
流する場を提供するとともに、利用者それぞれがめざすイノベーションの創出に向けた
相談対応や技術指導、伴走支援等に取り組みます。

2　社会的課題の解決に取り組む企業の新事業展開や創業への支援
○　新型コロナウイルス感染症の感染拡大をはじめとする社会的課題の解決に向けた商
品やサービスの開発に取り組む県内企業を支援し、新たな成長産業の育成・集積を図り
ます。

分野10　商工・サービス業の振興

施策 32 創業や新事業展開の促進
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〔現状と課題〕
○　本県には、ニッチな分野で活躍するニッチトップ企業が多くあり、こうした企業や、独自
の強みを生かし、新たな分野への事業展開をめざす企業などの競争力強化を支援する
とともに、地域経済を強力に牽引する企業を育成していく必要があります。
〇　成長分野への進出に向けた研究開発や地域資源を生かした製品開発を積極的に支援
するとともに、県内企業のものづくり基盤技術やマーケティング力の強化を図る必要が
あります。

〇　企業の競争力強化に資するＡＩをはじめとした先端技術については、特に中小企業にお
いて、専門的な知識を有する人材が不足していることが導入や活用の支障となっている
ことから、人材育成や技術面での支援が必要です。
〇　県内産業の振興につながるよう、企業や関係機関と情報共有を図りながら、人的ネット
ワークを構築していくことも必要です。

〔取組みの方向〕
1　研究開発力の強化支援
○　県内企業の競争力の源泉となる研究開発力の強化を重点的に支援し、イノベーション
を促進します。

〇　県産業技術センターの研究開発支援機能を強化するとともに、かがわ産業支援財団、
大学、高等専門学校、産業技術総合研究所との連携により、県内企業に対する支援体制
を強化します。

2　ＡＩ、ＩｏＴ等の先端技術の活用支援
○　県内企業のＡＩをはじめとした先端技術の活用を促進するため、技術研修会等での人
材育成を図るほか、産業技術総合研究所、大学等の専門家等と連携して高度な技術支援
を行います。

3　基盤技術の強化・生産性向上等
○　県内企業のコア技術や基盤技術を強化するため研修を充実するとともに、生産性向上
のための技術開発や製造現場の改善を支援します。

○　大手企業を含め、県内企業への企業訪問活動などを通じて、企業の競争力強化や事業
拡大に係る課題解決に向けた支援を行います。

4　マーケティング力の強化支援
○　販路開拓や新分野展開を支援するための戦略的なマッチングを推進するとともに、売
れるものづくりのためのマーケティング力の強化を支援します。

分野10　商工・サービス業の振興

施策 33 独自の強みを持つ企業の競争力の強化
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5　知的財産の活用促進
○　県内企業の知的財産活動や知的財産経営を促進し、本県産業の競争力強化と持続的
な発展を図るため、知的財産の普及啓発や知的財産の創造・保護・活用の促進、関係支援
機関と連携した知的財産支援体制の強化に取り組みます。

6　人的ネットワークの拡大による情報収集・発信力の強化
○　県外で活躍する「香川県産業活性化アドバイザー」の協力を得て、本県出身の現役経
済人などとの人的ネットワークを拡大し、首都圏、関西圏における企業立地情報や各種
産業情報の収集・発信力を強化します。
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〔現状と課題〕
○　「2020年香川県貿易投資関係企業名簿アンケート結果」（ジェトロ香川）によると、貿
易を行っている県内企業は252社、海外に進出している企業は70社、海外の企業との提
携を行っている企業は82社（合計404社）で、新型コロナウイルス感染症の影響などに
より、県内企業の海外展開に停滞がみられることから、収束後に向けた海外展開の検討
初期段階の支援を充実させる必要があります。

○　中長期的な視点に立って、東南アジアなど今後成長が期待される国・地域を視野に入
れながら、海外展開の対象となる国・地域を捉えて、県内企業の海外展開を支援する必
要があります。

○　企業の海外展開は、各企業の目的や戦略がさまざまであることから、県内の支援機関
が持つ支援ツールを活用して効果的な支援を行う必要があります。

○　県産品の販路開拓では、現地における県産品の認知度を高める必要があるほか、現地
の輸入業者や流通業者等とのコネクションづくりが重要です。

〔取組みの方向〕
1　海外展開に必要な知識の習得支援
○　ジェトロ香川など関係機関との連携により、県内企業が海外展開に必要とされる知識
などの習得を支援します。

○　巨大な消費市場である中国をはじめ、直行便が就航している台湾や今後の成長が見
込めるＡＳＥＡＮなどの国・地域の現地情報や、海外先端技術の収集を支援します。

2　支援機関ネットワークの連携強化
○　日本貿易振興機構（ジェトロ）等との連携強化を図るとともに、「新輸出大国コンソーシ
アム」や「かがわ中小企業海外ビジネス支援協議会」による関係機関相互のネットワーク
を生かして、各々の支援ツールを効果的に活用した支援を行います。

3　県産品の海外販路開拓の推進
○　現地百貨店等と連携した県産品フェアの開催や現地商社等による代理営業、積極的な
トップセールスなどにより、県産品の認知度の向上や販路の開拓を図るほか、海外航空
路線の活用、中間流通業者との連携構築、現地の人脈づくりなど、県産品振興に係る各
種事業を総合的に展開するため、かがわ県産品振興機構と連携しながら、戦略的な取組
みを推進します。

分野10　商工・サービス業の振興

施策 34 企業の海外展開の促進



284

〔現状と課題〕
○　県産業技術センターにおいては、県内企業の技術者を対象とするさまざまな勉強会や
研修を実施するとともに、技術相談の対応等を行っており、また、かがわ産業支援財団で
は、ＩＴ研修、システム開発研修、マネジメント能力開発研修など幅広い分野の研修を実施
しています。
○　県内企業の事業活動の維持・発展のためには、これまで培ってきた高度な技術力を受
け継ぎ、新たな技術開発や製品開発を担う人材、経営戦略や海外展開を担う人材などを
育成していくことが重要です。

○　ものづくり現場を取り巻く環境変化に対応するため、デジタル技術を活用できる優れ
た技能者の確保や企業の強みである本県産業の土台を支えてきた優れたものづくり技
能を有する人材の後継者育成が急がれています。

〔取組みの方向〕
1　産業人材の育成
○　県内企業の事業活動の維持・発展を進めるため、次代の経営を担う人材、デジタル技
術の活用など、イノベーションの原動力となる人材、海外展開を支える人材などの産業
人材の育成を支援します。

○　地域産業の要請に応え、高度な技能と知識を兼備する技能者を育成するため、県立高
等技術学校において、ニーズに応じた実践的なカリキュラムを編成し訓練を実施すると
ともに、民間教育施設への委託訓練を行うことなどで、職業能力開発の充実・強化を図り
ます。

○　県内企業等との連携のもと、県産業技術センターにおいて溶接技術などの基盤技術
や革新的ものづくり技術に係る研修や勉強会を実施するほか、技術相談への対応等を
行い、県内企業の基盤技術の強化や成長分野への進出を担う核となる人材を育成しま
す。

2　技術・技能の伝承
○　県産業技術センター、かがわ産業支援財団、職業能力開発関係機関が連携して、企業
が行う技術・技能後継者育成の取組みを支援し、企業内の技術・技能の伝承を促進します。

○　優秀な技能者の表彰や技能競技全国大会などへの参加を支援することで、技能者の
地位の向上と技能を尊重する気運づくりに努めます。

○　若年者に、ものづくりの面白さや素晴らしさに触れる機会を多く提供し、ものづくり現
場が就職先の選択肢となるような取組みを行います。

分野10　商工・サービス業の振興

施策 35 産業の成長を支える人材の育成
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〔現状と課題〕
〇　急激な人口減少と少子高齢化という社会構造の変化、経済活動のグローバル化やＩＣ
Ｔなどの技術革新の進展、新型コロナウイルス感染症の感染拡大など、内外の情勢が急
激に変化し、厳しい環境におかれている中小企業・小規模事業者の持続的・安定的経営や
経営力強化を実現するには、資金面での支援のみならず、さまざまな情報や経営資源を
活用し、総合的な支援体制を整える必要があります。

〇　県内の中小企業では、経営者の高齢化や後継者不足に伴う廃業による雇用の喪失や
産業の脆弱化が懸念されることから、円滑な事業承継を促進する必要があります。

○　企業価値の向上や企業競争力の強化の観点から県内でも事業継続計画（ＢＣＰ）を策
定したいとの意向を持つ中小企業が増加しており、策定に必要なスキル・ノウハウの普及
が求められます。

〔取組みの方向〕
1　企業の防災意識・防災対策の向上に向けた支援
○　セミナーや個別相談会の開催、専門家による指導経費の助成や事業継続への優れた
取組みを行う企業の認定を行うことで、ＢＣＰの策定・運用を促進し、県内中小企業が災害
等による事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続や早期復旧が
できるよう支援します。

2　事業承継の促進
〇　商工会・商工会議所、金融機関等と連携し、事業承継診断の実施、専門家による相談対
応や助言、事業承継計画策定等の支援など、事業承継に至るまでの各段階に応じた切れ
目のない支援を行います。

3　経営支援機能の強化
○　県内の中小企業・小規模事業者の事業の維持・発展、経営基盤の強化に向け、事業者
の経営課題に応じた相談や指導など、商工会や商工会議所によりきめ細かな伴走型の
経営支援が行われるよう、支援体制の充実・確保を図ります。また、中小企業の組織化や
既存組合等の活発な事業展開に向けた、中小企業団体中央会による支援の充実を図り
ます。

4　資金面での支援
○　金融機関や香川県信用保証協会と協調して実施する中小企業振興資金融資制度を活
用した円滑な資金調達により、県内中小企業・小規模事業者の事業継続を支援します。

分野10　商工・サービス業の振興

施策 36 中小企業の経営支援
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〔現状と課題〕
○　企業による国内工場の集約や海外移転を進める動きが続く中で、県内企業の撤退や
縮小を防止するとともに、企業の新規投資を呼び込むため、地域の特性や地理的条件を
生かした戦略的な企業誘致が求められています。

○　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、企業の地方移転への関心が高まる中
で、県外に流出している人の流れに歯止めをかけ、人口の社会増につなげるために、若者
にとって魅力のある情報通信関連産業や企業のサテライトオフィスの誘致に向けた取組
みが課題となっています。

○　グローバル化の進展に伴い、国内外との競争が激しくなっていることから、本県の産
業や四国の拠点性を支える基盤として、高松空港の一層の機能強化やネットワークの充
実を図るとともに、必要な道路、港湾等の整備を進める必要があります。

○　高速道路料金施策などの影響により、人流や物流の面において重要な基盤である鉄
道や本四間フェリー等では、利用者数が減少し、厳しい経営状況にあります。四国の新幹
線の早期実現や本四間航路の確保維持が必要です。

〇　県内企業に対してより効果的な支援を行えるよう、産業支援機関、地域金融機関、大学
等、行政など、県内企業を支援する側の連携強化や機能強化を図り、支援体制（地域プ
ラットフォーム）を充実させる必要があります。

〔取組みの方向〕
1　戦略的企業誘致
○　県外からの優良企業の立地を促進するため、知事が企業を直接訪問するトップセール
スにより本県の立地環境の優位性等をＰＲするなど、効果的な誘致活動に努めます。

○　引き続き、市町、金融機関、産業支援機関、経済団体等と連携し、県内外の企業ニーズ
の的確な把握や投資計画情報の収集を行うことで、社会経済情勢の変化に対応した企
業誘致助成等の各種優遇制度の見直しや、積極的な情報発信等に努めます。

○　企業の要望に迅速かつきめ細かに対応するため、ワンストップサービス体制を一層強
化し、用地情報の提供や各種行政手続の迅速化など、受入態勢の充実を図ります。

○　本県独自の支援策の拡充などにより、情報通信関連産業や企業のサテライトオフィス
の誘致に重点的に取り組みます。

分野10　商工・サービス業の振興

施策 37 企業立地の促進と産業基盤の強化
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2　産業基盤の整備
○　高松空港が、四国の拠点空港として発展するよう、航空ネットワークの拡充に向けた取
組みを進めます。

○　四国の新幹線は、高速道路と並ぶ重要な社会経済基盤の整備であり、交流圏や交流人
口の拡大による地域経済の活性化に加え、災害耐力の向上や在来線の維持確保等にも
効果が期待できるため、四国各県や経済界で連携し、国や関係機関へ働きかけるほか、
シンポジウムの開催等により一層の機運醸成に取り組みます。

○　本四高速の全国料金共通化の影響を受けているフェリーについて、国や市町、事業者
と連携し、航路の存続に向けて取り組みます。
○　高松空港と高松自動車道の高松西ＩＣを直結する空港連絡道路をはじめ、産業拠点と
交通結節点を相互に結ぶ幹線道路等の整備を推進するとともに、国が管理する国道11
号などの直轄国道の整備の促進に努めます。

○　高松港や坂出港が四国の物流・交流拠点として発展するよう、長期的な視点から総合
的な整備方針を検討し、計画的な機能強化を進めます。

○　高松港での物流の効率化や機能強化を図るため、コンテナヤードの拡張や高松港国
際物流ターミナルの物流拠点化に向けた企業の誘致を推進するとともに、国の直轄事
業による航路浚渫や高松港複合一貫輸送ターミナル整備の促進を図ります。

○　コンテナターミナルの利用促進に向け、多様化した顧客ニーズの把握に努め、船社や
県内外の荷主に対して、積極的なポートセールス活動を実施します。

3　県内企業支援のための地域プラットフォームの強化
○　県内企業のイノベーションの加速や産業人材の育成など、技術面、経営面、資金面で
の幅広い支援を行うため、産学官連携の充実とともに、地域の企業情報を持った地域金
融機関や産業支援機関等との連携強化などにより、地域プラットフォームを強化します。

○　研究開発経験の乏しい受託加工型中小企業や自社製品を持っていない中小企業の研
究開発型企業への転換や、次世代有望分野への進出を支援するため、県産業技術セン
ター、かがわ産業支援財団の支援体制を強化します。

○　県等が把握した地域や全国の経済動向や企業活動に対する支援施策などに関する情
報を、県内企業に対して幅広く提供し、情報面から企業活動をサポートします。
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雇用対策の推進
分野11

指標番号欄の＊印は、再掲指標
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〔現状と課題〕
○　少子高齢化の進行や県外への人口流出などによる生産年齢人口の減少に伴い、県内
企業における安定的な若手人材の確保が求められていることから、若者に対して、県内
就職を働きかけるとともに、入社後の職場定着を支援する必要があります。

○　女性の就労促進には、女性のほか、企業経営者や管理職、男性の意識改革に加え、働
きやすく、働きがいのある職場づくりが重要です。

○　就労意欲を有する高齢者に対しては、社会の支え手として活躍し続けることができる
就業機会の確保が求められているほか、障害者の雇用については、４割を超える民間企
業が法定雇用率を達成していない状況であり、県内企業の障害者雇用に対する意識改
革が必要です。

○　雇用情勢の悪化の影響を受けやすい非正規雇用労働者や、新型コロナウイルス感染
症の影響により離職を余儀なくされた方などには、生活の安定に向けた就労支援が必要
であり、なかでも、若年無業者等に対しては、安定した社会生活を営めるよう自立に向け
た支援を行うことが重要です。

〇　若者、女性、高齢者、障害者等、働く意欲のあるすべての人が、能力を高め、その能力を
十分発揮できるよう職業能力開発の充実・強化を図る必要があります。

〔取組みの方向〕
1　若者の雇用対策の充実
○　就職活動前のキャリア教育などにより、県内就職の利点や県内企業の情報などを伝え、
学生に県内就職が選択肢となるよう、意識づけを図ります。

○　「香川県就職・移住支援センター（ワークサポートかがわ）」を中心として、きめ細かな
マッチング支援を行うとともに、Ｗｅｂを効果的に活用しながら、県内企業の情報発信に
努めるほか、香川労働局等の関係機関と連携して合同就職面接会等を開催するなど、県
内外の学生等の県内就職を促進します。

○　入社後の早期離職を防ぐため、若手社員、経営者等に対するセミナーなどを実施し、若
者の職場定着を支援します。

2　女性・高齢者・障害者等の就労支援
○　女性活躍を推進するためのセミナー等を実施し、女性はもとより、企業経営者等の意
識改革を図るとともに、働き方改革推進アドバイザーの企業等への派遣や女性活躍推
進に取り組む企業の自主宣言登録制度などを通じて、働きやすく、働きがいのある職場
づくりを支援するなど、女性の就労を促進します。

分野11　雇用対策の推進

施策 38 安定した雇用の創出と就労支援
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○　「かがわ女性・高齢者等就職支援センター」において、現在職に就いていない女性や高
齢者等を掘り起こし、就職相談やキャリアカウンセリング、短期の職場実習等を通して、
就労意欲を喚起し、新規就業につながるよう支援します。

○　高齢者が長年培った知識や経験を生かし、生きがいを持って働くことができるよう、就
労環境の整備について周知・啓発に努めるとともに、高齢者の多様な生き方に応じた就
業機会の確保が図れるよう、シルバー人材センター事業の運営支援に努めます。

○　障害者が持てる能力を発揮しながら働くことができるよう、障害者雇用に関するリー
フレット等を作成し、周知・啓発に努めるほか、「障害者就業・生活支援センター」が行う短
期の職場実習等を支援することにより、県内企業の障害者雇用の促進を図ります。

○　非正規雇用労働者や、新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた
方などを対象として、正社員就職に向けたマッチング支援に努めるほか、若年無業者等
に対しては、地域若者サポートステーションにおいて、基礎的な職業能力やコミュニケー
ション能力の養成、職場見学、短期の職場実習などを行い、職業的自立を支援します。

○　いわゆる就職氷河期世代の方々の正社員就職等を促進するため、関係機関と連携し
ながら、キャリア形成や人材不足分野の企業等とのマッチングなどを支援します。

3　職業能力の開発
○　職業に必要な知識や技能の習得をめざす求職者等や県内企業の多様な訓練ニーズに
対応できるよう、県立高等技術学校における実践的なカリキュラムの編成や民間教育訓
練施設への委託などを通じて、職業訓練の機会を提供するとともに、県立高等技術学校
のあり方についても検討し、職業能力開発の充実・強化を図ります。

4　県内企業の人材確保
○　地域産業の基盤を支える重要な人材である若手人材はもとより、就労意欲を有する女
性や高齢者等多様な人材が雇用・活用されるよう、関係機関と連携してマッチング等を
支援することにより、県内企業における人材確保に努めます。

○　建設や保健医療福祉など、人材の確保が急務となっている各分野において、現状の課
題を踏まえ、入職や定着などの幅広い観点から人材確保・育成対策を推進します。
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〔現状と課題〕
○　「働き方改革関連法」の各改正事項が概ね施行されていますが、本県における年間総
実労働時間は減少傾向にあるものの、全国平均に比べ長いことなどから、労働者がそれ
ぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できるよう、働き方改革を推進していく必要が
あります。

〇　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、「新しい生活様式」の実践例として、
「新しい働き方のスタイル」が提示されており、新しい働き方への転換が求められています。
○　性別を理由とする差別的取扱いや、職場におけるハラスメントの防止などに取り組む
ことは、働きたい人が性別にかかわりなく活躍できる社会の実現に不可欠であるため、
労働者が安心して働くことのできる雇用環境を整備することが重要です。

〔取組みの方向〕
1　新しい働き方の推進によるワーク・ライフ・バランスの実現
〇　香川労働局等の関係機関と連携を図りながら、働き方改革の必要性や重要性を啓発
するとともに、働き方改革関連法の内容を周知するなど、県全体の働き方改革を推進す
る気運の醸成を図ります。

○　働き方改革に関する制度や事例の紹介等を行う「働き方改革推進アドバイザー」の企
業等への派遣や、働き方改革の推進に関する企業等の自主宣言の登録、仕事と生活の
両立をはじめ働き方改革に積極的に取り組む企業等の優良事例の発信等を通じて、テレ
ワークなどの新しい働き方を含め、それぞれの状況に応じた、企業等における取組みを
促進します。

○　テレワークなどの新しい働き方の導入に取り組む企業等を支援し、長時間労働の是正
や在宅勤務など多様で柔軟な働き方につなげることで、ワーク・ライフ・バランスの実現
に努めます。

2　労働者が安心して働ける環境づくり
○　実質的な男女均等取扱いの実現に向け、男女雇用機会均等法の趣旨が労使間はもと
より広く県民に定着し、雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保等が図られ
るよう普及啓発に努めます。

○　企業経営者や管理職、労働者の意識改革を促進するなど、働く意欲のあるすべての人
が働きやすい職場環境づくりに努めます。

○　労働者が安心して働ける環境づくりに向け、労働相談の充実や、労働関係法令等の普
及啓発により、労働者の労働条件や職場環境の改善、ハラスメントの防止等に努めると
ともに、金融機関との提携により、勤労者が豊かで安定した生活を送るための必要な資
金の融資を行います。

分野11　雇用対策の推進

施策 39 働き方改革の推進
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外国人材の受入れ支援・共生推進
分野12

指標番号欄の＊印は、再掲指標
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〔現状と課題〕
○　令和２（2020）年10月末現在の県内の外国人労働者数は、５年前と比べ約２倍の
10,422人と、生産年齢人口が減少する中、本県経済の持続的発展に必要不可欠な人材
となっており、新たに「特定技能」の在留資格が創設されるなど、今後も増加が見込まれ
ることから、県内事業所における外国人材の受入れの支援を進めていく必要があります。

○　留学生は、本県の大学や専門学校等における教育を通じて高度な専門性や日本語能
力を身につけており、将来の県内産業の担い手となり得ることから、卒業後の県内就職
を促進する必要があります。

○　新型コロナウイルス感染症に伴う入国制限により外国人材の受入れに影響が生じて
おり、円滑な受入れに向けた支援に取り組む必要があります。

〔取組みの方向〕
1　外国人材の受入れ支援
○　「外国人労働人材関係相談窓口」において、県内事業所や外国人材からの雇用等に関
する相談を受け付け、「かがわ外国人相談支援センター」や関係機関と連携しながら、ワ
ンストップで相談に対応します。

○　「外国人材の受入れ・共生に係る連携会議」を通じて、高松出入国在留管理局や香川労
働局、外国人材の受入れに関係する団体、大学などの教育機関等との情報交換を行い、
本県における外国人材の受入れに関する支援体制の充実に努めます。

○　県内事業所に対し、外国人材の適正な受入れに関する情報や活用事例等の提供に努
めるとともに、県内事業所等が行う外国人材の受入環境の充実や活躍に向けた取組み
を支援します。

○　留学生を受け入れる県内大学や専門学校等との情報共有や連携を図るとともに、留
学生の県内就職に向けて、県内企業との交流の場を設けます。

○　新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、外国人材の円滑な受入れを支援します。

分野12　外国人材の受入れ支援・共生推進

施策 40 外国人材の受入れ支援
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〔現状と課題〕
○　令和２（2020）年12月末現在の県内在留外国人数は14,174人と、本県人口の約
1.5％を占めており、日本人住民と外国人住民の双方が尊重し合える多文化共生社会の
実現に向けた取組みを進めていく必要があります。

○　日本語指導が必要な外国人児童生徒は増加傾向にあり、読み書きや基礎的な会話、生
活様式の習得が不十分なことなどから、不安や悩みを抱えながら学校生活を送っている
ため、個に応じた指導や支援を行うことが必要です。

○　外国人にとって、地域の安全に関する情報にアクセスすることが困難である場合が多
いことから、外国人が犯罪や交通事故に巻き込まれることを防止するための取組みを進
めるとともに、良好な治安を体感できるような環境を整備していく必要があります。

〔取組みの方向〕
1　外国人住民とともに暮らす香川づくり
○　生活に役立つ情報や防災情報などを多言語で発信するとともに、道路標識や公共施
設の多言語表示を進め、外国人にとって住みやすい環境づくりに努めます。

○　外国人が抱えるさまざまな問題や人権・法律に関する多言語での相談窓口を設置し、
相談体制を整えるとともに、多言語で対応できる医療機関の情報提供を行います。また、
ボランティアによる通訳制度を充実させ、医療や災害などにも対応できるよう取り組み
ます。

○　外国人に分かりやすい日本語でのコミュニケーションを支援するための講座を開設し、
やさしい日本語の普及に努めるとともに、地域で日本語を指導するボランティアの養成
にも取り組みます。

○　外国人住民と日本人住民とが交流できるイベント等を行うことにより、外国人が同じ
地域に住むことを当然とする意識の醸成に努めます。

〇　外国人住民が自治会やＰＴＡなどに参画しやすい環境を整備することにより、外国人住
民の地域社会への参画促進に努めます。

○　外国人児童生徒に対して、初歩的な日本語指導や日本の学校への適応指導などを行
うことにより、学校生活が円滑にスタートできるよう指導や支援の充実を図ります。
○　外国人からの各種届出に対応できる体制や仕組みを整備し、外国人ガイドブックなど
を活用して多言語による防犯や交通の基礎知識や情報の提供に努めるとともに、外国人
を対象とした防犯・交通教室を開催するなど、外国人が安全かつ安心して暮らせるため
の取組みを推進します。

分野12　外国人材の受入れ支援・共生推進

施策 41 外国人との共生推進
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交流人口の回復・拡大
分野13
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〔現状と課題〕
○　観光誘客の一層の拡大を図り、県内での観光消費額を増大させるため、新型コロナウ
イルス感染症の影響により変化する旅行形態や、多様化・細分化する観光ニーズに的確
に対応し、滞在型観光を推進する必要があります。

○　観光客の満足度と利便性の向上を図るとともに、観光客が安全に安心して本県を訪れ
ることができるよう、全県的なおもてなしの向上に加え、感染症対策を徹底するなど、受
入環境の整備に努める必要があります。

○　魅力あるまちづくりとして、地域の文化や歴史に根ざした街並みなどを、地域住民とと
もに整備・保全し、良好な景観を形成していくことが必要です。

○　観光客から旅行、宿泊先として選ばれ続ける地域となるため、官民が一体となった広
域観光推進組織と連携し、効果的な情報発信や誘客活動を展開するとともに、戦略的な
プロモーション活動を継続的に行うことが求められています。

○　感染症の影響を受け落ち込んだインバウンド需要を回復させるため、海外からの観光
客のニーズを捉え、本県の魅力を効果的に発信し、知名度の向上を図るとともに、外国
人観光客が快適に旅行を楽しめる環境の整備を促進する必要があります。

〔取組みの方向〕
1　滞在を促す新しい旅行スタイルの提案やコンテンツづくり
○　マイクロツーリズムやワーケーションなど、社会情勢により変化する旅行形態に対応
する新しい旅行スタイルの設計・提案や、ＯＴＡ（オンライントラベルエージェント）を活用
した体験・滞在型コンテンツの販売強化に取り組むほか、民間事業者等が取り組む「新し
い生活様式」に対応した魅力あるコンテンツ造成を支援します。

○　県内全域を圏域とする「香川せとうちアート観光圏」において、瀬戸内海という地域資
源と、圏域内に集積しているアートや文化資源を活用し、老舗観光地をはじめとする本県
観光の魅力を十分に感じていただけるよう滞在プログラムの企画を進め、圏域内での２
泊３日以上の滞在型観光を推進します。

2　観光客の安心感や満足度の向上
○　観光関連施設の感染防止対策を図り、観光客が安心して旅行を楽しめる魅力ある観
光地づくりを進めます。

○　全県的な「香川おもてなし運動」を展開することにより、四国遍路で育まれてきた「おも
てなしの心」のより一層の向上に努めるとともに、旬できめ細かな観光情報を発信するな
ど受入環境の整備に努め、観光客の満足度と利便性の向上を図ります。
○　都市や観光地の良好な景観形成に向けて、電線類の地中化の推進などによる道路空
間の整備を推進するとともに、電線事業者による電線類の地中化を促進します。

分野13　交流人口の回復・拡大

施策 42 観光かがわの推進
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3　広域観光の推進
○　「瀬戸内ブランド」の形成に向け、国内外へのプロモーションや、瀬戸内クルーズ・ツー
リズムなどに瀬戸内を共有する７県が連携して取り組み、交流人口の拡大による地域経
済の活性化の促進と豊かな地域社会の実現を図ります。

○　四国の広域観光組織である四国ツーリズム創造機構との連携により、四国が一体と
なった効果的な情報発信や誘客活動を展開し、県外観光客の獲得につなげます。

4　戦略的な情報発信
○　デジタルマーケティングによる消費者行動に注視した分析に基づき、ＳＮＳや動画共有
サービスなどの媒体を活用したタイムリーかつ効果的な情報発信を行います。

○　各種メディアに対するセールス活動や交通事業者等との連携のほか、フィルムコミッ
ションによる映画やテレビ番組のロケ誘致などにより、魅力的な観光資源を効果的に情
報発信します。

5　外国人観光客の誘致の推進
○　対象市場ごとの最新の動向やニーズ等に応じた戦略的な情報発信・誘客活動を実施
するとともに、近隣県と広域的な連携によるプロモーション活動に取り組みます。

○　感染症の拡大防止を徹底しつつ、外国人観光客が安心して快適に旅行できるよう、受
入環境の一層の充実・強化に努めます。
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〔現状と課題〕
○　ＭＩＣＥの開催やクルーズ客船の寄港は、交流人口の拡大をもたらすとともに、地域の
活性化に資することから、それらの誘致に積極的に取り組むとともに、その受入れに際し
ては、各種ガイドライン等に沿って感染症対策を適切に講ずる必要があります。

○　大規模なスポーツイベントに県内外から大勢の人が参加し、地域密着型スポーツチー
ムが県民に夢と感動を与える存在となるなど、スポーツは、地域に人を呼び込み、地域に
活力を与える有効な手段であり、適切な感染症対策を取りながら、スポーツを通して地
域の活性化と交流の推進を図ることが求められています。

○　瀬戸内の島々を会場に開催された「瀬戸内国際芸術祭」により、来場者と地元との交流
が促進され、経済波及効果に加え、本県の知名度の向上やイメージアップが図られ、さら
には島々の活性化に向けたさまざまな動きも現れてきていることから、引き続き、県内
に集積するアート資源の充実・活用を図り、国内外からの誘客を推進する必要があります。

〔取組みの方向〕
1　ＭＩＣＥの誘致
○　香川県ＭＩＣＥ誘致推進協議会を中心に、本県の魅力を積極的に情報発信するとともに、
主催者の負担軽減のための開催支援に取り組むほか、感染症対策のための各種ガイド
ライン等の情報提供に努めるなど、国際会議や学会、全国大会等のＭＩＣＥの誘致を図り
ます。

2　クルーズ客船の誘致
○　戦略的かつ継続的なポートセールスを実施するとともに、きめ細かな観光情報の提供
に加え、「新しい生活様式」を踏まえた歓迎行事の実施や寄港地観光の提案など、受入環
境の充実に取り組み、サンポート高松へのクルーズ客船の誘致を図ります。

3　新県立体育館の整備推進
○　全国大会、国際大会などの大規模なスポーツ大会やコンサート、ＭＩＣＥなど、多くの集
客交流が見込まれるイベントが開催できるよう、機能性や利便性を確保した中四国最大
規模となる新県立体育館を整備し、交流推進の拠点としての活用を図ります。

4　スポーツによる地域活性化
○　トップレベルの競技会の開催支援や国際的競技会の事前合宿誘致などを通じて、地域
の活性化と交流の拡大を図ります。

分野13　交流人口の回復・拡大

施策 43 地域の活性化につながる交流の推進
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○　地域密着型スポーツチームを地域の財産と捉え、県内自治体や企業・団体と連携し、地
域活力の向上と交流人口の拡大に向けて活用するとともに、県民のチームに対する愛着
を育み、応援する機運の醸成に取り組みます。また、安心して試合観戦ができるようチー
ムの行う感染症対策を支援するとともに、新しい生活様式の啓発を通じて観客に、感染し
ない、させないような行動を促します。

5　アート資源を活用した交流促進
○　美術館等のアート資源や特色ある現代建築等の活用とともに現代アートやイベント等
を媒介として、世界各地から世代やジャンルを超えたさまざまな人々が集う「瀬戸内国際
芸術祭」を開催するなど交流を促進し、地域の活性化を図ります。
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農林水産業の振興
分野14
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〔現状と課題〕
〇　本県の基幹的農業従事者は、過去10年間で３割程度減少するとともに、平均年齢が
70歳を超えるなど、高齢化の進行も顕著となっています。

〇　一方で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、田園回帰志向や農業・食への
関心が高まる中、本県農業を持続的に発展させるためには、核となる担い手となる新規
就農者を将来にわたり確保するとともに、兼業農家や定年帰農者などのほか、農業法人
等への短期雇用者や外国人材など、農業現場を支える多様な人材を確保・活用する取組
みを進めていく必要があります。

〇　農業従事者の約４割を占める女性農業者や次代を担う若手農業者が、農業経営に参
画し、地域のリーダーとして活躍することが期待されています。また、農業生産や農村社
会の維持に重要な役割を果たしている小規模・家族経営体も含めて、安定的に農業生産
を続けられるよう、農業技術の普及等の支援が求められています。

○　経営発展をめざす農業法人等が増加している中、国内外の情勢変化に柔軟に対応し、
生産規模の拡大や生産性の向上に取り組み、経営発展を図ることができる、経営力の高
い農業経営者を育成する必要があります。

〔取組みの方向〕
1　新規就農者等の確保
○　新規就農者や認定農業者をはじめ、兼業農家や定年帰農者、半農半Ｘ、農外企業など
も担い手として幅広に捉え、県内外から意欲ある多様な人材を確保するため、本県農業
の魅力や県の支援策など必要な情報を提供、ＰＲするとともに、オンライン等を活用した
就農相談会や先進的な農業経営体との交流、体験などの機会を充実させ、本県での円
滑な就農を促進します。

○　就農希望者を確実に就農に結びつけるため、相談から就農まで継続的なサポートを行
うとともに、関係機関との情報共有により、産地や地域が就農希望者の受け皿となって
バックアップする体制整備を進めます。

○　農業法人等への短期雇用者や、子育て世代、農福連携による障害者、外国人材等の雇
用人材など、地域内外の多様な人材が農業に関わり、担い手を支えることができるよう、
関係機関と連携して環境づくりを推進します。

2　担い手の育成・支援
〇　新規就農者が、核となる担い手へ確実にステップアップできるよう、農業大学校での研
修の充実、機械・施設等の初期投資の負担軽減、農業改良普及センターを中心に発展段
階に応じた生産技術や経営改善の伴走型支援などに、農業士や関係機関・団体と連携し
て、就農から定着までの一貫したサポート体制を強化します。

分野14 農林水産業の振興

施策 44 農業の担い手の確保・育成
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〇　小規模・家族経営体を含め、経営発展に意欲的な農業者に対し、農業試験場等で開発
した新技術等を広く普及するほか、農業大学校における研修等を通じて、幅広く担い手
として育成・支援します。

〇　女性農業者や若手農業者の農業経営への参画を促進するため、セミナーや交流会の
開催などにより、地域をリードする女性農業者等の資質の向上を図るとともに、地域の課
題解決等に取り組む若手農業者等の組織活動を支援します。

3　農業経営力の向上
〇　経営発展の段階に応じて直面する課題に対し、農業経営に関する相談体制を整備し、
個々の経営状況や取り巻く環境に応じた適切な対策を提案することにより、農業経営の
発展や継承を支援します。

〇　法人化と経営の効率化を促進するため、必要とされる労務管理や経営管理知識の研
修や個別相談等を行い、経営マネジメント能力を高めるとともに、農業経営を安定させ
るため、関係機関と連携して、農業共済や収入保険制度など、リスク対策の普及等に取り
組みます。

〇　農業経営の発展に必要となる機械・施設の整備など、生産基盤の強化に向けた取組み
に対する支援を行うとともに、経営診断等の各種データを活用したＰＤＣＡサイクルを実
践する経営者の育成等を通じて、農業経営の改善を図ります。
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〔現状と課題〕
○　本県の農業産出額は、近年800億円台で推移し、平成30（2018）年の部門別の産出
額は、畜産が約40％、野菜が約30％、米が約15％を占めていますが、中でも果実や肉用
牛などブランド化が進展している品目の産出額が伸びています。

○　産地間競争が激化する中、県産農産物やオリーブ畜産物等については、市場等のニー
ズに応じた生産量の確保と品質の向上が求められており、作業の効率化・省力化等によ
る生産拡大や安定生産技術の確立等に取り組む必要があります。

○　県産農産物が消費者・実需者ニーズの多様化や気候変動等に対応したものとなるよう、
新品種や新たな栽培技術の開発、生産現場への普及が必要です。

○　持続可能で環境への負荷を低減した農業の推進が求められる中、ＩＰＭ（総合的病害
虫・雑草管理）やＧＡＰ（農業生産工程管理）、循環型農業などに取り組む必要があります。

〔取組みの方向〕
1　農産物の生産振興
○　米麦については、主食用米の作付拡大に対する支援や農作業の効率化・省力化、安定
生産技術の確立等により、収量や品質の向上を図るとともに、水田の有効活用を図るた
めに多様な二毛作を促進します。

○　園芸品目については、省力・低コスト栽培体系の確立や普及、品質向上・規模拡大等に
必要な施設・機械等の導入支援などにより、本県の強みを生かした高品質で特色のある
園芸作物等の生産拡大を図ります。

○　畜産物については、出荷頭羽数の増加を図るために必要な施設・機械等の導入や畜舎
の増改築、県産優良子牛の導入等を支援します。

2　新品種・新技術の開発
○　消費者ニーズに即した競争力のある県オリジナル品種の育成や、気候変動に対応した
高品質・安定生産技術、誰もが活用しやすい省力・低コスト化技術等の開発・実証などに
取り組むとともに、農業改良普及センターを中心に、開発された新品種・新技術の迅速な
産地・地域への普及・定着を図ります。

○　県産畜産物の生産性・品質向上を図るため、遺伝的側面からの解析や交配方法の改良
試験等に取り組みます。

○　新品種や新技術等の研究開発における知的財産を適切に活用・評価するため、知的財
産マネジメントに取り組みます。

3　環境に配慮した農業の推進
○　脱炭素社会の実現に向けた取組みを推進するとともに、さまざまな防除技術を組み合
わせたＩＰＭや、農業者が農業生産工程を管理するＧＡＰや畜産ＧＡＰの普及のほか、有機
農業、耕畜連携による家畜堆肥や稲わら等の地域資源を有効利用する循環型農業など、
環境への負荷を低減した持続可能な農業を推進します。

分野14　農林水産業の振興

施策 45 農産物の安定供給
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〔現状と課題〕
○　国内での産地間競争の激化やグローバル化の進展などを踏まえ、県産農産物の需要
拡大を図るためには、ブランド化を強化するともに、戦略的で効果的な販売促進や情報
発信に取り組む必要があります。

　　また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による新しい生活様式に沿った販売形態
の提案等の対応や、国内の食市場が縮小する中で世界の食市場への進出など、変化す
る消費者・実需者ニーズへの対応が求められています。

○　県民の意識に地産地消は浸透しつつありますが、地産地消を実践につなげるためには、
食や農に対する理解を一層促進する必要があります。

○　県産農産物を活用して新たな付加価値を生み出し、農業所得の向上と経営の発展を
図るためには、農業者みずからが、または食品産業等と連携して行う加工・販売等への取
組みを促進していく必要があります。

〔取組みの方向〕
1　戦略的な販売促進・情報発信
〇　生産者や関係機関と一体となったプロモーション活動や県内外主要市場でのトップ
セールス、ソーシャルメディア等を利用したタイムリーな情報発信により、「さぬき讃フ
ルーツ」・「さぬき讃ベジタブル」・「さぬき讃フラワー」の「さぬき讃シリーズ」や「オリーブ
畜産物」などのブランド化を進めるとともに、県産農産物の認知度向上や需要拡大につ
なげます。

〇　関係機関と連携し、消費者・実需者ニーズの産地へのフィードバックを行うとともに、新
しい生活様式に沿って、ネット販売などに取り組む農業者を支援します。
○　輸出先国の規制・市場変化・ニーズに対応できる産地の育成をめざし、国や関係機関と
連携しながら、輸出先や品目に応じて病害虫防除等の栽培技術の確立を図るとともに、
輸出に意欲的に取り組もうとする生産者等のサポートと事業者間の連携を図ります。

2　地産地消の推進
○　消費者と食と農とのつながりを深め、県産農産物の消費拡大につなげるため、農作業
体験等により農業者と消費者との交流を促進するとともに、県内の産直施設や量販店で
の旬の農産物の情報発信や、飲食店や学校給食での県産農産物の利用促進など、地産
地消の取組みを進めます。

3　６次産業化の推進
○　農業所得の向上と経営の発展を図るため、商品開発・販売力の向上を目的とした研修
会の開催や、異業種交流などによるマッチング活動を行うほか、食品産業など他産業と
連携して取り組む「地域ぐるみの６次産業化」を促進します。

分野14　農林水産業の振興

施策 46 農産物の需要拡大
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〔現状と課題〕
○　本県では狭小な農地や特殊な水利慣行など担い手への農地集積に不利な条件が多
いことから、地域の実情に応じた施策が必要となっており、特に、担い手への支援と一体
となった農地集積が求められています。
○　また、効率的な農業生産を実現可能とするため、担い手のニーズや地域の状況に応じ
たほ場整備や農業用水のパイプライン化などの生産基盤の整備とともに、農業用水路
などの農業水利施設の長寿命化対策が必要です。

○　本県農業の生産性を高め、成長産業にしていくため、近年、ドローンやデータを活用し
た生産性を高める技術が農業分野においても実用段階に入っており、「スマート農業」の
導入を推進する必要があります。

○　県内には、農業用水の主要水源として数多くのため池が存在しますが、その多くは老
朽化が進行するとともに、豪雨や地震などによる自然災害の発生リスクが高まっていま
す。さらに、中小規模のため池には、受益地がなくなり管理者が不在となったものも増加
していることから保全管理体制の強化が必要です。
○　令和２（2020）年に県内で相次いで発生した高病原性鳥インフルエンザや、国内各地
で発生がみられた豚熱、近年、国内侵入のリスクが高まっているアフリカ豚熱など、家畜
伝染病対策が急務となっています。また、農産物の生産に甚大な被害を与える重要病害
虫に対して、本県への侵入防止対策と、万が一、本県で発生した場合の迅速な対応が求
められています。

〔取組みの方向〕
1　農地集積・集約化と農地の確保
○　農地の集積・集約化による担い手の規模拡大・経営効率化や耕作放棄地の発生抑制を
図るため、地域の担い手や農地のあり方を地域で共有する「人・農地プラン」の取組みや、
離農者等から農地を借り受け、新規就農者や規模拡大を希望する農業者に貸し付ける県
農地機構の農地中間管理事業の活用を、関係機関・団体と連携して進めます。

○　地域農業を支える集落営農の推進・育成や次代への事業継承を図るとともに、ドロー
ンを使った農作業代行等、時代に即した多様な農業支援サービスを推進します。

○　農業振興地域制度や農地転用許可制度を的確に運用することにより、優良農地の確
保・維持と有効利用の取組みを推進します。

2　農地・水利施設の整備
○　良好な営農条件を備えた優良農地を確保するとともに、農地の集積・集約化を促進す
るため、多様な担い手のニーズに即したほ場整備や農業用水のパイプライン化などの
生産基盤の整備を推進します。

分野14　農林水産業の振興

施策 47 生産性を高める農業の基盤整備
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〇　条件不利地が多い中山間地域においては、地形条件や地域のニーズに即したきめ細
かな生産基盤の整備を推進します。

○　農業用水の安定確保や効率的な利用、維持管理の節減を図るため、農業用水路等の
適時・的確な長寿命化対策を進めます。

3　スマート農業の推進
○　生産現場における高齢化や労働力不足等に対応するため、ロボット技術やＡＩ、ＩｏＴなど
を活用した農業技術の開発・実証等や農業機械等の導入支援に取り組み、地域の実情に
合ったスマート農業技術の普及に努めます。

○　施設園芸などにおいて、品質向上や収量増加を図るため、生産工程や栽培環境を客観
的なデータにより「見える化」し、分析・共有する「データ駆動型農業」への理解促進や指
導員の指導力向上に努めます。

4　ため池の防災・減災対策
○　災害の発生を未然に防止するため、「香川県老朽ため池整備促進計画」とあわせ、「た
め池工事特措法」の防災工事等推進計画と整合を図りながら、防災上危険であり放置す
ることのできない中小規模ため池の保全整備や必要な耐震補強工事など、防災対策を
計画的に進めます。

○　県、市町等で構成する「香川県ため池保全管理協議会」において、ため池の適正な管理
や危険ため池の整備等を進めるとともに、「香川ため池保全管理サポートセンター」によ
り定期的な現地パトロールや管理者等への指導・助言等を行い、ため池の適正な保全管
理を促進します。

○　また、ハザードマップの作成や普及啓発を促進して、ハード整備とソフト対策を一体的
に実施することにより、総合的な防災・減災対策を計画的・積極的に推進します。

5　防疫体制の整備
○　高病原性鳥インフルエンザや豚熱等の家畜伝染病対策としては、農場管理者等に対し、
異常家畜の早期発見・早期通報を徹底させるとともに、各農場が飼養衛生管理基準を遵
守し、家畜伝染病の発生を防止するよう指導を行います。

○　家畜伝染病の発生時に、迅速かつ的確な防疫対応が実施できるよう、関係機関等との
連携を強化するとともに、初動に必要な資材の備蓄や、実効性のある防疫演習などを通
して、防疫体制の強化を図ります。
○　農作物の病害虫対策としては、「県病害虫雑草防除指針」の作成等により、生産現場で
の効率的かつ適正な防除を図るとともに、新たに病害虫が発生した場合は、「香川県未侵
入病害虫発生時における対応マニュアル」に基づき対応します。また、病害虫・雑草の侵
入警戒調査により迅速に発生を確認し、発生予測に基づいた的確な防除を実施するとと
もに、農業試験場において新たな防除技術の開発試験を行います。
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〔現状と課題〕
○　森林が有する水源涵養や山地災害防止、二酸化炭素の吸収などの多面的な機能を持
続的に発揮させるためには、間伐などの森林の整備を推進するとともに、持続可能な森
林経営を確立していく必要があります。

○　植林されたヒノキ等の森林資源が利用期を迎えていることから、県産木材の流通量の
増加と安定供給を図るとともに、公共建築物や民間住宅、民間施設などでの利用を促進
し、森林資源の循環利用を進める必要があります。
○　放置された竹林の拡大や高齢級化する広葉樹林の管理が課題となる一方で、里山資
源の利活用の取組みが進んでおり、より一層、里山整備や利活用の拡大に向けた地域の
取組みを支援する必要があります。

○　森林整備の中心的な役割を担う森林組合などの作業班員は、長期的に減少傾向にあ
り、後継者の確保・育成に取り組むとともに、森林組合などの林業事業体に対し経営基盤
の強化等の支援を行っていく必要があります。

〔取組みの方向〕
1　県産木材の供給促進
○　森林所有者などが行う植栽や下刈、間伐などの森林施業や間伐材の搬出を支援すると
ともに、成育の優れた苗木や花粉症対策に対応した苗木の生産体制の整備を進めます。
○　林道と作業道などによる林内路網の整備や、高性能林業機械の導入など、効率的な作
業システムの導入を促進するとともに、本県の特徴に応じた森林施業体系の検討などに
より、森林施業の集約化に取り組みます。

2　県産木材の利用促進
○　県産木材認証制度の適切な運用など、消費者の求める付加価値の高い木材製品の流
通を促進するとともに、川上と川中、川下が連携して県産木材の安定供給を図り、公共建
築物や民間住宅、土木資材などでの利用を促進します。

○　県産木材製品のＰＲや木育活動を推進するなど、県産木材の普及啓発に努めます。

3　里山再生の推進
○　高齢級化している広葉樹林や放置された竹林の整備を支援するとともに、広葉樹等の
活用に取り組む地域を支援するなど、里山資源の利活用を促進します。

4　森林・林業の担い手育成
〇　林業労働力確保支援センターが行う求人・求職情報の提供や研修・相談業務を支援し、
後継者の確保・育成に取り組むとともに、労働安全衛生の充実や技術の向上を支援する
など、林業事業体の経営基盤の強化を図ります。

分野14 農林水産業の振興

施策 48 森林整備と森林資源循環利用の推進
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〔現状と課題〕
○　本県の水産業は、海面養殖業・漁船漁業などにより、多種多様な水産物を供給してきま
したが、生産量の減少、生産資材の高騰、水産物消費の減少のほか、新型コロナウイルス
感染症の拡大による生産者価格の低下などにより、さらに厳しい状況にあります。

○　水産物を安定的に供給していくためには、ブランド水産物の生産拡大や開発、効率的
な生産体制の構築、栽培漁業の推進、水産業を支える調査・研究・技術開発が必要です。

○　これまでも、関係団体と連携し、ブランド水産物や地魚の販売促進に取り組んできまし
たが、水産物消費の増加には、国内外への販路拡大、商品開発等の支援、多様なツール
を活用した情報発信など、より一層の推進が必要です。

〔取組みの方向〕
1　魅力ある水産物づくり
○　オリーブハマチなどのブランド水産物の育成、新たなブランド開発、デジタル技術を活
用した効率的な生産管理、ノリ類養殖における色落ちや食害対策などに漁業者や生産者
団体と連携して取り組み、魅力ある水産物づくりを推進します。

○　水産資源を回復・維持するため、漁業者と地元市町等が連携して行うキジハタ、クルマ
エビなどの種苗放流を支援するとともに、放流効果の検証を行うなど、栽培漁業を推進
します。
○　本県の海域環境に適した種苗の開発や、新たな養殖対象種の導入、地魚の資源状況
や生態などの調査・研究を国の研究機関等と連携して取り組み、漁業現場への技術や知
見の普及に努め、水産物の安定供給をめざします。

2　戦略的な販売促進・情報発信
○　トップセールスや関係団体と連携したＰＲ活動、首都圏などの大消費地や国外の新たな
市場の開拓により、オリーブ水産物などの販路拡大を図ります。

○　新たな生活様式に沿って、ネット販売などに取り組む漁業者を支援するほか、食品産業
など他産業との連携による調理が簡単な加工商品の開発など、家庭向けの消費拡大に
努めるとともに、水産物の重要な販路である外食産業の需要喚起に向けた取組みを促
進します。

○　県産水産物のさまざまな魅力を、ソーシャルメディアなどを用いて情報発信するとと
もに、性別や世代に合わせた食育教室や料理教室の実施による魚食普及に引き続き取
り組みます。

分野14　農林水産業の振興

施策 49 水産物の安定供給と需要拡大
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〔現状と課題〕
〇　本県の漁業就業人口は、過去10年間で４割程度減少しており、水産業を支える漁業者
を確保・育成するためには、就業から定着までの一貫した支援、各種収入安定対策の活
用による漁業経営の安定化、漁業協同組合の組織強化を図ることが必要です。

○　水温の上昇、海域の貧栄養化、海ごみの発生などは、漁業へ大きな影響を与えていま
す。豊かな漁場環境の保全・創造に向けて、藻場等の造成や海ごみの回収活動、漁業被
害防止対策の推進、災害に強く安全な漁港・海岸等の整備が必要です。

○　漁業法の改正を踏まえた本県の漁業実態に合った資源管理体制の構築や、海面利用
調整・秩序維持などによる、水産資源の持続的利用が求められています。

〔取組みの方向〕
1　漁業者の確保・育成
○　漁業者の確保・育成のため、関連団体と連携し、漁業就業者確保育成センターによる
情報提供や「かがわ漁業塾」等による就業から定着までの一貫した支援はもとより、既存
事業者の事業承継などに取り組みます。

○　香川県ＪＦ組織強化委員会と連携し、漁業協同組合の自主的な事業統合や合併などに
よる基盤強化を促進します。

○　漁業収入の不安定性や、燃油・餌飼料価格の変動に備えるための経営安定対策制度
への加入促進、経営規模の拡大・コスト削減による漁業経営基盤の強化を支援し、安心し
て漁業に取り組める環境を整備します。

2　豊かな漁場環境の創造と資源管理の推進
○　生物を育む海の働きを向上させるため、藻場造成等に取り組むほか、漁業者等が行う
海ごみの回収・処理や海底耕うん、有害生物除去などの保全活動を促進します。

○　最先端技術の活用や海洋観測機器の高度化により、漁場環境の監視及び迅速な情報
提供を行い、関係団体などと連携した漁業被害防止対策を推進します。

○　漁港施設等の長寿命化を図るとともに、津波・高潮による災害に備えた海岸保全施設
の整備や漁村における防災訓練などの取組みを支援します。

○　水産資源の持続的利用を推進するため、特定水産資源においては漁獲可能量による
管理を基本として行うとともに、それ以外の水産資源については関係漁業者の理解と協
力を得ながら、漁獲努力量や小型魚の保護などによる資源管理に取り組みます。

○　漁業指導船による操業指導や漁業と遊漁の海面利用調整、救命胴衣の着用などの操
業安全対策を推進します。

分野14　農林水産業の振興

施策 50 漁業の担い手の確保・育成と生産性を高める基盤整備
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県産品の振興
分野15
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〔現状と課題〕
○　首都圏、関西圏の百貨店等での香川県フェアの開催など県産品の販路拡大に取り組
んできた結果、販売実績額（県サポート実績額）は増加しているものの、全国の自治体に
よる地域間競争が激化する中、より一層の販路開拓・拡大に努めていく必要があります。

○　新型コロナウイルスの感染拡大のため、外食産業の需要が激減し、ブランド産品を中
心とした県産品の価格低迷や販売不振がみられることから、県外の卸業者、小売業者、飲
食・ホテル業者などのターゲットに対し、新たな販売ルートの確立や、取引の拡大・安定化
を図るため、さまざまな事業者との連携のもと、積極的で効果的な情報発信と戦略的な
販促活動を展開することが重要です。

○　海外では、百貨店やレストラン等での香川県フェアの開催、バイヤーの招聘・連携強化
に取り組んでいますが、世界的な新型コロナウイルスの感染拡大のため、現地への渡航
やバイヤーの招聘が困難となる中、新たな販売手法に取り組むことが求められています。
また、国ごとに検疫制度等が異なるため、輸出対象となる品目を定め、輸出入業者等との
新たな接触及び関係強化を図ることにより、県関与販売額の早期の底上げを図る必要
があります。

〔取組みの方向〕
1　国内販路開拓の推進
○　県内の生産・製造団体等と緊密に連携し、小売店対策（百貨店、量販店）に加えて、卸・
仲卸業者への売り込みを強化し、卸業者等が有する商流を活用した販路開拓や、大手食
品メーカー等との連携による販路拡大に努めます。

○　通信販売事業者、百貨店等が運営するオンラインストアや情報発信力の高い事業者と
の連携、見本市や商談会への参加など、さまざまなチャンネルを活用し、工芸品等も含め
た効果的な情報発信を総合的に展開し、県産品のブランド力の強化と販路開拓・拡大を
図ります。

2　海外販路開拓の推進
○　オリーブ牛、オリーブハマチ、さぬき讃フルーツなど、県として売り出したい品目につ
いて、国・地域ごとに戦略品目を設定し、かがわ県産品振興機構と連携しながら、バイ
ヤー等に対しリモート会議やオンライン商談会も駆使しながら、重点的に売り込みを図
ります。
○　輸出入業者が有する流通ルートや、現地商社等による代理営業を積極的に活用して、
現地での香川県フェアや物産展の継続開催、商談会の実施、現地バイヤーの開拓・関係強
化により一層取り組むとともに、積極的なトップセールスを展開することにより、県産品の
認知度向上と、新たな販路開拓など多様な取引ルートの確保、商品の定番化を図ります。

分野15　県産品の振興

施策 51 県産品の販路開拓



314

〔現状と課題〕
○　本県の農林水産物や地場産品などは、多品目・高品質な商品特性を有しているものの、
首都圏や関西圏での認知度は、讃岐うどん以外はまだまだ低く、認知度向上のための積
極的な情報発信や一層のブランド力の強化を図る必要があります。

○　また、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、本県への来訪者が減少し、県産品を
体感いただく機会が少なくなっているという現状があります。

○　これまでも、イベントやインターネットなどを活用し、県内外に県産品の情報発信を
行っていますが、今後も、より広く、より深く魅力的な情報を届けられるよう、ターゲットご
とに効果的な手段と手法、伝える内容を工夫する必要があります。
○　県民が愛着をもって、県産品を使用し、かつ、県外に向けて口コミ等で広めてもらえる
よう、関係者との連携を強化し、県全体が一体となって、県産品の振興に取り組む必要が
あります。

〔取組みの方向〕
1　県産品のブランド化の推進
○　消費者の視点に立った魅力のある商品づくりを進めるとともに、関係団体等と連携し、
県産品の県内外への多元的なプロモーション展開に努め、県産品に対する評価や認知
度を向上させることにより、県産品のブランド化を図ります。

2　観光客や県民に向けた香川の「食」の魅力発信
○　年間を通じて、農産、畜産、水産物から加工品などを紹介・販売する各種フェア・イベン
トを県内各地で開催するとともに、インターネットやＳＮＳを活用して積極的な情報発信を
行い、県民や観光客等に楽しみながら県産品の魅力を感じてもらうことで、県産食材等
の認知度向上を図ります。

○　県産食材を利用して、魅力的な料理として提供している香川の「食」提供レストラン等
を積極的にＰＲするとともに、そのレストラン等が実施する県産食材の認知度向上のため
の取組みを支援します。

3　地場産品・伝統的工芸品の支援
○　地場産品、伝統的工芸品のあるライフスタイルの提案や、新たな価値を付加した優れ
た商品開発など、持てる資源を生かした新たな取組みを支援するとともに、伝統的工芸
品の指定や伝統工芸士の認定を行うなど、愛用者の裾野を広げ、認知度向上を図ります。

○　本県の魅力ある地場産品及び伝統的工芸品の一層の普及を図るため、効果的な情報
発信に加え、アンテナショップ等での展示販売や県内外で開催される見本市等への出展
を支援します。

分野15　県産品の振興

施策 52 県産品の認知度向上
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〔現状と課題〕
○　県産品販売の地域間競争が激化する中、独自性のある魅力的な県産品に対する消費
者ニーズは一層高まっています。

○　県産品の魅力を直接消費者に伝えることのできる首都圏と県内のアンテナショップで
は、令和元（2019）年度は、過去最多の販売額となったことを踏まえると、県産品の認知
度向上、ブランド力強化にアンテナショップは有効であり、今後は、首都圏において、全国
のさまざまな産品の中から香川の県産品を選んでもらえるよう、情報発信拠点であるア
ンテナショップの運営方法を工夫していくことが必要です。

○　新型コロナウイルス感染拡大の影響により来店者数の減少が続いていることから、消
費嗜好をとらえた商品づくりや新たな販売機会の創出を含めた販売力の強化を図るこ
とが求められています。

〔取組みの方向〕
1　アンテナショップの情報発信機能の強化
○　旬な情報をタイムリーに発信できるよう、産地等との連携を密にするとともに、オンラ
インショップの充実などにより、県産品の積極的で戦略的な情報発信に取り組みます。

○　単に販売するだけではなく、県産品の特長や、製造技法、商品にまつわる伝承、文化等
を踏まえた分かりやすい商品説明と購入の提案が効果的にできる体制を整えます。

○　外国人観光客が立ち寄り、県産品を購入しやすいよう、外国語表記の充実や消費税免
税の対応を行うとともに、観光情報等の有益な情報もあわせて提供します。

2　売れる商品づくりの支援
○　消費者やバイヤーの反応など、広く市場ニーズの把握に努め、得られた消費動向等に
関する情報を生産・製造者等にフィードバックすることにより、商品の改善や売れる県産
品の開発につながるよう支援します。

○　隠れた魅力ある県産品の発掘のため、地域資源の洗い出しを行うとともに、県産品の
魅力向上を図るため、テストマーケティングなどを通じ、品質やデザイン、ネーミングな
どを磨き上げ、県産品の魅力の向上を図ります。
○　生産者が、魅力ある商品づくりに必要なヒントや情報を消費者などから直接収集でき
るような場を提供し、商品力の向上を図っていきます。

○　新しい生活様式に応じた商品の開発や提案、インターネット等を活用した販売の強化
に努めます。

分野15　県産品の振興

施策 53 アンテナショップの充実・強化
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デジタル化の推進
分野16

指標番号欄の＊印は、再掲指標
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〔現状と課題〕
○　人口減少や少子高齢化の進行、新型コロナウイルス感染症の感染拡大などの脅威の
中にあって、時間や場所を選ばないテレワークやオンライン会議等の活用、定着が進む
など、デジタル化に対する県民の意識や社会環境が急速に変化するとともに、ＡＩ、ＩｏＴ等
のデジタル技術の進展により、超スマート社会の到来が現実のものとなりつつあります。

○　さまざまな分野におけるデジタルトランスフォーメーションの必要性が認識される一
方で、デジタル化に対する都市圏と地方圏の格差が顕在化しており、特に地方において
デジタル化の推進を支える人材が不足しています。

○　また、デジタル化を進めるに当たっては、誰一人取り残すことなく、高齢者から子ども
まで、安心してデジタル化による便益を享受できるよう、デジタルデバイドの解消に取り
組んでいく必要があります。

〔取組みの方向〕
1　デジタル人材の育成とイノベーションの創出
○　情報通信関連産業の育成・誘致のオープンイノベーション拠点である「Setouchi-
　i-Base」を中心に、県内の他の施設等との連携も図りながら、アプリ開発やＡＩ、ＩｏＴの導
入などに関する実践的な講座等を開催することにより、進化し続けるデジタル技術に的
確に対応し、さまざまな分野のデジタルトランスフォーメーションの推進を支えるデジタ
ル人材の育成に取り組みます。

○　「Setouchi-i-Base」等で育成される人材同士、また、県内外のさまざまな人材の交流
が活発になることにより、新しいアイデアや価値がたゆみなく生み出されるよう、利用者
それぞれがめざすイノベーションの創出に向けた相談対応や技術支援、伴走支援等に取
り組みます。

2　ＩＣＴの普及啓発の促進
○　情報通信交流館（ｅ―とぴあ・かがわ）において、ＩＣＴを活用するための県民向けの基礎
講座等を開催し、情報活用能力の向上やデジタルデバイドの解消を図ります。

○　同館において、ロボット制作やプログラミングのワークショップ、民間事業者と連携し
たイベントの実施など多彩な事業を展開することで、高齢者から子どもまで幅広い層に
ＩＣＴの普及啓発を促進します。

分野16　デジタル化の推進

施策 54 デジタルトランスフォーメーションを支えるデジタル人材の育成



318

〔現状と課題〕
○　少子高齢化の進行や県外への人口流出などによる生産年齢人口の減少に伴う人手不
足が顕在化する中で、県内産業の生産性向上を図るためには、デジタル化が必要不可欠
です。

○　ＡＩやＲＰＡ、ＩｏＴといったデジタル技術の活用については、県内企業の関心は高い一方、
企業内に専門的な知識を持った人材が不足していることや導入時の費用対効果の不安、
相談先が分からないといった意見が多く、技術導入には専門人材の確保・育成や相談体
制の充実等が必要です。

〔取組みの方向〕
1　先端技術の利活用促進
○　県内企業のＡＩをはじめとしたデジタル技術の利活用を促進するため、技術者等を対象
に研修会等を開催し人材育成に取り組むとともに、県産業技術センターを中心に産業技
術総合研究所、大学等の専門家と連携しながら県内企業の技術導入や研究開発等を支
援します。

○　農水産業の生産現場における高齢化や労働力不足等に対応するため、ＡＩやＩｏＴなどを
活用したスマート農業技術の実証・普及や効率的な漁業への転換を促進します。

2　企業活動のデジタル化への支援
○　生産性の向上や商談・リモートワークのためのシステム導入など、デジタル化を推進す
る企業等に対し、専門家によるきめ細かな支援を行います。

分野16　デジタル化の推進

施策 55 生産性の向上のための産業のデジタル化の加速
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〔現状と課題〕
○　本県では申請・届出のオンライン化、電子入札の実施、テレワークの導入等、ＩＣＴの活
用を進めてきましたが、国等の動きを踏まえて、行政サービスのデジタル化・オンライン
化をより一層推進し、業務の効率化・迅速化、情報の共有化を図ることで、スマートな行
政への転換が求められています。

○　オンラインで確実な本人確認を行うことができるマイナンバーカードは、デジタル社
会を構築するうえでの基盤となるものであり、安全・安心で利便性の高いデジタル社会
をできる限り早期に実現する観点から、その普及をより一層図る必要があります。

○　官民データの有効活用を促進する観点から、行政等が保有するデータについては、プ
ライバシー保護を考慮しつつ、オープンデータカタログサイトを構築していますが、県
民・企業・大学等の活動の中でデータを活用した地域課題解決が図られるよう、必要とす
るデータをより一層利用しやすい形で、積極的に公開することが求められています。

○　「自治体デジタル・トランスフォーメーション推進計画」に沿って、情報システム標準化・
共通化や行政手続のオンライン化など市町の取組みを支援する必要があります。

〔取組みの方向〕
1　行政手続のオンライン化等の推進
○　県民の利便性向上と行政事務の効率化を図るため、国等の動きも踏まえ、行政手続の
見直しを行い、その中で効率化の観点や、県民の利便性等にも留意しながら、オンライン
申請の対象手続を拡大し、県民・事業者のオンライン手続の利用を促進します。

〇　情報システムの最適化・高度化に取り組むほか、業務のデジタル化・ペーパーレス化、
テレワーク、ＡＩ・ＲＰＡ等による自動化・効率化を推進します。

○　市町の情報システムの標準化・共通化や行政手続のオンライン化の取組みを効果的
に実行していくため必要な助言を行うなど、市町の計画的な取組みを支援します。

2　マイナンバーカードの普及・活用
○　マイナンバーカードの利便性、安全性について県民の理解を深めるため、市町をはじ
め関係機関とより緊密に連携しながら、さまざまな広報媒体等を活用した広報・啓発活
動を行います。

○　市町に対し、住民票の写しや印鑑登録証明書等のコンビニ交付サービスの導入、マイ
キープラットフォームの活用、マイナポータルによる手続のワンストップサービスの拡大
など、マイナンバーカードの利活用を働きかけ、マイナンバーカードの利活用拡大に向
けた取組みを推進します。

分野16　デジタル化の推進

施策 56 行政のデジタル化の推進
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3　データ活用の推進
○　県や県内市町が保有する行政情報は可能な限りオープンデータ化を進めるとともに、
公益事業者等が保有するデータのうち、公益に資するものについてのオープンデータ
化を促します。

○　官民のさまざまな知識や知恵を共有し、県民参加・官民協働の推進を通じた諸課題の
解決、新たな技術やサービスの開発や、オープンデータを活用した地方発のベンチャー
企業の創出、経済の活性化を推進します。
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交通ネットワークの整備
分野17
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〔現状と課題〕
○　高松空港においては、国際線の新規就航など、航空ネットワークが拡充するとともに、
空港全体を一体的に運営する空港運営の民営化が実現しましたが、新型コロナウイルス
感染症の影響により、航空路線の運休が継続している状況です。今後は、四国の主要都
市からのアクセスに優れている高松空港の地理的特徴など、同空港の高いポテンシャル
を生かしつつ、航空ネットワークの回復・拡充や、それを支える空港の利用環境の向上に
努めることが必要です。

○　人口減少や地域活力向上が喫緊の課題となる中、交流人口の拡大や災害時の対応の
観点から、四国の新幹線の早期実現が必要です。令和19（2037）年には、リニア中央新
幹線が新大阪まで延伸され、三大都市圏が一体化したスーパー・メガリージョンが誕生
することから、それにあわせて四国の新幹線を実現することが重要であり、そのためにも
整備計画格上げに向けた法定調査が必要な時期となっています。

〔取組みの方向〕
1　航空ネットワークの充実・強化
○　高松空港が四国の拠点空港として発展するよう、高松空港株式会社等と連携し、航空
路線の再開、より利便性の高いダイヤへの改善や増便、新規路線の就航など、航空ネット
ワークの回復・拡充に向けた取組みを行うとともに、交通アクセスの充実を図るなど、空
港の利便性の向上に取り組みます。

2　四国の新幹線の実現
○　四国の新幹線は、高速道路と並ぶ重要な社会経済基盤であり、交流圏や交流人口の拡
大による地域経済の活性化に加え、災害耐力の向上や在来線の維持確保等にも効果が
期待できるため、リニア中央新幹線の新大阪延伸にあわせた実現に向け、四国各県や経
済界で連携し、国や関係機関へ働きかけるほか、シンポジウムの開催等により一層の機
運醸成に取り組みます。

分野17　交通ネットワークの整備

施策 57 広域交通ネットワークの充実・強化
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〔現状と課題〕
○　地域公共交通については、人口減少・少子高齢化への対応や集約型都市構造の実現
などに対応するため、利便性と結節性に優れた地域公共交通ネットワークを構築する必
要があります。

○　地域経済を活性化し、地域間の競争を優位に進めるためには、市街地等での交通混雑
を解消し、都市、空港、高速道路のＩＣなどの拠点間のアクセス性を一層高めることが重要
であり、道路ネットワークの整備を進め、人、モノ等の移動を加速させ、利便性の向上を
図る必要があります。

〔取組みの方向〕
1　地域公共交通の確保・維持
○　人口減少・少子高齢化への対応や集約型都市構造の実現などの観点から、地域公共
交通の重要性は、今後ますます高まるものと考えられることから、基幹的な交通は県を
中心に、地域に密着した交通は地元市町を中心にといった役割分担の下、鉄道を中心に、
県全体で利便性と結節性に優れた地域公共交通ネットワークの構築を図ります。

○　新型コロナウイルス感染症の影響により、交通事業者は非常に厳しい経営環境に置かれ
ていることから、国や地元市町、交通事業者と連携しながら、公共交通の利便性向上と利用
促進に取り組み、利用者数の増加につなげることで、地域公共交通の維持・確保に努めます。

2　ＭａａＳの活用
○　さまざまな種類の交通手段を一つのサービスに統合するＭａａＳ（マース）の活用は、公
共交通の利便性向上につながるものと考えられることから、各地域や企業等の取組みに
関する情報収集などを行うとともに、先進的な事例の調査等を通じて、幅広い観点から
検討を進めます。

○　交通事業者間の連携やＩＣＴなどの新しい技術を活用した取組みなどを推進することに
より、公共交通の利用しやすい環境づくりを進めます。

3　幹線道路等の整備
○　空港へのアクセスの向上や定時性の確保を図るため、高松自動車道の高松西ＩＣと連
結する空港連絡道路の整備を進めるとともに、県内企業の事業活動を支える産業基盤
及び本県の物流拠点機能の強化を図るため、産業拠点と交通拠点等を結ぶさぬき浜街
道などの幹線道路等の整備を推進します。

○　国道11号などの直轄国道の整備促進に努め、高松自動車道等の高速交通体系と一体
となった幹線道路ネットワークの構築に取り組みます。
○　高松環状道路の整備により、交通結節機能強化や、高松市中心部における交通渋滞の
緩和が期待されていることから、事業化に向けた調査等を促進します。

分野17　交通ネットワークの整備

施策 58 地域交通ネットワークの整備
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教育の充実
分野18



325

〔現状と課題〕
○　社会が急激に変化し、複雑で予測困難なこれからの時代においては、子どもたち一人
ひとりがさまざまな変化を柔軟に受け止め、主体的に向き合って関わり合い、その過程
を通して、みずからの可能性を発揮し、社会の創り手として必要な資質・能力を育成する
ことが重要です。
○　近年、障害により教育上特別な支援を必要とする子どもが増加する傾向にあることか
ら、特別支援教育の重要性はますます高まっており、子どもの状況に応じた学びの場の
充実を図る必要があります。

○　児童生徒の自己有用感が全国平均よりも低い傾向にあるため、長期的な視点に立ち、
意図的、計画的な体験活動や人間関係を醸成する活動を通して、豊かな心をはぐくむ必
要があります。

○　学校におけるいじめや暴力行為等の問題行動の状況は、教職員による粘り強い指導
等により改善傾向にあるものの、不登校や虐待の増加など、学校だけで解決が難しい現
状があり、こうした課題に適切に対応する必要があります。

○　自他の違いや多様な個性を認め合うことができる子どもを育成するための教育を教
育活動全体を通じて推進していく必要があります。

○　子どもの体力は、30年前と比較すると依然低い水準にあることや、積極的に運動する
子どもとそうでない子どもの二極化傾向が指摘されています。

　　また、新型コロナウイルス感染症をはじめとする新たな感染症や、肥満・痩身、アレル
ギー疾患の増加等、多くの健康への課題について対応が求められています。

○　食に起因する健康課題に適切に対応するため、学校給食の活用など、学校教育活動全
体を通じた総合的な食育を推進する必要があります。

○　グローバル化の進展や技術革新等により、予測が困難な時代となっている中、子どもた
ちが未来を生きていくために必要な資質・能力（グローバル社会への対応、郷土の理解、
イノベーション創出力等）を、学校と社会が連携・協働しながら育成する必要があります。

○　ベテラン教員の大量退職が今後数年間は継続する一方で、教員を志望する者が減少
傾向にあることから、優れた人材を確保するとともに、若年教員の資質・能力の向上を図
る必要があります。

○　多くの教員が長時間勤務に陥っている状況にあることから、教員がゆとりと教職への
誇りを持って、子どもたちに対して真に必要な教育活動を効果的に行うことができるよう、
労働環境等を整える必要があります。

○　私立学校は、少子化による園児・生徒数の減少など、厳しい状況の中、健全な学校経営を
確保しながら、それぞれの建学の精神に基づき、多様化するニーズに対応した特色ある教
育内容を充実していく必要があります。また、経済的理由により生徒の修学機会が失われ
ることがないよう、引き続き、私立高校・専門学校の学納金負担軽減を図る必要があります。

分野18　教育の充実

施策 59 学校教育の充実
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〔取組みの方向〕
1　確かな学力の育成と個に応じた教育の推進
○　個を活かした協働的な学びの推進や、教員の専門性を生かした魅力的な授業づくりの
ために、義務教育段階における少人数学級の実施や小学校高学年における専科指導の
拡充による指導体制の充実を図ります。

○　児童生徒が確かな学力を身に付けることができるよう、基礎的・基本的な知識及び技能の
習得と、思考力、判断力、表現力等の育成、主体的に学習に取り組む態度の育成に努めます。

〇　学校教育等で培われた読解力は、生涯にわたる学びの基盤となるため、授業の中で言
語活動の充実を図るとともに、家庭や関係機関と連携し、子どもの自主的、自発的な読書
活動などを推進することにより、読解力の向上に努めます。

○　社会の変化に適切に対応できる人材の育成をめざし、英語力を高める教育活動を充
実させるほか、ＩＣＴを効果的に活用した学習活動の充実を図ります。

〇　「香川県就学前教育振興指針」の趣旨を踏まえ、各市町の実情に応じた具体的な取組
みを進め、幼稚園教諭等に対する研修の充実や就学前教育と小学校教育の円滑な接続
を図るなど、幼児期の教育の充実に努めます。

○　障害により教育上特別な支援を必要とする子どもが在籍するすべての学校、学級にお
いて、自立や社会参加に向けた主体的な取組みを支援するという視点に立ち、子ども一
人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善ま
たは克服するため、適切な指導や必要な支援を行う特別支援教育を推進します。

2　豊かな人間性をはぐくむ教育の推進
○　規範意識や自己有用感を基盤として、自他の生命を大切にする心など、子どもたちの
豊かな人間性や社会性の育成に努めるとともに、ふるさと香川に対して理解を深め、郷
土を愛し、大切にし、さらに継承発展させようとする意欲や態度を養います。

○　いじめや暴力行為等の問題行動、不登校やネット・ゲーム依存の未然防止、早期発見、
早期対応を図るため、共感的、積極的な指導に努め、スクールカウンセラーやスクール
ソーシャルワーカー等の専門スタッフを効果的に活用するとともに、家庭、地域、関係機
関が一つのチームとなって、課題解決を図る体制づくりに取り組みます。

3　すこやかな体をはぐくむ教育の推進
○　子どもたちの運動への関心やみずから運動する意欲、運動の技能や知識などを培い、
健康でたくましく生きるための基礎となる体力をはぐくむとともに、生涯にわたって積極
的に運動に親しむ習慣や意欲、能力を育成します。

○　調和のとれた望ましい生活習慣の確立を図るとともに、みずからの健康課題を認識し、
状況に応じて的確な判断のもと正しい行動を選択できる力を身につけることにより、す
こやかな心と体を兼ね備えた児童生徒を育成します。
○　食生活に対する正しい理解と望ましい食習慣を身につけることができるよう、地場産
物を使用した学校給食を教材として活用するなど、学校教育全体を通じて計画的かつ体
系的に食育を推進します。
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4　地域を担うグローバル人材の育成
○　予測困難な社会に柔軟に対応できる人材の育成をめざし、異なる価値観をもつ人々と
の多様で豊富なコミュニケーションの機会を確保するとともに、地元の自治体や大学、企
業等と連携・協働しながら、地域課題の解決を考える探究的な学びの充実を図ります。ま
た、これらの取組みを支える、言語能力、情報活用能力や、選挙権の行使をはじめ社会に
参画する力などの資質・能力の育成を図ります。

○　児童生徒が夢や希望を持って、みずからの生き方や将来を設計し、主体的に進路を選
択できる能力や態度を育成するとともに、地域との関わりの中で自身の世界観を広げて
いけるよう、発達段階に応じた体系的なキャリア教育の推進に努めます。

5　元気で安心できる学校づくり
○　県立高校や特別支援学校における施設・設備の整備や高校生に対する奨学金の貸与
をはじめとする修学支援の着実な実施など教育環境の整備に努めます。

○　県内外の学生等を対象に、説明会や多様な方法による広報活動を通して、教職の魅力
や本県の教育の特徴を広くアピールすることにより、教職への意欲と熱意を持った優れ
た人材の確保を図ります。

〇　若年教員に対しベテラン教員等の優れた指導技術等を継承するとともに、教育者とし
ての専門的な知識・技能や多種多様な課題に適切に対応できる能力を備えた教員を養
成するための研修等に取り組みます。

○　勤務時間管理の徹底や学校や教員が担う業務の明確化、適正化を図るとともに、部活
動のあり方など学校の組織運営体制のあり方を見直すことにより、学校における働き方
改革を着実に推進します。

6　私学の振興
○　公立学校とともに本県学校教育の一翼を担う私立幼稚園・中学校・高校に対し、教育条
件の維持向上や園児・生徒の減少期に対応した学校経営の健全化、多様な選択の対象と
なる特色ある学校づくりを促進し、時代のニーズに対応した教育の充実が図られるよう
総合的に支援します。

○　専修学校・各種学校については、教育内容の普及・啓発や高校、経済界などとの連携を
促進するとともに、時代のニーズに対応した実践的な職業教育や専門教育の充実が図ら
れるよう支援します。

○　授業料や入学金の減免制度などにより、私立高校・専門学校に在籍する低所得世帯の
生徒に対する学納金負担の軽減を図ります。
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〔現状と課題〕
○　家庭教育は、すべての教育の出発点であり、家族との愛情に満ちたふれあいを通して、
心身の健康をはぐくみ、基本的な生活習慣、倫理観、自立心や自制心、社会的なマナーな
どを身につけるうえで重要な役割を担っていますが、家庭や家族を取り巻く社会の変化
の中で、地域から孤立しがちな家庭や、子育てに不安や悩みを持つ保護者が増えるなど、
家庭の教育力の低下が指摘されています。

○　子どもたちは、地域における交流活動、スポーツ、遊びなどを通じ、異年齢の子どもや
異世代の人々とかかわることで、自主性、創造性、社会性などを身につけていきますが、
近年の都市化や核家族化、少子化、地域の連帯感の希薄化などにより、子どもたちが日
常生活の中で社会のルールや人間関係のあり方を学ぶ機会が少なくなるとともに、地域
の教育力の低下が指摘されています。

〔取組みの方向〕
1　家庭の教育力の向上
○　家庭教育の重要性や家庭教育を社会全体で支援する必要性について、保護者や県民
の理解を深めるため、「家庭教育啓発月間」を中心とした積極的な広報啓発活動に努めま
す。また、保護者を対象とした家庭教育に関する学習機会の一層の充実を図ります。

○　家庭教育に不安を持つ保護者に対し、電話相談や面接相談など、きめ細やかな相談体
制の充実を図るとともに、各種相談機関との連携に努めます。

○　保護者が子どもとともに成長し、安心して家庭教育ができるよう、保護者同士や学校、
関係機関などとの関係づくりを支援する人材を育成します。

2　地域の教育力の向上
○　子どもたちが多様な体験活動や交流を経験し、すこやかでたくましく成長できるよう、
地域住民や団体などがそれぞれの強みを生かし、協力しながら、地域全体で子どもを育
てる機運の醸成を図ります。

○　地域住民が家庭や学校と連携・協働して、子どもや保護者を対象とする体験活動や交
流活動の機会を提供できるよう、その活動の支援や人材の育成に努めます。また、地域
の中で子どもたちを見守り、はぐくむために、放課後等に安全で安心して活動できる居場
所づくりを推進します。

分野18　教育の充実

施策 60 家庭や地域の教育力の向上
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男女共同参画社会の実現
分野19

指標番号欄の＊印は、再掲指標
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〔現状と課題〕
○　本県では、男女の地位の平等感について、令和元（2019）年度に実施した香川県民意
識調査によると、依然として多くの人が、社会のさまざまな分野で男性優遇となっている
と考えています。
○　男女がともに個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するためには、社会制度や慣
行などの中に差別や不平等な役割分担が認められ、それが個人の個性と能力の発揮を
阻害すると考えられる場合には、社会全体で議論し、社会的合意を得ながら見直しを進
めていく必要があります。

〇　男女共同参画社会を実現するためには、学校、家庭、地域などにおいて、人権尊重を基
盤とした男女共同参画についての理解を深める必要があります。

〇　男女それぞれが、みずからの生き方、能力、適性を考え、主体的に進路を選択する能力
と態度を身につけるよう、キャリア教育の推進や生涯学習を促進する必要があります。

〔取組みの方向〕
1　男女共同参画の視点に立った意識の改革、社会制度・慣行の見直し
○　男女共同参画の視点に立ち、男性の家事・育児などへの参画をはじめ、社会制度や慣
行に不平等な役割分担が認められる場合には、これらの制度や慣行を見直す意識の定
着に向けて、あらゆる機会と媒体を活用した効果的な広報・啓発活動を推進します。

〇　男女共同参画社会の実現に向けて取組みを進めることは、「男女」にとどまらず、多様
な人々を包摂する社会の実現につながるものであるという考えのもと、人権尊重を基盤
とした広報・啓発に取り組みます。

2　男女共同参画を推進し多様な選択を可能にする教育・学習の充実
○　学校教育においては、一人ひとりが豊かな人権感覚を持つとともに、人権の尊重や男
女共同参画に関する理解と認識を深めることで、課題解決のための意欲や態度を高め、
積極的に行動できるよう人権教育の推進に努めます。

〇　また、児童生徒の望ましい勤労観や職業観を育て、自己の個性を理解し、将来の社会
的、職業的自立の基盤となる資質、能力、態度を育成します。

〇　男女ともに個性と能力を十分に発揮し、多様な選択を可能にするために、一人ひとりが、
みずからの意思で、いつでも自由に学習機会を享受することができるよう必要な学びの
支援を行います。

分野19　男女共同参画社会の実現

施策 61 男女共同参画社会の実現に向けた基盤づくりの推進
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〔現状と課題〕
○　将来にわたって多様性に富んだ持続可能な社会を実現するため、あらゆる分野におい
て、政策・方針決定過程に男女がともに参画し、女性の活躍が進むことは重要であり、審
議会委員や、行政の管理職への女性の登用のみならず、企業や各種団体などにおける意
思決定過程への女性の参画を推進する必要があります。

○　本県では、全国と比べて、妊娠・子育て期を通じて就労する女性の割合は高いものの、
依然として、この時期に退職したり、就業を中断したりする女性は少なくないため、ワー
ク・ライフ・バランスの実現や雇用の分野での男女の均等な機会と待遇の確保を通じて、
働く女性の活躍推進が求められています。

○　人口減少や少子高齢化が急速に進展するなか、農林水産業、地域コミュニティ、科学技
術など、あらゆる分野において女性の活躍を推進する必要があります。

〔取組みの方向〕
1　政策・方針決定過程への女性の参画の拡大
○　令和７（2025）年までに、指導的地位に女性が占める割合が30％を超えるよう、各分野
の取組みを進めるとともに、県の審議会等委員への女性の参画については、40％以上に
なるよう、男女を問わず、人材を幅広く活用するという観点から適任者の登用を進めます。

○　男女が、社会の対等な構成員として、政策・方針の立案や決定に共同して参画する機
会が確保されるための取組みを進めます。

2　女性の活躍推進
○　男女がともに仕事と家庭生活を両立し、地域社会にも参画することができるよう、仕事
と生活の調和の実現に向けた広報・啓発活動を推進するとともに、子育てや介護支援の
充実を図ります。

○　他の模範となる企業の表彰や先進事例の情報発信、企業経営者や管理職の働く女性
の活躍に対する意識改革など、女性の職業能力が一層発揮できる環境づくりに向けた支
援を行います。

○　農林水産業、地域コミュニティ、科学技術などをはじめ、女性の活躍が期待されるあら
ゆる分野において、リーダーの養成や環境づくりを通じて、女性の参画を推進します。

分野19　男女共同参画社会の実現

施策 62 あらゆる分野における女性の活躍の推進
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〔現状と課題〕
○　東日本大震災においては、一部の避難所で衛生用品等の生活必需品が不足するなど、
男女のニーズの違いを把握できていないところも見られたほか、性別による固定的な役
割分担意識が強くなり、食事準備が女性に集中するなど、さまざまな課題が明らかにな
りました。このため、平常時から男女共同参画の視点を取り入れた防災体制を確立する
必要があります。

○　女性に対する暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、その予防と被
害からの心身の回復のための取組みや自立に向けた支援等を推進し、暴力の根絶を図
ることが必要です。

〔取組みの方向〕
1　防災における男女共同参画の推進
○　地域防災計画や、避難所運営マニュアルなどに、男女共同参画の視点を明確に位置づ
けます。

○　自主防災組織や消防団への女性の加入促進を図り、防災の現場における男女共同参
画を推進します。

○　避難所運営に男女ともにリーダーとして参画し、性別による固定的な役割分担意識を
見直すとともに、女性特有のニーズを的確に把握し、男女共同参画の視点に立った防災
対策を推進します。

2　女性へのあらゆる暴力の根絶
○　女性に対する暴力は重大な人権侵害であるという認識を徹底させるとともに、関係機
関と連携しながら、配偶者などからの暴力や性犯罪・性暴力、セクシュアルハラスメントな
ど暴力のさまざまな形態に応じた防止対策や自立支援に取り組みます。
〇　性暴力被害者支援センター「オリーブかがわ」や香川県配偶者暴力相談支援センター
などにおいて、心身両面からの被害者支援などに取り組みます。

分野19　男女共同参画社会の実現

施策 63 安全・安心に暮らせる社会の実現
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青少年の育成と県民の社会参画の推進
分野20
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〔現状と課題〕
○　少子化や情報化の進展により、同世代や異世代の青少年との交流、自然体験や社会参
加等が減っており、青少年の社会性が十分にはぐくまれていない状況にあるため、多様
な活動機会の提供、社会参加の促進などによって、社会の一員として自立できるよう支
援する必要があります。

○　社会経済情勢や雇用環境の大きな変化を背景として、ニートやひきこもりなど青少年
の抱える問題が深刻化しています。また、非行少年等の検挙・補導人員は減少を続けて
いるものの、引き続き少年非行を減らす取組みを進める必要があります。このような困
難を有する青少年が社会生活を円滑に営めるようにするため、青少年に関わる支援機関
や支援者がネットワークを形成して状況に応じた支援を行うことが課題です。

○　核家族化の進行や価値観の多様化、地域コミュニティの変化などにより、家庭や地域
の教育力の低下が懸念されています。このため、県民一人ひとりが青少年の成長と自立
を支援する責任を自覚し、行政はもとより、家庭、学校、地域、事業者、関係団体等が協力
して青少年の健全育成に取り組むことが求められています。

〔取組みの方向〕
1　健やかな成長のための支援
○　青少年の基本的な生活習慣の形成を図るため、早寝早起き朝ごはん運動や食育を推
進します。また、コミュニケーション能力や規範意識等を育てるため、少年の主張大会な
ど自分の意見や考えを発表する機会の提供、非行防止教室や薬物乱用防止教室の開催、
青少年が主体となった規範意識向上のための取組みを推進します。

○　自然体験、文化・芸術体験などの活動機会を提供するとともに、校区会議等による地域
における多様な活動機会の提供を促進します。また、青少年に対し、研修、団体活動、国
際交流等の活動の場を提供する青年センターの充実を図ります。

2　困難を有する青少年への支援
○　ニートやひきこもりなど社会生活を円滑に営むうえでの困難を有する青少年やその家
族に対し効果的な支援が行えるよう、支援機関や支援者の連携を強化するとともに、支
援を必要とする者に情報が的確に届くよう、支援機関の情報提供に努めます。

○　家庭環境や自身に問題を抱えた少年に対しては、関係機関と連携して、親子カウンセリ
ングによる指導助言や各種体験活動などの立ち直り支援に積極的に取り組むことにより、
非行少年を生まない社会づくりを推進します。

分野20　青少年の育成と県民の社会参画の推進

施策 64 青少年の健全育成
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3　社会全体で支えるための環境整備
○　「みんなで子どもを育てる県民運動」をより一層推進し、地域で子どもたちをはぐくん
でいく気運の醸成を図ります。

○　青少年保護育成条例の適切な運用を図り、携帯電話やインターネット利用に関して、
フィルタリング設定の徹底や家庭でのルールづくりなどの啓発を行い、有害情報対策を
推進します。
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〔現状と課題〕
○　少子高齢化や人口減少によって地域活力が低下し、地域社会における人と人とのつな
がりの希薄化が懸念される中、住民が抱える課題は、多様化、複雑化しており、こうした課
題の解決に、ＮＰＯ・ボランティアも取り組んでいます。

○　このようなＮＰＯ・ボランティアの活動を促進するためには、活動に対して関心はあるも
のの、きっかけや機会がないという意見もあることから、参加のきっかけづくりを進めて
いく必要があります。

○　また、多様化、複雑化する課題に的確に対応するためには、柔軟かつ迅速な対応など
が可能であるＮＰＯ・ボランティアの活動のひろがりづくりを推進する必要があります。

〇　特定非営利活動促進法施行から20年以上が経過し、特定非営利活動法人の中には、
人材の確保・育成や資金不足などの問題に直面している団体もあります。

〔取組みの方向〕
1　参加のきっかけづくり
○　ＮＰＯ・ボランティアの活動への理解を深め、参加するきっかけとなるよう、ホームペー
ジなどさまざまな広報媒体を活用し、情報提供や広報啓発を行います。

○　ＮＰＯネットワークプラザにおいてＮＰＯ・ボランティアに関する相談、情報収集・提供機
能の充実に努めます。

○　ＮＰＯ・ボランティア活動を行う人々や関心を持つ人々に向け、出前講座を開催するな
ど、広く県民に対して活動への理解と参加を促します。

2　活動のひろがりづくり
○　ボランティアに関する感動的な活動や心温まる活動を顕彰することにより、ボランティ
ア活動の活発化と全県的な広がりの機運を高め、社会的な認識の向上を図ります。

〇　ＮＰＯ・ボランティアの人材の確保・育成や資金不足などの課題を解決するために、組
織運営能力などの向上を目的とした講座を開催するとともに、相談窓口事業を実施する
など、活動の支援に努めます。

○　県民や事業者などからの寄附金を募り、ＮＰＯの活動を支援する基金制度の適切な運
用を通して、活動を促進するとともに、支援意識の醸成に努めます。

分野20　青少年の育成と県民の社会参画の推進

施策 65 ＮＰＯ・ボランティア活動の促進
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〔現状と課題〕
○　人生100年時代を見据えて、これまでの文化活動やスポーツ活動等に加え、社会人の
学び直しのための教育など、一人ひとりのライフスタイルに応じた学びの機会が必要で
す。

○　県民の多様なニーズに対応し、迅速かつ的確に学習情報を提供するため、生涯学習情
報システムを充実するとともに、社会的課題の解決を指向する生涯学習の重要性につい
て、大学や市町等と連携しながら、普及啓発を行っていく必要があります。

○　県民に幅広く学習機会を提供するため、本県の中核図書館である県立図書館の一層
の機能強化に努める必要があります。

〔取組みの方向〕
1　生涯にわたり学べる環境づくり
○　各市町、大学、民間企業などとの連携・協力のもと、ＩＣＴを効果的に活用した幅広い学
習機会の提供に努めます。

○　インターネットを利用してさまざまな学習機会や学習に関する情報を提供し、県民一
人ひとりが迅速かつ的確に生涯学習情報を得られるように努めます。

○　県民の多様な学習ニーズに応えるため、地元大学と連携し、一般の方が大学の講座を
受講できるキャンパス講座を実施するとともに、広く社会人に大学教育の機会を提供す
る放送大学や公開講座などの利用を促進します。

〇　また、生涯学習や社会教育に関する市町からの相談等に応じるアドバイザーの一層の
活用を図ります。

○　県立図書館においては、県民の生涯学習活動を支える拠点となるよう、県民がいつで
も気軽に利用できる身近な図書館をめざして、利用者サービスの向上に努めるとともに、
市町立図書館等や関係機関、団体と連携協力して、地域や住民の課題解決を支援する機
能の充実を図ります。

分野20　青少年の育成と県民の社会参画の推進

施策 66 生涯学習の促進
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魅力ある大学づくり
分野21

指標番号欄の＊印は、再掲指標



339

〔現状と課題〕
〇　県内大学は、地域の「知の拠点」として、地域を支える優秀な人材を多数輩出するとと
もに、企業や高校等と連携し、人口定着に向けて取り組むなどさまざまな分野で地域の
活性化に貢献しています。

〇　大都市圏への過度の集中のリスクが再認識され、今後、地方大学には、地域の人材を
育成・定着させ、地域経済を支える基盤となることが求められており、これまで以上に地
域の課題やニーズを踏まえた県内大学等の魅力づくりが必要です。

○　私立専修学校・各種学校は県内出身者の割合が高く、また、県内企業に多くの即戦力
となる人材供給を行うなど、人口定着や地域経済の活性化に貢献していますが、より一
層の人口定着、地域経済の活性化を図るため、学校の魅力を向上させ、地域のニーズを
踏まえた職業教育の質を高めていく必要があります。

〔取組みの方向〕
1　若者から選ばれる「魅力ある大学づくり」に向けた支援
○　新型コロナウイルス感染拡大を契機とした大学を取り巻く環境の変化や地域のニー
ズを的確に捉えながら、県内大学等の強みを生かした魅力づくりを支援するとともに、県
内大学等が連携して取り組むことが効果的な広報活動や地域連携活動を促進します。

○　県内高校生の県内大学や私立専修学校等に対する認知度を向上させるため、県内大
学等と県内高校が連携した取組みを進めます。

○　中長期的な視点に立つとともに地域のニーズを反映した県内大学等の将来構想策定
を支援します。

○　人口減少対策及び地域経済に貢献する職業人材を育成する観点から、大学や私立専
修学校等における地元企業等との連携による実践的な職業教育の質の向上に向けた取
組みを支援します。

○　県外の大学等が県内で教育活動を展開する際の、各種研究施設やセミナーハウスな
どの場所の提供も含めた支援にも取り組み、大学や私立専修学校も含めたさまざまな
高等教育機関の充実について、幅広くその可能性を調査・検討します。

〇　県立保健医療大学では、看護師基礎教育を充実し、地域の将来の看護を担う中核的な
看護職員の育成をめざします。また、同大学院に保健師課程、助産師課程を設置し、より
高度で専門的な学術理論や質の高い実践能力を修得した人材の育成をめざします。

分野21　魅力ある大学づくり

施策 67 県内大学等の充実強化
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〔現状と課題〕
○　本県においては、20歳代の人口割合は全国平均を大きく下回っています。
○　本県の大学進学者のうち、８割以上が県外に進学しており、県内出身者が県内大学に
進学すれば、約８割の若者が県内就職している状況を踏まえて、若者の県外流出に歯止
めをかける必要があります。このため、将来的に学生数の増加につながるよう、県内大学
等との連携を強化していく必要があります。

〇　新型コロナウイルス感染拡大を契機とした社会の変化とともに、地方大学に求められ
る役割が大きく変わりつつある中、県内大学等が地域ならではの人材育成や地域経済を
支える基盤として、その役割を発揮するためには、地方公共団体や産業界等との連携が
これまで以上に必要です。

〔取組みの方向〕
1　県内大学等との連携強化
〇　新型コロナウイルス感染拡大を契機とした大学を取り巻く環境の変化の中、地域の課
題やニーズを捉え直したうえで、県内大学等や産業界、市町、教育機関等と議論を進め、
総合的かつ効果的な対策に取り組みます。

○　県内大学等の持つ資源を有効に活用することにより、地域課題の解決に役立てるとと
もに、地域貢献により県内大学等の魅力を高めるため、県内大学等との連携を強化しま
す。

○　県内大学等と連携し、県内企業の経営者等を講師とした講義や県内企業の見学会な
どを通じて、県内企業等の魅力を発信するとともに、県内大学の就職担当者との連絡会
を通じ、インターンシップを含む学生の就職状況等を把握し、県内就職に向けた連携を
図ります。

○　県内高校生の県内大学等に対する認知度の向上を目的として、県内大学等と県内高
校が連携した取組みを進め、県内大学等との連携を強化します。

〇　地域における多様な人材の育成・確保へのニーズに対応するため、県内大学等や産業
界、市町、教育機関等との横断的な議論による課題認識の共有を促すとともに、関係者
相互の連携の下、県内大学等における社会人を含めた幅広い年齢層を対象に地域のリ
カレント教育を推進し、地域を担う実践的な専門人材の育成・確保に努めます。

分野21　魅力ある大学づくり

施策 68 県内大学等との連携強化



341

環境の保全
分野22
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〔現状と課題〕
○　環境の課題は、地球規模の課題から、生活環境や自然環境の課題に至るまで、複雑・多
様化しており、県民、事業者、民間団体など地域社会を構成するすべての主体が、日常生
活や事業活動において、それぞれの責務や役割のもとで、自主的な取組みを進めること
に加え、相互に連携・協働しながら取り組む必要があります。

○　本県では、学校や学校以外の幅広い場における環境学習を行っていますが、県政世論
調査では、「環境学習に関する行政の取組み」について、重要であると考えている人が６
割以上であるのに対し、満足している人は２割程度にとどまっており、環境学習の機会の
充実を図る必要があります。

○　瀬戸内海は、水質については一定の改善がみられるものの、赤潮の発生やノリの色落
ち、海ごみ、人と海の関わりの希薄化など、依然として多くの課題を抱えており、全県域
で「人と自然が共生する持続可能な豊かな海」の実現をめざし、総合的に里海づくりを進
める必要があります。

○　「環境を守り育てる地域づくり」を進めるためには、環境との調和が大切であり、身近な
みどりや水辺などの豊かな自然環境や農村景観、歴史的・文化的景観などの地域資源を
地域住民とともに整備・保全し、良好な景観を維持・形成していく必要があります。

〔取組みの方向〕
1　持続可能で環境と調和した地域づくりの推進
○　県民、事業者、民間団体などの各主体が、環境の課題について理解を深め、相互に連
携・協働しながら環境保全活動に取り組めるよう、それぞれの責務や役割に応じた支援や
情報提供を行うなど、環境負荷のより少ない持続可能な地域づくりを進めます。

○　県民や事業者の環境負荷低減に向けた自主的な取組みを促進するため、省エネル
ギーの取組みなど日常生活における具体的な取組みの普及啓発や、エコアクション21
など事業者の形態にあった環境マネジメントシステムの普及を図ります。

2　環境教育・環境学習の充実
○　環境教育は環境に関するさまざまな取組みの基本となるものであり、各学校が実情に
応じた環境教育や学習活動に取り組めるよう、教育関係機関と連携した環境教育の充実
を図ります。

○　家庭、職場、地域等のあらゆる場において、気軽に環境について考える機会を提供す
るため、環境学習プログラムや出前講座の取組みを行うなど、県民が身近な場所で環境
学習を行えるよう努めます。

分野22　環境の保全

施策 69 環境を守り育てる地域づくりの推進
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3　県民参加の山・川・里（まち）・海の環境保全
○　里海づくりを牽引する人材を育成する「かがわ里海大学」の取組みや、海域・陸域が一
体となって進める海ごみ回収等の取組みなど、山・川・里（まち）・海のつながりを大切にし
た県民参加型の香川らしい環境保全の取組みを推進します。

4　うるおいのある快適な地域づくり
○　地域住民にうるおいとやすらぎを与える憩いの場としての地域づくりを進めていける
よう、みどり豊かな里山やうるおいのある水辺環境、田畑やため池からなる田園景観など
身近な自然環境の保護・保全や、文化財など地域の歴史や文化に根ざした資源の保存・
活用に努めるとともに、周知啓発など県民意識の醸成を図るための取組みを進めます。
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〔現状と課題〕
〇　地球温暖化防止には、わが国全体が方向を一にして取り組む必要があることから、県
としても「脱炭素」に向けて、「気候が危機的な状況であることを認識し、令和32（2050）
年までに二酸化炭素の排出を実質ゼロにする」ことをめざして、より一層の取組みを進め
る必要があります。

〇　平成29（2017）年度の温室効果ガス排出量は、10,685千トン－CO2で、平成25
（2013）年度の排出量（12,691千トン－CO2）と比較して約15.8％減少していますが、
気象庁の発表では、これまで以上に対策を行わなければ温暖化がさらに進むとされてい
ることから、徹底した省エネルギーの推進や再生可能エネルギー等の導入促進など、よ
り一層温室効果ガスの排出を抑制する「緩和」の取組みを進める必要があります。
○　気候変動は、自然災害以外にも、生活や社会、経済にさまざまな影響を与えており、今
後、長期にわたり拡大するおそれがあることから、地球温暖化による被害を回避・軽減す
るため、現在及び将来の気候変動の影響に対応する「適応」にも取り組む必要があります。

〔取組みの方向〕
1　徹底した省エネルギーの推進
〇　県全体の二酸化炭素の排出量の約６割を占める事業活動における省エネルギーの取
組みが重要となることから、事業者の取組みに対する一層の支援に努めるとともに、学
校や地域での環境教育・環境学習などについても、市町や環境活動団体と一層の連携を
図りながら、徹底した省エネルギーに取り組みます。

2　再生可能エネルギー等の導入促進
〇　日照時間が長いという本県の特性を踏まえ、太陽光発電設備の導入を促進するととも
に、その他の再生可能エネルギー等についても、技術開発の動向等を踏まえながら導入
に向けた検討を行うなど、エネルギー源の多様化を促進します。

3　森林整備と都市緑化の推進
〇　間伐などの森林整備や高齢級化している広葉樹林などの整備、保安林などの適切な
管理・保全を推進するとともに、地域の緑化や建物緑化など都市緑化を推進します。

4　気候変動に適応した対策の推進
〇　香川県気候変動適応センターの機能の充実を図るとともに、各試験研究機関や民間
事業者などと協力・連携を図りながら、本県の地域特性を考慮した各分野（農業・林業・水
産業等７分野）における適応の取組みを総合的かつ計画的に推進します。

分野22　環境の保全

施策 70 脱炭素社会の実現に向けて地域とともに取り組む地球環境の保全
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〔現状と課題〕
○　プラスチックごみや食品ロスなど新たな課題が生じる中、環境への負荷ができる限り
低減される持続可能な循環型社会を形成するためには、大量生産・大量消費型のライフ
スタイルからの転換を図る必要があります。

〇　リサイクル率は近年横ばいの状況にあることから、各種リサイクル制度の的確な運用、
リサイクル製品の普及、各市町の取組みなどを促進する必要があります。
○　依然として廃棄物の不法投棄や不適正処理は後を絶たない状況にあることから、廃棄
物の適正処理の推進に努める必要があります。

〇　豊島廃棄物等処理施設撤去等事業については、調停条項に基づき、引き続き、関係者
の理解と協力のもと、残された課題の解決に向けた取組みを進める必要があります。

〇　南海トラフ地震や大規模風水害の発生が想定される中、大規模災害発生時における
災害廃棄物の迅速かつ適切な処理が課題となっていることから、災害廃棄物処理体制
の充実・強化に努める必要があります。

〔取組みの方向〕
1　２Ｒ（リデュース、リユース）の推進
○　先進的な取組事例の情報提供などを行うとともに、学校、地域、職場など幅広い場にお
いて、世代に応じた環境教育・環境学習の推進を図ります。

○　プラスチックごみの発生抑制を推進するため、事業者の主体的な取組みを促すととも
に、食品ロス削減に向け、消費者、事業者、関係機関等の多様な主体と連携・協働し、本県
の現状や特性に応じた取組みを実施します。

2　リサイクルの推進
○　市町におけるプラスチック資源の回収・リサイクルの拡大と高度化等の新たな制度に
適切に対応できるよう市町の取組みを支援します。

〇　リサイクル産業及び住民が主体となった環境と調和したまちづくり事業の支援を行う
ほか、循環産業の育成を促進します。

〇　家電リサイクル料金の前払い制度導入等に関する国への政策提案を行うほか、リサイ
クル製品の積極的なＰＲやグリーン購入等により、リサイクルを推進します。

3　廃棄物の適正処理の推進
○　市町の一般廃棄物処理施設の広域化・集約化の取組みなどを支援するとともに、産業
廃棄物処理施設の計画的な整備促進と適正な維持管理に努めます。

〇　不法投棄や野外焼却などの不適正処理の未然防止や早期対応を図るため、排出事業
者や処理事業者等に対する立入調査を実施し、適切な指導・監督を行うほか、関係機関と
連携した監視を実施します。

分野22　環境の保全

施策 71 持続可能な循環型社会の形成
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○　豊島廃棄物等処理施設撤去等事業については、調停条項に基づき、豊島処分地の地
下水浄化対策や関連施設の撤去、遮水機能の解除など残された課題の解決に向け、専
門家の指導・助言のもと、関係者の理解と協力を得ながら、安全と環境保全を第一に全
力で取り組みます。

4　災害廃棄物処理体制の充実・強化
○　香川県災害廃棄物処理計画や処理行動マニュアルの実行性を高めるとともに、災害
廃棄物処理広域訓練を継続的に実施し、担当職員の対応力向上や、市町、関係団体との
連携強化を図ります。
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〔現状と課題〕
○　私たちの「暮らし」は、生物多様性からもたらされるさまざまな恵みにより支えられてい
ますが、生物多様性は、①開発など人間活動による危機、②自然に対する働きかけの縮小
による危機、③人間により持ち込まれたものによる危機、④地球温暖化など地球環境の影
響による危機の４つの危機に直面していることが指摘されており、生物多様性の保全を実
現していくため、さまざまな主体が連携して保全活動を進めていく必要があります。

○　イノシシなどの野生鳥獣による農作物被害は依然高い水準にあり、また、市街地など
へのイノシシ等の出没件数が増加し、イノシシによる人身被害が多発するなど、深刻な
状況が続いていることから、増えすぎた野生鳥獣の適正な管理や、若手狩猟者の確保・
育成のほか、市街地での重点的な対策の実施など、被害を未然に防止する取組みを進め
ていく必要があります。

○　アライグマやセアカゴケグモなど外来種の中でも生態系や人の健康に大きな被害を
及ぼす「侵略的外来種」の分布域の拡大により、農業被害や生活環境被害が増加してい
ることから、優先度を踏まえた適切な防除対策や普及啓発を進めていく必要があります。

〔取組みの方向〕
1　生物多様性の保全
○　「香川県レッドデータブック」において絶滅のおそれが高いと評価された種について現
状の把握に努めるとともに、身近な自然環境や生物の保全活動など、生物多様性の保全
のための活動を推進します。

○　県内で活動するさまざまな主体の連携による取組みを支援するため、「地域連携保全
活動支援センター」の役割を担う民間団体の育成に取り組むとともに、生物多様性の保
全に向けて活動する事業者や民間団体との連携を図ります。

2　有害鳥獣対策と外来種対策の推進
○　深刻化する野生鳥獣による被害を減少させるため、市町が行う有害鳥獣捕獲を支援
するとともに、市街地周辺における県主体の捕獲事業の重点的な実施や、市街地におけ
るイノシシの出没経路などでの捕獲や侵入防止対策の実施など、被害を未然に防止する
取組みを進めます。

○　将来にわたり野生鳥獣対策の担い手を確保するため、市町と協力・連携し、講習会などに
よる若手狩猟者の人材育成を図るほか、地域で中心的な役割を担うリーダーを養成します。

○　侵略的外来種の防除についての基礎資料となる「侵略的外来種リスト」の活用により、
対策の必要性と実効性から優先度を評価し、国及び市町、民間団体などと連携した適切
な防除対策を推進するとともに、外来種に対する正しい理解を深めてもらえるよう普及
啓発に取り組みます。

分野22　環境の保全

施策 72 自然とともに生きる地域づくりの推進
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〔現状と課題〕
○　本県の大気環境は、ほとんどの項目について環境基準を達成しているものの、広域的
な大気汚染の影響も指摘されている光化学オキシダントや微小粒子状物質（ＰＭ2.5）に
ついては、県民の安全・安心を守るため、継続した環境基準の達成に向けて、引き続き、
大気環境の保全を図る必要があります。

○　本県の河川や海域における水質は、有機物質（ＢＯＤ、ＣＯＤ）の環境基準の達成率が全国
平均に比べ低いため、引き続き、水質汚濁の防止を図る必要があり、また、地下水や土壌は、
いったん汚染されると浄化が容易ではないことから、汚染の未然防止を図る必要があります。

○　化学物質は、生活環境や人の健康・生態系等へ影響を与えるおそれがあるものもある
ことから、排出抑制、管理の徹底を図るとともに、県民に対しても、正しい情報をわかりや
すく提供していく必要があります。

〔取組みの方向〕
1　大気環境の保全
〇　光化学オキシダントとＰＭ2.5については、濃度上昇が予測される場合には、県民の健
康被害を未然に防止する観点から、迅速かつ的確に注意情報等を発令し、県民への注意
喚起を行えるよう、引き続き、注意深く監視していきます。

〇　工場・事業場に対する規制・指導の徹底、自動車排出ガス対策等により、大気汚染物質
の発生源対策を推進するとともに、今後、廃棄量の増加が見込まれる石綿については、
大気汚染防止法や「香川県石綿による健康被害の防止に関する条例」に基づき、石綿使
用建築物の解体等における飛散防止措置等の徹底を図ります。

2　水環境、土壌・地盤環境の保全
○　河川や海域の水質を保全するため、水質の監視や工場・事業場に対する規制・指導を
徹底するとともに、下水道・農業集落排水施設・合併処理浄化槽などの生活排水処理施
設の計画的な整備を進め、汚水処理人口普及率の向上を図ります。

○　土壌や地下水汚染の実態把握に努めるとともに、有害物質を取り扱う工場・事業場の
土壌・地下水汚染対策について、監視・指導を徹底します。

3　騒音・振動・悪臭・化学物質対策などの推進
〇　騒音規制法や振動規制法に基づき、必要に応じて騒音・振動規制地域の見直し（拡大）
を行うとともに、自動車等の交通騒音を監視します。

○　ダイオキシン類の常時監視や発生源の規制・指導を徹底するとともに、有害化学物質
の汚染状況調査の実施や工場・事業場の自主管理を促進することにより、有害化学物質
排出量の抑制を図ります。

分野22　環境の保全

施策 73 生活環境の保全
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みどり豊かな暮らしの創造
分野23
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〔現状と課題〕
○　森林が持つ公益的機能を維持していくためには、山地災害の未然防止や、森林病害虫
や有害鳥獣などによる被害の早期発見と拡大防止に取り組むことに加え、各種の開発行
為による森林などへの影響を最小限にとどめる必要があります。

○　暮らしを支えるみどりを充実させていくためには、すぐれた自然環境である瀬戸内海
国立公園や大滝大川県立自然公園の適切な保護・利用増進を図るとともに、自然環境保
全地域や緑地環境保全地域などの貴重な自然環境や植生の分布地についても、適切な
保護・保全に努める必要があります。

○　豊かなみどりの中で心身ともにリフレッシュできる場を確保するため、多くの県民が快
適に利用できるよう、森林公園や都市公園などの維持管理に努めるとともに、公共施設
や民間施設などの緑化を進めていく必要があります。

〔取組みの方向〕
1　暮らしを守るみどりの保護・保全
○　危険度の高い山地災害危険地区を中心に、治山ダムなど治山施設の整備を行うとと
もに、山地災害防止機能などが低下した保安林の機能回復や治山施設の長寿命化を図
るなど、山地災害防止対策を推進します。

○　森林法の「保安林制度」を適正に運用し、保安林の保全・管理に努めます。
○　森林法やみどり豊かでうるおいのある県土づくり条例などに基づき、秩序ある開発を
促すとともに、開発跡地の確実な緑化を図ります。

○　森林病害虫や有害鳥獣、外来種の被害からみどりを守るため、被害拡大防止対策など
に取り組みます。

2　すぐれた自然の保護・保全
○　大滝大川県立自然公園や自然環境保全地域、緑地環境保全地域などの自然環境を保
護・保全するため、県立自然公園条例や自然環境保全条例などの関係法令の適正な運用
を図るとともに、みどりの巡視員などによる監視に努めます。

○　県民が安全で快適に自然とふれあうことができるよう、瀬戸内海国立公園の施設の老
朽化対策を図るとともに、訪日外国人観光客の快適な公園利用のために、案内標識など
の国際化対応を図るなど、適切な維持管理、利用促進に努めます。

3　身近なみどりの整備・管理
○　豊かな自然の中でのレクリエーションや憩いの場としてより多くの県民が利用できる
よう、指定管理者制度の活用などにより、森林公園や都市公園などの計画的な整備と適
切な維持管理、利用促進に努めます。

分野23　みどり豊かな暮らしの創造

施策 74 暮らしを支えるみどりの充実
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〇　身近なみどりの充実を図るため、道路、官公庁施設などの緑化の質の向上に努めるほ
か、都市部の民間施設の緑化や緑化相談など民間の緑化活動を支援します。
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〔現状と課題〕
○　人と森林との関わりの希薄化によって放置される森林が増え、森林が有する多面的機
能の低下が懸念されるなか、みどりづくりに対する県民の理解を深めることが重要と
なっており、さまざまな啓発活動を通じて、県民の意識を高めるとともに、みどりを守り・
育てる人材の育成や、森林ボランティア団体などの活動を支援する必要があります。

○　森林をはじめとするみどりは、県民共通の財産であることから、みどりの重要な働きを
普及啓発することが大切であり、みどりを守り、育てる人材の育成に加え、里山の活用・保
全や農山村と都市の交流、河川や海岸の保全活動など、みどりを生かした地域づくり・社
会づくりを推進するため、市町や森林ボランティアなどと連携し、次世代を担う子どもた
ちやＣＳＲ活動に関心のある企業や団体を含め、多様な主体によるみどりづくり活動を支
援する必要があります。

〔取組みの方向〕
1　みどりづくりへの理解と参加の促進
○　子どもたちに向けたどんぐり銀行活動や森林環境教育の取組みを進めるとともに、緑
の募金活動への協力や啓発イベントの実施などにより、みどりづくり活動への理解を深
め、参加者の増加に努めます。

○　森林ボランティア団体などとの協働によるみどりの学校の運営を充実させるとともに、
森林ボランティア活動などの機会提供・情報発信を充実し、その活動が継続するための
手法を検討するなど、みどりを守り、育てる人材の育成を図ります。

2　県民総参加のみどりづくりの推進
○　次世代の森づくりや緑化推進を担う緑の少年団の活動を支援するとともに、ＣＳＲ活動
に関心のある企業や団体の森づくり活動への参加を支援するなど、市町や関係団体と連
携し、県民がみどりとふれあうための活動を推進します。

○　地域の森づくり活動への支援を通じて、里山の活用・保全活動を推進するとともに、市
町や県民と連携して、海岸漂着物の回収処理や、河川・海岸の環境美化・愛護運動に取り
組みます。

分野23　みどり豊かな暮らしの創造

施策 75 県民総参加のみどりづくり
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活力ある地域づくり
分野24

指標番号欄の＊印は、再掲指標
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〔現状と課題〕
○　人口減少や少子高齢化が進む中、都市構造や交通流動の変化に的確に対応するため、
「都市機能が集約された持続可能なまちづくり」が必要ですが、市街地への商業・業務、
居住など、都市機能の集約は十分とは言えず、こうした状況は、社会資本整備費の増大、
高齢者等の利便性の低下など、さまざまな問題を引き起こすと考えられます。

○　都心部においては、まちづくりの中核となる中心市街地の活性化を図るとともに、これ
まで四国の中枢都市として発展してきた高松都市圏においては、サンポート高松をはじ
め、都市機能の強化を図る必要があります。

○　中心市街地の商店街は、小売業全体の競争激化に加え、商店主の高齢化、後継者不足
などの要因により空き店舗率が高い水準にあること、また、新型コロナウイルス感染症
の影響による外出機会の減少から商店街への来街者が減少していることから、商業・コ
ミュニティ機能の強化などによるまちのにぎわい回復が課題となっています。
○　空き家の総数や空き家率は増加傾向にありますが、このうち利用目的のないまま放置
された空き家は、老朽化が進行すると、景観やまちのにぎわいを損ねるほか、周辺環境
へ深刻な影響を及ぼすおそれがあることから、空き家の状況に応じた適切な管理や利活
用、除却等の総合的な取組みが求められます。

○　住民生活に必要な県有施設等の老朽化が進んでおり、今後更新や修繕を必要とする
建物が増加すると予想されます。

〔取組みの方向〕
1　集約型都市構造の推進
○　市町の庁舎や交通の結節点を中心とした区域を集約拠点とし、その拠点間を交通ネッ
トワークで結ぶ集約型都市構造の実現に向け、市町と連携して取り組みます。
○　都市全体を見渡しながら今後の都市像を描き、公共施設のみでなく、住宅及び医療・
福祉・商業などの民間の施設も対象として、その誘導を図るための立地適正化計画を積
極的に市町が作成できるよう、適切な指導・助言を行います。

○　中山間地域等において、商店、診療所など日常生活に不可欠な施設や地域活動を行う
場を、歩いて動ける範囲に集め、周辺集落とネットワークでつないだ「小さな拠点」の形
成をめざします。

2　中心市街地の活性化
○　県都高松市の顔でもあるサンポート高松において、北側街区に、スポーツ振興の拠点
や交流推進施設としての機能を備えた、新県立体育館の整備を推進するなど、中枢拠点
機能の強化に取り組みます。

分野24　活力ある地域づくり

施策 76 都市・集落機能の向上
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○　活気ある商店街の再生に向けた持続可能な取組みを促進するため、まちづくりや中小
小売商業の振興などの観点から、中心市街地の活性化や魅力ある商店街づくりに取り組
む市町、商店街団体などを支援します。

3　空き家対策の推進
○　放置することが不適切な管理不全空き家の除却等を促進するため、市町と連携し、除
却に対する支援を行うほか、「空家等対策の推進に関する特別措置法」（空家法）に基づく
市町の「特定空家等」に対する助言・指導、勧告等の措置が適切に行われるよう、技術的
な助言や支援を行います。

○　空き家の適正管理や利活用をはじめ、空き家の発生や増加を抑制するための普及啓
発など、市町と連携して地域の実態に応じた総合的な空き家対策に取り組みます。

4　既存ストックのマネジメント強化
○　計画的な保全を実施し、県有建物を長寿命化することにより、更新や修繕にかかる全
体的な費用の縮減を図ります。

○　県有施設の更新等を実施する際には、他の県有施設の利用や合築、民間賃貸について
検討するだけではなく、国や県内市町と連携し、双方が管理する施設の空きスペースの
活用や合築等についても検討するなど、県有施設の整備の効率化や保有総量の適正化
を図ります。
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〔現状と課題〕
○　農山漁村は、地域の特色を生かした多様な農林水産業の営みを通じて、洪水の防止や
水源のかん養、美しい自然環境の保全など多面的機能を有していますが、人口減少や高
齢化の進行に伴い、こうした機能の維持が困難な状況となっているため、農業者や地域
住民の協働による農地や農業用施設の保全管理活動などが求められています。

○　新型コロナウイルス感染症の影響により田園回帰志向が高まる中、農山漁村の活性
化には、地域資源を生かした交流人口、関係人口、定住人口の増加に向けた取組みが求
められています。

○　気象や農地の栽培条件が不利な中山間地域の農業においては、地域条件に合った新
たな高収益作物への転換や、美しい景観形成などの面でも貴重な地域資源である棚田
の保全も求められています。

○　イノシシやニホンザルなどの野生鳥獣による農作物の被害は、耕作放棄地の増加や集
落コミュニティの弱体化などに伴い、中山間地域のみならず平野部においても広がるな
ど県内全域で深刻化しており、一層の対策が求められています。

〔取組みの方向〕
1　多面的機能の維持・発揮
○　農村地域の多様な主体が日本型直接支払制度等を活用して行う水路や農道、ため池
などの保全管理や植栽などの周辺景観を保全する協働活動を促進し、多面的機能の維
持・発揮に努めます。

○　農山漁村地域における多面的機能の維持・発揮や都市との交流などの取組みを促進
するため、研修会や交流会を開催するなど、地域のリーダーとなる人材育成に取り組み
ます。

○　里山を保全・整備するため、地域住民、森林ボランティア団体、企業等による植林や竹
林伐採等の森づくり活動を支援します。

2　農山漁村の活性化
○　農山漁村地域の豊かな自然環境や農林水産物を生かした農泊、グリーン・ツーリズム
などにより都市部との交流を促進するとともに、農水産物のオーナー制度やふるさと納
税など、農山漁村と多様な形で関わる関係人口を創出・拡大する取組みを推進します。ま
た、美しい農村風景の写真コンテストの実施やソーシャルメディア等を通して、都市住民
や移住希望者等に広く本県農業・農村の魅力を情報発信します。

○　棚田地域においては、「県棚田地域振興計画」に基づき、棚田の保全や棚田を核とした
地域振興を推進します。

分野24　活力ある地域づくり

施策 77 活力あふれる農山漁村の振興



358

○　捕獲した野生鳥獣をジビエ料理などの地域資源として有効に活用するため、先進地や
支援に係る情報を提供するとともに、地域の実態に即したジビエ利用の普及を促進します。

3　鳥獣被害防止対策の推進
○　県鳥獣被害防止対策協議会を通して、耕作放棄地や作物残渣の放置など野生鳥獣へ
の餌付け防止と追い払いによる地域に寄せつけない環境づくり、侵入防止柵の設置など
侵入防止、有害鳥獣の捕獲による地域ぐるみの対策を市町と連携して総合的に推進しま
す。
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〔現状と課題〕
○　人口減少や少子高齢化の進行に加え、過疎化、核家族化、一人暮らし高齢者や高齢者
夫婦のみの世帯など高齢者のみの世帯が増加しており、地域の担い手が不足する中、互
いに支え合う機能が低下しています。

○　地域づくりの中心を担う地域コミュニティ（地域社会）機能の低下が懸念される中、域内
外にかかわらず、地域に関わる一人ひとりが地域の担い手として積極的に参画し、地域資源
を活用して、地域の活性化を図り、活力ある地域づくりを促進することが求められています。

○　活力ある地域をつくるため、地域住民、地域団体、行政、企業、ＮＰＯ、ボランティアなど
多様な主体が連携して、地域における福祉、環境美化、防災、防犯などのさまざまな役割
を主体的に担うとともに、互いに支え合い、助け合う多彩な機能を有する地域コミュニ
ティづくりを促進する必要があります。

〔取組みの方向〕
1　地域拠点とネットワークづくり
○　人口減少や少子高齢化の傾向が顕著な過疎地域や離島などの活性化を図るため、豊
かな自然や特色ある歴史・文化・産業など、魅力ある地域資源を最大限に活用した、個性
豊かで活力ある地域づくりを促進します。

○　個性豊かで活力ある地域づくりへの取組みが促進されるよう、地域づくりに関わる人材
の育成に向けた研修を実施するほか、先進的な取組事例の紹介や地域づくりに関する助成
制度等についての情報提供や助言を行うなど、市町や地域住民が主体となった地域コミュ
ニティづくりに対する支援を行います。また、地域おこし協力隊が中心となって、県内で地域
づくり活動に取り組む団体等や市町の地域おこし協力隊の活動について情報発信するとと
もに、それらの活動が地域住民の主体的な活動と連携・協働したものとなるよう支援します。

2　地域で支える体制の整備
○　地域住民、地域団体、行政、企業、ＮＰＯ、ボランティアなど、それぞれの活動主体の自
主性や多様性を尊重し、共助に関する意識啓発や活動しやすい環境づくり、協働のため
の交流・連携を拡大・強化します。

○　住民による声かけ・見守り活動や高齢者が集まりやすい通いの場づくりを推進する市
町を支援します。

○　市町や地域住民などの団体と連携・協働することにより、地域住民の自発的意思によ
る道路、河川や海岸の環境美化・愛護活動を促進するほか、地域の防災力を強化するた
め、市町や関係団体と連携し、災害時に機能する自主防災組織の育成強化を推進すると
ともに、研修や講習会を通じて、防災活動の中心となる地域防災のリーダーの養成に努
めます。また、市町とともに、民間事業者などの協力を得て、消防団員の確保に努めます。

分野24　活力ある地域づくり

施策 78 地域を支える活動の促進
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○　県民が安心して暮らせる犯罪や交通事故のないまちづくりを推進するため、地域住民、
行政、事業者等が協働し、身近な犯罪を抑止するための自主防犯活動や地域の高齢者を
中心とした参加・体験・実践型の交通安全教室の実施など、多彩な地域コミュニティ活動
を促進するほか、防犯カメラ等の設置促進による防犯環境の整備、通学路等を中心とし
た交通事故の起きにくい交通環境の整備、地域住民によるボランティア活動等を通じた
防犯意識や交通安全意識の高揚などを図り、地域社会全体で安全を守るための取組み
を進めます。

3　地域を支える人材の育成等
○　地域において生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート
役を担う「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」及び協議体の運営・機能強
化等について、市町が円滑に取り組めるように支援します。

○　「高齢者いきいき案内所」により、高齢者が長年培った豊かな経験や知識、技能を地域
のために生かすことができるよう、活躍の場を案内するとともに、かがわ長寿大学におい
て、長寿社会を担う地域社会での実践的な指導者の養成を図ります。

4　地域課題の解決に向けた関係人口の創出・拡大
○　人口減少や高齢化が進み地域の担い手が不足する中、特定の地域に関心を持つ地域
外の人 （々関係人口）と地域の住民がともに地域課題の解決に向けて取り組めるよう、市
町と連携し各地域における関係人口の創出・拡大を促進します。

○　関係人口と地域住民が多様な関係性を構築し、地域の実情に応じた継続した連携や
協働が図られるよう、各市町における関係人口を創出するためのきっかけづくりや豊か
な関係性を継続するための仕組みづくりなどの取組みを支援します。
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〔現状と課題〕
○　令和２（2020）年12月末現在の県内在留外国人数は14,174人と、本県人口の約
1.5％を占め、外国人の定住化が進む中、県民一人ひとりが国際社会の一員として活動
することができるよう、県民の外国に対する理解を深めるなど国際感覚あふれる人材の
育成に努めることが重要です。

○　小・中学校においては、外国語を通じて、言語や文化に対する理解を深め、積極的にコ
ミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図ることが必要です。
○　高校では、授業において生徒が英語を頻繁に使いながら英語力を高めていくことが求
められています。また、語学の習得のみではなく、日本人として我が国の伝統文化や歴史
を理解したうえで、国際的に活躍する生徒を育てることが必要です。

〔取組みの方向〕
1　国際交流・国際協力の推進
○　香川国際交流会館（アイパル香川）などにおいて、語学講座の開設や、イベントなどを
通じ、外国人とふれあう機会を提供するなど、県民の国際理解の増進を図ります。

○　友好県省提携をしている中国陝西省をはじめ、台湾桃園市、イタリアパルマ市との友
好交流を推進するなど、相互発展をめざした国際交流・国際協力を推進します。また、海
外の県人会との交流を深め、情報提供や人的交流を促進するなど関係強化に努めます。

○　国際交流や国際協力を担う団体への支援や、国際交流のネットワークづくりを推進す
るとともに、県内の市町や関係機関、民間団体との連携に努めます。

○　世界各国の人々を技術研修員や留学生として、民間企業や試験研究機関、大学などに
受け入れ、必要とする技術・知識を習得してもらうとともに、県民とのさまざまな交流を
通じて、相互理解を深め、友好親善を図ります。

○　一層の国際交流の推進の観点から、県内に在学中の留学生との交流を深めるなど、本
県の活性化につながるよう取り組みます。

○　小・中学校の外国語活動及び英語の授業における「聞くこと」「読むこと」「話すこと」「書
くこと」の言語活動を通じて、コミュニケーションを図る資質・能力を育成します。
○　高校では、中学校と連携した研修や訪問指導等により、英語教員の英語力や英語指導
力の向上に努めるとともに、海外交流支援事業で海外語学研修等の推進を図ることで、
生徒たちが実際に外国人とコミュニケーションをとる機会を設け、英語学習への動機づ
けを行います。

分野24　活力ある地域づくり

施策 79 国際化の推進
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文化芸術による地域の活性化
分野25
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〔現状と課題〕
○　アート県かがわとして魅力が高まっている一方で、全国的に地域の文化芸術の担い手
が減少しており、優れた芸術家などを育てていくことが必要であり、特に、将来性豊かな
若手芸術家の育成が重要です。

○　子どもたちの豊かな心や感性を育み、将来の文化芸術の担い手の育成につなげてい
くことが求められており、子どもたちが文化芸術に接する機会やより専門的な指導を受
ける機会の充実が必要です。

○　大都市圏に比べて文化芸術に親しむ機会が少ないことに加えて、新しい生活様式のも
と文化芸術の分野にも制約が生じている中で、県民が優れた舞台芸術などを鑑賞する
機会や、県民の文化芸術活動への支援や他分野との連携を通じた広く県民が文化芸術
に触れる機会を充実することが重要です。

○　県民が身近な場所で文化芸術活動ができる環境の充実が求められていることから、県
立ミュージアムなど文化施設が文化芸術に親しむ拠点となるよう、魅力のある展覧会や
公演、ワークショップなどをより積極的に行う必要があります。

〔取組みの方向〕
1　文化芸術を担う人材の育成
○　本県の文化力向上に貢献のある個人や団体を顕彰するほか、将来の文化芸術の担い
手づくりに向けて、音楽や美術などの芸術の分野において将来有望な若手芸術家の活
動を支援します。

○　学校や地域等に芸術家や学芸員等を派遣し、ワークショップや講座の開催を通して美
術や歴史などの文化芸術に接する機会を提供するとともに、県立文化施設においても芸
術体験などができる機会を確保します。

○　児童・生徒を対象に、かがわジュニア・フィルハーモニック・オーケストラの育成などを
行うことにより、青少年が優れた指導者から指導を受ける機会を充実させるとともに、指
導者の養成にも努めます。

2　文化芸術をはぐくむ環境の整備
○　県民が優れた作品に親しむ機会の提供や、県外からの鑑賞者の誘致を図るため、県立
ミュージアムなどにおいて、質の高い美術・歴史展覧会を開催するほか、収蔵作品の鑑賞
機会を増やすなど、常設展示の充実を図ります。

○　魅力的な舞台芸術鑑賞事業を県民ホールの指定管理者と連携して実施するほか、か
がわ文化芸術祭を充実させるなど、文化芸術に親しむ機会を増やします。

○　本県が有する多様な文化芸術の魅力を、ＳＮＳなど新たな媒体も活用して、戦略的・効
果的に発信します。

○　障害者が積極的にいきいきと暮らせるよう鑑賞の機会や発表の場を創るなど、文化芸
術活動を通じた社会参加を促進します。

○　さまざまな人が容易に文化芸術に触れることができるよう、文化施設の環境の整備に
取り組みます。

分野25　文化芸術による地域の活性化

施策 80 文化芸術の振興
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〔現状と課題〕
○　本県の文化遺産や地域固有の文化は、県民共有の貴重な財産であることから、確実に

保存・継承していくとともに、四国遍路の世界遺産登録に向けた取組みや住民主体の地
域の宝の掘り起こしを進める必要があります。

○　さぬき映画祭などの個性豊かな取組みをより一層進めていくとともに、現代アートや
伝統工芸、特色ある現代建築などの地域固有の文化資源を効果的に活用して、地域の活
性化を図ることが求められています。

○　これまでの瀬戸内国際芸術祭の開催により、来場者と地元との交流が促進され、経済
波及効果に加え、本県の知名度やイメージのアップが図られ、さらには島々の活性化に
向けたさまざまな動きも現れており、このような成果を今後に繋げるためにも、長期的視
点に立った継続的な取組みが必要です。

〔取組みの方向〕
1　香川の特色ある文化芸術活動を生かした地域づくり
○　古くから四国の地と密接に結び付きながら形成された四国遍路文化を後世に確実に

保存・継承するため、四国が一丸となって、学術的観点に立った顕著な普遍的価値の研究
を進め、札所寺院や遍路道を保護・保存する施策を講じるとともに、国内外への情報発信
などにより、四国遍路の世界遺産登録に向けた取組みの充実を図ります。

○　美しい自然と豊かな歴史に培われた、特色あるアートや建築、映画・映像文化などの個
性豊かな芸術の振興を図ります。また、本県の伝統工芸である漆芸など地域固有の文化
を保存・継承するとともに、積極的に活用します。

2　瀬戸内国際芸術祭、ＡＲＴ ＳＥＴＯＵＣＨＩの推進
○　アートや建築を媒介として来場者と地元との交流を促進するなど、地域の活性化や本

県のイメージアップを図る瀬戸内国際芸術祭を開催するとともに、芸術祭の会期内外を
問わず、アートを通じて地域の活力を取り戻し、再生をめざす「ＡＲＴ ＳＥＴＯＵＣＨＩ」の取組
みを推進し、年間を通じた誘客促進と地域の活性化を図ります。

3　文化遺産の継承
○　地域の有形・無形の文化財を県民共有のかけがえのない宝として継承するため、地域

の宝を掘り起こし、重要な文化財については指定などの保護措置を講じるとともに、国・
県指定文化財の保存・活用を推進します。

○　県民が文化財を身近に感じることができるよう情報発信するとともに、多様な担い手
による文化財を核とした地域づくりに取り組みます。

分野25　文化芸術による地域の活性化

施策 81 文化芸術による地域づくりの推進
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スポーツの振興
分野26
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〔現状と課題〕
○　令和２（2020）年度県政世論調査によると、過去１年間における成人の週１回以上の運
動・スポーツ実施率は、54.9％となっています。総合型地域スポーツクラブは、地域住民
のスポーツ参加促進の拠点として重要性がますます高まっており、今後導入される登録・
認証制度の整備をはじめ、効率的・効果的な運営ができるよう支援体制を構築していく
必要があります。

○　新しい生活様式のもと、より多くの人にスポーツに親しんでもらうため、誰もが気軽に
参加できるスポーツイベントの開催などを通じて、スポーツをほとんどしない人や苦手
な人に対するスポーツ参加のきっかけづくりに取り組むとともに、住民のニーズに応じた
スポーツ情報を提供する必要があります。

○　住民の多様なニーズに対応した安全・安心で魅力あるプログラムを提供できるスポー
ツ指導者の資質向上が求められています。
○　スポーツを楽しんだり、トップレベルの試合を観戦したりできるよう、県立スポーツ施
設や設備の整備・充実を図る必要があります。

〔取組みの方向〕
1　生涯スポーツ・地域スポーツの振興
○　市町、スポーツ団体などと協力・連携して、地域住民が生涯を通じスポーツを行ったり、
支えたりすることができるよう、総合型地域スポーツクラブの普及啓発や育成のための
指導助言を行うとともに、令和４（2022）年度から登録・認証制度が導入されることを踏
まえ、県スポーツ協会や県クラブ連絡協議会と連携し、制度の整備を進めます。

○　人々がそれぞれの体力や年齢、興味、競技レベルに応じて、スポーツイベントなどに参
加できる機会が増えるよう、スポーツ・レクリエーション団体と連携し、スポーツを気軽に
楽しめる機会を提供するとともに、各スポーツ団体やスポーツ少年団などの活動支援に
努めます。また、地域住民が興味や関心を持ち、スポーツ活動に積極的に結びつけられ
る情報を提供できるよう、スポーツ情報誌やホームページの充実に努めます。

○　多様化する地域住民のスポーツニーズに対応できるよう、スポーツ指導者の養成や資
質向上に取り組みます。

2　新県立体育館の整備等県立スポーツ施設の充実
○　県立スポーツ施設については、各種競技大会の開催や競技団体のニーズに対応でき
るよう、必要な施設や設備の整備・充実を図るとともに、指定管理者制度を活用して施設
の効用を最大限に発揮させ、各種サービスの充実や機能の強化を図ります。

分野26　スポーツの振興

施策 82 スポーツ参画人口の拡大
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○　国際大会から地域の大会まで幅広く競技会を開催できるとともに、それぞれの年齢な
どに応じて、多様なスポーツ・レクリエーション活動に親しむことができるほか、イベント
の開催など交流推進機能も備えた新県立体育館の整備を図ります。
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〔現状と課題〕
○　国際大会における本県出身選手の活躍状況は、オリンピック大会については、リオデ
ジャネイロ大会、東京大会と２大会連続で出場し、アジア競技大会においては過去３大会
ともに６～９名、アジアパラ競技大会においても前回大会に２名の選手が出場しています。
○　国民体育大会の総合順位については、平成５（1993）年の東四国国体優勝から令和となっ
た現在まで、おおむね20位台以上を維持しています。新型コロナウイルス感染症の影響で、
令和２（2020）年の鹿児島国体は令和５（2023）年へ延期となりましたが、今後も20位台維
持に向け、新しい生活様式のもと、継続して競技力向上の取組みを進めることが必要です。

○　ジュニア選手については、県のジュニア育成事業を経て全国大会で優勝したり日本代
表選手に選ばれ国際大会で活躍したりする選手が育ってきています。今後も国際大会で
活躍できる選手を輩出できるよう、ジュニア期からの一貫指導体制を継続し、競技者がト
レーニングに打ち込める環境を整備することが重要です。

〔取組みの方向〕
1　ジュニア期からのタレント発掘・育成
○　将来、国際大会で活躍できる選手を育成するため、豊かなスポーツの素質を持つタレ
ントを発掘し、中央スポーツ団体とも連携・協働し、日本を代表する選手へと育成・強化す
ることができる環境の整備に努めます。

○　ジュニア選手が競技の特性や発達段階に応じた適切で専門的な指導が受けられるよ
う、各競技団体と連携しながら一貫指導体制の充実を図ります。

2　トップアスリート育成のための支援
○　オリンピックや世界選手権などの国際大会で活躍できる選手を輩出するため、本県出
身の日本代表候補選手や有望なジュニア選手の活動を支援するとともに、練習環境の
充実に努めます。

○　国民体育大会をはじめとする全国大会で県代表選手やチームが活躍できるよう、各競
技団体が行う国体候補選手等の県外遠征、強化合宿、強化練習会や、専任コーチの配置
などの強化事業を支援します。

○　有望な障害者スポーツ選手が国際大会や全国大会で活躍できるよう、大会参加費用
の助成などの強化支援により、障害者スポーツの競技水準の向上を図ります。

3　指導者の養成および資質の向上
○　高いレベルでの専門的指導ができる優秀なスポーツ指導者を確保し、その指導力を
十分に発揮できるよう適正配置に努めます。

分野26　スポーツの振興

施策 83 競技力の向上
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○　指導者研修会の開催や優秀コーチの招へい等により、指導者の養成とより一層の資
質向上を図ります。

○　障害者スポーツ指導員養成講習会に指導者を派遣して、障害特性に応じた指導者の
養成を行います。
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南海トラフ地震・
津波対策の推進

大規模な風水害に
強いまちづくりの推進

安心につながる
社会資本の整備

子ども・子育て支援の
充実

子どもや子育て家庭に
やさしい環境の整備

児童虐待防止対策・
社会的養育の充実

社会参加の促進と
生きがいづくりの推進

新型コロナウイルス等の
感染症対策の強化  

安全で質の高い医療の
確保

ともに支え合う
社会づくりの推進

障害者の自立と
社会参加の促進

人と動物との調和の
とれた共生社会の実現
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5
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27

28

危機管理体制の強化

防災意識の向上

結婚・妊娠期からの支援

健康づくりの推進

医師・看護職員の確保

介護サービス等の充実

高齢者の安全の確保

人権啓発の推進

人権・同和教育の推進

人権擁護活動の充実

水の安定供給の確保

水循環の促進

安全な交通社会の実現

犯罪に強い社会の実現

暮らしにおける安全確保

セーフティネットの充実
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SDGsの17ゴール

施策

基
本
方
針

１
　
安
全
と
安
心
を
築
く
香
川

●施策体系（施策の総合的展開）の83施策とＳＤＧｓの17ゴールの相関表
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171

貧困を
なくそう

飢餓を
ゼロに

すべての
人に

健康と
福祉を

質の高い
教育を

みんなに

ジェンダー
平等を

実現しよう

安全な水と
トイレを
世界中に

エネルギーを
みんなに
そして

クリーンに

働きがいも
経済成長も

産業と
技術革新の

基盤を
つくろう

人や国の
不平等を
なくそう

住み続け
られる

まちづくりを

つくる責任
つかう責任

気候変動に
具体的な
対策を

海の豊かさ
を守ろう

陸の豊かさ
も守ろう

平和と
公正を

すべての人に

パートナー
シップで

目標を達成
しよう
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171

貧困を
なくそう

飢餓を
ゼロに

すべての
人に
健康と
福祉を

質の高い
教育を
みんなに

ジェンダー
平等を
実現しよう

安全な水と
トイレを
世界中に

エネルギーを
みんなに
そして
クリーンに

働きがいも
経済成長も

産業と
技術革新の
基盤を
つくろう

人や国の
不平等を
なくそう

住み続け
られる
まちづくりを

つくる責任
つかう責任

気候変動に
具体的な
対策を

海の豊かさ
を守ろう

陸の豊かさ
も守ろう

平和と
公正を

すべての人に

パートナー
シップで
目標を達成
しよう

移住の促進 

成長産業の育成・集積

創業や新事業展開の
促進
独自の強みを持つ
企業の競争力の強化

企業の海外展開の促進

産業の成長を支える
人材の育成

中小企業の経営支援

企業立地の促進と
産業基盤の強化
安定した雇用の創出と
就労支援

働き方改革の推進

外国人材の受入れ支援

外国人との共生推進

観光かがわの推進

地域の活性化に
つながる交流の推進
農業の担い手の
確保・育成

農産物の安定供給

農産物の需要拡大

生産性を高める
農業の基盤整備
森林整備と森林資源
循環利用の推進
水産物の安定供給と
需要拡大
漁業の担い手の確保・育成
と生産性を高める基盤整備

県産品の販路開拓

県産品の認知度向上

アンテナショップの充実・
強化
デジタルトランスフォーメーション
を支えるデジタル人材の育成
生産性の向上のための
産業のデジタル化の加速
行政のデジタル化の
推進
広域交通ネットワークの
充実・強化
地域交通ネットワークの
整備

若者の定住促進
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●

SDGsの17ゴール

施策

基
本
方
針

2
　新
し
い
流
れ
を
つ
く
る
香
川



372

各施策の取組みの方向が、「ＳＤＧｓ」の17ゴールの目的と関連している場合は、該当するゴールに「●」を記載しています。

学校教育の充実

家庭や地域の教育力の
向上

男女共同参画社会の実現
に向けた基盤づくりの推進

あらゆる分野における
女性の活躍の推進

安全・安心に暮らせる
社会の実現

青少年の健全育成

ＮＰＯ・ボランティア活動
の促進

生涯学習の促進

県内大学等の充実強化

県内大学等との
連携強化

環境を守り育てる
地域づくりの推進

脱炭素社会の実現に向けて地域
とともに取り組む地球環境の保全

持続可能な
循環型社会の形成

自然とともに生きる
地域づくりの推進

生活環境の保全

暮らしを支えるみどりの
充実

県民総参加の
みどりづくり

都市・集落機能の向上

活力あふれる
農山漁村の振興

地域を支える活動の
促進

国際化の推進

文化芸術の振興

文化芸術による
地域づくりの推進

スポーツ参画人口の
拡大

競技力の向上

59
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62
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65

66
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71
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SDGsの17ゴール

施策

基
本
方
針

3
　誰
も
が
輝
く
香
川

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171

貧困を
なくそう

飢餓を
ゼロに

すべての
人に
健康と
福祉を

質の高い
教育を
みんなに

ジェンダー
平等を
実現しよう

安全な水と
トイレを
世界中に

エネルギーを
みんなに
そして
クリーンに

働きがいも
経済成長も

産業と
技術革新の
基盤を
つくろう

人や国の
不平等を
なくそう

住み続け
られる
まちづくりを

つくる責任
つかう責任

気候変動に
具体的な
対策を

海の豊かさ
を守ろう

陸の豊かさ
も守ろう

平和と
公正を

すべての人に

パートナー
シップで
目標を達成
しよう
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東日本大震災や全国的に頻発化・激甚化している大規模な風水害などの自然災害を
はじめ、高病原性鳥インフルエンザなどの家畜伝染病や世界的な流行を見せている新
型コロナウイルス感染症に代表される新興感染症など、近年、県民の生命や身体、財
産、安全で安心できる生活を脅かす危機的事案が発生しています。
こうした危機的事案に備えるため、平常時から、関係機関、県内市町等との連携を図

り、発生予防や被害軽減のためのソフト・ハード両面での対策を講じるとともに、事案の
発生時に備えた体制づくりや対応マニュアルの整備等を行います。
また、危機的事案の発生時には、県民の生命、身体、財産を守ることを最優先に、情報
収集や情報発信・共有などの初動対応を迅速かつ的確に行うとともに、関係者はもとよ
り、県民の皆様とも一丸となり、一刻も早い事態の収束に向けて強力に取り組みます。
さらに、危機が収束した後には、災害等の直接的な被害や経済の縮小等の影響から
の早期の回復に向け、県民の皆様の声を聞きながら、必要な施策を講じ、安全で安心で
きる生活を取り戻すことを確実に成し遂げます。
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　　この計画の推進に当たって、効果的・効率的に行政運営を行うため、次の視点を持
ちながら実効性のある取組みを進めます。

⑴　県民等との協働
この計画の推進には、県民をはじめ、地域団体、ＮＰＯ・ボランティア、企業、大学、金
融機関など多様な主体の積極的な参加と連携が重要です。このため、迅速で正確な
情報提供に努めるとともに、県民の代表である県議会との密接な連携のもと、透明性
の高い行政運営と、県民等との協働の仕組みづくりに努めます。

〔地域コミュニティづくり〕
地域コミュニティの活性化に向け、地域づくりに関わる人材の育成、地域コ

ミュニティ活動の推進に向けた支援等、各市町と連携した地域づくりの推進に取
り組みます。

〔ＮＰＯ等との協働、共助の社会づくり〕
ＮＰＯ・ボランティアが行う地域の課題解決のための取組みや、企業などが行

う社会貢献活動を促進するとともに、適切な役割分担のもと、県の施策との連携
など、協働の仕組みづくりを進めます。

〔大学等との連携〕
人口定着や地域経済の活性化を図るため、県内大学等の魅力づくりを支援す

るとともに、地域貢献等により県内大学等の魅力を高めるため、県内大学等との
連携を強化するなど、協働の仕組みづくりに努めます。

〔情報公開、行政手続、県民への情報提供〕
行政運営の透明性を確保し、県民にとって身近で開かれた県政を実現するた

め、情報公開制度や行政手続制度の適切な運用を図るとともに、県民への積極
的な情報提供に努め、県民に信頼される行政運営をめざします。

〔広聴活動〕
知事へのメールや意見公募手続（パブリックコメント）などの各種広聴活動を
通じて、広く県民の声を聴き、県民ニーズを踏まえた県政運営に努めます。

１　推進の視点
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⑵　広域連携
財政状況が厳しい中、限られた財源で住民サービスを持続的かつ安定的に提供す

るとともに、新たな課題に対応していくため、各市町や四国４県をはじめとした自治体
間の広域連携を推進します。

〔市町との連携〕
県及び各市町が住民サービスを効果的・効率的に提供するとともに、新たな
課題に対しても、より主体的に挑戦していけるよう、国の動向にかかわらず、市町
合併によらない県と市町、市町間の柔軟な連携を一層推進します。

〔他県との連携〕
四国４県において、県境を越えた広域的な課題に対応するとともに、四国の総
合力の向上や効率的な住民サービスの提供等に資する交流連携の取組みを進
めるなど、県外の広域連携を推進します。

⑶　デジタル化の推進
ＡＩ、ＩｏＴ等の技術革新が急速に進展しているとともに、スマートフォンの普及や５Ｇ
の供用開始など通信技術の進展により、デジタル技術が生活や産業に浸透する中
で、デジタル技術の利活用は、生活、産業、行政のさまざまな分野に変革をもたらし、
人口減少・少子高齢化の進行に伴う本県のさまざまな課題解決につながる可能性が
あります。このため、進化し続けるデジタル技術に的確に対応する人材の育成を推進
するとともに、社会課題の解決にデジタル技術を積極的に利活用していく仕組みを
構築するほか、行政サービスにおいても、デジタル化・オンライン化を一層推進し、あ
らゆる業態のデジタルトランスフォーメーションを促進します。

⑷　行財政改革の推進
高度化・複雑多様化する行政課題や新型コロナウイルスの感染拡大、社会全体の

デジタル化の加速などの社会情勢の変化に「柔軟」かつ「迅速」に対応するに当たり、
限られた資源（ヒト、モノ、カネ）の中においても、県民本位・地域本位で県の施策を着
実に推進し、実現していくため、効果的で効率的な行政組織、持続可能な財政運営を
実現し、組織の力を最大限発揮できるよう、次の３つの取組みを柱とし、これまでの
「量」の改革を維持・継続しつつ、「質」をより一層向上させる行財政改革を進めます。
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〔効果的・効率的な業務執行体制〕
社会情勢の変化に対応した組織の見直しと、適正な定員管理を行いながら、
効果的で効率的な業務執行体制を構築し、ＩＣＴなどの利活用によるサービス向
上や業務改善を進め、質の高い県民サービスを提供します。

〔人材の確保・育成・活用〕
優秀な人材の確保や、多様な能力を持った職員の育成に努めるとともに、適正

な人員配置などにより人材活用を推進し、限られた人員で組織全体として最大
限の力を発揮していきます。

〔持続可能な財政運営〕
県民生活や県内経済への影響等に留意しながら収支均衡を図るとともに、人
口減少などの社会構造の変化を踏まえ、限られた財源を効率的に活用すること
により、持続可能な財政運営を進めます。

⑸　ＳＤＧｓの推進
経済、社会及び環境の三側面を不可分のものとして調和させ、持続可能で多様性

と包摂性のある社会の実現をめざす、ＳＤＧｓの理念や目標は、本県が「せとうち田園
都市の確かな創造」をめざし取り組む各施策と方向性が同じで密接に関わっているこ
とから、ＳＤＧｓの視点を取り入れながら、各種の施策に取り組みます。

⑹　関係人口の創出・拡大
人口減少や高齢化により地域を支える人材の不足が懸念される中、特定の地域に
関心を持つ地域外の人材と地域が多様な関係を構築することにより、さまざまな分
野において地域外の人材が持つ知見やスキルなどを生かして地域の活力の維持・発
展につなげていくという関係人口の創出・拡大の視点を踏まえ、各種の施策に取り組
みます。
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⑴　ＰＤＣＡサイクルを通じた進行管理
この計画をより実効性のあるものにするため、計画（plan）、実施（do）、評価

（check）、改善（action）のPDCAサイクルを通じて、施策の進捗状況を客観的に評
価し、課題を整理したうえで、施策を継続的に見直しながら進めていきます。

○　施策ごとに取組みと成果等を踏まえた評価を実施するとともに、指標の達成状
況に基づく評価を実施します。
○　指標の設定に当たっては、社会経済情勢の変化等を踏まえ、施策を多面的・複合
的に評価できるよう、原則アウトカムを示すものを各施策に１つ以上設定すること
とします。
○　観光業や商工業分野など、新型コロナウイルス感染症の影響が大きい指標は、
その目標値を定性的に示しており、状況の変化等を踏まえ、必要に応じて目標値の
見直しを行います。
○　県民の視点を評価に反映させるため、意識調査などにより県民の意識やニーズ
を把握し、その結果を踏まえた分析を行います。
○　評価結果については、県議会に報告するとともに、広く県民に周知します。
○　施策展開の検討や予算編成への活用などを通じて、評価結果を施策や事業の見
直しに反映させます。
○　社会経済情勢の変化等に柔軟に対応するため、必要に応じて本計画の見直しを
行います。

⑵　第２期かがわ創生総合戦略の的確かつ着実な推進
本計画に掲げる施策のうち、人口減少対策に係るものについては、第２期かがわ創
生総合戦略により事業を展開していきます。
本計画の基本目標「せとうち田園都市の確かな創造」の実現には、人口減少問題の
克服と地域活力の向上が不可欠であることから、第２期かがわ創生総合戦略の的確
かつ着実な推進に取り組みます。

２ 　実効性のある進行管理
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【 資料編 】
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１　指標一覧
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指標番号欄の＊印は、再掲指標を示します。
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１　指標一覧（新型コロナウイルス感染症の影響により、目標値を定性的に示す指標）
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指標番号欄の＊印は、再掲指標を示します。
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ＲＰＡ
Robotic Process Automation の略。これまで人

間が行ってきた定型的なパソコン操作をソフトウェア
のロボットにより自動化するもの。

ＩＯＣ（インターナショナル・オリーブ・カウンシル）
ＩＯＣ（International Olive Council）は、スペイン・

マドリードに本部を置く、オリーブオイル・テーブルオ
リーブス（新漬けなど）に関する国際協定（条約・国際商
品協定）に基づく世界唯一の政府間国際機関。

ＩоＴ
Internet of Things（モノのインターネット）の略。自

動車、家電、ロボット、施設などあらゆるモノがインター
ネットにつながり、情報のやり取りをする仕組み。

ＩＣＴ
インフォメーション アンド コミュニケーションテクノ

ロジー（Informat ion and Communicat ion
Technology）の略で、情報・通信に関する技術の総称。

アイソレーションガウン
医療従事者等が感染症患者と接する際などに、感染

を防ぐために着用するガウン。

悪質商法
一般消費者を対象に、組織的・反復的に敢行される

商取引で、その商法自体に違法または不当な手段・方
法が組み込まれたもののことで、利殖勧誘事犯、特定
商取引等事犯がある。

アフリカ豚熱
アフリカ豚熱ウイルスが豚やイノシシに感染すること

による発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の
高い伝染病。ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接
触により感染が拡大する。なお、豚熱とは全く別の疾病。

石綿
天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で、丈夫で熱、酸

やアルカリなどに強く、安価なことから、耐火被覆材、
断熱材、保温材などに使用されてきた。しかし、吸い込
んで肺の中に入ると組織に刺さり、15～40年の潜伏
期間を経て、肺がん、悪性中皮腫などの病気を引き起
こすおそれがある。

イノベーション
技術革新だけでなく、これまでとは異なる新たな考

え方や仕組みによって、新たな価値を生み出すこと。

医療的ケア児
日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療

的ケア（人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他
の医療行為）を受けることが不可欠である児童。

インキュベート施設
起業を図る創業者やベンチャー企業、新分野への進

出や研究開発に取り組んでいる創業間もない企業ま
たは個人に対して、低賃料でスペースを提供したり
マーケティング支援などの経営ノウハウを提供したり
することにより、その成長を促進させるための施設。

インバウンド
「外国人の日本旅行（訪日旅行）」あるいは「訪日外国

人観光客」のこと。英語の「inbound」が由来。

Ｗｅｂアクセシビリティ
Ｗｅｂサイトを利用するすべての人が、心身の機能や

利用する環境に関係なく、Ｗｅｂサイトで提供されてい
る情報やサービスを利用できること。

ＡＩ
Artificial Intelligence（人工知能）の略。コンピュー

タを使って、学習・推論・判断など人間の知能のはたら
きを人工的に実現するための技術。

エコアクション21
中小企業等においても容易に環境配慮の取組みを

進めることができるよう、環境経営の仕組み、環境への
取組み、環境報告を一つに統合した環境省が定める環
境マネジメントシステム。

ＳＮＳ
ソーシャルネットワーキングサービス（Socia l

Networking Service）の略。ＳＮＳとは、人と人とのつ
ながりを促進・サポートする、コミュニティ型のＷｅｂサ
イトで、友人・知人間のコミュニケーションを円滑にす
る手段や場、新たな人間関係を構築する場を提供する
会員制のサービスのこと。

２　用語の解説
あ　 行
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Ｎ９５マスク
アメリカ合衆国労働安全衛生研究所（NIOSH）の、規

格をクリアし、認可された微粒子用マスクのこと。おお
よそ0.3μmの粒子径を95%以上捕集する。

新型コロナウイルス感染症では、医療者が気道吸引
や気管挿管などエアロゾルが発生しやすい場面におい
て着用が推奨されている。

縁結びマッチング
かがわ縁結び支援センター（EN－MUSU かがわ）が

実施する会員登録制による１対１のお見合い事業。異
性のプロフィール情報を検索し、「お引合せ」を申し込
むシステム。

おいでまい
県農業試験場で育成された夏の暑さに強く、品質・

食味に優れた水稲品種。平成23（2011）年から試験栽
培を行い、平成25（2013）年から本格栽培を開始し
た。一般財団法人日本穀物検定協会が実施した平成
25（2013）年産「米の食味ランキング」で、四国で初め
て「特Ａ」評価を獲得し、以後、通算５回の「特Ａ」評価を
獲得している。

ＯＴＡ（オンライントラベルエージェント）
インターネット上のみで取引きを行う旅行会社のこ

と。Online Travel Agentの頭文字の略。

オープンデータ
誰もがインターネット等を通じて容易に利用（加工、

編集、再配布等）できるよう、営利目的、非営利目的を
問わず二次利用可能なルールが適用され、機械判読に
適した形式で、無償で利用できるデータのこと。

オリーブ関連商品
県産オリーブを使用した県内事業者の商品で「香川

県産オリーブ関連商品認証制度」に認証されたもの。

オリーブ牛（ぎゅう）
「讃岐牛（さぬきうし）」のうち、オリーブの採油後の果

実を乾燥させたオリーブ飼料を出荷前60日間以上給
与し生産した県産ブランド和牛肉。

オリーブ地鶏
県産ブランドの「讃岐コーチン」と「瀬戸赤どり」にオ

リーブの採油後の果実を乾燥させたオリーブ飼料を出
荷前14日以上給与し生産した県産ブランド地鶏肉。

オリーブ水産物
オリーブ葉粉末等を混ぜた餌を一定期間与えて養

殖した水産物で、オリーブハマチやオリーブマダイな
どがある。血合肉の変色抑制効果のほか、コラーゲン
含量が増加することにより歯ごたえが良くなるなどの
効果がある。

オリーブ畜産物
オリーブの採油後の果実を乾燥させたオリーブ飼料

を給与し生産した県産ブランドの「オリーブ牛」、「オ
リーブ夢豚・オリーブ豚」、「オリーブ地鶏」の総称。

オリーブ夢豚（ゆめぶた）、オリーブ豚（とん）
「オリーブ夢豚」は、黒豚の血統が50％以上の「讃岐

夢豚」にオリーブ飼料を給与した県産ブランド豚肉。
「オリーブ豚」は、オリーブの採油後の果実を乾燥させ
たオリーブ飼料を出荷前30日間以上給与し生産した
県産豚肉。

温室効果ガス
大気を構成する気体であって、赤外線を吸収し再放

出する気体。地球温暖化対策の推進に関する法律で
は、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオ
ロカーボン類、パーフルオロカーボン類、六ふっ化硫
黄、三ふっ化窒素の７種類を定めている。

オンライン会議
インターネット等を経由して、離れた場所にいる相手

と音声や動画を交換して行う会議のこと。

外国人ガイドブック
外国人が日本国内で生活するうえで、犯罪や事故等

に遭わないために、特に気を付けていただきたい基本
的事項について説明した小冊子。

介護予防事業
高齢者が、可能な限り、地域において自立した日常生

活を営むことができるよう、要介護状態等となることの
予防や要介護状態等の軽減・悪化の防止を目的として
市町が実施する事業。

か　 行
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海洋プラスチックごみ
海洋に流出した廃プラスチックのこと。生態系などへ
の悪影響が懸念されており、中でも、太陽の紫外線な
どで劣化し、５㎜以下まで破砕・細分化されたマイクロ
プラスチックは、回収が困難なことから、新たな海洋汚
染問題となっている。

かがわ縁結び支援センター
（EN-MUSU かがわ）
少子化の大きな要因となっている晩婚化の進行や
未婚率の上昇を抑制するため、県が平成28（2016）年
10月に開設した結婚を希望する男女の出会い・結婚を
サポートする拠点。

かがわオリーブオイル品質表示制度
国際的な基準に即し、県が定めた品質評価基準に適
合した製品であることを表示する制度。

かがわ漁業塾
漁業の知識や経験のない初心者に向けた、漁師にな
るための基礎的な知識や技術の取得ができるよう研
修を行う制度。

香川県広域水道企業団
将来にわたり安全で安心な水道水を安定的に供給
できる体制を確立するため、県と16市町の水道事業を
統合した一部事務組合。平成30（2018）年４月から事
業を開始。

香川県国土強靭化地域計画
強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・
減災等に資する国土強靭化基本法に基づき、国土強靭
化に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた
め、県における国土強靭化に係る他の計画等の指針と
なるべき計画。

香川県地震・津波対策海岸堤防等整備計画
南海トラフを震源とする地震の被害想定を踏まえた
海岸堤防や河川堤防等の地震・津波対策として、平成
27（2015）年3月に策定した整備計画。計画期間は概
ね30年間で優先度の高い箇所から10年毎にⅠ期からⅢ
期に区分して計画し、Ⅰ期計画は平成27（2015）年度か
らの10年間である。

香川県地域防災計画
災害対策基本法に基づき香川県防災会議が作成し、

県の地域に係る防災に関し、県・市町・防災関係機関等
が処理すべき事務または業務の大綱等を定めた計画。

香川県南海トラフ地震・津波対策行動計画
香川県地震・津波被害想定や香川県地震・津波被害
想定調査委員会からの提言等を踏まえ、集中的に実施
する必要性がある防災・減災対策を総合的・体系的に
定めた計画。

かがわ里海大学
里海づくりをけん引する人材の育成を目的に、香川
県と香川大学が共同で設立した「学びと交流の場」。里
海づくりに必要なスキルや知識を高める講座から、広
く里海への理解を深める一般向けワークショップや体
験ツアーまで、さまざまな講座を開講している。

かがわジュニア･フィルハーモニック・オーケストラ
平成13（2001）年に設立した、高校生以下の児童、
生徒によるオーケストラ。県民ホールを拠点に、レッス
ン、定期演奏会等の活動を続けている。

香川せとうちアート観光圏
「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促
進に関する法律」に基づく観光圏として、平成22
（2010）年、香川県全域を対象エリアに国土交通大臣
から認定を受けたもので、地域の幅広い関係者のも
と、観光誘客や観光客の滞在促進を図るための観光地
域づくりを推進している。

香川ため池保全管理サポートセンター
ため池の保全管理体制を強化し、災害の未然防止に
つなげるため、管理状況の調査や劣化状況の診断、管
理者に対する適正な管理の指導・助言を行うなど、ため
池管理者を技術的な面から支援している。

かがわ長寿大学
高齢者が仲間づくりや知識・教養を身につけながら、
みずからの生きがいと健康づくりを図るとともに、長寿
社会を担う地域社会での実践的な指導者を養成する
ことを目的として平成２（1990）年度から開講している
もの。
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かがわ文化芸術祭
昭和33（1958）年から始まった、全国でも有数の歴
史ある「県民誰もが参加できる芸術祭」として、多彩な
ジャンルの文化芸術活動を県内一円で展開している。

家族再統合プログラム
児童虐待等により、子どもが施設・里親等に措置と
なっている間に、児童相談所が保護者等に対して、児童
虐待の再発防止や親子関係再構築を目的とした段階
的な支援を行うために作成するプログラム。

環境マネジメントシステム
組織や事業者が、その運営や経営の中で自主的に環
境保全に関する取組みを進めるに当たり、環境に関す
る方針や目標をみずから設定し、これらの達成に向け
て取り組んでいくための体制・手続き等の仕組み。

ガントリークレーン
港に設置されている、海上コンテナの積み卸しを行
う専用クレーン。

希少糖
自然界に微量にしか存在しない単糖（糖の最小単位）
で50種類以上ある。香川大学の研究により希少糖の
生産体系が明らかにされ、希少糖の一つ「Ｄ-プシコー
ス」は、さまざまな生理機能を持つことから食品・医療
分野等で注目されている。

漁獲可能量
水産資源の保存および管理のため水産資源ごとに
一年間に採捕することができる数量の最高限度として
定められる数量。

漁獲努力量
漁獲を得るために投入される漁船の隻数や漁具数
等のこと。

クラスター
感染経路が追えている患者の集団のこと。

グリーン・ツーリズム
農山漁村で、農林漁業の体験やその地域の自然や文
化に触れながら、地元の人々との交流を楽しむこと。

経営革新計画
中小企業者等が中小企業等経営強化法に基づき、新

商品の開発や新たな生産方式の導入等による経営の
向上に関する目標等を設定した計画。経営革新計画を
作成し、県知事による承認を受けることで、各種支援策
を活用することができる。

Ｋ－ＭＩＸ Ｒ
（かがわ医療情報ネットワーク）
全国に先駆けて取り組んだ全国初の全県的な医療
情報ネットワーク。レントゲン画像など遠隔での読影診
断や病院間でのカルテ等の共有により治療に役立てる
医療連携ネットワーク。

健康寿命
健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活
できる期間。平均寿命が「何年生きられるか」という指
標であるのに対し、「自立して健康に暮らす」という生活
の質を捉えた指標。

顕著な普遍的価値
国家間の境界を超越し、人類全体にとって現代と将
来世代に共通した重要性をもつような、傑出した文化
的な意義や自然的な価値。

高規格道路
主要な都市や重要な空港・港湾を連絡するなど、高
速自動車国道を含め、これと一体となって機能する、も
しくはこれらを補完して機能する広域的な道路ネット
ワークを構成する道路で、概ね時速60㎞以上で走行す
ることができる道路。

口腔機能
口腔の機能には、咀嚼と嚥下、発音・発声、唾液の分
泌、味覚があり、その大きな役割は「食べる」、「話す」で
ある。また、口元は表情の一部を形づくっており、歯並
びの状態、かみ合わせなどによって変化する。

行動援護
知的障害または精神障害により行動上著しい困難を
有する人が行動する時に、危険を回避するために必要
な援護、外出支援を行う。

高病原性鳥インフルエンザ
鶏、あひる、うずら、きじ、七面鳥などに感染し、その
伝染力の強さと高致死性などから、国際的に最も警戒
すべき家畜の伝染性疾病のひとつ。発生時には殺処分
等の感染拡大防止措置が必要となる。
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高齢者いきいき案内所
長年培った豊かな経験や知識、技能を地域のために
生かしたいと考えている高齢者に活躍の場の情報を
提供するとともに、人材バンクに登録した高齢者を地
域のニーズに応じて、活躍の場へ案内するもの。

子育てバリアフリー
子どもを安心して生み育てることができるよう、子ど
もや子育て家庭にやさしい環境をつくること。

コンテンツ
人間の創造的活動により生み出されるもののうち、
教養または娯楽の範囲に属するものを指すが、現在で
は、広く情報やサービスなどにおける制作物やその中
身のことを指す言葉としても用いられる。
（例；デジタルコンテンツ、観光コンテンツなど）

サービス付き高齢者向け住宅
「高齢者住まい法」の改正（平成23（2011）年10月）
により創設された介護・医療と連携し、安否確認や生活
相談などの高齢者の安心を支えるサービスを提供す
るバリアフリー構造の住宅。

サイバー空間の脅威
サイバー犯罪やサイバー攻撃（サイバーテロなど）を
意味する。
サイバー攻撃とは、重要インフラの基幹システムを機能
不全に陥れ、社会機能を麻痺させるサイバーテロや情報
通信技術を用いて政府や先端技術を有する企業から機密
情報を窃取するサイバーインテリジェンスを意味する。

サイバー犯罪
高度情報通信ネットワークを利用した犯罪やコン
ピュータまたは電磁的記録を対象とした犯罪等の情報
技術を利用した犯罪のこと。

栽培漁業
魚やエビなどで生存率が低い時期を人が管理して一
定の大きさまで育てた後、適した環境に放流し、自然の
海で成長したものを適切に管理しながら漁獲する漁業。

サテライトオフィス
企業の本拠地から離れた場所において、情報通信技
術を活用して働くことができる遠隔地のオフィス。

さ　 行

里海（さとうみ）
人が自然と適切に関わることで、多様な生物が生息
できる健全な海の状態を保ち、多くの恵みをもたらす
豊かな海のこと。本県では、「人と自然が共生する持続
可能な豊かな海」をめざして、全国初となる「全県域」を
対象に、県民みんなで山・川・里（まち）・海を一体的に捉
えて保全・活用していく里海づくりに取り組んでいる。

里親
家庭のさまざまな事情により、保護者のもとで暮ら
すことができない子どもを、保護者にかわって育てる
ことを希望する者で、知事によって適当であると認定
を受け、登録した者。

さぬき映画祭
映画に対する関心の高まりを通じ、にぎわいづくり
と、映画･映像による地域文化の振興と香川の活性化
につなげるために、平成18（2006）年度から開催して
いる。

さぬきこどもの国
わくわく児童館（大型児童館）を中心に児童に健全な
遊びと創造的活動の場を提供し、その健康を増進し、
情操を豊かにするとともに、科学とのふれあいを通じ
て児童の科学に親しむ心を育み、次代の社会を担う児
童の健全な資質の向上を図るための県立施設。

さぬき讃シリーズ
「さぬき讃フルーツ」、「さぬき讃ベジタブル」、「さぬ
き讃フラワー」を束ねた県産青果物の総称。

さぬき讃フラワー
香川県で生産される高品質な花きの総称。

さぬき讃フルーツ
県オリジナル品種を中心とした果物で、県が認定し
た生産者が栽培し、糖度など一定の品質基準を満たし
たもの。

さぬき讃ベジタブル
香川県産野菜イメージアップ計画を作成し、かがわ
農産物流通消費推進協議会の認定を受けた生産者が
旬や品質等にこだわって作った県産野菜。
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さぬきっ子安全安心ネット指導員
幼稚園や小・中学校で開催される、児童生徒のイン
ターネット利用に関する保護者向け学習会で指導する
ボランティア。県教育委員会が養成・委嘱しており、ネッ
トトラブルに関する基本的知識や保護者が果たすべき
役割など、家庭でのインターネットの適正利用につい
て指導・助言している。

さぬきの夢
県農業試験場がさぬきうどんのために開発した、本
県オリジナル小麦品種の総称。平成12（2000）年には
初の品種「さぬきの夢2000」、平成21（2009）年には
後継品種の「さぬきの夢2009」が開発され、平成25
（2013）年産には「さぬきの夢2009」に全面切替され、
現在、県内全域で栽培されている。

サプライチェーン
製品やサービスについて、設計、開発、調達、製造、加
工、販売、購入者への配送に至るまでの一連の流れの
こと。

山地災害危険地区
山地において発生する山腹の崩壊、崩壊土砂の流出
等の土砂災害、地すべりにより、公共施設または人家に
直接被害を与えるおそれのある地区で、地形、地質等
から危険度が一定基準以上の箇所。

四国遍路
徳島・高知・愛媛・香川の四国４県に点在する多数の
札所を巡る巡礼。最終目的地がなく、周回することがで
きるという特徴があり、地域社会と密接にかかわりな
がら発展した。現在、官民産学が連携・共同して、四国
遍路の世界遺産登録に向けた取組みを進めている。

自己有用感
「自分は周りの人の役に立っている。自分は社会に有
用な存在だ」と思える感情。他者評価など、相手の存在
があってこそ生まれてくる感情という点で、「自尊感情」
や「自己肯定感」とは異なる。

脂質異常
血液中に含まれる脂質（コレステロールや中性脂肪）
が過剰、もしくは不足している状態。生活習慣、特に食
生活と運動に関係しており、脂質が過剰であると動脈
硬化を起こしやすくなり、心筋梗塞や脳卒中などのリ
スクが高くなる。

自主防災組織の活動カバー率
共助の理念の下、災害時に互いに助け合う自主防災
組織が結成された地域の世帯数が、当該地域が所在
する市町の全世帯数に占める割合。

自主防犯活動
地域住民、ボランティア団体が自主的に行うパトロー
ル、啓発活動等の防犯活動。

市町防災・減災対策連絡協議会
県と市町の防災所管課長による協議会であり、防災・
減災に関する諸課題を解決するため、年４回程度開催
している。

児童虐待事案
保護者がその監護する児童(18歳未満)に対して、さ
まざまな形態の虐待(身体的（叩く・蹴る）、性的（わいせ
つな行為をする・見せる）、ネグレクト（減食、放置）、心
理的（暴言・拒絶）等)を行うこと。

児童養護施設
保護者のない子ども、虐待されている子どもその他
環境上養護を要する子どもを入所させて、これを養護
し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立の
ための援助を行うことを目的とする施設。

就職氷河期世代
概ね平成５（1993）年～平成16（2004）年の雇用環
境が厳しい時期に学校卒業期を迎えた世代。

重要犯罪
殺人、強盗、強制性交等、強制わいせつ、放火、略取
誘拐および人身売買。

集落営農
集落等地縁的にまとまりのある一定の地域内の農業
者が農業生産を共同して行う営農活動のこと。

受療率
厚生労働省が３年ごとに行う、全国の医療施設を利
用する患者の傷病の状況等を調査した患者調査にお
いて、推計患者数を人口10万対で表した数。
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循環型社会
大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会に代わるも
のとして提示された概念。循環型社会基本法では、第
一に製品等が廃棄物等となることを抑制し、第二に排
出された廃棄物等についてはできるだけ資源として適
正に利用し、最後にどうしても利用できないものは適
正に処分することが徹底されることにより実現される
「天然資源の消費が抑制され、環境への負荷ができる
限り低減された社会」としている。

飼養衛生管理基準
家畜伝染病予防法に基づき家畜(牛、豚、鶏など)の
所有者が、異常家畜の早期発見や消毒の励行など、守
らなければならない衛生基準として平成16（2004）年
12月に定められた。

障害者就業・生活支援センター
就業およびこれに伴う日常生活または社会生活上の
支援を必要とする障害者の職業の安定を図るために、
社会福祉法人等が、知事の指定を受けて、障害者の職
業生活における自立を図るために必要な指導・助言等
を行う。

小規模住居型児童養育事業（ファミリーホーム）
家庭のさまざまな事情により、保護者のない子ども、
または保護者に監護させることが不適当な子どもにつ
いて、養育者がその住宅において養育を行う事業。

食害（ノリ類養殖）
良質なノリ・アオノリがとれる漁期当初に魚類（クロ
ダイ、アイゴなど）や鳥類（カモ類）に食べられる被害の
こと。

食品ロス
本来食べられるにもかかわらず、売れ残りや食べ残

しなど、さまざまな理由で捨てられている食品のこと
で、食品の生産、製造、流通、販売、消費等の各段階に
おいて日常的に発生し、日本全体で年間約600万トン
（平成30（2018）年度）と推計されている。

新・かがわ健やか子ども基金事業
子育てなどを取り巻く状況やニーズは地域によって
異なることから、市町が地域ごとのニーズに応じて計
画的に行う、創意工夫を凝らした少子化対策、母子保
健及び子育て支援事業の実施に対して支援する本県
独自の制度。

新興感染症
かつては知られていなかった、昭和45（1970）年以
降に新しく認識された感染症で、局地的に、あるいは国
際的に公衆衛生上の問題となる感染症。

人身安全関連事案
ストーカー、ＤＶ事案、行方不明事案、児童・高齢者・
障害者虐待事案といった人身の安全を早急に確保す
る必要が求められる事案のこと。

侵略的外来種
「外来種」のうち、我が国の生態系、人の生命や身体、農林
水産業等に被害を及ぼすものまたはその恐れのあるもの。

森林施業
森林を育成するために、植栽、下草刈り、間伐など森
林に対する働きかけを継続的に行うこと。

水源涵養
森林などにおいて、土壌に雨水を貯留し、ゆっくりと
流出させることで、河川に流れる水量を安定させる機
能のほか、雨水が土壌に浸透・通過することにより水質
を浄化する機能。

水産エコラベル
環境や生態系、資源の持続性に配慮した方法で漁
獲、養殖、加工・流通された水産物に対して、第三者に
よる審査、認証を行い、ラベル等で表示する仕組み。

スーパー・メガリージョン
リニア中央新幹線の整備により、東京・大阪間を約１
時間で結び、三大都市圏を一体化することで生まれる
巨大経済圏。平成27（2015）年の第二次国土形成計
画において提唱された。

スクールカウンセラー
児童生徒の問題行動等の未然防止、早期発見・早期
対応等のために、児童生徒や保護者等の悩みや不安を
受け止めて相談に当たり、関係機関と連携して必要な
支援をするための「心の専門家」。

スクールソーシャルワーカー
社会福祉の専門的な知識、技術を活用し、課題を抱
えた児童生徒を取り巻く環境に働きかけ、家庭、学校、
地域の関係機関をつなぎ、児童生徒の悩みや抱えてい
る問題の解決に向けて支援する「福祉の専門家」。
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ストーカー・ＤＶ事案
恋愛感情その他の好意の感情等を充足する目的で、
つきまとい等(つきまとい、押し掛け、連続電話等)を繰
り返し行うストーカー事案と、配偶者や恋人などの関係
にある者がさまざまな暴力(身体的、精神的、性的等)を
行うＤＶ（ドメスティック･バイオレンス）事案のこと。

スマートＩＣ（スマートインターチェンジ）
高速道路の本線やサービスエリア、パーキングエリ
ア、バスストップから乗り降りができるように設置され、
通行可能な車両（料金の支払い方法）をＥＴＣ搭載車両
に限定しているインターチェンジ。

スマート農業
農作業の自動化や省力化、農作物の高品質化や生
産性の向上を目的として、ロボット、ＡＩ、ＩｏＴなどの先端
技術を活用する農業のこと。

３Ｄ積層造形
３Ｄデータをもとに、材料を薄く一層ずつ固めて積み
重ねることで、立体物を製作する技術のこと。他の工法
ではできない複雑形状が製作できることに利点があ
り、樹脂材料を使用した３Ｄプリンターは一般に普及し
ている。

生活習慣病
がん、心臓病、脳卒中、糖尿病、高血圧症、脂質異常
症、肥満症、歯周病など、食習慣、運動習慣、休養、喫
煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に関与すると
考えられている疾患。

性的少数者
性（セクシュアリティ）は、からだの性、心の性、好きに
なる性などの組合せであるが、人口に占める割合が少
ない同性愛や両性愛の人、からだの性と心の性に違和
感がある人などを広く総称したもの。

セーフティネット住宅
「住宅セーフティネット法」の改正（平成29（2017）年
10月）により創設された、高齢者、障害者、子育て世帯
等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅と
して登録された住宅。

世界遺産
文化遺産及び自然遺産を人類全体の世界の遺産と

して保護、保存することを目的とした『世界遺産条約』

（昭和47（1972）年、ユネスコ採択）に基づき、登録さ
れた遺産。令和３（2021）年５月現在、1,121件（文化遺
産869件、自然遺産213件、複合遺産39件）を数え、日
本からは23件が登録されている（文化遺産19件、自然
遺産４件）。

総合周産期母子医療センター
相当規模の母体・胎児集中治療管理室（ＭＦＩＣＵ）を
含む産科病棟および新生児集中治療管理室（ＮＩＣＵ）
を含む新生児病棟を備え、常時の母体および新生児搬
送受入体制を有し、合併症妊娠（重症妊娠高血圧症候
群、切迫流産等）、胎児・新生児異常（超低出生体重児、
先天異常児等）等の母体または児におけるリスクの高
い妊娠に対する医療、高度な新生児医療等の周産期医
療を行うことができる医療施設で県が指定したもの。

ゾーニング
病原体によって汚染されている区域（汚染区域）と汚
染されていない区域（清潔区域）を区分けすること。安
全に医療を提供するとともに、感染拡大を防止するた
めの基本的な考え方となる。

ゾーン３０
生活道路における歩行者等の安全な通行を確保する
ことを目的に、区域（ゾーン）を定めて最高速度３０km/h
の速度規制を実施するとともに、その他の安全対策を
必要に応じて組み合わせ、ゾーン内における速度抑制
や通り抜けの抑止等を図る生活道路対策のこと。

Society 5.0
サイバー（仮想）空間とフィジカル（現実）空間を、ＡＩ、

ＩｏＴ、ロボットなどの革新的技術を用いて高度に融合す
ることで、新しい価値やサービスが次々と創出される
「超スマート社会」を実現する取組み。

第二創業
既に事業を営んでいる企業等が、経営資源を生かし
て新規事業への進出や業態転換を図ること。

多文化共生
国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的ちが
いを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社
会の構成員として共に生きていくこと。

た　 行
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多面的機能（多面的な機能）
国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良好

な景観の形成、文化の伝承など、農山漁村で行われ
る農林水産業の営みにより生じるさまざまな機能の
こと。

地域医療構想
地域の医療需要の将来推計等を活用して、その地域

にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携
を適切に推進することをめざす構想。

地域ケア会議
地域包括支援センターまたは市町が主催し、設置・運

営する行政職員と介護サービス事業者、医療関係者、
民生委員等で構成される会議。個別ケースを多職種で
多様な視点により検討し、課題解決を支援。

地域通訳案内士
特定の地域内で報酬を得て外国人に外国語で旅行

に関する案内を行う者。香川県では、「香川せとうち地
域通訳案内士（英語、中国語、韓国語）」を、観光庁長官
の同意を得て、平成30（2018）年度から令和２（2020）
年度までの３年計画に基づき養成した。

地域包括支援センター
地域住民の心身の健康保持及び生活の安定のため

に必要な援助を行うことにより、地域住民の保健医療
の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目
的に各市町に設置されている施設。

地域密着型スポーツチーム
地域に密着し、地域とともに発展することを理念とし

て掲げ、試合を通じて住民に夢や元気を与えるととも
に、スポーツ教室の開催や各種イベントへの参加等の
地域貢献活動を展開するスポーツチーム。

地域若者サポートステーション
厚生労働省が、15歳から49歳までの無業者の職業

的自立を支援するための拠点として、全国177か所（県
内２か所）設置したもの。キャリアカウンセリングのほ
か、各種セミナーの開催、就労体験等を行っている。

地球温暖化
人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の

温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全
体として、地表や大気の温度が追加的に上昇する現象。

畜産ＧＡＰ
農業生産活動の持続性を確保するため、食品安全、

家畜衛生、環境保全、労働安全、アニマルウェルフェア
に関する法令等を遵守するための点検項目を定め、こ
れらの実施、記録、点検、評価を繰り返しつつ生産工程
の管理や改善を行う取組み。

地区防災計画
地区居住者等が、「自助」・「共助」の精神に基づき、市

町村等と連携して行う、自発的な防災活動を促進し、ボ
トムアップ型で地域における防災力を高めるため、各
地区の特性に応じて、コミュニティレベルでの防災活
動を内容とする計画。

治山施設
森林の維持造成を通じて山地に起因する災害から国

民の生命・財産を保全するとともに、水源のかん養、生
活環境の保全・形成を図ることを目的とした治山事業
により設置される治山ダム、土留、水路、落石防護柵な
どの人工的な施設や構造物。

地産地消
「地域生産―地域消費」を短く表現した言葉で、「地域

でとれた生産物をできるだけ地域で消費する」という
意味。

知的財産
人間の創造的活動により生み出される、発明、考案、

意匠、著作物や事業活動に用いられる商品または役務
を表示する商標、商号等を指し、法令で定められた権
利として、特許権、実用新案権、意匠権、著作権、商標権
等がある。

中山間地域
傾斜地や森林が多く、まとまった平坦な農地が少な

いなど、農業上の諸条件が平地に比べて不利な地域の
こと。

ＴＥＵ
Twenty feet Equivalent Unit。コンテナの貨物量

を表す国際的な単位。コンテナはさまざまな大きさが
あることから、20フィートコンテナを基準として換算し
た取扱貨物量を表示する。



407

低出生体重児
出生時体重が2,500グラム未満の新生児。

デジタルトランスフォーメーション
電子化されたデータとデジタル技術の活用により、
社会起点で新たな価値を創出し、サービスやビジネ
スモデル、組織等に変革がもたらされること。

デジタルマーケティング
検索エンジンやＷｅｂサイト、ＳＮＳ、メール、モバイ
ルアプリなど、あらゆるデジタルテクノロジーを活用
したマーケティングのこと。社会におけるデジタル化
の進展によって入手可能になった「ユーザーの行動
データ」を分析し、データを基に最適な施策を繰り出
していくことが可能である。

テレワーク
在宅勤務、モバイルワークなど、ＩＣＴ（情報通信技
術）を利用し、時間や場所を有効に活用できる柔軟な
働き方。

同行援護
視覚障害により移動に著しい困難を有する人に、移
動に必要な情報の提供（代筆・代読を含む）や移動の
援護等の外出支援を行う。

糖尿病
血糖値を下げるインスリンの分泌不全や作用不足
で高血糖の状態が慢性的に続く病気のこと。発症初
期は自覚症状が起こりにくく、治療せず放置しておく
と血管障害が起こり、神経や目、腎臓等に合併症を引
き起こす。

特殊詐欺
被害者に電話をかけるなどして対面することなく
信頼させ、指定した預貯金口座への振込みその他の
方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る
犯罪の総称であり、架空料金請求詐欺、還付金詐欺
等がある。

特定技能
深刻化する人手不足に対応するため、人材を確保
することが困難な状況にある介護や建設など14の
産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国
人を受け入れるために創設された在留資格で、平成
31（2019）年４月から制度の運用が開始された。

特定健診
生活習慣病予防のために40歳から74歳までの公
的医療保険の加入者を対象としたメタボリックシンド
ローム（内臓脂肪症候群、生活習慣病の発症前の段
階）に着目した健診（特定健康診査）。特定健診の結
果に応じて保健指導（特定保健指導）が行われる。

特定水産資源
漁業法に基づき、漁獲可能量による管理を行う水
産資源をいう。

トップセールス
地方自治体の代表などが、みずから県産品等を、他
の国や地方へ売り込むこと。

どんぐり銀行
どんぐりを集めて苗木として払い戻すといった緑化
活動のほか、県民参加による森林づくり活動や、自然
観察等を通した森林体験により、県民に積極的に森
づくりに携わってもらおうという活動。

日本遺産
世代を超えて受け継がれている伝承、風習などを
踏まえたストーリーの下に、点在する有形・無形の遺
産を集約した文化財群。

乳児院
保護者の養育を受けられない乳幼児を養育する施
設。

乳児家庭全戸訪問事業
生後４か月までの乳児のいる家庭等を訪問し、子育
て支援に関する情報提供や養育環境等の把握を行う
事業。

妊娠出産サポート
妊娠、出産について知りたいことや悩みや不安、

「妊娠を素直に喜べない」、「なんとなく気分が落ち込
む」などの精神的不調、望まない妊娠または計画して
いない妊娠などについて、電話、面談により産婦人科
医師、助産師に個別に相談できる専用相談窓口。

な　 行
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認知症サポーター養成
認知症に関する正しい知識と理解を持ち、地域や

職域で、認知症の人やその家族に対して、できる範囲
での手助けをするボランティアを養成するもの。

認知症サポート医
認知症の人の診療に習熟し、かかりつけ医等への

助言その他の支援を行い、専門医療機関や地域包括
支援センター等との連携の推進役となる認知症にか
かる地域医療体制構築の中核的な役割を担う医師。

認知症疾患医療センター
認知症の鑑別診断、専門医療相談、身体合併症へ

の対応、医療情報の提供等を行うとともに、地域の保
健医療・介護機関等との連携を担う中核機関として
指定を受けた医療機関のこと。県内では、平成23

（2011）年10月から６病院を指定している。

認知症初期集中支援チーム
認知症の人やその家族を対象に家庭を訪問し、初

期段階におけるアセスメントの実施、認知症の症状
や病気の進行に沿った対応方法の説明、在宅ケアの
提供、家族に対する助言などを行い、一定期間、集中
的に本人や家族に関わる複数の専門職からなるチー
ム。

認定こども園
保育所と幼稚園の機能を併せ持ち、保護者の就労

状況およびその変化等によらず保育・教育を一体的
に行うとともに、すべての子育て家庭を対象に地域に
おける子育て支援を行う施設。幼保連携型、幼稚園
型、保育所型、地方裁量型の４類型がある。

認定農業者
農業経営基盤強化促進法に基づき、５年後を目標

として経営規模の拡大や生産方法・経営管理の合理
化等を記載した農業経営改善計画を作成し、これを
市町から認定を受けた農業者。経営改善の取組みに
関する優遇措置が講じられている。

妊孕性温存治療
がん等原疾患の治療により生殖機能が低下するま

たは生殖機能を失うおそれがある場合に、未受精卵
子や受精卵、卵巣組織、精子を凍結・保存することで、
将来に妊娠、出産できるよう生殖機能を温存する治
療法。

農業生産工程管理（ＧＡＰ）
ＧＡＰはGood Agricultural Practiceの略で、農

業において、食品安全、環境保全、労働安全等の持続
可能性を確保するための生産工程管理の取組み。

農地中間管理事業
農用地の利用の効率化・高度化の促進を図ること

を目的とする法人として、知事の指定を受けた農地
中間管理機構((公財)香川県農地機構)が、離農や規
模を縮小する農家から農地を借り入れて、その農地
を担い手の農家に貸付けることで、担い手への農地
集積・集約化を促進する事業。

農泊
農山漁村地域に宿泊し、滞在中にその地域の農産

物を活用した食事や農業体験などを楽しむ「農山漁
村滞在型旅行」のこと。

農福連携
農業と福祉が連携し、障害者の農業分野での活躍

を通じて、農業経営の発展とともに、障害者の自信や
生きがいを創出し、社会参画を実現する取組み。

ノリ（類養殖）の色落ち
海水中の窒素分などが減少して栄養不足になる

と、養殖中のノリ類の色が黒から茶色に変化し、加工
しても商品価値の無い乾ノリしか生産できなくなる
被害のこと。

廃棄物
占有者がみずから利用し、または他人に有償で売

却することができないために不要になった物をいい、
ごみ、汚泥、廃油、し尿等の固形物または液状のもの
をいう。また、廃棄物は、事業活動に伴って生じた20 
種類の産業廃棄物と、家庭から出るごみや、し尿など
の一般廃棄物がある。

ハザードマップ
地域や都市の状況に合わせ、危険情報を公開・掲載

した被害予測図。土砂災害や浸水の危険区域、地震
時の避難場所、避難経路などを記載している。

は　 行
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ＨＡＣＣＰ（ハサップ）
原材料の受入から最終製品までの工程ごとに、食
中毒菌などの危害要因を分析（ＨＡ）したうえで、危害
の発生防止につながる特に重要な工程（ＣＣＰ）を継
続的に監視・記録する衛生管理手法である。

バリアフリー
高齢者や障害者などが、社会生活をしていくうえで
のさまざまな障害（バリア）を除去すること。

搬出間伐
成長の過程で過密になった森林の立木の一部を抜
き伐りして、立木の密度を調整し、樹木の生長や下層
植生の生育を図る間伐で、伐採された木を利用目的
で林外に搬出する作業。

半農半Ｘ
農業と他のさまざまな仕事を組み合わせた新しい
ライフスタイル。

微小粒子状物質（ＰＭ2.5）
大気中に浮遊している2.5μm（1μmは1mmの千
分の1）以下の小さな粒子のことで、非常に小さいた
め（髪の毛の太さの1/30程度）、肺の奥深くまで入り
やすく、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響
が心配されている。発生源としては、ボイラー、焼却
炉などのばい煙を発生する施設、コークス炉、鉱物の
堆積場等の粉じんを発生する施設、自動車、船舶、航
空機等、人為起源のもの、さらには、土壌、海洋、火山
等の自然起源のものもある。

ビッグデータ
デジタル化の更なる進展やネットワークの高度化、
またスマートフォンやセンサー等ＩｏＴ関連機器の小
型化・低コスト化によるＩｏＴの進展により、スマート
フォン等を通じた位置情報や行動履歴、インターネッ
トやテレビでの視聴・消費行動等に関する情報、また
小型化したセンサー等から得られる膨大なデータの
こと。

人・農地プラン
高齢化や後継者不足などの地域が抱える人と農地
の問題を解決するため、地域の農業者等の話合いを
通じて、将来の地域の農地や担い手等の地域農業の
あり方について定めたプラン。

病児・病後児保育
病気や病後の子どもを、保護者が家庭で保育でき
ない場合に、病院・保育所等に付設された専用スペー
ス等において、看護師等が一時的に保育等する事
業。

貧栄養化
栄養塩（窒素、リン、珪素など、植物が正常な生活を
営むのに必要な無機塩類）が少なく植物プランクトン
や海藻などの生物の生産性が低くなること。

５Ｇ
第５世代移動通信システムのこと。「超高速」「超低
遅延」「多数同時接続」といった特徴を持ち、多種多様
なネットワークを包含する総合的なＩＣＴ基盤として期
待されている。

不育症
妊娠はするが、流産、死産や新生児死亡などを繰り
返して結果的に子どもを持てない場合、不育症と呼
ばれる。

フィルムコミッション
地域活性化を目的として、映画・テレビドラマ・ＣＭ
といった映像作品のロケーション撮影を誘致し、撮影
が円滑に行われるための支援を行う非営利公的機関
のこと。

フォレストマッチング
森づくりに関心のある企業・団体と県、地元市町な
どが協働の森づくり協定を締結し、企業・団体の社員
の参加と経費負担により、森林整備を進める取組み。

豚熱
豚熱ウイルスにより起こる豚、イノシシの熱性伝染
病で、強い伝染力と高い致死率が特徴。感染豚は唾
液、涙、糞尿中にウイルスを排泄し、感染豚や汚染物
品等との接触等により感染が拡大する。なお、アフリ
カ豚熱とは全く別の疾病。

不妊・不育症相談センター
香川県不妊・不育症相談センターでは、専門の医師、
看護師、心理カウンセラー等が不妊に関するあらゆる
相談に応じている。メール相談、医師による面談、看護
師等による電話相談、心理カウンセラーによるカウセリ
ングがある。
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保安林
公益上の目的を達成するため、森林法に基づいて、

農林水産大臣または知事が指定した森林。水源かん
養、土砂流出防備などの17種類があり、森林の施業や
開発行為に一定の制限が課せられている。

防災会議
災害対策基本法に基づき設置される、地域防災計画

の作成や関係機関の連絡調整、防災に関する重要事項
の審議等、総合的、計画的な防災行政を行うための機
関。

防災士
自助、共助、協働を原則として、社会のさまざまな場

で防災力を高める活動が期待され、そのための十分な
意識と一定の知識・技能を習得していることを、日本防
災士機構が認証する資格である。

ポートセールス
港湾利用を通じた地域活性化を目的として、港湾管

理者や港運事業者などの港湾振興関係者が、港湾を
PRする活動。

母子父子福祉資金等貸付制度
ひとり親家庭の生活基盤の安定や、子どもの高校、

大学等への修学などを支援するため、各種資金の貸付
けを行う制度。

ほ場整備
農地区画の規模や形状の変更、農道、用排水路、用

水のパイプライン化などの農業生産基盤の整備を総
合的に行うこと。

補装具
義肢や車いすなど障害者の身体機能を補完または

代替し、長期間使用するもの。

ＭａａＳ（マース）
モビリティー・アズ・ア・サ ービス（Mobility as 

a　Service）の略。個々の利用者の移動ニーズに対応
して、複数の公共交通機関や公共交通以外の移動サー
ビスを最適に組み合わせ、観光、小売、医療・福祉、教育
等の多様な移動以外のサービスとも連携し、一括した
検索・予約・決済等を提供するサービス。

マイキープラットフォーム
マイナンバーカードのマイキー部分（ＩＣチップの電

子証明書の格納領域と空き領域の部分を指し、公的機
関だけでなく民間でも活用できるもの）を活用して、マ
イナンバーカードを公共施設や商店街などに係る各種
サービスを呼び出す共通の手段とするための共通情
報基盤。マイキープラットフォームを活用することによ
る行政サービスの高度化や地域経済の活性化が期待
されている。

マイクロツーリズム
遠方への旅行に対し、近隣地域への小旅行や、地域

の歴史や文化を知る少人数での「まち歩き」など、近場
で過ごす小規模の旅行形態のこと。

ＭＩＣＥ
会議(meeting)、インセンティブ(incentive)、コンベ

ンション(convention)、イベント・展示会(event/
exhibition）のことでコンベンション・マーケットまたは
コンベンション産業を包括的に表現した言葉。

マイナポータル
政府が運営するＷｅｂサイト。利用登録を行うと、個

別に専用の窓口が設定される。国民一人ひとりのポー
タルサイトとして、子育てなどに関するサービスの検
索や、自身の特定個人情報（マイナンバーを含む個人
情報）が行政機関同士で照会・提供された履歴を確認
することなどが可能。

マイナンバーカード
プラスチック製のＩＣチップ付きカードで券面に氏名、

住所、生年月日、性別、マイナンバーと本人の顔写真等
が表示される。本人の申請により交付され、マイナン
バーを証明する書類や本人確認の際の公的な本人確
認書類などとして利用できる。平成28（2016）年1月
から交付が開始された。

みどりの学校
みどりとのふれあいを通して、みどりに対する理解を

深めてもらうため、子どもから大人までのあらゆる世
代を対象に、みどりに関する「体験」、「学習」、「実践」が
できる多様な講座を実施するもの。

ま　 行



411

緑の少年団
緑を愛し、緑を守り、育てる心を養うことを目的に活
動する少年たちの自主的団体のこと。

メセナ活動
企業による芸術文化支援。

木育
木と関わることで、木に対する親しみや理解を深める
ことにより木を生活に取り入れたり、みずから森づくり
に貢献する人の育成をめざす活動。

藻場造成
水産生物にとって、重要な餌場、産卵場、生育場等に
なる、内湾や浅瀬に海藻等が群落を形成する場所を、
人の手によって創り出すこと。また、藻場には水質浄化
や水中への酸素供給などの副次効果もある。

ユニバーサルデザイン
障害の有無や年齢、性別、人種等にかかわらず、誰も
が利用しやすいように、まちづくりや環境づくりを行っ
ていこうとする考え方。

吉野川水系渇水対応タイムライン
吉野川水系の関係者が連携して、渇水の進度と渇水
による被害を最小化するための対策等を時系列で整
理したもの。

ライフステージ
人間の一生を年齢や人生の節目ごとに分けた、それ
ぞれの段階。少年期・青年期・壮年期・老年期など、さま
ざまな分類や表現がある。

リカレント教育
就職してからも、生涯にわたって教育と他の諸活動

（労働、余暇など）を交互に行うといった概念。社会人の
学び直し。

齢級
森林が成立してからの年数である林齢を、５年ごとに
一括りにしたもの。林齢１～５年生を１齢級、６～10年生
を２齢級と数える。

６次産業化
農山漁村の活性化のため、農林水産業など第１次産
業とこれに関連する、加工や販売等の第２次、第３次産
業に係る融合等による地域ビジネスの展開や新たな
業態の創出を行う取組み。

ワーケーション
英語のWork（仕事）とVacation（休暇）の合成語
で、観光地やリゾート地など、普段の職場とは異なる場
所で働きながら休暇取得を行うこと。

や　 行

ら　 行

わ　 行


